
- 1 - 

 

 

（６月１４日） 

告     示 …………………………………………………………………………………   １ 

応 招 議 員 …………………………………………………………………………………   １ 

議 事 日 程 …………………………………………………………………………………   ３ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………   ４ 

出 席 議 員 …………………………………………………………………………………   ６ 

欠 席 議 員 …………………………………………………………………………………   ６ 

議会事務局職員出席者 …………………………………………………………………………   ６ 

説明のために出席した者 ………………………………………………………………………   ６ 

開会、開議宣告 …………………………………………………………………………………   ７ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………   ８ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ８ 

 議長の諸般報告 ………………………………………………………………………………   ９ 

 市長の行政報告 ………………………………………………………………………………   ９ 

 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 ………………………………………  １３ 

 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 ……………………………………………  １６ 

 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 ………………………………………  １７ 

 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 ……………………………………  １９ 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会の閉会中の調査報告 ………………………………  ２２ 

 長崎県病院企業団議会議員の報告 …………………………………………………………  ２４ 

 承認第１２号 …………………………………………………………………………………  ２６ 

 報告第１号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 報告第２号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 報告第３号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 報告第４号 ……………………………………………………………………………………  ２７ 

 議案第４６号 …………………………………………………………………………………  ２９ 

 議案第４７号 …………………………………………………………………………………  ４７ 

 議案第４８号 …………………………………………………………………………………  ４７ 

 議案第４９号 …………………………………………………………………………………  ４７ 

 議案第５０号 …………………………………………………………………………………  ４７ 

 目    次 



- 2 - 

 議案第５１号 …………………………………………………………………………………  ４７ 

 議案第５２号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５３号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５４号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５５号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５６号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５７号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５８号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第５９号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第６０号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第６１号 …………………………………………………………………………………  ５２ 

 議案第６２号 …………………………………………………………………………………  ６０ 

 議案第６３号 …………………………………………………………………………………  ６１ 

 陳情第５号 ……………………………………………………………………………………  ６２ 

散 会 ……………………………………………………………………………………………  ６２ 

 

（６月１７日） 

議 事 日 程 …………………………………………………………………………………  ６３ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ６３ 

出 席 議 員 …………………………………………………………………………………  ６３ 

欠 席 議 員 …………………………………………………………………………………  ６３ 

議会事務局職員出席者 …………………………………………………………………………  ６３ 

説明のために出席した者 ………………………………………………………………………  ６４ 

開議宣告 …………………………………………………………………………………………  ６４ 

 会派代表質間 …………………………………………………………………………………  ６４ 

  清風会    ５番 渕上  清君 ……………………………………………………  ６５ 

  清風会    ４番 船越 洋一君 ……………………………………………………  ７０ 

  新政会   １７番 大部 初幸君 ……………………………………………………  ７６ 

  会派つしま １２番 齋藤 久光君 ……………………………………………………  ８６ 

散 会 ……………………………………………………………………………………………  ９４ 

 

（６月２０日） 



- 3 - 

議 事 日 程 …………………………………………………………………………………  ９５ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ９５ 

出 席 議 員 …………………………………………………………………………………  ９５ 

欠 席 議 員 …………………………………………………………………………………  ９５ 

議会事務局職員出席者 …………………………………………………………………………  ９５ 

説明のために出席した者 ………………………………………………………………………  ９５ 

開議宣告 …………………………………………………………………………………………  ９６ 

 市政一般質問 …………………………………………………………………………………  ９６ 

   ３番 入江 有紀君 ……………………………………………………………………  ９７ 

  １５番 大浦 孝司君 …………………………………………………………………… １０８ 

   ２番 小島 德重君 …………………………………………………………………… １１９ 

   ９番 長  信義君 …………………………………………………………………… １３１ 

散 会 …………………………………………………………………………………………… １３８ 

 

（６月２１日） 

議 事 日 程 ………………………………………………………………………………… １３９ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １３９ 

出 席 議 員 ………………………………………………………………………………… １３９ 

欠 席 議 員 ………………………………………………………………………………… １３９ 

議会事務局職員出席者 ………………………………………………………………………… １３９ 

説明のために出席した者 ……………………………………………………………………… １４０ 

開議宣告 ………………………………………………………………………………………… １４０ 

 市政一般質問 ………………………………………………………………………………… １４０ 

  １９番 作元 義文君 …………………………………………………………………… １４１ 

   １番 春田 新一君 …………………………………………………………………… １５０ 

   ４番 船越 洋一君 …………………………………………………………………… １６１ 

  １０番 波田 政和君 …………………………………………………………………… １７３ 

   ６番 脇本 啓喜君 …………………………………………………………………… １８２ 

散 会 …………………………………………………………………………………………… １９４ 

 

（６月２４日） 

議 事 日 程 ………………………………………………………………………………… １９５ 



- 4 - 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １９５ 

出 席 議 員 ………………………………………………………………………………… １９６ 

欠 席 議 員 ………………………………………………………………………………… １９６ 

議会事務局職員出席者 ………………………………………………………………………… １９６ 

説明のために出席した者 ……………………………………………………………………… １９６ 

開議宣告 ………………………………………………………………………………………… １９７ 

 議案第４６号 ………………………………………………………………………………… １９７ 

 議案第５２号 ………………………………………………………………………………… １９７ 

 議案第６２号 ………………………………………………………………………………… １９７ 

 陳情第５号 …………………………………………………………………………………… １９７ 

 発議第４号 …………………………………………………………………………………… ２０８ 

 議員派遣について …………………………………………………………………………… ２１０ 

 委員会の閉会中の継続審査について ……………………………………………………… ２１０ 

 発委第２号 …………………………………………………………………………………… ２１１ 

 発議第５号 …………………………………………………………………………………… ２１２ 

閉 会 …………………………………………………………………………………………… ２１５ 

署 名 …………………………………………………………………………………………… ２１６ 

 



 



 



- 1 - 

   対馬市告示第38号 

    平成28年第２回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       平成28年６月３日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  平成28年６月14日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

春田 新一君          小島 德重君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

渕上  清君          脇本 啓喜君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

長  信義君          波田 政和君 

上野洋次郎君          齋藤 久光君 

初村 久藏君          大浦 孝司君 

小川 廣康君          大部 初幸君 

兵頭  栄君          作元 義文君 

山本 輝昭君          堀江 政武君 

 

   ○６月17日に応招した議員 

 

 

   ○６月20日に応招した議員 

 

 

   ○６月21日に応招した議員 

 

 

   ○６月24日に応招した議員 

 

 

   ○６月17日に応招しなかった議員 
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入江 有紀君                 

 

   ○６月21日に応招しなかった議員 

小田 昭人君          齋藤 久光君 

兵頭  栄君                 
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平成28年 第２回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           平成28年６月14日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       平成28年６月14日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ いづはら病院跡利用調査特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度対馬

市一般会計補正予算（第１号）） 

    日程第12 報告第１号 平成２７年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 

    日程第13 報告第２号 平成２７年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

    日程第14 報告第３号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について 

    日程第15 報告第４号 平成２７年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第16 議案第46号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号） 

    日程第17 議案第47号 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号） 

    日程第18 議案第48号 平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第19 議案第49号 平成２８年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第20 議案第50号 平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

    日程第21 議案第51号 平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号） 

    日程第22 議案第52号 対馬市部設置条例の一部を改正する条例 

    日程第23 議案第53号 対馬市厳原自動車教習場条例の一部を改正する条例 
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    日程第24 議案第54号 対馬市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第55号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第26 議案第56号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第57号 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

    日程第28 議案第58号 対馬市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 

    日程第29 議案第59号 対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

    日程第30 議案第60号 対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例 

    日程第31 議案第61号 対馬市水産業振興資金融資条例を廃止する条例 

    日程第32 議案第62号 対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例 

    日程第33 議案第63号 財産取得契約の締結について 

    日程第34 陳情第５号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める要請書 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ いづはら病院跡利用調査特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度対馬

市一般会計補正予算（第１号）） 

    日程第12 報告第１号 平成２７年度対馬市一般会計継続費繰越計算書について 
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    日程第13 報告第２号 平成２７年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

    日程第14 報告第３号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について 

    日程第15 報告第４号 平成２７年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第16 議案第46号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号） 

    日程第17 議案第47号 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号） 

    日程第18 議案第48号 平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第19 議案第49号 平成２８年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    日程第20 議案第50号 平成２８年度対馬市市簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第21 議案第51号 平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号） 

    日程第22 議案第52号 対馬市部設置条例の一部を改正する条例 

    日程第23 議案第53号 対馬市厳原自動車教習場条例の一部を改正する条例 

    日程第24 議案第54号 対馬市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第55号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第26 議案第56号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第57号 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

    日程第28 議案第58号 対馬市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 

    日程第29 議案第59号 対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

    日程第30 議案第60号 対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例 

    日程第31 議案第61号 対馬市水産業振興資金融資条例を廃止する条例 

    日程第32 議案第62号 対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例 

    日程第33 議案第63号 財産取得契約の締結について 

    日程第34 陳情第５号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める要請書 
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出席議員（20名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       10番 波田 政和君 

11番 上野洋次郎君       12番 齋藤 久光君 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 小川 廣康君       17番 大部 初幸君 

18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     糸瀬 美也君 

課長補佐    梅野 浩二君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

しまづくり戦略本部長  阿比留勝也君 

総務部長  豊田  充君 

総務課長  有江 正光君 

総合政策部長  俵  輝孝君 

市民生活部長  根メ 英夫君 

福祉部長  仁位 孝良君 

保健部長  福井 順一君 

農林水産部長  西村 圭司君 
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建設部長  佐伯 廣教君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  須川 善美君 

中対馬振興部長  平山 祝詞君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  多田 幸喜君 

消防長  永留 弘和君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  松尾 龍典君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開会 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。ただいまから平成２８年第２回対馬市議会定例会

を開会します。 

 日程に入ります前に、５月１日付で桐谷副市長及び永留教育長が就任をされております。お二

人から就任挨拶の申し出があっておりますので、これを受けます。 

 副市長、桐谷雅宣君。 

○副市長（桐谷 雅宣君）  おはようございます。ただいま議長の許可を得まして、このように皆

様方に挨拶ができます機会を与えられましたことを、大変光栄に存じておる次第でございます。 

 さきに開催されました臨時議会におきまして、議員皆様の御同意を賜り、副市長の重責を担わ

せていただくことができるようになりました。大変感謝をいたしております。 

 私、みずからの能力のなさも省みずに、このような重責を担うようになり、身の引き締まる思

いでいっぱいでございます。もとより微力ではございますけれども、比田勝市長の市民に対する

思いを政策に移し、実現実行できますよう、誠心誠意、全力を挙げて比田勝市長を支える覚悟で

ございます。今後とも皆様方の御指導御協力のほどよろしくお願いいたしまして、就任に当たり

ましての挨拶にさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  皆様、おはようございます。このたび５月１日付をもって教育長を拝

命しました永留でございます。拝命以来、教育行政の責任者であることに日々緊張感と責任感を



- 8 - 

感じているところです。 

 対馬市教育委員会には、御存じのとおり４つの課がございます。 

 学校教育課では、これからの社会を生きていく基盤となる確かな学力や豊かな心を育てる学校

教育などを推進してまいります。 

 生涯学習課では、一人一人が生きがいを持つ地域づくりにつながる社会教育などを推進してま

いります。 

 文化財課では、他地方には見られない対馬に残る貴重な文化財の保存・整備と活用を図る文化

財行政などを推進してまいります。 

 総務課は、安心安全な教育環境の整備充実と教育財政の運営などを行ってまいります。 

 これら４課の事業を通して、対馬を愛し、対馬を誇りに思う対馬人を育てていきたい、また、

子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで、やりがいや生きがいを感じる対馬にしていきたいと

いうふうに考えております。 

 人は、教育によって人間になるとも言われます。教育という崇高な営みの責任者であることを

肝に銘じ、教育長の職責を果たしていく覚悟でございます。 

 微力ではありますが、教育行政のかじ取り役として誠心誠意努力をしてまいります。皆様方の

御指導御支援を切にお願いし、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

（拍手） 

○議長（堀江 政武君）  それでは、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、船越洋一君及び渕上清君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日から

６月２４日までの１１日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。会期は、本日から６月２４日までの１１日間に決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第３．議長の諸般報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 議長の庶務報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、先月３１日、東京で開催されました全国市議会議長会定期総会において、各種表彰等が

行われ、本市議会から、議員歴１５年以上議員表彰で兵頭議員、また議員歴１０年以上議員表彰

で齋藤議員が表彰を受けております。 

 以上で報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。 

 本日、ここに、平成２８年第２回対馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は、御健勝にて御出席賜り、厚く御礼申し上げます。 

 初めに、４月１４日並びに１６日、熊本県を震源とした大規模な地震が発生し、今もなお、多

くの人々が不自由な暮らしを余儀なくされるという深刻な事態が続いております。 

 改めて、犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災されました皆様に心か

らお見舞い申し上げます。 

 本市においては、災害発生の翌日から人的支援を開始し、消防職員を初めとして、保健師並び

に事務職員の総勢２４名を派遣し、現在も継続中でございます。また、４月１８日から市内各所

に義援金箱を設置し、義援金を募ってまいりました。５月末をもって取りまとめ、お預かりした

義援金総額１０６万６,７２０円は、日本赤十字社を通じて被災地へ届けさせていただきました

ので、その御報告と御礼を申し上げます。 

 平成２８年度一般会計当初予算につきましては、予算議決から執行の間、市長の改選期を挟む

ことから、義務的経費等を中心に計上し、新規事業等の政策的経費を除いた「骨格予算」の考え

方を基本として編成しております。したがいまして、今回提案する補正予算は、政策的経費を加

えたところの、いわゆる「肉付け予算」でございます。予算規模は９億８,８００万円で、補正

後の予算総額は２９６億５,５０６万１,０００円となっております。 

 今回の補正予算に盛り込みました事業の主なものは、喫緊の重要課題と捉えております「ふる

さと納税制度」の構築につきましては、市のホームページ上で、寄附の受け付けや返礼品の選択

などの一連の手続を完了するためのシステム構築費等に８３７万１,０００円を計上いたしてお

ります。これに続き、９月補正予算で返礼品等の経費を追加計上し、本年中には対馬版ふるさと
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納税制度の運用を開始したいと考えております。 

 次に、「国境離島新法」関連予算についてでございますが、法案が、去る４月２０日に参議院

本会議において可決成立し、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社

会の維持に関する特別措置法」として制定されました。 

 現在、国においては、平成２９年４月１日からの法施行に向け、具体的な基本方針案の策定作

業が進められており、さきに長崎県に対し、施策提案を行ったところでございます。今後は、来

年４月の法施行に向けて、関係団体等と連携した意見交換、施策の立案、要望活動等が本格化し

てまいりますので、まずは、その活動推進負担金として１００万円を計上しております。 

 その他、主な事業といたしましては、交通弱者に対する支援策として、旧伊奈小学校区に地域

コミュニティバスを導入する実証実験のため、「小さな拠点づくり事業」に７６２万

８,０００円、人口減少対策として「縁結びプロジェクト事業」に６００万円、移住サポートセ

ンターにも関連する事業といたしまして、空き家バンク登録家屋改修に関する補助などの「Ｕ・

Ｉターン推進事業」に４９５万８,０００円を計上しております。 

 さらに、子育て支援対策として、新たに３世代で同居するための住宅改修費を支援する「３世

代同居・近居促進事業」に２５０万円、農林業振興対策費として「佐須地区ライスセンター整備

事業費補助金」３,６７８万３,０００円、「ＪＡ和牛繁殖センター整備費補助金」３,７９１万

円、「林道専用道開設事業」として盒知焼松線及び賀谷塩浜線の２路線に６,２５４万円、商工

業後継者対策として、魅力ある店舗への改修や設備投資を支援する「商工業活性化推進事業」に

７００万円、観光振興対策として、ユネスコ記憶遺産登録推進事業の一つとして、ミュージカル

「対馬物語」の東京公演のため「対馬の歴史ＰＲ事業」として６００万円を計上しております。 

 教育予算では、ＩＣＴ機器の活用による授業の充実・改善を促進するため、モデル校として小

学校２校を指定し実践研究する「ＩＣＴ教育推進事業」として３３５万９,０００円、全天候型

ウレタントラックへの改修を行う「峰総合運動公園陸上競技場整備」の事業費として３億

５,９９２万８,０００円を計上しております。 

 次に、３月定例会以降、本日までの主な事項につきまして、御報告を申し上げます。 

 まず、しまづくり戦略本部でございますけども、平成２６年度に対馬市域学連携地域づくり推

進計画を策定し、大学と連携した取り組みを進めております。 

 そのような中、去る５月６日に、釜山外国語大学校と海外インターンの受け入れを主体とした

「官学業務協力協定書」を締結いたしました。 

 協定の目的としては、通訳のできる学生をインターンとして受け入れながら、市内の国際観光

関係者とのマッチングにより、国際観光における人材の育成と確保や韓国人観光客対応への意識

改革につなげることを目的としております。 
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 また、６月６日には、対馬市の農林水産業の振興を中心とした相互協力を目的に、東京農業大

学と「包括連携協定書」を締結し、翌日の７日に、持続可能な地域の担い手育成に向けたＥＳＤ

教育の推進及び実証研究等を目的として、立教大学ＥＳＤ研究所と「ＥＳＤ研究連携に関する覚

書」を締結しております。 

 今後も幅広い分野で大学と連携しながら、対馬市の課題対応や地域づくり、人づくりに向けて、

積極的に取り組んでまいります。 

 次に、総務部でございます。 

 対馬市高齢社会総合対策ネットワークに関する協定の締結についてでありますが、昨今の高齢

者を取り巻く情勢は、特殊詐欺被害の急増、交通死亡事故の多発、災害時の要援護高齢者の増加

など、複雑・多様化の様相を呈しています。 

 市内においても、さらに進行する高齢化の中、高齢者が事件・事故等に巻き込まれることがな

いよう、対馬市と対馬南及び対馬北警察署の間で、６月１日、「対馬市高齢社会総合対策ネット

ワークに関する協定」を締結いたしました。 

 今後、高齢者の方々が、住み慣れた地域で健康な日々を過ごし、生きがいを持ちながら安心と

豊かさが実感できるまちの実現のため、相互協力に基づく総合的な連携を図ってまいります。 

 厳原町白子地区土砂災害避難訓練についてでございます。 

 ６月５日、厳原町白子地区において、土砂災害・全国統一防災訓練に合わせた市民参加による

避難訓練を実施しました。この訓練は、長崎県を初めとし、白子地区自主防災組織など関係団体

の御協力をいただき、避難勧告発令後、自宅から指定避難所の「ありあけ会館」まで避難し、そ

れぞれの避難経路を確認することを目的の一つとしております。 

 小雨の中、避難勧告発令から３０分足らずで、白子区民３６９名の避難行動が完了したことは、

区民の日常からの防災意識の高さと関係団体の連携によるものであると言えます。 

 避難完了後は、当会館ホールにおいて、長崎県砂防課による土砂災害に関する講話が行われ、

区民の皆様も熱心に聞き入っていました。あわせて、玄関ホールでは、災害用備蓄食料品の試食

と昨年の豪雨災害被災地となった白子地区の状況写真などの展示も行いました。 

 今後は、この訓練を契機とし、市内における自主防災組織の拡充とあわせて地域防災の啓発に

努めてまいります。 

 総合政策部でございます。 

 対馬ご当地ボックスの運用に関する連携協定書の締結についてでございますが、５月１３日、

ヤマト運輸株式会社と「対馬ご当地ボックスの運用に関する連携協定」を締結いたしました。 

 協定では、ツシマヤマネコのイラストデザインを２種類の梱包箱に印刷していただき、全国に

わたる物流ネットワークを通じ、対馬のＰＲを図っていただくというものであります。 



- 12 - 

 販売される２種類の梱包箱は、主にお土産品の発送に多く使用されているもので、「対馬ご当

地ボックス」が多くの皆様に利用され、ツシマヤマネコが生息する豊かな自然環境保護等の普及

啓発につながることを期待しております。 

 次に、福岡市・九州離島広域連携事業についてでございます。 

 ３月３０日、福岡市と福岡市から空路・航路で直行便がある離島の３市２町、対馬市、壱岐市、

五島市、新上五島町、屋久島町でございますけども、この間で「観光振興等広域連携協定書」を

締結し、同日付で「福岡市・九州離島広域連携協議会」を設立いたしました。 

 これは、福岡市を基軸として連携市町が観光・文化面を中心とした広域連携を図ることにより、

交流人口の拡大、周遊促進、観光圏の確立により地域経済の活性化につなげることを目的とする

もので、今年度、協議会では観光関連調査を行うとともに、共同ＰＲロゴ・ウエブサイト等の作

成や海外・国内への情報発信、旅行商品の企画に取り組む予定でございます。 

 保健部でございます。 

 いづはら病院跡利用についてでございますけども、旧対馬いづはら病院の施設利用につきまし

ては、高齢化の進展や病院の統廃合などによる医療不安に対処するため、介護施設と医療機関の

設置を目標に関係機関等と調整を重ねてまいりましたが、このたび、長崎県及び長崎県病院企業

団の御理解をいただき、６月５日、無床いづはら診療所の開所式を実施し、翌６日から診療を開

始しておりますことを御報告申し上げます。 

 いづはら診療所は、医師２名体制で、主に内科を標榜し、外来診療のほか、在宅療養支援診療

所として在宅医療も推進してまいります。 

 また、このたび、いづはら診療所に御着任いただきました桑原直行医師においては、地域包括

ケアシステムの構築に向けた推進本部の本部長として、地域包括ケアに関する卓越した能力を発

揮していただき、市といたしましても、地域包括ケアシステムの構築を全庁的な体制で推進して

まいります。 

 なお、介護施設につきましては、長崎県公募により特別養護老人ホーム５０床と短期入所施設

４０床の運営事業者も決定し、平成２９年度中には運営を開始するとの報告を受けております。 

 次に、消防本部でございます。 

 第７回対馬市消防ポンプ操法大会についてでございますけども、５月２８日、第７回対馬市消

防ポンプ操法大会を開催し、ポンプ車操法の部、豊玉第１分団、小型ポンプ操法の部、美津島第

１０分団が優勝し、来る８月７日に大村市の長崎県消防学校で開催される県大会に出場いたしま

す。 

 県大会においては、積み重ねた練習の成果を遺憾なく発揮され、好成績を上げられることを期

待しております。 
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 以上が行政報告でございます。 

 最後に、本定例会において御審議願います案件でございますが、平成２８年度一般会計補正予

算専決処分の承認案件１件、平成２７年度一般会計繰越明許費繰越計算書ほか報告３件、平成

２８年度一般会計補正予算案件等６件、条例の制定１件、条例の一部改正９件、条例の廃止１件、

契約の締結１件、合わせて２３件について、御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、後ほど担当部長に説明させたいと思いますので、慎重に御審議の上、適

正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（堀江 政武君）  以上で行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  おはようございます。 

 ただいまより、総務文教常任委員会の所管事務調査の報告を申し上げたいと思います。 

 平成２８年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告いたします。 

 当委員会は、平成２８年５月２０日、消防本部における「消防・救急体制の現状」について、

現地調査を含め、消防本部幹部の説明を受けながら調査いたしました。 

 初めに、豆酘分遣所におきましては、永留消防長と主藤総務課長に同行いただき現地調査をい

たしました。当分遣所は対馬病院の開院に先行して、平成２６年４月から運用開始し、約２年が

経過いたしました。消防・救急体制については後で全体的に述べますが、南部地域の方々が非常

に安心になられたということであります。なお、分遣所の一角を利用して豆酘窓口センターが設

置され、再任用職員により行政サービスも実施されております。 

 その後、消防本部庁舎会議室において、永留消防長、主藤総務課長、中山警防課長、多田予防

課長、大浦通信課主幹の出席を求め、主に消防本部組織体制、火災、救急の現状等の調査をいた

しました。 

 組織体制については、現在１本部１消防署２支署３出張所２分遣所で組織され、北部・中部・

南部の３ブロックで構成されます。北部ブロックが、北部支署１０名、上対馬出張所８名の

１８名。中部ブロックが、中部支署１０名、峰出張所８名の１８名。南部ブロックが、本部９名

癩癩消防学校入校５名を含みます癩癩本署２９名、美津島出張所８名、豆酘分遣所６名、空港分
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遣所６名の５８名の配置であり、出張所・分遣所へは中核から応援を出す体制をとり、市民の生

命と財産を守るために２４時間体制で業務を遂行されております。 

 現在、条例定数は１０６名でありますが、実働は９４名であります。そのうち本年度新規採用

の１３名がおり、消防学校に５名入校、そして８名が本署及び空港分遣所対応であります。また、

直近の採用は２６年度が１１名、２７年度は４名であります。 

 平成３１年度に条例定数どおりに組織構築を図りたいとの説明を受けました。１０６名の体制

になりますと、本部が１１名で、消防署が９５名の配置になるとのことで、有給休暇を全くとい

っていいほど取得できない現状が少しは解消し、研修期間の人員確保や、訓練、若手育成など適

正化できると思われます。 

 多数の職員が定年退職するための対策「特例定数」を鑑みても、もう少し早い段階で採用を図

るべきであったと思いますが、ここ数年は大量の採用をしなければならず、新採の割合が多く、

教育にエネルギーをとられ、消防業務に支障が出るのではないかと危惧するところであります。

中途退職が近年多いのも、大変な労働環境が一因しているのではないかと感じます。平成３１年

度をもって１０６名の体制を構築する年次計画でありますが、市長部局と支え合いながら確実な

採用・訓練体制がとれるよう望みます。 

 また、体制を整える上で救急救命士の配置を考慮しなければなりません。救命士は現在２７名

であります。本年度から、２名ずつ救命士の養成を計画しているということですが、現救命士の

年齢等を考慮すると、この計画では救命士の人数が減少することが予想されます。平成２５年

９月定例会において、豆酘分遣所に対して、「当面は、標準救急隊で運用するものの、救命士が

充足次第、挿管を含めた呼吸管理器材等、所要の装備を高度化し、救命士を乗せた高規格救急隊

として運用させる予定」と答弁しています。豆酘分遣所において救命士対応を望むと同時に、上

対馬病院で対応できない場合には、搬送時間が島で一番長い上対馬出張所におきましても、それ

以上に必要性があると思われます。救命士を養成するためには膨大な経費がかかるので、なるべ

く有資格者の採用に越したことは言うまでもありませんが、毎年３名以上の救命士の採用・養成

を望むものであります。 

 次に、火災について。火災発生件数は平成２７年は１６件、平成１９年から２０件前後の横ば

いで推移しています。ちなみに豆酘分遣所は、２６年、２７年ともに１件であります。定数

１０６名の体制とともに、３ブロック体制で基本は２隊出動ですが、ブロックの境界付近の火災

には４隊出動になり、管轄外の対応ということで火災管轄が拡大しました。火災発生サイレンを

聞きつければ、管轄職員は全員招集となります。 

 次に、救急について。２７年の出場件数は１,８０４件、搬送人員は１,６９４人であり、ここ

数年横ばいであったものが、ともに３００弱ほど急増しました。署所別の出場件数は、多い順に
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本署５１５件、美津島３６０件、峰２７５件、中部２６２件、上対馬１６２件、北部１１６件、

豆酘１１４件であります。対前年と比較して増加率が高かったのが豆酘、美津島、北部の順であ

ります。豆酘分遣所の運用とあわせて消防組織の再編、さらに対馬病院の開院によって、救急出

場・搬送状況、医療機関等への収容所要時間等がどう変化したのか、現在調査中とのことで、消

防本部としての分析・考察ができ次第、説明を求めたいと思います。 

 近年、交流人口の急増により韓国人に対する出場件数が、２６年で１３件、２７年１８件、

２８年、現在まで３件と増加傾向にあります。けがや病気の症状が指で指すことによって理解で

きる、いわば「指さし会話」でコミュニケーションを図っています。建設中または計画中の大型

ホテルの救急等の対応については、完成後に消防訓練等を通して事前に対応を協議していきたい

とのことであります。 

 なお、救急につきましては、管轄のとおり１小隊の出動になります。火災のような補充勤務は

行わず、重複する場合は、通信指令室が管制して直近署所から出動させる体制を整えているとの

ことであります。 

 関連質疑の中で、懸案のはしご車の導入でありますが、引き続き検討中であります。現在のと

ころ、建物に整備される連結送水管を活用した消防活動もあわせた対応で考えているとのことで

あります。この連結送水管は、７階建て以上の建物、または５階建て以上で延べ床面積が

６,０００平米以上の建物に送水管の設置が義務づけられており、３階以上の各階で水がとれる

という設備であります。ホテル等の耐火建築物の構造として、隣室への延焼が一、二時間耐えら

れる構造で建てなければならないので、各階で消火できるというものであります。 

 次に、平成２４年度から順次設置している避難所・避難場所への標高を明示した表示板設置に

ついて、近日、市民向けのハザードマップが一般家庭に届けられ、これはこれで効果があります

が、日常の散歩の中で見られる、または道路に面した通学路への表示板の充実を図るほうがいい

のではという意見がありました。このことについては、総務の防災担当との十分な検討・協議を

望みます。 

 最後に、比田勝市長の最初の行政報告で、消防本部が熊本地震の現場でいち早く救急活動に取

り組まれたと報告がありました。国民の生命と財産を守る崇高な使命を達成できるよう、新体制

のもとで、特に組織体制の適正化を図っていただきたいと重ねて申し上げ、総務文教常任委員会

の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第６．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 厚生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  厚生常任委員会所管事務調査報告を行います。 

 平成２８年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりましたので、当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第

１１０条の規定により報告をいたします。 

 当委員会は、平成２８年５月２５日に、いづはら診療所の施設改修工事の進捗状況及び包括支

援センター等の取り組みについて、保健部及び福祉部の出席を求め調査を行いましたので、その

概要を報告いたします。 

 いづはら診療所の施設改修工事の進捗状況でございますが、いづはら診療所の施設改修工事の

進捗状況については、担当部より状況説明等を受け、あわせて現地調査を行いました。 

 まず、福祉部から、跡利用に係る特別養護老人ホームの運営事業者の決定について報告があり、

その後、保健部から、工事の進捗状況や診療開始を６月６日とすること、また、医師の決定等を

含むいづはら診療所の医療体制等について説明がありました。 

 説明の中で、いづはら診療所については、直営診療所とあわせて在宅療養支援診療所の役割を

果たすことに関し、このたび着任される桑原医師を中心に地域包括ケアに取り組み、在宅医療を

行っていきたいとのことであります。 

 委員からは、工事完成から開院まで、短期間での準備作業ではあるが、看護師や事務職等の医

療スタッフにおいては、医療機器の取り扱いなどについて、医師と相談しながら入念にミーティ

ング等を行い、万全の状態で医療行為に当たってほしいという意見がありました。 

 次に、包括支援センター等の取り組みについてでありますが、包括支援センター等の取り組み

についても、担当部から説明を受け、協議を行いました。 

 保健部から、対馬市地域包括支援センターの設置目的や設置箇所、地域支援事業や介護予防支

援事業等の業務内容についての概要説明がありました。 

 今後の地域包括ケアシステムの構築については、あり方検討委員会において協議を重ね、まと

められた提言書をもとに、医療・介護・予防・生活支援・住まいの視点から現状と課題を整理し、

仕組みづくりを行うこととし、まずは、生活の基盤である生活支援・住まいについて、各関係部

署とも連携を図りながら進めていきたいとの報告がありました。 

 また、この件については、地域包括ケアの知識や経験をお持ちの桑原医師を医療統括官とし本

部長とする「地域包括ケア推進本部」を立ち上げ、対馬市全体としてのソフト面のまちづくりに

取り組んでいきたいとのことでありました。 
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 委員からは、現在の包括関係部署を含む福祉保健センターは、今後、いづはら病院跡の敷地へ

場所を移して業務を行っていくのかという質問に対しては、病院跡の敷地内に地域包括ケアの拠

点施設を作るため、福祉の窓口部門は現在の場所にそのまま残すことになるが、包括部門は移す

方向で現在検討中であるとの回答がありました。 

 最後に、まとめの委員会の折に、委員から、医療従事者確保に関連し、嘱託看護師の確保に苦

労し、看護師不足を招いているため、看護師の募集のあり方や雇用条件について、年齢制限や定

年制及び給与面などの見直し等、柔軟な対応を行ってほしい。跡利用に係る介護施設については、

建物は５年更新の無償貸与で、改修費用は運営事業者が負担することになっているが、開設後の、

特に共有部分の修繕等については、事業者とのリスク分担を明確にし、今後の負担割合をはっき

りさせてほしい。との意見や要望がありましたので報告をいたします。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  それでは、産業建設常任委員会所管事務調査報告をいたします。 

 平成２８年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告をいたします。 

 当委員会は、第１回定例会閉会後の所管事務調査を平成２８年５月２０日に実施をいたしまし

た。今回は対馬市ふるさと納税制度の返礼品導入について、関連施設を現地視察し、関係者と意

見交換を行ったものです。 

 まず最初に、一般財団法人豊玉町振興公社と、その商品開発について視察を行いました。公社

の加工施設やその工程を見学し、社員の豊かな経験を活かして作られた主力商品や、地元原材料

をふんだんに使った新商品の研究開発を確認してまいりました。公社として、これらの商品を十

分に取りそろえ、お客様の御要望に適宜対応できるよう、全力で取り組んでいきたいという意向

でありました。 

 次に、平成２７年度第５４回農林水産祭で天皇賞を受賞されました有限会社対馬かまぼこ店を

訪れ、店主から説明を受けました。天皇賞は対馬西沖産アナゴの品質の科学的解明と、シンプル
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ながら工夫された製造工程・衛生管理面の取り組み等が評価されたものであります。今回、それ

を再確認してまいりました。その姿勢は、ほかの島内加工業者の刺激となり、対馬産の水産物の

加工品等の開発・販売への意欲向上に貢献されています。また、今後も対馬の宝を掘り起こして、

全国に紹介をしていきたいという話でありました。 

 午後からは、観光情報館ふれあい処つしまの特産品の間を視察し、意見交換を行いました。出

品業者数は１６８業者、出品数は８７９品で、平成２７年度売り上げは約２,２００万円、うち

上位３０品目で９８０万円ほどを占め、中でも、特にかすまきや蜂蜜の商品名が上位を占めてい

る。また、商品の出品に関しては、同じ商品が重ならないように配慮しているとのことでした。 

 なお、売り上げについては、昨年の開店時から伸びているという説明でしたが、委員からは、

建設当初の売り上げ見込みには達していないとの指摘もありました。観光物産協会からは、特産

品の間の商品の販売や、ことしの春オープンした食堂経営もあわせ、全体の売り上げ目標の達成

に向かって、今後鋭意努力していきたいとの説明を受けました。 

 また、その後、対馬市交流センター第５会議室において、ふるさと納税制度と返礼品に関して、

行政としてのあり方やその方向性について関係職員と意見交換を行いました。 

 まず、総合政策部長から、ふるさと応援寄附制度についての現状と今後の方針について説明を

受けました。返礼品の制度がなかった平成２７年度の寄附実績は１００件で１,０７２万円で、

平成２８年度からは返礼品として特産品等を送るシステムの導入が進められており、この返礼品

の導入とあわせ、これまでに寄附された方々の思いや寄附実績も踏まえた上で、返礼を行わず、

自治体の事業趣旨に賛同いただける方から寄附を集める方法「ガバメント・クラウドファンディ

ング」との２本立てで制度を再設計する方向で検討が進められているということです。また、返

礼品の導入初期の段階では１０から２０品目が考えられますが、特産品など対馬の魅力を発信す

る重要性を踏まえたものを検討していきたいとの説明を受けました。 

 次に、農林水産部長から、返礼品の関連施設である豊玉振興公社について話を聞きました。公

社は、従来からの対馬の商品に加え、アナゴ、イカ等の新商品開発にも取り組んでおり、既に福

岡のよりあい処、またはふれあい処とも連携をして対馬の特産品としてＰＲしているということ

です。今後、水産物加工で返礼品として大いに活用でき、また雇用の場としても期待が大きいと

ころです。 

 委員からは、公社は水産加工の大きな拠点であるので、市や関係機関とよく協議した上で、修

繕費や備品の整備等については市が補助していくべきとの意見が出されました。農林水産部とし

ては、今までの経緯を確認・整理して市長と協議しますとの回答でありました。 

 また、農林水産部長から、加志の猪鹿処理施設については、新市長を初め新体制で協議を行い、

加工品をメインにふるさと納税の返礼品として検討していき、民業圧迫にならないよう精査して
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結論を出したいとの報告がありました。 

 委員会では、ふるさと納税制度の返礼品については、ふるさと納税を推進するプロジェクト

チームを立ち上げ、観光や農林水産業の担当職員も含めた上で検討する体制づくりが必要である。

また、第１次産業の活性化、新商品の開発なども新市長の公約であることから、担当職員の増員

等も一番の課題であるという意見が出されました。今後検討されて、一日も早い返礼品の開始を

期待するものであります。 

 最後に、本委員会に付託を受けております対馬市伝統的町並み保存条例については、慎重な審

査を実施するに当たり、継続審査とすることを全会一致で決定をいたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。再開は１１時１０分からとします。 

午前10時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第８、国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。 

 委員長、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  国境離島活性化対策特別委員会の調査報告を行います。 

 国境離島活性化対策特別委員会の調査状況を、会議規則第１１０条の規定に基づき、次のとお

り報告いたします。 

 委員会の調査報告の前に、期成会の活動報告を行います。 

 平成２８年５月２日午前１０時から、対馬市役所４階会議室において、対馬市国境離島新法制

定期成会役員会が開催されました。 

 当日の出席者は、桐谷会長、中島副会長、二宮副会長、齋藤副会長、小川自民党対馬六支部連

絡協議会長、議会側から、長特別委員長、作元副委員長、期成会事務局４名が出席いたしました。 

 議題として、１、谷川代議士の来島に伴う対応について、２、国境離島新法制定後の期成会の

あり方について、３、国境離島新法制定に伴う要望事項等についての協議がなされ、１について
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は、国境離島新法制定期成会主催の「国境離島新法制定感謝の集い」を、６月２０日に開催する

ことに決定いたしました。 

 なお、新上五島町は５月４日、五島市は５月１５日、壱岐市は５月２９日に、それぞれ感謝の

夕べが開催されております。 

 ２、３については、今後の経過を見守ることといたしました。 

 次に、委員会の調査報告を行います。 

 本委員会は、５月９日午後２時から、対馬市役所豊玉庁舎３階小会議室において、委員全員出

席、堀江議長にも同席いただき、行政側から、俵総合政策部長、内山課長、西川課長補佐の出席

を求め、第１４回特別委員会を開催いたしました。 

 調査内容につきましては、国境離島新法の法案成立までの経過報告と国境離島新法に対する対

馬市の提案施策案についてを議題とし、協議いたしましたので、その概要について報告いたしま

す。 

 国境離島新法成立までの経過につきましては、４月２０日の参議院本会議を、県議会議員３名、

三市二町及び佐世保市、西海市より３３名、全国離島市町村議会議長会６名を含め、４２名で傍

聴いたしました。 

 法案可決・成立後、関係国会議員へ新法成立のお礼の挨拶回りを行い、谷川代議士、金子参議

院議員に同行していただきました。 

 次に、国境離島新法に対する対馬市の提案施策案について、西川課長補佐から説明を受けまし

た。 

 なお、対馬市の施策案は、次回の連絡協議会で報告されるとのことであります。 

 ５月１２日午後４時から、長崎市において連絡協議会が開催され、堀江議長、長委員長、作元

副委員長、糸瀬次長が出席いたしました。協議内容のうち、１、国境離島新法に対する市・町の

提案施策案については、三市二町及び佐世保市、西海市の担当課長から説明を受けました。２、

連絡協議会の今後の活動については、協議会に会則がないため会則を作成し、法案成立後も引き

続き要望活動を続けることとする。要望事項は、各市・町共通の課題である航路・航空路運賃の

低廉化、輸送コストの低廉化、漁船用燃油の低廉化を柱とした要望書を作成することに決定しま

した。 

 また、平成２９年には、五島、対馬、壱岐、西海の４市議会議員が任期となるため、作元会長

が引き続き会長に選出されました。 

 また、佐世保市、西海市は特別委員会が設置されていないため、会議には議長か副議長が出席

し、協議会の名称を「長崎県離島三市二町及び佐世保市・西海市議会国境離島特別委員会連絡協

議会」とし、次回は、会則作成後に協議会を開催することとし、閉会しました。 
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 ５月２６日午後１時から、対馬市役所豊玉庁舎３階小会議室において、初村委員、入江委員は

欠席でありましたが、委員５名と堀江議長にも同席いただき、行政側から内山政策企画課長の出

席を求め、第１５回特別委員会を開催いたしました。 

 調査内容につきましては、１、連絡協議会の経過報告について、２、特別委員会の今後の目的

についての２件であります。 

 連絡協議会の経過報告については、５月１２日、長崎市で開催された協議会の内容を報告いた

しました。 

 次に、特別委員会の今後の目的については、平成２５年第２回定例会で発議第３号により現委

員会が設置決議されましたが、設置目的が「国境離島特別措置法の制定に向けた推進活動」とな

っており、今後の委員会活動を続けるためには、設置目的を改める必要があり、６月定例会最終

日をもって本委員会を一旦終結し、新たな目的を持った委員会を立ち上げて活動を継続すること

に決定しました。 

 顧みますと、平成１９年６月２６日に第１次の特別委員会が設置され、平成２１年９月２５日

に第２次、平成２５年７月２日に第３次の特別委員会まで約９年間の長きにわたり、それぞれの

調査研究、要望活動が行われました。 

 また、平成２６年４月１６日開催の第６回特別委員会において、委員から、県下の３離島が一

体となり活動していく上で、特別委員会で壱岐市、五島市の市長、市議会との意見交換会をして

はどうかとの意見が出され、訪問することに決定しました。 

 ５月１２日から１３日までの日程で、壱岐市、五島市を委員４名癩癩長委員長、船越委員、山

本委員、上野委員癩癩で訪問し、新法の早期制定に向け意見交換を行いました。 

 この訪問により、壱岐市、五島市はもとより、新上五島町、小値賀町との連携が図られ、特別

委員会設置も加速し、連絡協議会の早期設立につながったと思われます。 

 ７月２７日には佐藤正久参議院議員が来島され、「国境を守るために」をテーマに講演会（公

開講座）が開催されました。 

 平成２７年３月２０日、対馬市国境離島新法制定期成会が設立され、総決起大会は対馬市

（４月２５日）、壱岐市（５月９日）、新上五島町・五島市（５月２３日）、佐世保市宇久町・

小値賀町（５月３０日）でそれぞれ開催されました。 

 国境離島新法は、平成２８年４月８日の衆議院本会議で全会一致により可決され、４月２０日

の参議院本会議で賛成多数により可決、成立をいたしました。 

 法案成立までの間は、谷川代議士、金子参議院議員、県選出の国会議員を初め、谷川事務所の

スタッフの方々には多大な御尽力を賜りました。心からお礼を申し上げます。 

 以上で、国境離島活性化対策特別委員会の報告といたします。 
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○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの委員長報告にありましたとおり、国境離島活性化対策特別委員会は

本定例会最終日をもって終結したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。国境離島活性化対策特別委員会は本定例会最終日

をもって終結することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．いづはら病院跡利用調査特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第９、いづはら病院跡利用調査特別委員会の閉会中の調査報告を行

います。 

 委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  いづはら病院跡利用調査特別委員会の調査報告を行います。 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会の調査内容につきまして、会議規則第１１０条の規定によ

り、次のとおり報告をいたします。 

 本委員会は、平成２８年４月２５日と平成２８年５月１９日に、保健部及び福祉部の出席を求

め、委員会を開催しておりますので、その概要を報告をいたします。 

 ４月２５日の委員会では、診療所医師の決定や施設改修工事等の進捗状況及び跡利用に係る特

別養護老人ホームの事業者の決定等について報告を受けました。 

 医師については、桑原医師（５４歳）と下窄医師（６０歳）の２名の医師に決定したとの報告

がありました。 

 桑原医師については、前回までに報告をしておりましたとおり、東北の総合病院に勤務されて

いた方で、総合医療、救急医療の経験が豊富で、東日本大震災時には秋田県の医療チームのリー

ダーとして活躍された経験をお持ちの方であると報告がありました。専門科目は脳神経外科であ

り、対馬市の在宅医療にも関心を持っておられ、いづはら診療所の所長に就任する予定とのこと

であります。 

 下窄医師については、豊玉診療所に勤務されており、上対馬病院、中対馬病院及び対馬いづは

ら病院でも勤務経験があり、本市の医療事情に精通されている医師との報告がありました。専門

科目は内科であります。 

 また、医師２名のほか、看護師４名（正職２名、嘱託２名）と事務職３名（正職１名、嘱託

２名）を配置するとのことでありました。 
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 委員からは、今後、診療所と対馬病院との連携を密にし、桑原医師の技術、経験を対馬病院で

も活かされるような体制づくりに努めるよう指摘がありました。 

 施設改修工事等の進捗状況については、診療所部分の工事完成は５月末の予定であり、医療検

査室の部分が一部未改修であるが、診療開始を６月６日とするとの報告がありました。 

 また、福祉部から、長崎県の長寿社会課が主体となって事務を進めていた跡利用に係る特別養

護老人ホームの事業者について、「社会福祉法人長崎厚生福祉団」に決定した旨報告があり、平

成２９年度の早い段階での開所を目指していくとのことでありました。 

 最後に、委員から、診療所や特別養護老人ホーム等、施設の改修工事の進捗状況について現地

視察を行いたいとの意見が出たため、次回委員会を招集し、実施することといたしました。 

 それに伴う５月１９日の委員会では、４月２５日以降の状況報告を担当部に求め、その後、い

づはら診療所の施設改修工事の進捗状況について現地視察を行いました。 

 診療所の開設及び医療体制のその後については、桑原医師との契約は平成２８年６月１日付と

なり、５月２９日に来島予定であるとのこと。診療所部分の工事完成は５月２６日になり、医療

検査室の部分については、７月末の完成予定であること。診療時間については、月曜日から金曜

日の午前８時３０分から午後５時までとなること。 

 今後の予定については、保険医療機関指定申請や消防施設点検を済ませた後、診療所内の医療

機器説明会や医療スタッフ等会議を重ね、６月６日の診療開始に備えたいとの報告がありました。 

 委員から、医療従事者確保に関連し、採用日から開院まではどう対応するのかという質問に対

しては、豊玉診療所で研修という形で皆さんに勤務していただき、対馬市で使用している医療機

器に慣れていただくことや、開院に向けての細かい打ち合わせ等を行っていく予定との回答であ

りました。 

 また、診療所開院における広報活動、特に厳原地区への周知徹底を図ってほしいという意見の

ほか、今後、対馬市の地域包括ケアを進める上で、在宅療養支援体制を作っていくのであれば、

対馬病院との協議、連携を図り、医師の応援などの必要性についても議論がありました。 

 その後、現地に出向き、工事の進捗状況の視察を行った後、再び会議室に戻り委員会を再開し、

今後の本特別委員会の活動について協議を行いました。 

 委員から、いづはら病院跡利用に関し、診療所の開院日が決定し、介護施設についても事業者

が決まるなど、所期の目的は達成した。特別委員会は６月定例会をもって終結とし、その後は厚

生常任委員会の所管とすべきである。等の意見が出されました。 

 協議の結果、所期の目的は達成したと判断し、いづはら病院跡利用調査特別委員会は、平成

２８年第２回定例会の最終日をもって終結することに決定をいたしました。 

 以上で、いづはら病院跡利用調査特別委員会の報告を終わります。 
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○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの委員長報告にありましたとおり、いづはら病院跡利用調査特別委員

会は本定例会最終日をもって終結したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。いづはら病院跡利用調査特別委員会は本定例会最

終日をもって終結することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．長崎県病院企業団議会議員の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第１０、長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。 

 １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  長崎県病院企業団議会議員の活動及び審議内容について、次の

とおり報告いたします。 

 平成２８年３月２８日午後１時３０分から、長崎県農協会館で開催されました第１回長崎県病

院企業団議会定例会について、次のとおり報告します。 

 なお、対馬市議会からは、上野洋次郎議員と私の２名の出席であります。 

 今定例会の議案審議は、条例議案２件、予算議案１件であります。 

 まず、第１号議案、長崎県病院企業団情報公開条例の一部を改正する条例並びに第２号議案、

長崎県病院企業団個人情報保護条例の一部を改正する条例については、いずれも行政不服審査法

の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。行政不服審査法の主な改正点は３点でありま

す。一つ、平等性の向上を目的とした第三者の視点で審査し、審査庁の判断の妥当性をチェック

する第三者機関への諮問手続が新設されたこと。二つ、審査請求することができる期間を６０日

から３力月に延長したこと。三つ、不服申し立ての種類を「審査請求」に一元化したこと。以上

３点が主な改正内容であります。 

 続いて、第３号議案は、平成２８年度長崎県病院企業団病院事業会計予算であります。 

 病院企業団全体でありますが、総収益が２８６億６００万円、総費用２９２億３,１００万円、

収支差は６億２,５００万円の赤字となりますが、特別損失を除く経常収支差は１億８,２００万

円の赤字を見込んでおります。このことは平成２１年の企業団設立以来初めての赤字予算編成で

ありますが、入院・外来患者の減少のほか、医業費用に係る減価償却費は、対前年度比５億

３,６００万円の増額となっております。 

 対馬地区でございますが、対馬病院は２７５床の病床数に対し、病床利用率８４.９％、入院
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８万５,２５０人、外来１８万２,９６０人を見込み、総収益５６億６,１２２万円、総費用

６１億７,５４６万円、収支差５億１,４２４万円の赤字見込みであります。赤字の要因でありま

すが、減価償却費６億９,４５２万円は、病院建設、医療器械の購入が主な内容であります。 

 また、対前年比で入院が１,６６１人、外来で３,３３７人の減を見込んでいることは、新病院

の開院により、当初の期待に反した形となっております。企業長から、減少した理由は、厳原よ

り通院距離が遠くなり、受診控えが起こっているのではなかろうか。また、島外（福岡）へ流れ

ていったことが考えられる。そのようなことから、副企業長にこの裏づけを調査させております。

一部でありますが、報告させますとの発言がありました。 

 副企業長からは、対馬地区の国民健康保険を対象として、入院費の金額でデータを捉えたとこ

ろ、平成２６年と２７年の上半期のみの数字でありますが、１９億２,４００万円が１５億

３,２００万円に減少している。実質２割減っている。そのうち、病院企業団は７億２,９００万

円から４億７,５００万円と急激に減っているとの報告がありました。 

 さらに、米倉企業長から、まだ新病院が地域の皆様に十分信頼されていない側面があるのでは

ないか。職員に周知し、信頼される病院づくりに励むよう強く指導していくとのことであります。 

 次に、上対馬病院でありますが、総収益９億８,５４５万円、総費用１１億２,２２９万円、収

支差１億３,６８４万円の赤字を見込んでおります。６０床の病床利用率は５９.２％、入院患者

１万２,９５８人、外来３万４７１人を見込んでおります。 

 平成２７年度の決算見込みを含め、対馬の医療実態は変化しており、国民健康保険を対象とし

た場合、従来までは福岡を中心とする島外と対馬の入院比率は６対４でありましたが、統合した

結果、７対３まで落ち込んでおります。病院企業団の方針としては、５割から６割が対馬で対応

できる病院づくりに、職員と一丸になって努力していくとのことであります。 

 今回上程されました３議案について慎重に審議した結果、賛成多数により、原案のとおり可決

されました。 

 なお、本村議長から辞職願が提出され、許可されました。全員協議会に切リかえ、議長選出を

行いました。議長選出は、選考委員７人により指名推選とする仕組みであります。議長の任期は

１年とし、五島市、対馬市、新上五島町、壱岐市の順となります。本年は五島市からの選出予定

でありましたが、本年２月に改選のため、対馬市からの選出となり、上野洋次郎議員が議長に決

定いたしました。 

 以上で、長崎県病院企業団議会議員の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．承認第１２号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１１、承認第１２号、専決処分の承認を求めることについて（平

成２８年度対馬市一般会計補正予算（第１号））を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま議題となりました承認第１２号、専決処分の承認を求める

ことについて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第１号）を、去る５月２０日付で、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるものでございます。 

 今回の補正は、上県町瀬田地内の市道目保呂ダム支線において法面崩壊が発生し、去る５月

１２日に地すべり災害であることが現地確認されたところです。早急なる地質調査、測量及び設

計業務が必要となったため、災害復旧対策費を計上するものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによることを規定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２,５３６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２８６億６,７０６万１,０００円とするものです。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページに記載します「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものです。 

 第２条地方債の補正は、３ページの「第２表 地方債補正」によるとするもので、災害復旧事

業債１,２３０万円を追加しています。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 まず、歳入ですが、１０款地方交付税の普通交付税に１０６万円を追加、１４款国庫支出金に

道路災害復旧事業負担金１,２００万円、２１款市債に道路災害復旧事業債１,２３０万円を計上

しています。 

 次に、歳出ですが、１１款災害復旧費、公共土木施設災害復旧費、道路災害復旧費に旅費及び

測量調査等委託料、合わせて２,５３６万円を計上しています。 

 なお、復旧工事費につきましては、８月に予定されています国の災害査定後に予算計上するこ

ととしております。 

 以上、簡単ではございますが、今回の専決処分の補正内容の説明を終わります。御審議の上、

御承認くださいますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、討論、採決を行います。 

 承認第１２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度対馬市一般会計補正予算

（第１号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第１２号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．報告第１号 

日程第１３．報告第２号 

日程第１４．報告第３号 

日程第１５．報告第４号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１２、報告第１号、平成２７年度対馬市一般会計継続費繰越計算

書についてから、日程第１５、報告第４号、平成２７年度対馬市水道事業会計繰越計算書につい

てまでの４件を一括議題とします。 

 各案について報告を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま一括議題となりました報告第１号、平成２７年度対馬市一

般会計継続費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、別紙

のとおり報告するものでございます。 

 議案書は３ページでございます。 

 本案は、平成２７年度中に一般会計予算で継続費の議決をいただきました、議案書４ページに

記載いたしております市道西津屋線改良事業、１億９,３６２万５２０円及び博物館建設事業、

７０６万８,１８１円を、平成２７年度対馬市一般会計継続費繰越計算書のとおり、翌年度に繰
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り越すものでございます。 

 以上、報告を終わります。 

 続きまして、報告第２号、平成２７年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本案は、平成２７年度中に一般会計予算で繰越明許費の議決をいただきました、議案書６ペー

ジから８ページに記載しております６５件の事業、２３億３,６５２万４,６３４円を、平成

２７年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書のとおり、翌年度に繰り越すものであります。 

 なお、翌年度繰越額につきましては、さきに議決をいただきました範囲以内で繰り越しをいた

しております。 

 以上、報告１号、報告２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  ただいま一括して議題となりました議題のうち、報告第３号、報告

第４号は、いずれも水道局所管でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 議案書の９ページをお願いいたします。 

 まず、報告第３号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

御説明いたします。 

 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越しまし

たので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 １０ページをお願いをいたします。 

 繰り越しました事業は、１款簡易水道費２項水道建設費の５,４１６万８,０００円で、内訳と

いたしましては、琴地区簡易水道整備事業、５,２０６万８,０００円及び市道赤島線水道管移設

事業、２１０万円でございます。 

 繰り越し理由でございますが、琴地区簡易水道整備事業につきましては、管路決定において県

道に係る協議に不測の日数を要したことによります。市道赤島線水道管移設工事は、市道改良工

事の兼ね合いから工程調整したことによるものでございます。 

 続きまして、報告第４号、平成２７年度対馬市水道事業会計繰越計算書について御説明いたし

ます。 

 議案書１１ページをお願いいたします。 

 平成２７年度対馬市水道事業会計の建設改良費及び災害復旧費を翌年度へ繰り越しましたので、

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、別紙のとおり議会に報告するものでございます。 

 １２ページをお願いをいたします。 

 繰り越しました事業は、１款資本的支出１項建設改良費の１億２,８７５万５,０００円、３項
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災害復旧費の１４０万円で、合計１億３,０１５万５,０００円でございます。 

 繰り越し理由でございますが、１項建設改良費、内院簡易水道生活基盤近代化事業につきまし

ては、施設用地の取得及び工作物の移転に不測の日数を要したため、翌年度へ繰り越すものでご

ざいます。３項災害復旧費、佐須簡易水道災害復旧事業につきましては、県河川災害復旧工事と

の日程調整によるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、報告第３号、報告第４号について説明、報告を終わります。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから４件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号から報告第４号までの報告を終わります。 

 昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第４６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１６、議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま議題となりました議案第４６号、平成２８年度対馬市一般

会計補正予算（第２号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、当初予算を骨格予算として編成しておりましたので、市長の政策的経費等を計

上した補正が主な内容となっております。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項歳入歳出予算の補正ですが、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額を９億８,８００万円と定め、歳入歳出予算の総額にそれぞれ追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９６億５,５０６万１,０００円とするものです。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページから４ページにかけて記載しております「第１表 歳入歳出予算補正」によ
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るとするものです。 

 第２条、地方債の補正ですが、地方債の変更を、６ページ、７ページに記載しています「第

２表 地方債補正」によることを定め、地方債の限度額を３１億６,５１０万円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 予算書１２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入ですが、１０款地方交付税は、普通交付税を２億１,９３８万７,０００円を追加し

ております。 

 １２款分担金及び負担金ですが、分担金に林道事業及び漁港事業分担金を６８万７,０００円

を追加しています。 

 １４款国庫支出金国庫補助金ですが、主なものは総務費国庫補助金で、離島活性化交付金

２,４５３万円を追加しています。これは、縁結びプロジェクト、キャンピングＴＳＵＳＨＩＭ

Ａなど４事業に充当するものです。地方創生推進交付金９７９万１,０００円は、ＵＩターン推

進事業、創業支援事業、小さな拠点づくり事業の３事業に充当するものです。土木費国庫補助金、

道路橋りょう費補助金に、社会資本整備総合交付金７００万円を追加しております。 

 なお、水産業費補助金、漁港整備事業補助金４,５８０万円を県補助金に組み替えたため、減

額しております。 

 １５款県支出金、県補助金１億６,５２３万９,０００円を追加しております。主なものは、総

務費県補助金、２１世紀まちづくり推進総合支援事業として４００万円の追加。１４ページをお

願いいたします。民生費県補助金、児童福祉費補助金に３世代同居・近居促進事業補助金

１００万円、農林水産業費県補助金、農業費補助金に産地パワーアップ事業２,６２７万

４,０００円、畜産クラスター構築事業２,８８３万円、林業費補助金に林業開設事業

３,７４８万８,０００円の追加、ながさき森林環境税補助金１,９４７万１,０００円の追加、水

産業費補助金に漁港整備事業４,４７７万９,０００円の補助金の追加などです。 

 １６款財産収入、財産売払収入、未利用土地の売払収入、美津島町盒知地内３件分で

２,０４２万５,０００円を計上しております。 

 １７款寄附金は、図書購入費としての指定寄附金１００万円でございます。 

 １６ページをお願いします。 

 １８款繰入金、基金繰入金は、対州馬保存管理計画策定事業などに充当するため、ふるさと応

援基金繰入金５９０万２,０００円を追加しております。 

 ２０款諸収入、雑入、スポーツ振興くじ助成金ｔｏｔｏ８,０００万円は、峰総合運動公園陸

上競技場改修事業に充当するものです。 

 ２１款市債は、それぞれの事業に充当するため、４億９,２６０万円を追加しております。 
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 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 なお、歳出につきましては、別途参考資料とあわせてご覧いただければと思います。また、本

日、参考資料の事業一覧表をお手元に配付しておりますので、これもあわせてご覧いただければ

と思います。 

 予算書の１８ページをお願いいたします。 

 １款議会費ですが、議員報酬等の減のほか、議会基本条例調査特別委員会に係る旅費、研修等

の負担金を計上しています。 

 ２款総務費、総務管理費、一般管理費、資料につきましては、１ページを御参照ください。熊

本地震被災地支援職員派遣のための旅費、借上料など５０８万５,０００円、マイナンバーシス

テム整備委託料１９４万４,０００円を計上しています。 

 財政管理費、積立金、歳入で御説明いたしました土地売払収入２,０４２万５,０００円を財政

調整基金に積み立てるものでございます。 

 企画費は、ふるさと納税返礼システム構築事業として、返礼品審査委員報酬、システム構築委

託料など８３７万１,０００円を、またケーブルテレビ施設などの修繕料に１,７１６万

４,０００円を計上しております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 小さな拠点づくり事業として、バス購入費、コミュニティバス運行委託料など７６２万

８,０００円を、資料は２ページになります。 

 ＵＩターン推進事業として、空き家改修補助金、ながさき移住サポートセンター負担金など

４９５万８,０００円を、木質バイオマスボイラー整備事業設計委託料９３１万３,０００円を、

縁結びプロジェクト事業補助金６００万円を計上しております。資料は３ページでございます。 

 そのほか、国境離島新法制定に伴う活動推進負担金１００万円、対馬交通バス購入補助金

２,４２９万１,０００円、対馬市景観計画癩癩仮称ですけども癩癩策定委託料８００万円など、

企画費は合わせて１億１,９４６万６,０００円を計上しています。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、マイナンバーシステム整備委託料１１８万

２,０００円を、また、国民健康保険費の繰出金２８４万６,０００円及び老人福祉費の繰出金

１６０万４,０００円につきましても、マイナンバーシステム整備に係るものでございます。 

 児童福祉費、児童福祉総務費、資料は４ページになります。子育て支援対策として、３世代同

居・近居促進事業補助金２５０万円を計上しています。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費の主なものは、水道事業負担金１,０３０万円の追
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加、簡易水道特別会計繰出金５,２６０万円の追加で、いずれも改良事業に伴う一般会計負担金

分です。 

 清掃費、清掃総務費は、海岸漂着物回収・運搬・処分委託料の減、海ごみ交流事業負担金の追

加に伴い、海岸漂着物等地域対策推進事業の予算の組み替えを行っております。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 し尿処理費、資料は４ページになります。し尿処理施設厳美清華苑の浄化槽汚泥処理量を適正

にするための汚泥移送業務委託料として７６７万４,０００円を計上しています。 

 ６款農林水産業費、農業費ですが、農業振興費は、猪鹿活用促進事業として、臨時雇賃金、手

数料など６３７万３,０００円、給食３品目癩癩ジャガイモ、タマネギ、ニンジンですが癩癩完

全地産地消推進事業委託料１０５万１,０００円。２８ページをお願いします。資料は５ページ

になります。産地パワーアップ事業、佐須地区ライスセンターの機械設備整備補助金

３,６７８万３,０００円。畜産業費は、厳原町佐須地区におけるＪＡ和牛繁殖センターの施設整

備を行う畜産クラスター構築事業補助金に３,７９１万円。農地費は、上県町の農道湊線落石防

護棚設置事業５００万円を計上しております。 

 林業費、林業振興費ですが、資料は６ページになります。シイタケ原木林の賦存状況調査事業

委託料４４７万２,０００円、次世代につなぐもりのちからフル活用事業に、委託料と事務費を

合わせまして３５０万１,０００円を計上しております。また、林道専用道開設事業として、盒

知焼松線開設事業３,８５１万円、賀谷塩浜線開設事業２,４０３万円を計上しております。その

ほか、ながさき森林環境税を活用して実施する林地残材等島内輸送コスト補助金１,５００万円

などです。 

 なお、農林水産業担い手育成及び人財発掘事業について、林業従事者育成補助金２,２５０万

円を林業従事者人財事業委託料へ組み替えるための調整を行っております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 水産業費、漁港建設費は、漁港間での事業費の調整を行っております。 

 ７款商工費、商工費、商工振興費ですが、資料は７ページになります。顧客満足度の向上や事

業承継に伴う設備投資を行う事業者に対する商工業活性化推進事業補助金として７００万円を計

上しています。 

 観光費ですが、長崎デスティネーションキャンペーン事業として、ＰＲイベント委託料、印刷

製本費など合わせて８２万８,０００円、資料は８ページになります。 

 キャンピングＴＳＵＳＨＩＭＡ事業として、イベント開催委託料、旅費など合わせて４３６万

２,０００円、対馬の魅力をテレビＣＭで発信する観光情報発信事業に４００万円、ミュージカ

ル「対馬物語」の東京公演、歴史講座の開催による対馬の歴史ＰＲ事業に６００万円、また、資
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料は９ページになります。 

 対州馬保存管理計画策定業務に４１０万４,０００円、観光施設の維持補修工事４００万円な

どが主なものでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ８款土木費、道路橋りょう費、道路維持費３,６０７万２,０００円の追加は、各地区の要望に

応えるため、早期に改修等が必要と判断された箇所について、整備等を行うものであります。 

 道路新設改良費は、資料は９ページになります。盒知樽ケ浜線道路災害防除事業１,０６０万

円、豊玉町の烏帽子岳線道路災害防除事業２,０００万円など、合わせて４,２６４万

８,０００円を追加しています。 

 河川費は、地区要望により、早期に護岸の改修や土砂の除去等が必要と判断された箇所の整備

を行うものです。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ９款消防費ですが、常備消防費は、救急救命士養成経費として２４７万８,０００円を追加、

非常備消防費は、消防団員確保対策として新たに設けられる機能別消防団員の報酬５６万円を計

上しております。 

 消防施設費は、小型ポンプを積載した峰町消防団広報車購入事業６７４万６,０００円、資料

は１０ページになります。峰町佐賀分団の消防詰所格納庫を整備する消防団拠点施設建設事業

５,２２６万６,０００円、防災対策費は、大雨による浸水等に対処するための厳原町桟原地区の

排水路整備のボーリング調査を含む設計委託費として９４４万６,０００円を計上しております。 

 １０款教育費、小学校費、学校管理費ですが、資料は１０ページです。薪ストーブ設置事業

５９２万９,０００円、教育振興費では、予算書の３６ページをお願いします。小学校２校を研

究モデル校として指定し実施するＩＣＴ教育推進事業３３５万９,０００円を計上しております。 

 中学校費、学校管理費ですが、資料は１１ページになります。大船越中学校校舎屋根改修事業

２,５８２万円を計上しております。 

 社会教育費、公民館費は、つしま図書館開館１０周年記念事業１７８万３,０００円を、予算

書３８ページをお願いします。文化財保護費は、赤米サミットＩＮ対馬事業に７９万

９,０００円の計上のほか、文化財保存事業の事業費組み替えなどの調整を行っております。 

 保健体育費、体育施設費ですが、資料は１２ページになります。峰陸上競技場のトラックを全

天候型ウレタントラックに改修するための改修事業費３億５,９９２万８,０００円を、学校給食

費では、４０ページをお願いします。資料は１２ページになります。上対馬学校給食共同調理場

給食運搬車購入事業として８２７万１,０００円を計上しております。 

 以上、簡単ではございますが、今回の補正の主な内容の説明を終わります。よろしく御審議く



- 34 - 

ださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  教育委員会のほうの体育施設のことで、峰の総合公園のトラッ

クの改修、これについて担当部長さんにお尋ねしたいと思うんですが、当初、これだけの金額で

はないような数字も、私も風のうわさでは聞いとったんですよ。設計費を昨年１２月に組んで、

４,０００万相当、確かに大きな金になっとるわけですが、これの資料がございますね、これち

ょっと見てもらえんでしょうか、最後のページですが、一番尻。３００メータートラック、これ

の８レーン、これのみが一応整備するんだということで書いております。それと芝を、真ん中を

芝を張りつけると。で、それ以外の場所についての対応というのは全く、８レーンだけですかト

ラックの。１００メーター直線と、例えば幅跳びの走路とか、これは入っとらんですか。 

 最後に、この芝とゴムのウレタントラックですか、それと附帯の施設含めて、ここらの事業費

はどんな割合になりますか、芝の工事とゴムの。 

 最後に、大きな金ですから、今年度いつごろ始めて、いつごろに完成するか、年内に見込みが

あるのか、ちょっとその辺の説明をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点目になりますけれども、全天候型のゴムチップウレタンにする箇所ですけれども、

現在のところでは、先ほど議員のほうから説明ありました、まずトラックが８レーン、それと走

り高跳びとその助走路という形になります。それと、あとやり投げの助走路ということで、これ

は２つとも山側のほうになります。それと走り幅跳び、国道側になりますけども、そこと三段跳

び、棒高跳びの助走路等が主な全天候型に改修を行う分であります。 

 あと、それに伴います観客席側の下のほうですね、中になりますけども癩癩（「１００メー

ターでしょう」と呼ぶ者あり）１００メーターもなります、はい。（「わかりました」と呼ぶ者

あり）癩癩が主な内容でございます。 

 それと、主な工事になりますけれども、まず敷地造成工事のほうで約１,２００万ぐらいかか

ります。それと施設の整備工事ということで、給排水関係になってまいりますけども、ここで約

一千七、八百万ぐらいです。それと、やっぱり一番大きいのはゴムチップの全天候型で、これが

約１億５,７００万ぐらいになってまいります。それと、あとはグラウンド内の施設整備工事と

いうことで、各種競技施設の縁石とか外構部分が主なものになってまいります。 

 芝の分に関しましては、フィールド内とその外周が大体芝ということで計画をさせていただい

ております。 
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 工期の件がございましたけども、この６月補正で可決されましたら、早急に、できましたら取

りかかりを行わせていただきまして、秋、９月か１０月ぐらいには早期に取りかかれるような形

で、約半年ぐらいの工期の計画をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ３点、お尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目は、今の大浦議員との質問にも関連があるんですが、峰の競技場の改修ということ

ですが、この点、長い間、競技関係者は待ってあったと思うんですから、大変事業として取り組

んでいただけることはうれしいんですが、この全天候型に改修した場合の維持管理、そのあたり

は必要ないのかどうか、今後のことなんですけども。 

 それから、芝を内側は張るということですが、芝の管理という点でも、どのような計画がある

かということを、一応伺っておきたいと思います。 

 それから、２点目は、参考資料の２ページの縁結びプロジェクト事業についてですけれども、

この参考資料の説明によりますと、前段と後段があるようにありますが、前段の部分は実行委員

会主催のイベントというふうに記載があります。そして、後段は商工会青年部等他団体が実施す

るイベントに共催事業として加わるということですが、このことで、まず実行委員会主催という

場合は、組織の癩癩当然、実行委員会を立ち上げるには癩癩中核となるようなものが必要になる

かと思いますが、役所なら、どこの部署、あるいはどういう団体が加わって実行委員会をつくる

予定なのかということが１点目です。 

 それから、２点目は、他団体が幾つか挙げてありますが、その予算の割り振りですね、実行委

員会で行うものと、ほかの団体が行うものとの、およその内訳等がわかっておれば御説明を願い

たいと思います。 

 それから、３点目は、参考資料の１０ページ、ＩＣＴ教育の推進事業についても、今年度から

小学校２校を指定するということで、これも現場では長い間待ち望んでいた事業であると思いま

すので、その中でもう少し説明を聞きたいのですが。私も、このことについては一般質問で２回

ほど取り上げたことがあるんですが、そのときに、２７年度末までにＩＣＴ機器の整備計画を作

成するというふうに答弁を聞いていました。その整備計画との関連はどうなのかということが

１点目です。 

 それから２点目は、機器を入れるとして、どのような種類のものを、まず入れるのかというこ

とが２点目です。そこ等をお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  まず、１点目の全天候型の峰陸上競技場の改修の件になりますけれ

ども、まず改修に当たりましては、ゴムチップのウレタンの層が約１０年ほどもつようになって

おります。それまでは、全天候の部分は、ほとんど改修費は出てこないかと思っております。 

 それと、あわせまして芝の管理も当然必要になってまいります。これの経費につきましては、

年間、大体２００万から３００万程度かかるんではないかとは思っております。はっきりした数

字は、まだつかめてませんけども。 

 それとＩＣＴの分になりますけれども、小学校２校ということで計画をさせていただいており

ます。内容につきましては、電子黒板とタブレットを導入して、２校分で機器借上料が約

２８９万８,０００円程度かかるような形で計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  今、小島議員さんからの縁結びプロジェクトの件ですけども、

６００万の補助金ですけども、縁結びプロジェクトということで、平成２７年度、もう既に一度

実施をいたしております。組織については、つしま縁結びプロジェクト実行委員会っていうのを

各関係団体、若い人たちの団体等を集まってもらって、もう既に結成をして、平成２７年度の

２月に一度実施をいたしております。今回、次年度改めて実行するに当たって、予算額を

６００万ということにいたしております。 

 それから、他団体ということで、商工会、社会福祉協議会等が、既にこの縁結びプロジェクト

をやっておりますので、それに向けて活動助成をしたらいかがなものかということで、その実行

委員会のほうに諮りましたところ、実行委員会のほうから支援というか、そういう形で助成がで

きればということで、金額等については、ちょっと今、承知をいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  競技場のほうのことについてはわかりました。 

 それで、まず教育委員会のほうのＩＣＴ機器の推進事業についてですけども、この説明を読み

ますと、小学校２校を指定し、その成果を検証することで、今後のＩＣＴ教育の整備促進とその

有効活用による児童生徒の学力向上を図りますということになっているんですけど、そのあたり

が、さっき私が聞いた整備計画との関係で、今年度２校なんですが、その後の計画等があるのか

どうかということをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  今後のＩＣＴの計画についてでございますけれども、次期、小学校
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の教科書の改訂が３１年度に予定をされておりまして、中学校が翌年の３２年度ということにな

っているみたいでございます。小学校のほうは３１年度になっております関係上、それまでに、

できましたらＩＣＴの情報機器導入を、振興計画等を図りながら進めていければと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、教育部長のほうから説明があったんですけど、きょうは質疑

ですから、一応お話を聞くだけにしておきたいと思いますけども、これまで教育委員会答弁され

たことからすると、今からまた２校とか何校ずつやっていって、三十一、二年までかかってとい

うことは、少し先送りすぎるんじゃないかと思うんです。そのあたり、また機会を捉えてお尋ね

をしたり、あるいは要望を出したいと思いますけども。 

 それで、総務部からいただいた今までの懸案事項、議会で上がったことを整理してもらった資

料を見ますと、推進計画というのが２７年度末でできていると聞いているんですけども、そのこ

とを、やはり議会のほうにも配付いただいたほうが、この議案を審議するのにもわかりやすいと

思うんですが、そのことは癩癩資料配付ですね癩癩やはり全議員にも配付していただいたほうが

いいと思いますので、お願いをしておきます。 

 それから、婚活の件については、昨年も１回実績があるということで、それから商工青年部と

か農協さんのほうもやられたとか聞いていますし、それから社会福祉協議会が、これまで対馬市

は中心になってやっていただいたと思います。そういう関係団体等含めて、このことを説明され

るに当たっても、そういうことも詳しく説明をしていただいたほうが市民にもわかりやすいし、

いろんなことを周知徹底できて参加者も増えるんじゃないかということを要望して、一応終わり

ます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ちょっと、二、三点質問をしたいと思います。 

 まず、この参考資料の１ページ、ふるさと納税返礼システム構築事業で８３７万ほど、今回補

正で上がっとりますけど、一応、返礼品については、今のとこ、どういう段階までいってるのか、

どういう品をしようと思っているのか、そういうところがあれば、もっと詳しく説明を求めたい

と思います。 

 それと、市長の説明で、最初の、今年度中に返礼品の開始をしたいということでございますが、

今から構築をして間に合うものかどうか、そこも尋ねてみたいと思います。 

 それと縁結びの件は、今、小島議員さんが言われましたけど、この事業も去年から６００万ほ
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ど予算が組んであります。その前も社会福祉協議会かな、そこに幾らかずつかは予算ちゅうか補

助金をやってると思います。その関係で、今までそれは効果があったものかどうか、そういうと

ころの検証はしてあるかどうかをば説明お願いします。 

 それと、３点目でございますけども、５ページ、畜産クラスター構築事業補助金ですね、これ

はＪＡが主体でするものか、または、ほかの法人がするか。 

 それと、今まで佐須利用組合が牛舎をつくっとったと思います。それはどういうふうになって

るのか、使用状況とか。そして、これは佐須地区につくるわけでしょうけど、せっかくつくるん

であれば、やっぱり今までつくってきてる牛舎あたり、そこの利用はできないものか。それとあ

わせて、ちょっと説明を求めたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  ただいまの初村議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 まず、ふるさと納税の返礼品についてでありますが、ふるさと納税全体ですけども、現時点で

市長の特命扱いみたいなもので、市役所全体で行っております。今回、この補正に関しては、時

間がかかるホームページの作成とか審査の方法とか等の経費を計上させてもらっております。市

長の行政報告の中でもありましたように、９月補正において、返礼品の経費を追加計上するとい

うことで計画をいたしております。 

 返礼品の中身については、対馬島内のいろんな農林水産物、それから加工品、いろいろ考えら

れますので、これから金額とそれから品物の組み合わせ、それから季節的なもの等を癩癩今、実

行委員会、ＰＴを立ち上げております。既に会議をいたしておりますので癩癩担当部署、農林水

産部、それから観光、いろんな部署の若い人たちに集まってもらって、返礼品の組み合わせ、何

を返すのか、どのくらいにするのかっていうのを現在協議をいたしております。で、９月補正に

購入費用等が計上できればと思っております。 

 それから、縁結びプロジェクトですけども、各団体等について、なかなか把握がしきれていな

い部分があります。それで今回、昨年度２月に実施をしたことでカップルも誕生をいたしており

ます。その結果を踏まえて、今後、その会議の中で、ほかの団体等についても実態把握とか、そ

ういう意味で市全体で、個々の団体で行っていくのではなくて、各団体でそれぞれなっているも

のを情報の共有を図りながらということで、人的支援、財政的支援をやって、一緒にやっていこ

うということで、今回計画をいたしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、西村圭司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  クラスターの事業の件なんですけど、これにつきましては、農

協さんが事業主体でやっていただくことになっております。 
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 それと、今の牛舎の利用を、どういうふうなことで考えてあるのかということなんですけど、

これ、クラスター事業分については新築なんですけど、それにつきましては、今後農協さんと、

今の牛舎の分も合わせた形でちゅうことの協議は、今後していきたいと考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ふるさと納税の返礼品につきましては、今から作成をしていか

ないけんと思いますけど、大変な仕事とは思いますけども、やっぱり早目にして、その宣伝方法

とか、いろんな方法もあると思いますけれど、インターネットとかチラシとか、いろいろな方法

があると思いますも、そこんとこはどういうようなあれで考えてあるものか。それで、返礼品、

金額によっていろいろあると思いますけど、それはもう統一されるもんか、それとも、またいろ

いろ考えられるもんか、そこんとこお願いしておきます。 

 それと縁結びについては、やっぱり市も一緒になって、さっき部長が言われるように一緒にな

って、今度はやるというような心構えでありますので。対馬市も嫁不足といいますか、嫁さんを

もらわんといいますか、結構独身の男性が多いと思います。やっぱり４０、５０あたりになった

ら、なかなかもらいにくいと思いますので、できれば３０代のうちにもらうように、やっぱり市

も一緒になって、そういう計画をつくりながら進めていって、対馬の人口をもっと増やしてもら

いたいと思います。 

 それとライスセンターについては、今部長から説明がありましたけど、つくったばっかりでは

できませんから、やっぱり、その利用価値を高めねば、幾らつくっても、後を使わねば何もなり

ませんから、そこんとこを、ちゃんと市あたりも、やっぱりフォローばしてやらないけんと思い

ますけんが、そこを考えながら、事業は進めてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  ただいま、返礼品についての現在の考え方というようなことで

すけども、返礼品については、農林水産物、それから加工品、いろいろ考えられます。ただし、

対馬においては多品目というか、少量多品目な商品が多くて、なかなか年間を通しての返礼とい

うのは難しいものがあろうと思います。ただ、対馬といえばシイタケとか米とか、そういった年

間を通じて量を確保できるもの等については、そういったものを基本に置きながら、季節的な農

産物とか水産物とかを混ぜながら、季節的に、四半期ごとにもいろいろ変えながらやっていかな

いかんのかなって思いもあります。 

 それと、高額納税者等に対しても、いろんな意味で返礼の方法等を、農林水産物、物だけでは

なくて、いろんな意味で、また考えないかんのかなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（堀江 政武君）  いいですか。ほかにありますか。７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  ２点お伺いしたいと思います。 

 参考資料が４ページ、３款の３世代同居・近居促進事業補助金についてと、もう一点が４款の

浄化槽汚泥移送事業についてであります。 

 まず、上の３世代同居・近居促進事業補助金についてでありますけれども、これについては、

他の自治体では、よく地域振興の建設事業というか住宅建設の促進のために、いわゆる同居をす

ることによって経済再生ということで、同居した人にとっては資産運用上の所得の向上に資する

と、そういう名目で、こういう住宅の支援をしているところはあるんですが。今回の事業につき

ましては、子供を産み育てることができるという、多分、出産目的であろうと思うんですけども。

これについては、要件ですね、これには詳しくは書いてないんですけども、若干教えてもらいた

いんですが。もちろん、産み育てることができるという要件によりますと、我々みたいな、もう

出産ができないような者が同居するとか、そういうのは多分、もう要綱除外になると思うんです

が、そういったのをしっかり精査されるのか。 

 それと、近居ということですけど、一定の圏内、一つの集落であればいいのか、もう本当に隣

同士じゃないとだめなのか、それ２点お伺いしたいと思います。 

 次に、浄化槽汚泥移送事業についてでありますけども、これは中部が２６年の５月１６日から

供用開始になっていると思うんですが、これができる前に、コンサルの調査によりますと万関以

北を５キロリッターですか、それを中部のほうに持っていってくれれば適正化ができるという当

初の計画であったと思うんですが、それが今の交流人口、韓国人の大量の旅行客によって、何ら

かの支障というか、出たのか、現状の処理量の割合、この事業をすることによってどのように改

善できるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  それでは、３世代同居につきましては福祉部が所管をしております

ので、この点については、私のほうからお答えしたいと思います。 

 この事業は、県の事業を受けまして行うものでございますが、親との居住距離が近い夫婦ほど、

出生する子供の数が多くなる傾向があるというようなことで、市民が安心して子供を産み育てる

ことができる住まい及び居住環境の形成を促進するためということを目的にしております。新た

に３世代同居、または近居するための改修工事等を行う戸建て住宅の所有者等に対して行う事業

としております。 

 まず、この３世代の定義でございますが、子育て世帯を含むということでしております。子育

て世帯とは、小学生以下の子供、この中には出産予定の方も含みますが、そういった小学生以下

の子供がいる子育て中の世帯をいうと。ですから、その世帯を含んだ３世代の同居等の改修費用
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ということになります。 

 それから、近居というのは、直線距離がおおむね１キロ以内に、３世代がそれぞれ居住すると

いうことを提議としてうたっております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、根メ英夫君。 

○市民生活部長（根メ 英夫君）  ７番議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 浄化槽の汚泥移送につきましては、現状、２７年度の実績でございますけれども、厳美清華苑

のほうの処理能力といたしまして、１日に６０キロリットル、これについては、し尿が５３キロ

リットル、それと浄化槽の汚泥が７キロリットルというところでございますけれども、実際の搬

入量のほう、１日平均が、し尿が５３に対して５２.９７で９９.７％でございます。浄化槽につ

きましては、７に対して１９.６キロリットルございまして２８０％、トータルでいいますと、

６０キロリットルの処理能力に対して１２１％というところになってございます。 

 これについては、最大１３０％ぐらいまで処理能力はあるんですけれども、それがずっと連日

続きますと、非常に、耐久性の問題もございまして支障があるというところで、これを中部ク

リーンセンターのほうに１日当たり７.２キロリットル、浄化槽の汚泥を持っていくと、そして

北部の衛生センターのほうに週１回７.２キロリットルを持っていくということで、それをいた

しますと、厳美清華苑のほうが１１０.７％の稼働率、そして中部クリーンセンターのほうが

１０７.８％の稼働率、そして北部衛生センターのほうが１００.６％の稼働率ということで、適

正な運用といいますか、処理ができるというところで、この移送計画のほうを立てた次第でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  浄化槽汚泥移送事業のことについて再質問をさせていただきます。 

 今の状況説明は、よく理解できました。一つ心配なのが、大型のホテルが完成したときの、今

は日帰りが４０％ぐらいいらっしゃるからいいんですが、かなり大きな増になると思うんですが、

またそのときも考えないといけないとは思うんですけども、大丈夫でしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、根メ英夫君。 

○市民生活部長（根メ 英夫君）  確かに、新しく宿泊施設等ができますと、かなりの浄化槽の大

きなものが設置されるということで、その懸念はございますけれども、この移送の計画で考えま

すと厳美清華苑のほうが１１０％ということで、あと２０％の余裕があるというところをお考え

いただければいいかと思うんですけれども、それぞれについても最大で１３０％まで稼働率がご

ざいまして、中部のほうについても１１０を切っている計画になります。そして、北部のほうに
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ついては１００％ぐらいの上限でございますので、今の状況では対応できるんじゃなかろうかと

思うんですが、いずれにしても、まだ実際にできて稼働はしてない、稼働というか、ホテルのほ

うの汚泥がどれだけ出てくるかちゅうのがわからないところがありますので、それについては、

建設の主体のところとかにお話を聞きながら適正に処理はしていきたいと思っておるんですけれ

ども、現状のところでは、まだ余裕は、この計画によって生じるということでお考えいただけれ

ばいいかというふうに思っております。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  ２点ほど質問をいたします。 

 １点目は、９ページの消防団広報車購入事業なんですが、これ、峰の分団だと思いますけれど

も、小型積載車に広報ができるようなポンプ車を購入予定だということですね。 

 それで、消防団の組織の編成というか、この前も操法大会でちょっと見せてもらったんですが、

合併をされたところ、それから、まだ前の分団のままで出てるところ、いろいろあったと思うん

ですね。そういった計画を、これから消防団の合併、分団の合併等については考えておられるの

かどうか。多分そうだと思うんですけれども、それが１点。 

 それから、午前中に黒田議員が報告をしておりましたけれども、消防職員の定数１０６に対し

て９４、１２名の、まだ不足をしております。これが消防署の職員に対して、いろんな負担にな

ってはいないのかというふうに私は危惧しているんですが、その辺について、消防長の考え方を

お聞かせください。 

 ２点目は、先ほどから大浦議員も話しておりました、小島議員も言っておりました峰町のトラ

ックです。念願がかなって、きれいなものができ上がってくると思うんですけれども、二、三日

前も、中体連で、雨の中やられましたね。 

 何とかそれでやられたんでしょうけれども、かなりの父兄の方々や地域の方々が、この大会に

は応援に駆けつけるということで、競技をする子供たちはきれいなトラック、タータントラック

で競技ができますけれども、見る人、これはバックステージのほうに階段がついたステージがあ

りますよね、あそこに、私は簡易的な屋根癩癩やっぱり見る人も大雨の中は見られませんよ。そ

して傘やら何やら差したら、とてもじゃないが無理ですから、このタータントラックになってく

ると、かなりの天候まで大会ができると思ってますから、そういったことのために、一回これは

検討されたらどうかというふうに提案をしておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  お答えさせていただきます。 

 まず、峰地区の消防団の広報車の件でございますが、これは軽の車両でございます。軽の車両
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にポンプを積載して、現場でポンプが不足した場合には、それも活用できるという車両を導入す

るように計画をしております。 

 なお、消防団本部の車両につきましては、厳原町と峰町のほうに幹部の出動する車両を常置し

ておりません。それで、今回は、峰町の本部のほうに、この車両を導入する計画をいたしており

ます。 

 それから、合併について御質問がございましたが、当初、平成１８年で９８の分団がございま

した。その後、合併を進めていきまして、現在５６の分団になっております。 

 なお、今後は、二、三の分団が合併の予定をしております。まだ、これについては、現在、各

分団相互において協議をしているというところでございます。 

 最後に、消防職員の定数に対する、現在９４名というのをどう思うかということでございます。

かなり職員に対しては、きつい思いはしてもらって、今年度を乗り越えていこうということで、

職員皆が頑張っております。今年度といいますか、今年度の試験で１０名ほど採用を計画してお

ります。そうなると、来年度は９２名で運用ができるということで、かなり改善ができるんじゃ

ないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  先ほど御質問のありました屋根の分になりますけれども、今回の工

事の中には、工事費としては、現在含まれてない状況でございます。おっしゃったように、昨日

の中体連におきましても、大雨等で傘を差されて見学された保護者等も多いとお伺いはいたして

おります。今後の検討ということでさせていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  分団の統合は、計画性はない、各分団に任せているということ

ですか、各地区分団に。将来、どれぐらいにしようかというような目標は持ってないのか。 

 それと、今、消防長が言われた、来年１０名採用して９２になるという話されました。今

９４で９２になったら、２人足らんや。今よりも苛酷になってくるんじゃないの。それだけ、や

める人が多くなって、今そういう時期に入ってるんでしょうが、やめる人が多い時期に。だから、

１０名は１２名にしたら、ことしと同じ９４になるわけやろ。ことしより減って楽になることは、

私はないと思うちょる。この辺はどうですか。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  まず最初に、消防団の合併の目標数ということでございますけども、

これは、目標数というものは定めてはなかった模様です。それで、現在でも各分団で１０名を切

った分団が二、三分団あるということで、ここを少しでも多い団員で運用しようということで、
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二、三の分団が合併に向けて協議を進めているというところでございます。それで、対馬全体の

消防団の組織が完成するんじゃないかなと思っております。 

 それから、消防職員の今年度９４名が来年度９２名になるということでございますけども、こ

の９４名の中で、現在１３名が新人の職員でございます。それで本年度、現在５名が消防学校に

入校しているんでございますが、この後、９月からは８名を消防学校に入校させます。年が明け

まして２月、３月、これを救急専科という専門の教育を受けさせますと、この１３名が、来年度

は現場活動ができるということで、本年度よりも現場活動できる人員が多くなるということでご

ざいます。よろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  大体わかります。研修にやったりいろいろして、現場で働く人

が、ことしより増えるということですね。それは、もうそれでわかりました。 

 そしたら、消防団は消防団本部に任せてるということですか、分団の統合関係については。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  これは消防団の理事会、評議員会がございまして、そちらのほうで組

織改革委員会というのを作成しております。団長を頭にして、筆頭副団長と副団長、各本部から

２名、こちらで組織しておりますほうで、この消防団の合併については協議進めているというと

ころでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  わかりました。 

 わかりましたが、分団が統合するということは、地域の若者の活動力が、僕は衰退すると思っ

てますから、余り推進せんほうがいいような気がするんですが。やっぱり消防団、すなわち地域

の活力源ですから、小さい部落に１０名、５名おっても、それで私はいいと思ってますから、そ

の辺もよく考えて統合を進めていただければというふうに思います。 

 ウレタントラックの分については、よく教育委員会で検討されて、また進めていただければと

いうふうに思います。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  １点と、あと関連を１点質問させていただきます。 

 まず１点目は、小さな拠点づくり事業ということで載っておりますが、実証事業ということに

なるんでしょうけど、委託が２つありますけど、この委託について、まず説明をいただきたいと

思います。 

 もう一点です。先ほどから出ておりましたＩＣＴの教育、タブレットと電子黒板の問題で、

１点お尋ねをいたします。 
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 文科省としても、３１年度ぐらいをめどに全体に行き渡るようにというようなニュース等もあ

っておりましたが、対馬として、先ほど小島議員のほうからありましたが、やはり１校、２校を

選択していくよりも、できれば、なるべく同じように平均していかないと、子供たちの学力に差

が出てくるんじゃないかなというふうに私は思います。思い切った施策というのが必要ではない

かなというふうに思いますので。 

 今、東部中学校が実証事業としてやっておられました。もう３年前ですか。そこら辺の経過を

踏まえて、いろんな連携をとられて、どのようになっているのか。また、子供たちの教育にどの

ように役立てるのかということを精査しながら、もう少し、１校、２校じゃなくして、全体をな

るべく早く、一緒につくり上げられるように計画を練っていただきたいというふうに思いますの

で、そこら辺を少し、簡単に説明をお願いしたいと思います。 

 では、小さな拠点のほうからお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり戦略本部長（阿比留勝也君）  小さな拠点づくり整備事業ですけれども、これにつき

ましては、１点目の委託料につきましては、これを推進していくためのシステムづくり、地域が

一緒になっていきますが、地域任せではなかなか難しいということで、委託をしまして、そのつ

くり込みをしていただくと。 

 それと、もう一点の委託料につきましては、それを運行するためのドライバーの手数料等の委

託費を考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  先ほどのＩＣＴ機器の導入についてですけれども、確かにおっしゃ

られているとおり、今年度、東部中学校が研究指定を３年間受けて終わったわけですけれども、

その中でＩＣＴの導入について、当然高額な経費等もかかってまいりますので、前向きに検討を

してまいりたいと思います。どうぞ御了承をお願いいたしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  今の教育部長のほうからの説明に、先に入らせていただきます。 

 その実証事業で東部中学校が実施したというところで、そういうのの経過とか、そういうもの

がつくられているのか、また、ただ実証事業だけで終わったのか。そういうところも深く入って

いけばそうなるんですが、できれば、やはり１校、２校じゃなくして、なるべく平均に、対馬の

子供たちが同じ教育ができるように。この８２キロとある距離の中で、教育に対する思いという

のは誰もが一緒だと思いますが、なかなか広い範囲ですから予算もかかるでしょう。しかし、そ
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れをなるべくなら計画を立てられて、本当に子供たちが同じ勉学ができるようにしていただきた

いというふうに思います。また、これは後で、きちんとお願いをしたいと思います。 

 今の部長のほうから話がありました委託料でありますが、その交通のほうの委託料を、どのよ

うに考えて捉えてあるのかということを一つお尋ねいたします。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり戦略本部長（阿比留勝也君）  これは、あくまでも実証実験ということで、将来的に

はデマンド型交通に移行していく必要があるのかなと。この移行の方法ですけれども、現在、全

て対馬交通、もしくは市営バスで運行しておりますが、将来的には予約制ということで、必要な

ときに走らせるデマンド型交通が主流をなしていくのではないかと。その実証実験ということで、

今回組み立てておりますが。まず、ドライバーを育成する必要があると。これは交通法の中で、

当然、その免許が必要ですけれども、これ、免許がなくても講習を受ければ、そのドライバーに

なることができるというシステムを使いたいと思っておりますので、その教育費等が出てくると

いうふうに考えております。その間につきましては、対馬交通に対しては休止をしていただいて

おくということを考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  最後です。ありがとうございました。 

 今のバスの問題ですが、やはりここに書いてありますように高齢者見守りという点でも地元の

運転手さんを雇用していただいて、また、いつも話になっております定年退職をされた方の運転

技術とかそういうものがある方をぜひ採用していただいて、そういうような方向に持っていただ

いて、この見守り隊も含めたコミュニティバスというような形をとっていただきたいというふう

に思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 議案第４６号は、配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

 暫時休憩します。再開は２時２５分からとします。 

午後２時09分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時24分再開 

○議長（堀江 政武君）  報告します。脇本議員より早退の届け出があっております。 

 再開します。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第４７号 

日程第１８．議案第４８号 

日程第１９．議案第４９号 

日程第２０．議案第５０号 

日程第２１．議案第５１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１７、議案第４７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予

算（第１号）から、日程第２１、議案第５１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第

１号）までの５件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４７号から議案

第４９号は保健部所管の特別会計ですので、まとめて御説明いたします。 

 初めに、議案第４７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）について御説

明いたします。 

 今回の補正は、いづはら診療所機器の保守管理及びリース料の追加でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによることを規

定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２５万

８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億８,７７３万５,０００円と

するものであります。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものであ

ります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でありますが、４款繰入金は、一般会計から１２５万８,０００円を追加しており

ます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項施設管理費１目一般管理費は、１２５万８,０００円を追加しております。

１３節委託料は、いづはら診療所電子カルテシステムの保守委託料１０２万６,０００円、

１４節使用料及び賃借料は、いづはら診療所のパソコン及び電子カルテシステム機器使用料

２３万２,０００円であります。 
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 続きまして、議案第４８号、平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明いたします。 

 今回の補正は、国保システムの改修委託料の追加でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるこ

とを規定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４８４万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億１２５万

８,０００円とするものであります。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものであ

ります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でありますが、３款国庫支出金２項国庫補助金２目国保システム開発費等補助金

２００万円を計上しております。 

 １０款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金２８４万６,０００円を追加してお

ります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、１３節委託料に４８４万６,０００円を追加し

ております。国民健康保険制度が、平成３０年度に市町村単位から都道府県単位に移行いたしま

すが、移行準備のためのシステム改修及びマイナンバーシステムの改修のための追加でございま

す。 

 続きまして、議案第４９号、平成２８年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。 

 今回の補正は、マイナンバーシステムの改修のための追加でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによることを

規定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６０万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億７,３３３万５,０００円

とするものであります。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものであ
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ります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でありますが、７款繰入金は、一般会計からの繰入金１６０万４,０００円を追加

しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委託料に、マイナンバー制度、介護の対応シ

ステム整備委託料１６０万４,０００円を追加しております。 

 以上で、保健部所管の議案第４７号から議案第４９号の説明を終わります。御審議の上、御承

認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  一括して議題となりました議題のうち、議案第５０号、議案第

５１号の２件は水道局所管の議案でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 今回の第５０号議案、第５１号議案の補正の主な内容は、国庫補助金等の内示による水道建設

費に係る所要の予算措置を行おうとするものでございます。 

 まず、議案第５０号、平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

御説明いたします。 

 別冊の予算書１ページをお願いをいたします。 

 平成２８年度対馬市の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる

ことを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２億３７１万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億４,９８８万円とす

るものであります。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページ及び３ページの「第１表歳入歳出予算補正」によるとし、第２条で地方債

の変更は、４ページ、５ページの「第２表地方債補正」によるとするものであります。 

 それでは、補正の内容について、歳入から御説明を申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 ３款１項１目簡易水道事業補助金１億円の減額は、簡易水道事業国庫補助金の減でございます。 

 ４款１項１目水道費県補助金１億９,３８５万５,０００円の皆増は、国庫補助金から耐震化交

付金に変更したことによるものでございます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金５,２６０万円の増、２項１目簡易水道基金繰入金８０５万

５,０００円の増、９款１項１目簡易水道事業債４,９２０万円の増は、全て水道建設費の増額に
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伴うものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。 

 １款２項１目水道建設費２億３７１万円の増額は、１５節工事請負費、琴地区統合簡易水道工

事費の増額が主な理由であります。 

 続きまして、議案第５１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いをいたします。 

 第１条で平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）は、次のとおり定めるものであ

ります。 

 第２条、予算第４条本文括弧書き、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億

１,１７４万６,０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額１,７９７万８,０００円、過年度

分損益勘定留保資金９,３７６万８,０００円で補痾するものとするに改め、資本的収入の予定額

を、第１款、資本的収入を３,７７５万円増額し１億７２０万２,０００円とし、資本的支出の予

定額を、第１款、資本的支出を３,９５０万円増額し２億１,８９４万８,０００円とするもので

あります。 

 第３条、予算第５条中、起債の限度額１,３２０万円を２,２６０万円に改め、第４条、予算第

９条中、建設改良費に対する負担金１,３８０万円を２,４１０万円に改めるものでございます。 

 それでは、補正の内容について御説明を申し上げます。 

 ６ページ、７ページをお願いをいたします。 

 資本的収入でございますが、１款資本的収入の３,７７５万円の増額補正は、１項企業債、

２項国庫補助金、３項負担金の増額、全て佐須簡易水道基幹改良事業費の増によるものでござい

ます。 

 次に、資本的支出でございますが、１款資本的支出３,９５０万円の増額は、１項建設改良費

３目簡易水道整備工事費２１節工事請負費の佐須簡易水道基幹改良事業費の増が主なものでござ

います。 

 以上が、議案第５０号、議案第５１号の概要でございます。御審議の上、御決定賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから５件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております５件は委員会への付託を省略したいと思いま
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す。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第４７号、平成２８年度対馬市診療所特別会計補正予算（第１号）について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第４７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号、平成２８年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第４８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号、平成２８年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第１号）について討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第４９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号、平成２８年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号、平成２８年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）について討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２２．議案第５２号 

日程第２３．議案第５３号 

日程第２４．議案第５４号 

日程第２５．議案第５５号 

日程第２６．議案第５６号 

日程第２７．議案第５７号 

日程第２８．議案第５８号 

日程第２９．議案第５９号 

日程第３０．議案第６０号 

日程第３１．議案第６１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２２、議案第５２号、対馬市部設置条例の一部を改正する条例か

ら、日程第３１、議案第６１号、対馬市水産業振興資金融資条例を廃止する条例までの１０件を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、豊田充君。 

○総務部長（豊田  充君）  ただいま一括議題となりました議案第５２号、議案第５３号及び議

案第５４号は、総務部所管の条例の一部を改正する議案ですので、続けて、その提案理由と内容

について御説明いたします。 

 議案第５２号、対馬市部設置条例の一部を改正する条例について。 

 対馬市の現在の組織体制は、平成２６年４月にしまづくり戦略本部を、また、各町の地域活性

化センターを、豊玉町に中対馬振興部、上対馬町に上対馬振興部を設置し、それ以外の美津島町、

峰町、上県町は窓口業務を主とした行政サービスセンターへの改編を行い、現在、１本部１０部

体制で重要施策の推進、行政サービスの提供、山積する行政課題の解決などに迅速かつ円滑に進

めてきたところでございます。 



- 53 - 

 このような状況の中で、本市は平成２７年１２月に第２次対馬市総合計画、対馬市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略及び対馬市長期人口ビジョンを策定し、自立と循環の宝の島「対馬」を

目指すこととしております。 

 また、市長の所信表明の中で、交流人口拡大に向けての取り組み、農林業振興による雇用拡大

につなげるふるさと納税の有効活用、国境離島新法制定による提案活動及び予算獲得活動、地域

包括ケアシステムの早期構築などの重要施策を加速させるとともに、職員間のさらなる連携強化

を図るため、現行の１本部１０部体制を、今回１１部の体制に組織を改正しようとするものでご

ざいます。 

 議案集１３ページをお開きください。新旧対照表は、１ページから４ページも、あわせて御参

照ください。 

 改正の主な内容につきましては、現在のしまづくり戦略本部と総合政策部の業務を整理改編し、

重要な政策の特命事項、重要施策の企画調整、域学連携、エネルギー政策、交通運輸、市民協働、

行政評価に関することなどをしまづくり推進部にまとめ、交流人口の拡大に向けた観光の開発振

興、特産品の開発、販売促進、商工業の振興、国際交流及び自然環境保護に関することなどの諸

施策を連携、充実させるため、観光交流商工部を新たに設置するものであります。 

 また、保健部につきましては、地域包括ケアシステムの早期構築のため、医療と予防のための

健康づくり施策の連携を強化するために、対馬市役所東里庁舎癩癩旧対馬いづはら病院跡地です

けども癩癩ここに健康づくり推進部を設置し、将来を見据えた地域医療行政の充実を図ろうとす

るものであります。 

 福祉部につきましては、現在、保健部が所管しております国民健康保険事業、介護保険事業、

後期高齢者医療に関することの事務を加えることにより、福祉保険部に改正しようとするもので

あります。 

 なお、附則におきまして、改正条例の施行日を平成２８年７月１日と定めています。 

 また、今回の条例の一部改正に伴う対馬市地域審議会の設置に関する条例、対馬市総合計画等

審議会条例及び対馬市子ども・子育て会議設置条例に規定する協議会の庶務を、それぞれの新た

な担当部に改正しようとするものであります。 

 以上、議案第５２号の提案理由の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５３号、対馬市厳原自動車教習場条例の一部を改正する条例について、提

案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 議案集１７ページをお開きください。新旧対照表は５ページでございます。 

 対馬市厳原自動車教習場は、昭和４１年開設以来５０年が経過し、この間、自動車運転技能取

得の教習施設として多くの方々に利用され、平成１８年度からは指定管理者制度により管理運営
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を行っております。 

 今回の改正は、施設の安定的な運営を行うため、長期間見合わせておりました施設使用料の見

直しが主なもので、あわせて教習場の利用時間等の改正を行おうとするものであります。 

 改正の内容ですが、第２条は、教習場の円滑な運営を図るため設置することができる運営委員

会について定めていますが、指定管理者制度への移行により、施設の管理運営に関する事項は対

馬市指定管理者選定委員会において審査し、指定管理者候補を選定しているものです。また、指

定管理者指定後におきましても、施設の管理運営に関する権限は管理者に委任していますので、

今回、本条文を削除するものであります。 

 第４条の施設使用料につきましては、平成６年以来、消費税改定等によるものを除けば、

２１年間、実質的な料金改定は行っておりません。この間、社会情勢、経済状況、ともに大きく

変化しているところであります。また、同様に指定管理者制度により運営しています壱岐市と比

較いたしましても、普通自動車免許取得費用総額で約１万４,０００円程度安い料金設定となっ

ていることから、今回、現行の施設使用料を約８％値上げし、施設運営の安定を図ろうとするも

のであります。 

 次に、第８条の教習場の利用時間につきまして、現行、毎日午前８時３０分から午後５時まで

としておりますが、今回、昼間、夜間の区別を明確にした利用時間を定めることとしています。 

 なお、附則におきまして、施行日を平成２９年４月１日と定めております。 

 続きまして、議案第５４号、対馬市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由とその内容を御説明いたします。 

 議案書２１ページ、新旧対照表は１１ページです。 

 大規模災害からの復興に関する法律が平成２５年に施行され、また、新型インフルエンザ等対

策特別措置法が平成２４年に施行されました。このことに伴い、対象となる災害派遣手当等を明

確にするとともに、今後このような法律に基づき、本市に派遣された国またはほかの地方公共団

体の職員に対し災害派遣手当等を支給するため、今回、対馬市災害派遣手当等に関する条例の一

部を改正するものであります。 

 改正の内容ですが、第１条は、災害派遣手当に大規模災害からの復興に関する法律第５６条第

１項に規定する災害派遣手当を追加し、また新型インフルエンザ等対策特別措置法第４４条に規

定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を災害派遣手当等として追加するものであります。 

 第２条は、災害派遣手当等に支給する派遣職員と、第２条第２項に災害派遣手当等の額を定め

るものであります。 

 なお、附則において、施行日を公布の日からと定めております。 

 以上、議案第５４号の提案理由の説明を終わります。 
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 総務部所管の３件の条例の一部を改正する条例について、御審議の上、御決定くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり戦略本部長（阿比留勝也君）  ただいま一括議題となりました第５５号、対馬市自家

用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容を御説明

いたします。 

 議案書２３ページをお願いいたします。新旧対照表は１３ページから１８ページとなっており

ます。 

 今回の条例の改正につきましては、利用者の利便性の向上を図るため、仁位癩廻間におきまし

てスクールバス混乗路線として追加し、使用料を定めるものでございます。現在、本路線は南小

学校のスクールバスとして利用後、空き時間を利用して市営バスとして運行しており、新病院へ

通院するための縦貫線に接続しておらず、また豊玉高校の始業時間にも対応していないことから、

これらに対処するため、条例第４条第１項中、第１号を削り、第２項中、第５号としてスクール

バス混乗路線仁位癩廻線を追加することにより、沿線住民の皆様方の利便性向上を図ろうとする

ものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を平成２８年９月１日としております。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  一括議題となりました議案のうち、議案第５６号及び議案第５７号

は、教育委員会所管の議案でございますので、続けて提案理由を御説明させていただきます。 

 まず、議案第５６号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例についてでございます

が、議案集の２７ページをお開きください。新旧対照表は１９ページを御参照ください。 

 今回の改正は、開園時期を延長しておりました（仮称）比田勝こども園につきまして、第２園

庭整備が７月末に完了する予定でございますので、比田勝幼稚園を夏休み期間中に移転し、２学

期から新しい園舎で供用を開始することができるよう、別表第１の３、幼稚園のうち、対馬市立

比田勝幼稚園の位置、対馬市上対馬町比田勝７２０番地を対馬市上対馬町比田勝１７０番地に改

正するものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を平成２８年９月１日としております。 

 次に、議案第５７号、対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を改正する条例

についてでございますが、議案集の２９ページをお開きください。新旧対照表は２１ページを御

参照ください。 
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 今回の改正は、現在、豊玉町廻から仁位まで、児童生徒の皆さんが利用されているスクールバ

スに一般の方が混乗できるように見直しを行うもので、条例第４条のスクールバス混乗路線とし

て、新たに同条第９号に廻癩仁位間の運行区域を追加するものでございます。 

 この改正を行うことにより、児童生徒と地域住民の皆様との交流機会の場の提供、路線バスで

ある縦貫線への接続、また豊玉高校への登下校にも活用でき、地域公共交通としての利便性の向

上にもつながることから改正を行うものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を平成２８年９月１日としております。 

 以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願

いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、佐伯廣教君。 

○建設部長（佐伯 廣教君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第５８号、対馬市

都市計画審議会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容を御説明いたしま

す。 

 議案書の３１ページをお願いします。 

 今回の改正は、対馬市都市計画審議会の公開につきまして、これまで明確に定めておりません

でしたが、昨年開催した審議会の折、一部委員から会議の公開について条例改正するよう申し出

がありましたので、今回改正するものでございます。 

 内容につきましては、参考資料の新旧対照表２３ページをご覧ください。 

 第９条を第１０条とし、第８条、第７条を１条繰り下げ、第６条の次に会議の公開についてを

第７条として加えるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第５９号、対馬市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の提案理由に

ついて御説明申し上げます。 

 議案集の３３ページをお願いいたします。新旧対照表は２５ページから３５ページでございま

す。 

 本条例は、子ども・子育て関連３法において、子ども・子育て支援新制度を実施するに当たっ

て、家庭的保育事業ほか３事業については市町村認可事業として位置づけられたことにより制定

したものであります。 

 今回の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準並びに建築基準法が一部改
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正されたことに伴い、市の基準の一部を改正するものであります。 

 改正内容の主な点は、一つには、小規模保育事業所Ａ型等における職員配置基準や資格要件に

ついて緩和されたことにより、特例規定を追加するものであります。もう一点は、建築基準法施

行令の改正に伴い特別避難階段に係る規制が合理化されたことにより、小規模保育事業所等にお

ける避難用階段の規定について改正するものでございます。 

 新旧対照表を御参照願います。 

 なお、附則で、この条例は平成２８年７月１日から施行するとしております。 

 以上で、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、永留弘和君。 

○消防長（永留 弘和君）  一括議題となりました議案のうち、議案第６０号、対馬市消防団員の

定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由と内容を

御説明申し上げます。 

 議案集の３７ページをお願いいたします。あわせまして、参考資料は３３ページから３５ペー

ジに新旧対照表を添えております。 

 このたびの改正は、全国的に消防団員の確保対策が問題視され、対馬市におきましても減少傾

向に歯どめがかからない状況であります。年々減少する消防団員の新たな団員確保に向けた施策

として、消防の所管官庁である総務省消防庁が打ち出した機能別消防団員を創設しようとするも

のでございます。 

 条例改正の主な内容でございますが、消防団員の種類を基本消防団員と機能別消防団員に区分

し、基本消防団員は機能別消防団員以外の団員、いわゆる年間を通して消防活動に従事する従来

の消防団員でございます。 

 一方、機能別消防団員は市長が定める特定の消防事務を処理する団員としまして、ＯＢの消防

団員や消防吏員経験者を対象に、火災や水災など特定の災害が発生したとき、現場に出動して消

防活動に従事する団員とするもので、加えまして機能別消防団員の資格と報酬を定めるものでご

ざいます。 

 附則で、この条例の施行日を公布の日からと定めております。 

 以上、大変簡単ではございますが、議案第６０号の説明を終わります。御審議の上、御決定賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、西村圭司君。 

○農林水産部長（西村 圭司君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第６１号、対

馬市水産業振興資金融資条例を廃止する条例について、その提案理由とその内容について説明い

たします。 
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 議案集の３９ページをお願いします。 

 本条例は、旧上対馬町時代に本資金５,０００万円を漁業者へ融資を行うことで漁家の経営の

安定を図る目的で設置され、合併と同時に、平成１６年対馬市条例１７０号で対馬市に引き継が

れたものであります。 

 長崎県信漁連との預託契約期間が平成２８年３月３１日で満了となり、２８年３月を超過した

融資もなく、当初の目的は達成しましたので、期間満了に伴い、今回、本条例を廃止しようとす

るものでございます。 

 なお、附則で、施行日を公布の日からとしております。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから１０件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております議案第５２号から議案第６１号までの

１０件のうち、議案第５２号を除く９件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。議案第５２号を除く９件は委員会への付託を省略

することに決定しました。 

 これから議案第５２号を除く９件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第５３号、対馬市厳原自動車教習場条例の一部を改正する条例について討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５４号、対馬市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例について討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 
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 議案第５４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５５号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５６号、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５７号、対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５８号、対馬市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５９号、対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第５９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第６０号、対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第６０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第６１号、対馬市水産業振興資金融資条例を廃止する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 議案第６１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号、対馬市部設置条例の一部を改正する条例は、配付の議案審査付託表のと

おり総務文教常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３２．議案第６２号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３２、議案第６２号、対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利

用最適化推進委員の定数を定める条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。農業委員会事務局長、春日亀剛一君。 

○農業委員会事務局長（春日亀剛一君）  ただいま議題となりました議案第６２号につきまして、

その提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 議案集の４１ページを御参照願います。 

 対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定でござ

いますが、本条例は、昨年９月４日に公布されました農業委員会等に関する法律の一部改正に伴

い農業委員会の委員の定数を改めるとともに、新たに農地利用最適化推進委員の定数を定める必

要があるため、この条例を制定しようとするものでございます。 

 条例の内容でございますが、第１条で条例の趣旨、第２条で農業委員の定数、第３条で推進委
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員の定数を定めております。 

 また、附則第１条で施行期日、第２条で現条例の廃止、第３条では経過措置としまして、現農

業委員会の任期の期間、平成２９年２月２８日までは従前の例とし、推進委員も委嘱しないもの

と定めております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３３．議案第６３号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３３、議案第６３号、財産取得契約の締結についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  ただいま議題となりました議案第６３号、財産取得契約の締結につ

いては、教育委員会所管の議案でございますので、提案理由とその内容について御説明いたしま

す。 

 議案集の４３ページをお願いいたします。 

 なお、４４ページに参考資料を添付しておりますので御参照ください。 

 本案は、大船越小学校、大船越中学校に導入されていますスクールバスが、平成５年３月に購

入され、２３年が経過し、老朽化による故障等で運行に支障を来すことから、児童生徒が安心安

全な通学ができるよう、定員６０人乗りのスクールバスを購入しようとするもので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 去る５月３１日、１６社による指名競争入札を執行いたしました結果、住所、長崎県対馬市美

津島町知乙５２８番地、氏名、有限会社松村自動車整備工場、取締役、松村英二氏が

２,３９０万円で落札いたしましたので、消費税相当額を加算いたしました２,５８１万

２,０００円で、同氏を相手方としてスクールバス購入の仮契約を６月１日に締結しましたので、

ここに本契約を締結いたしたく議会の議決を求めるものでございます。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３４．陳情第５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３４、陳情第５号、未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育

費国庫負担制度の堅持を求める要請書を議題とします。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。あすは１０時から各常任

委員会の付託案件の審査日としております。 

 本日はこれにて散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時18分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  ただいまから議事日程第２号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会派代表質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、会派代表質問を行います。 

 なお、発言時間につきましては、申し合わせにより時間内に終わるように御協力をお願いいた

します。 
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 また、関連質問につきましては、通告者と同会派の議員とし、本質問の内容と関係あるもので、

本質問者の持ち時間内としておりますので、そのように御了承願います。 

 それでは、通告により順次発言を許します。清風会、５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  おはようございます。清風会の渕上清であります。質問に入りま

す前に、去る４月に発生しました熊本大地震は、想像を絶する未曾有の自然災害でありました。

被災された皆様にお見舞いを申し上げ、とうとい命をなくされた方々の御冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 さて、今議会は比田勝市長誕生後、初めての定例議会であります。しかも、今定例会から会派

代表質問の制度が採用されました。議会活性化の意味においても、まことに当を得た制度である

と思います。この制度が生かされるか否かは、市政執行者たる市長の姿勢にあると考えます。ど

うぞ、市民が納得できる姿勢で市政運営に当たられることを期待いたします。 

 清風会の質問時間は５５分であります。私の持ち時間は３０分しかありません。答弁は簡潔明

快にお願いするものであります。 

 さて、かねて通告いたしておりました、市長の政治姿勢についてお尋ねいたします。市長は選

挙期間中に、市民と議会とスクラムを組んで対馬市の行政運営に邁進したいと、声を大にして訴

えておられました。結果は、あの大差での当選を勝ち得られました。 

 そこで、お尋ねしたいのは、市長はどのような方法で、市民と議会とスクラムを組んで市政運

営を行われるのかをお聞かせください。特に、議会対応についてもお聞かせください。 

 市長のその答弁をお聞きし、姿勢を確認した後、納得して２点目以降の質問について、質問席

から行いたいと思います。よろしく御回答ください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。清風会、渕上議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、私の政治姿勢でございますが、スクラムといえばラグビーが頭に浮かびます。昨

年のワールドカップラグビーにおける南アフリカ戦の逆転勝利は、ワールドカップ史上最大の番

狂わせとも言われましたが、その一方、歴史的勝利を上げた桜の勇者たちとたたえられました。

ラグビー二流国と言われる日本のチームが勝利を手繰り寄せることができたのは、目標を共有し、

血のにじむような練習を重ね、最後まで全員が呼吸を合わせて、諦めずに前進した結果であると

考えます。 

 同様に市民と議会と行政が地域課題を共有し、スクラムを組み、力を一つに合わせることで、

前に進むことができると思っております。いずれかが先走ってもうまくいきません。３者で問題

を把握した上で、全体をさまざまな視点からどのような解決方法があるのかを考え、ともに汗を

流して取り組みたいという決意を示したものでございます。 
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 この市政のスクラムをイメージ的に考えますと、一致団結して議論を交わし、切磋琢磨しなが

ら対馬の活性化を目指すというイメージを描いております。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  まずは、市長の姿勢が公約どおりでしっかりとやっていこうと、

さま変わりしてないことが確認をできました。ひとまず安心でございます。 

 市長になった途端に、主権が我が手にありとばかりに舞い上がって、主権者は市民であるとい

う民主主義の大原則を無視した為政者の後継ではないということが確認できました。私ども清風

会も心して、議会会派としてのありようについてしっかり研さんを重ねてまいります。一緒に頑

張りましょう。 

 さて、２点目の国際交流による島おこしについてお尋ねいたします。 

 まずは、対馬市の韓国との交流の現状について考えてみましょう。現在、年間２０万人を超え

る観光客が来島しています。国内の同規模の離島の市町村からは、大変うらやましがられるよう

な現象でありますが、果たして対馬の経済に、その数値に比例した好影響があるのでしょうか。

市民の皆様が納得できる交流の現状であるのでしょうか。韓国観光客の皆さんが満足して、対馬

にまた訪問したいと思って帰路についておられるのでしょうか。私は、全てについて疑問符を打

ちたいと思うのであります。 

 次に、対馬市の観光客受け入れ体制をハード、ソフト面から検証してみます。まずは、ハード

面です。観光客が入国しますと、まず入国審査を受けられます。その対馬に足を踏み込んだ途端

に、厳原港、比田勝港、両港とも定期航路開設後、既に１５年も経過しているにもかかわらず、

この入国審査をする建物は、いまだプレハブ的なものであります。しかも、待合室と入国審査の

建物は別棟でありまして、四、五十メーター離れております。その通路は、雨をしのぐときのた

めには簡易テント的な屋根で雨をしのぐという現状であります。待合室は１００人も入ればいっ

ぱいになるほどの狭い部屋であります。しかも、免税店どころか売店もない国際ターミナルで、

市内のホテル等の宿泊施設も飽和状態で、予約をとるのが大変な状況です。 

 対馬と韓国は、古来から交流の歴史がたくさんありますが、その資料や遺跡をしっかりと見せ

る施設も、観光客に満足してもらえるものではありません。史跡、景観等の観光地の整備もまだ

まだです。島内観光地をめぐる道路は、せめて幹線だけでも２車線の道路に改良したいものです。

公衆トイレも適所に、団体客に対応できる近代的な物が待たれています。ゴルフ場や温泉の施設

があればという声も聞こえてきます。 

 一方、ソフト面はどうでしょうか。観光客受け入れに一番大切な、おもてなしの心が島民に根

づいているのでしょうか。ハングルの案内板等は不足はないのですか。ハングルで対応できる人

は十分いるのでしょうか。ふれあい処つしまの交流の現状は機能しているのでしょうか。私は、
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このような観光客受け入れ体制では、観光客の来島が尻細りになりはしないかと危惧するもので

あります。 

 しかし、現状は新たなホテルの建設が始まりました。航路も１そうの増船が検討されたやに聞

きます。博物館の建設も決定しているなど、やがて観光客３０万の時代はすぐそこにあるのでは

ないかとも言えます。 

 いわゆる民間の活力は力強く躍動しておりますが、国際ターミナルの現状やＣＩＱの体制に代

表されるように、行政サイドの現在までの後手後手の対応が大変危惧されております。 

 そこで、市長に基本的なことについて２点ほどお尋ねします。 

 具体的なことにつきましては、後ほど、同僚の船越議員が関連質問でいたしますので、具体的

なことについては触れません。 

 １点目です。民間活力に先駆けて、将来の観光客目標数を５０万人とか１００万人とか定めま

して、それに対応できる観光の島、対馬にふさわしい国際ターミナル等の施設整備計画とソフト

面の対応策を含めた計画策定を早急に策定して、対馬市の国際交流にかける強い思いを広くア

ピールすべきと思いますが、いかがでしょうか。市長の国際交流にかける意欲のほどをお示しく

ださい。 

 ２点目です。せっかく対馬高校から韓国釜慶大学への道が開かれておりますが、その卒業生の

活用は行政として何の取り組みも見えません。せめて年間一、二名の市役所職員に採用すべきで

はないでしょうか。加えて、対馬の先人たちは古来から朝鮮国との深いかかわりを持ちながら島

の経済を支えてきました。その歴史と国際交流の手引書ともいうべき雨森芳洲先生の「交隣提

醒」に言う精神の交流をわかりやすく説明した、おもてなしの手引き的なものを作成して、島民

こぞっておもてなしの心の醸成を図るべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

 そのような一例ですけども、ソフト面の対応策についても、どのようなお考えをお持ちかお聞

かせください。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  １点目の対馬市の観光振興についてということで、お答えをしたいと思

います。 

 平成２７年度に観光関係事業者等との協議を行いまして、観光振興推進計画の素案を作成して

いるところでございますが、今後、その内容を市民の方々に意見を求め、計画をつくり上げる予

定としているところでございます。この計画では、観光客数の増加はもちろんですが、観光消費

額単価を１０％アップすることにより、力強い観光産業を育む方向性で考えております。 

 外国人観光客の来訪者数につきましては、平成２７年度は２１万５,６００人で、これを５年

後の平成３２年度には３０万人とし、長期的には約２倍の４０万人にすることを目標に考えてお
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ります。これは、第２次対馬市総合計画にも目標値として掲げているところでございます。しか

しながら、御質問にありましたように、ターミナル施設の整備やＣＩＱ体制の充実、宿泊施設や

飲食店等の観光関連施設の充実、交通体系の整備など受け入れ体制の環境整備は十分とは考えて

はおりません。 

 観光客誘致による交流人口の拡大は対馬の浮揚に欠かせない施策でありますので、今後も誘客

活動を行いながら、受け入れ環境の整備、体制づくりに一層力を注いでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、２点目の対馬高校の国際交流コースの卒業生の活用についてでございますけども、対馬

高校の国際文化交流コースが創設されて１４年目を迎え、卒業後、釜慶大学校を含め韓国の大学

に進学された生徒は３６名になります。市といたしましても多様化する韓国との交流に対し、観

光交流分野を初め、通訳なしで即戦力として市政に貢献できる優秀で意欲のある人材を求め、平

成２６年度、平成２７年度と新規採用職員を募集しましたが、応募者がいなかったため、平成

２８年度は、特に在学中の大学生も受験できるよう、第１次試験の開催日を８月２１日にかえて、

６月１６日から募集をしております。また、周知方法につきましては、対馬高校を初め、対馬市、

釜山事務所を通じて釜慶大学校等にも募集案内をお届けしているところでございます。 

 次に、３点目の精神交流関係について、手引書を作成してはどうかということでございますけ

ども、私自身も雨森芳洲先生の本を読ませていただいたり、いろいろな功績を勉強させてもらっ

たときに、大変、対馬の人間としても誇れる先輩を、偉大な先輩を持って自慢ができるところで

ございますけども、ぜひこれらの先生たちの功績を後世の方たちに残すためにも、先ほど渕上議

員さんがおっしゃられたような手引書等をもって、これらを市民の方たちにも周知していきたい

と、そういうことで今後も検討していきたいというふうに考えております。どうかよろしくお願

いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  力強い御答弁を頂戴しました。答弁の中で、目標４０万人とおっ

しゃられましたが、力強いお言葉の割には目標数値がちょっとどうかなと。せめて５０万、

５０万の８割は４０万ですよ。目標は５０万、８割達成を目指して頑張るというぐらいのことを

せんと、施設がなかなかしっかりしたものは整備できませんよ。その辺、後々のことですが、検

討をお願いします。 

 もう、残りが少なくなりました。市長、あなたの市長就任に合わせたように国境離島新法が制

定されました。ここに至るまでの谷川先生の御苦労に感謝をいたしたいと思います。今、全国の

各離島ではこの制定後、各離島の抱える共通の課題であります、航空運賃あるいは航路の運賃の

低廉化、燃料の低廉化等に向けて、いろいろな諸課題についても陳情といいますか、いろいろ政
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策提案をしておられると思います。 

 私は、８０億とか１００億とか言われるこの予算では、その運賃等の低廉化にその予算の大半

を食われてしまうと思います。あとの残りは、やはりこの制度がしっかり国民に理解をされるよ

うな目玉の政策に振り当てられると思います。いわゆる各離島の、国境の離島の何といいますか、

雇用対策等がしっかりできる政策に割り振られると思うんです。だから、ある意味、およそ

８０億の、長崎県に半分の離島がありますから、おおよそ単純計算して、半分が長崎県に割り振

られる、そのうちの半分は燃油等の低廉化に配分されるでしょう。そうしますと、２０億から

２５億ぐらいのものが、この長崎県内の離島の目玉政策に対する配分がなされるんじゃなかろう

かと想定してるんです。 

 そうしますと、ほかの離島ではその雇用対策として、刑務所の誘致とか不登校者の学校創設し

て、全国から不登校の学生たちを呼び込んでの雇用対策等が提案される模様です。私は、対馬市

はまさにこの国際交流を目玉とした国際交流で島おこし、そういう国際交流の特区的なものの指

定を受けた中で、道路等の整備あるいはトイレ、いろいろな課題の整備をやっていくべきだと思

うんです。 

 特に、市長は選挙中に、対馬の北から南までの海沿いにトレッキングコースをつくって、日本

一の景観のすばらしいコースをつくりたいんだと訴えておられました。そういうものを、この特

区の中で組み込んでいけばやっていけるんじゃないかと。 

 いろいろな方策が加えられますので、特に、この国境離島新法の予算配分には神経を使ってく

ださい。で、それに向けてのプロジェクトチーム的なものもできるようですから、議会も一緒に

巻き込んでやっていきたいものだと思います。 

 加えて、国際交流といいますと、皆さん、人的な交流２０万、３０万来ているかなと、そちら

のほうに視点が行くようですが、本当の国際交流は経済交流なんです。いわゆる貿易が必要だと

思うんです。 

 対馬と韓国との国際交流、いわゆる貿易を考えますと、対馬サイドでは対馬にあるのは水産資

源、そして島の８０％を超える山林に、いまだ活用されずに眠っております杉・ヒノキ成木、こ

の辺をしっかりと貿易で、造林した方々が納得できる制度をつくっていかないと、個人ではやれ

ませんよ。だから、そのためには、制度の中に国際交流の中の貿易に特化した伐採をするなら、

それに向けた作業道の整備とか出しの経費の負担とかそういうものを制度化して、山主が納得し

て伐採に踏ん切りがつけられるような制度を構築すべきだと思うんです。行政がやらなければ個

人ではできません。いい機会ですから、その辺も含めて、この制度の中に組み込んでいけるよう

な努力をしなければいけないと私は考えます。御意見をお聞かせください。私の持ち時間使い切

りましたので、簡略に。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず初めに、国境離島新法関係でございますけども、渕上議員さんおっ

しゃられるように、関連予算が８０億円とも１００億円とも言われております。この中の主なと

ころが、言われるように、航空運賃や航路運賃の低廉化、そして燃油価格の低廉化対策に大方が

回るんじゃないかなというふうに、私自身もいろいろと聞いております。そういった中で、特に

議員御提案のこの国際交流特区の提案の一つの手法だというふうに、私自身も位置づけておりま

すので、検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それとまた、私自身もこの選挙期間中に声を大きく申しておりました、トレッキングコースに

つきましても、これは実現に向けて調査検討を早期にしてまいりたいと、その上で、この雇用対

策等の喫緊の課題もありますけども、早期に提案ができるようにしていきたいというふうに考え

ております。 

 それと、最後の経済関係の件でございますけども、対馬産ヒノキ、杉の韓国輸出における仕組

みづくりについてございますけども、このことにつきましては、私もこの選挙の公約の中に挙げ

ておりました、豊かな島づくりの５つの拡大戦略の一政策の一つでもありまして、対馬での供給

体制や韓国でのＰＲ、そして、木材製品としての輸出などを検討しながら、積極的に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  意欲、わかりました。ぜひ国境離島新法を大いに活用して、議会

と、市長がおっしゃるように、スクラム組んでいろいろの持ち分、持ち分を生かしながら、市民

が納得できる行政運営を一緒にやっていきましょう。 

 時間、少し食い込みました。終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  関連質問で、清風会、４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  清風会の船越洋一でございます。会派代表の渕上議員の関連で、

文化財等の整備について、釜山事務所の拡充について、以上２点について市長並びに教育長にお

伺いをいたします。 

 私の持ち時間は２２分残っておりますので、答弁は簡潔にお願いをいたします。 

 まず、１点目は、文化財の整備についてでありますが、今回は前教育長にも質問した経緯がご

ざいますが、清水山城跡の整備について伺います。清水山城跡は御承知のように、有明山から東

に延びた支脈の先端に、府中城下を見おろすようにそびえているのが清水山城で、標高

２０６メーターの頂上から地形に応じて３段に山城が構築され、頂上の一の丸、中腹の段を二の

丸、東に突き出した段丘が三の丸で、各段には石垣をめぐらした城郭があり、戦国風の山城の形
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となっております。昭和５９年度に国指定を受け、３０年を経過した現在でも整備状況は道半ば

でございます。三の丸から厳原市街地全域が見渡せ、景観はすばらしいものがあります。 

 しかし、ここまで行く道路の事情が悪く、駐車場もありません。また、道路から三の丸まで上

る１００メートルぐらいの坂の整備もされておらず、観光客はもとより地元の人でさえ上る気に

ならないのではないかと思われます。この地域には、国指定史跡が、宗家墓所、金石城跡、清水

山城跡と３つの国指定史跡が固まってあり、全国でも類を見ない地域だと思います。宗家墓所、

金石城跡については、整備も大変進んでいますが、その中でも清水山城跡の整備は大変おくれて

いると思われます。 

 この際、私は城郭の石垣の復旧、道路から三の丸までの通路の整備、駐車場の整備を観光客誘

致の観点からも早急に進めるべきだと思いますが、市長並びに教育長にお伺いをいたします。 

 次に、釜山事務所の拡充について市長にお伺いをいたします。 

 現在の釜山事務所は、旧厳原町が釜山事務所を開設したのが始まりで、その後、合併により市

に移行され、１５年ぐらいなると思われます。当初は町が運営をしておりましたが、現在は対馬

国際交流協会が実務を行い、市が補助金を出していると思いますが、近年は韓国からの観光客は

年々増加し、年間２０万人を超える観光客が来島されております。 

 歴史上から見ても韓国と対馬の交流は古く、特に江戸時代、鎖国令がしかれる中、幕府公認で

釜山に１０万坪と広大な敷地を持つ和館があり、４００人から５００人の対馬人が常駐し、人の

往来、外交実務、貿易等が行われ、東アジア国際社会に共通した拠点交流のための館があったと

思いますが、当時の長崎出島オランダ館は４,０００坪、唐人屋敷は１万坪と言われております。

江戸時代から明治初期に至る２００年間にわたって存続した、チョリアン和館が実在していたと

いうことであります。 

 我が対馬は、全国にない大きな利点があり、地の利をもっと生かすべきではないかと考えます。

アジアに発信する歴史海道対馬として、釜山事務所の拡充を図る必要があると考えます。 

 一つには、対馬産木材の韓国への輸出は、平成２２年から民間レベルで素材出荷が始まり、現

在では森林公社、森林組合も参画し、平成２２年から２７年までに２万８,１９７立米が輸出さ

れております。この際、私は対馬産ヒノキを使った、現代版和館をつくり、釜山事務所として活

用すれば、対馬産木材のＰＲにも役立つと思います。 

 また、外国に出す対馬事務所を、民間団体に補助金を出して運営を任せることではなく、地に

足をしっかりつけて行政がかかわるべきではないかと思いますが、市長の考えをお伺いをいたし

ます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  清水山城跡の整備についての御質問でありますが、近年、韓国からの
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観光客を中心として多くの外国の方が来島し、国指定の史跡である清水山城も人気スポットの一

つとなっております。せっかくおいでいただいた外国人を初め島外の観光客に、史跡や有形文化

財、それを展示解説する施設を整備し、いかに満足していただけるものにするかは、文化財活用

の面からも非常に重要な視点であると思っております。 

 清水山城におきましても、史跡保存整備委員会の指導、助言を受けながら、史跡の整備とあわ

せ、案内板や道標の整備も進めているところです。これまでに、石垣の修理、説明板や道標の設

置をしてまいりました。今年度につきましては、三の丸へ上がる階段の整備、三の丸から二の丸

への園路の整備、一の丸に説明板の設置等を予定しております。このエリアは、以前から議員御

指摘のとおり、金石城跡、対馬藩主宗家墓所そして清水山城跡と国指定の３史跡が集中する全国

的にも珍しい地区であり、周辺地域と一体となって整備することで、相乗効果があらわれるもの

というふうに思っております。 

 現在、建設が進められている新博物館は、そのガイダンス施設として、また、島内外来訪者の

交流機能も備わった施設として計画をされており、お互いの相互理解と交流促進に寄与するもの

と期待しているところです。いずれにいたしましても、国内外から多くの観光客においでいただ

き、ここ対馬において国際交流が活発に行われ、それを対馬の活性化につなげていくには、文化

財等の活用は欠くことのできない要素であると思っております。 

 今後も、市長部局と調整協議しながら、文化財の保存活用に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず初めに、清水山城についてでございますけども、議員御指摘のとお

り、厳原中心市街地からすぐ目の前にございます、この清水山城そして万松院、そして金石城と

いうふうに、この中心地に近いところにこの史跡がございます。この史跡を今後も一体的に捉え

て、島内、島外の来訪者の憩いの場そして交流の場として整備をしていく必要があるというふう

に認識をしております。 

 次に、釜山事務所の件についてでございますけども、これまで事務所を建設する方向で検討が

された経緯がございます。釜山の現在の事務所の近辺で空き地となっている駐車場を４カ所ほど

調査いたしておりますけども、１００坪から１６０坪の土地におきまして、約１億５,０００万

円から４億４,０００万円ほどの地価でありまして、借地としては考えられないということでご

ざいました。そういうことでございまして、その上にまた建設費用が数千万円かかるということ

であれば、現在の家賃、月額約５万３,０００円と比べましても余りにも高額であるために、断

念したという経緯がございます。 

 そして次に、この釜山事務所の拡充についてでございますけども、船越議員のほうから、この
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釜山事務所の設置目的や現状を把握された上での御提言ということで、大変感謝申し上げたいと

いうふうに思います。私自身も今のこの釜山事務所は、観光客の増、そしてまた木材や水産物の

輸出等に係る調査等も必要でございまして、業務もふえつつあります。そういった中で、釜山事

務所の業務の拡充は必要不可欠だというふうに認識をしておりますので、今後も検討していきた

いというふうに思っておりますけども、ただし、先ほどおっしゃられた民間団体へ委託するので

はなく、直営でしたほうがいいのではないかというような件につきましては、ここはまた、今後

も検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議員（４番 船越 洋一君）  議長。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  まずは、教育長、教育長の管轄は、道路から上の部分ですよね。

あの三の丸に上がっていく、そこの部分から教育委員会の管轄に入ると。私が言うのは、駐車場

をつくってくださいと言よるのは、これは市部局のほうだと思います。一体として考えるならば、

やはり、あすこの上に、今、細い道路があるんですよ、車、タクシーは入っていくんですが。そ

の道路の整備さえできてない。 

 それと、そこが公衆用道路になっておるんですよ。４軒くらいの人が、その名義であるんです

が、その人たち、そこはもう公衆用道路になっとるわけですから、別にそこは舗装するとは別に

かまんと思いますが、そこの上に個人の土地が１５０坪ぐらいあるんですよ。その人の土地を、

例えば買うか借りるかして、そこに駐車場をつくることによって、三の丸に上がって行く、こと

し、今年度からその坂道を整備するということですから、そこで上がって行くならば、三の丸に

すっと上がって行けるようになるんですよ。 

 だから、そういうことも含めた中で、教育長とその市長のほうに、この問題を提起しとるわけ

ですから、そこら辺をひとつしっかり考えてください。 

 それと、釜山事務所について、土地を買うにも１億円ぐらいだと、まあ、いうこともあるでし

ょう。しかしながら、やはり、この日本の国と例えば対馬市が思えば、外国に事務所出すわけで

すから、これは大使館ですよね。それを民間団体に業務を委託して補助金を出しますよというよ

うなことは、私はないと思うんですよ。考えられんなと思うんですよ。 

 おまけに市長はこの５年後には３０万人を目指そうと、先ほど答弁されましたけども、そうい

うふうに今から後にそういうことをずっと考えていくんであれば、そういうことをしっかり考え

ないかんとも思うんですよ、拡充していくには。そうせんと、権限はどこにあるんですかと言わ

れたときには、副所長を置いとりますから、現地採用でこれは対馬市の職員じゃない、国際交流

協会の職員でしょう。その人に権限ありませんよ。そしたら、一回一回本庁に言わないかん。で、
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そういうふうな出先機関は、私はないと思う。 

 今から先、やはり韓国からの流入を入れるとなってくると、今、韓国には中国からの観光客も

物すごく来てるんですよ。その組を、やはり比田勝港から回して対馬に引っ張り込むという方法

もあるでしょう。 

 また今、厳原の市街地の中を見てみますと、やはり博物館、これも３０年、３１年ぐらいにで

き上がると思うんですよ。横町線も大体それぐらいに上がってくるじゃないかな。東横インは

２９年度に仕上がりますよ。国際ターミナル、それから国内ターミナルですか、これも早くやっ

ていただかんといかんが、３１年ぐらいまでには仕上げていただかないかん。 

 そうすると、市長の任期中なんですよ、これは。大型プロジェクトはあるんですよ。これをや

ることによって、対馬の市街地、厳原の市街地ってのは様子が変わってしまうんです。それで、

観光的なそういう歴史文化財というのを周辺整備をしっかりしてやった中で、そういうのを引っ

張り込んでくるっていうのは、一つの方策だと思うんです。それは市長の手腕だと思います。 

 本当、もう一つ言いますと、厳原町の中の、例えばホテルが今度できますから、まあそれは何

とかやっていってくれる、ホテル宿泊施設は、何とかクリア少しはできるのかなと思います。 

 しかし、今度は食べ物、飲食業。ここになってくると、今までずっと冷え込んできてましたか

ら、飲食業の方たちが、例えば改造をしよう、改修をしようと。しようにも、銀行から金が出な

い。だから、改修しようにもできない。 

 やっぱりそういうところには商工会とか、日本政策銀行とかそういうところには、銀行にも言

って、そしてそこら辺のことをやってやっていきながら、例えば大きな金額にはならんと思いま

すよ、改修ですから。クロスを張りかえるか、畳をやりかえるとかっていうことでしょうから。

そういう人たちの融資を受けたその利子ぐらいは市で補助してやってでも、そういうことの、何

ていうんですか、町の中の雰囲気を変えていくということも必要だろうと私は思うんですが、そ

ういうことも含めてもう残り６分しかありませんので、まだまだしゃべりたいんですが、時間が

ありませんので、そこら辺を端的にひとつ答弁を願います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず初めに、清水山城についてでございますけども、清水山城につきま

しては、市といたしましては、あの清水山城全体が山城という考えを持っておりまして、ここで

下のほうから博物館、そして心地ケ池、万松院というふうな史跡を回りながら、清水山城のほう

に上っていくということを考えておりますので、現在のところ、今、船越議員さんがおっしゃら

れた例の上のほうに土地がございますけども、あれも私も承知しておりますけども、その駐車場

を今のところ駐車場にする予定は考えてないというところでございます。 

 ２点目の（発言する者あり）まず、３点目の飲食業への改修に対する融資ということでござい
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ますけども、現在、今年度予算のほうにも、この商工業関係での跡継ぎの関係、そして、韓国の

お客様に対する店内の改修事業につきまして、助成をするということを盛り込んでおります。こ

こら辺をまずやって、そしてまた融資については、その後、いろいろと各方面とも相談できれば

いいなというふうに思っております。 

 そして、２点目の釜山事務所の直営の件につきましてでございますけども、釜山事務所につき

ましては、先ほども答弁いたしましたように、私自身も拡充が必要だというふうに考えておりま

す。 

 それで、実は今後、人員をふやしていく中では、市からのほうじゃなくて、民間団体のほうか

らもそこら辺の派遣ができないか、そこら辺を、検討をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  いいのかな、教育長、何か。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  教育長はもういいそうですから、私が、もう残り３分ですからし

ゃべります。 

 市長、先ほど民間の飲食業の融資とかって話じゃなしに、融資は、そりゃ、銀行とか国金とか

そういうとこはやるわけですから、やっぱり利子補給ですよ。利息を、利息、これを補助してや

るというようなことも、ひとつ頭の中に入れて考えてみてくださいよ。そうすると、だいぶわか

りやすくなりますので。 

 それと釜山事務所の件ですが、やはり民間団体でやって女の子の給料が安いですよ。この前、

行って聞きましたけど、１８万円ですよ。十何年も勤めとって１８万円。確かに、今

１,４００万円ぐらい補助金が出てます。ですね。だけども、安い給料で雇って最大限のことを

やってくれって言ったって、だめですよ。やはり、報酬は報酬でしっかり、給料は給料でしっか

り出してやって、そこの中でしっかりした対応をやってくれというのが通常だと、私は思います

よ。だから、それは検討してみてください。そうせんと。 

 それともう一つは、民間団体の任せるというのは、私はあんまり賛成できません。行政がしっ

かり当たっていって、国と国とが、昔の善隣友好じゃないですが、そのとき誠意を持って昔のほ

うがやりよったわけですから。それを民間団体で行かしとって接触させるということではないで

しょうが。私、そこら辺もしっかり考えてみてください。市ができんのであれば、できるような

方法があるはずなんです。代替で。そういうこともひとつ考えながら、対応はしっかりやってみ

てください。 

 教育長、一回、私、佐須の体育館の件はちょっとお願いしときましたが、その経過ですか、そ

れはどういうふうになっとるか、ちょっと一言でいいですから、ちょっと答弁しとってください。
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これは、済いません。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  佐須体育館の老朽化による対応策についてでございますが、今年度、

小茂田浜地区より佐須体育館の老朽化及び破損等による災害防止についての陳情、要望がありま

して、区長と連絡をとり、去る５月１１日に現場で詳細をお伺いしたところでございます。 

 佐須体育館は昭和５８年に建設され、老朽化が著しく、建物の外壁、屋根の軒部分が疼がれ落

ちるなど、周辺に危険が及ぶこともあり、落下注意の看板を張り、注意を促している現状であり

ます。教育委員会といたしましても、施設の安全性を優先し、解体することも含めて、その利活

用について地域の皆様、関係部署等と協議を図りながら、早期の対応ができるように努めてまい

りたいと考えております。その間、地域の皆様には、御不便をおかけいたしますけれども、御理

解いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので、簡明にお願いします。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  もう時間来ましたのでやめますが、まだ言いたいことはあります

がやめますが、教育長、そこひとつよろしくお願いしときます。 

 それから、市長、先ほど言いましたこともしっかり腹に入れていただいて、責任持って外国と

は対応していかんと、足元見られると、大変なことになりますから、せっかく今いい方向に行っ

てますんで、そこら辺しっかりよろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、清風会の会派代表質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時、休憩します。再開は１１時１５分からとします。 

午前10時58分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時14分再開 

○議長（堀江 政武君）  報告します。渕上議員より早退の届け出があっております。 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会派代表質問を行います。新政会、１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  おはようございます。１７番、新政会の会長を務めさせてもら

っています大部です。 

 今回は、特別な会派代表質問、通常ならば、１２月と３月となっておりますが、せんだっての

市長選におきまして、めでたく対馬のかじ取り役の市長に当選をされ、本当におめでとうござい

ます。新市長となられたことで、比田勝市長の対馬に対する強い思いが、せんだってありました
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４月２５日の臨時市議会において市長の所信表明で理解もできますが、もう少し詳細にお聞きを

し、市民にも納得のいく説明を求めたいと思います。 

 私たち新政会は、何回も繰り返し協議をした結果、４つの質問をさせていただきます。 

 まず、第１に、対馬の水産資源や林産資源を活用し、ふるさと納税制度の返礼品として積極的

に取り組み、雇用と所得の拡大を図ろうとしているが、どのような取り組みをしていくのかお尋

ねをします。 

 ２問目、対馬の新鮮な魚介類とおいしくて新鮮な対馬産の食材の供給システム構築のため、配

送センターの整備を進めるとのことですが、どのような進め方をするのかをお尋ねします。 

 ３問目、現在運航をしているＪＲ九州の比田勝と博多間の国際航路に国内客も乗船できるよう

に要望を続けているとのことですが、今後の進め方についてお尋ねします。 

 ４問目、国境離島新法が２９年４月１日から施行され、今後１０年間の地域振興の後ろ盾がで

きましたが、どのような取り組みをされるのか。また、十数年前から浅茅湾パールライン構想が

ありました。対馬は２つの橋で上から下までつながっておりますが、万が一のことを考え、新

ルートの開設は考えられないかをお尋ねします。 

 私たち新政会のほうといたしましては、関連の質問を小川議員がこの題も重点的に持ってきま

したけれども、会長がやってくださいということですので、私がまとめてさせていただきますの

で、まずもって了承をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  新政会、大部議員の質問にお答えいたします。 

 私は、交流人口の拡大を図るためには、農林水産業の活性化が必須であるということを選挙の

ときから訴えてまいりました。所信表明でも述べさせていただいておりますが、農林水産業の活

性化を市の最優先課題として捉え、ふるさと納税制度を活用し、島の特産品を返礼品として積極

的に採用することで、雇用の場と所得の拡大を目標として掲げているところでございます。 

 しかしながら、特産品の返礼品として扱うふるさと納税の仕組みの導入だけでは、特産品の需

要拡大、ましては雇用の場の確保は、他の自治体の例を見ましても一朝一夕に望めるものとは考

えておりません。全国的に返礼品として特産品を取り扱う自治体が多い中、寄附者の皆様に選ん

でいただける魅力的な特産品の開発や体験型メニュー、寄附金の活用策をいかにつくり出せるか

ということが、成否を分ける決め手になるものと考えております。 

 本年度は事業初年度であり、短いスケジュール期間を勘案しますと、特産品の開発、新たな産

業の創出につなげることは、生産事業者の皆様や市にとりましても困難であると考えてはおりま

すが、次年度に向けての足がかりとして本年度からプロジェクトチームを立ち上げ、制度の運用

や返礼品に関する方針等の検討を行っており、関係各部署、機関と連携し、ふるさと納税制度の
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再構築に向けた取り組みを進めてまいります。 

 今回、６月補正予算におきましては、他の自治体との差別化を図るために、対馬の魅力発信と

あわせた特産品のストーリー化を図った広報、拡散の仕組みづくり等、特産品を返礼品として取

り扱うふるさと納税制度の構築に関する予算を計上させていただいております。 

 今後、ふるさと納税制度の再構築を契機に、全国の皆様に注目していただける島、選んでいた

だける特産品や体験型メニューを市民、事業者の皆様とともにつくっていくことが肝要であると

考えており、施策の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。本市では、他

の自治体におくれて、特産品を返礼品としてお送りするふるさと納税制度の構築を図ることとな

りましたが、年内の早い時期に事業開始を目指し、取り組みを進めてまいる所存でございます。 

 次に、配送センターについてでございます。 

 御承知のとおり、対馬には多くの観光客が来島しております。しかしながら、対馬の新鮮な魚

介類などを提供できる飲食店等が少なく、なかなか島の魅力を十分発信することができておりま

せん。この要因として、島内流通によるシステム化が確立されていないことが考えられます。対

馬における流通の現状は、生産者から漁協を経て、福岡などの市場へほとんどが流れております。

島内の飲食店等は、生産者から直接仕入れるなど、独自のルートで食材を確保しておりますが、

思うような仕入れができてない状況であると考えられます。今後、観光客の拡大を図るためにも、

対馬ならではの需要と供給がスムーズになる流通システムの構築を検討していきたいと考えてお

ります。 

 今年度、行政、漁協、観光、商工団体などの関連団体が連携するためにも、協議の場として構

築委員会を設立し、島内における需要と供給の現状調査及び需要側がどういった食材がどの程度

欲しいのか、供給側がどのような食材をどの程度提供できるのかなどの調査を実施するとともに、

配送センターの場所や運営主体をどこにするのかについて、構築委員会の中で協議を行い、水産

物を先駆けとしてシステムづくりに取り組みます。その状況を見きわめながら、農林産物につい

ても取り入れてまいりたいと考えております。 

 対馬ならではの流通システムの配送センターを整備することにより、脆弱な島内流通体系を改

善し、需要者側へ豊かでおいしい食材の供給を行い、対馬らしい料理を地元市民や国内外から対

馬に訪れる観光客が食べられることで、地産地消の拡大と対馬の食材のＰＲにつながり、水産資

源から観光資源へと転化し、観光客が再度来島していただくよう努めてまいりたいと考えており

ます。将来的には、農林産物の流通とあわせ、島外へも発信し、観光の掛け算による食の拡大を

図っていきたいと考えております。 

 次に、博多港と釜山港を結ぶＪＲ九州高速船ビートルへの国内旅客の混乗の件についてお答え

いたします。 
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 去る３月３日の参議院予算委員会におきまして、公明党の秋野公造議員が比田勝港での国際航

路への混乗による北部対馬住民の利便性の向上、国内旅行者の増加に対馬市が永年取り組んでい

る状況を紹介していただき、さらに、税関、出入国審査、検疫の問題がクリアできれば、国際航

路に国内旅客を混乗させての運航は可能かとの質問をされました。 

 この質問に対し、石井国土交通大臣が、対馬の取り組みについて「新たな着想による工夫」と

評価をいただき、「問題が解決できれば、混乗は可能であると考える」と回答されたことは、既

に新聞報道のとおりであります。さらに、大臣は、「航路開設の動きが本格化すれば、関係者の

意向を確認しながら航路開設の手続に対応したい」と回答されております。 

 また、４月２日には、参議院予算委員会での混乗の件について質問された秋野公造先生が来島

されましたので、御尽力いただいていることに対しお礼を申し上げ、その折に、秋野先生からは

混乗の実現のため、「今後も協力します」とのありがたいお言葉をいただきました。 

 対馬北部の振興につながる国際航路への混乗の実現に可能性が見えてきつつあることで、５月

の連休明けから担当部長及び職員が、厳原税関支署、福岡入国管理局対馬出張所、福岡検疫所厳

原・比田勝出張所、また対馬を管轄する門司税関福岡入国管理局、福岡検疫所を訪問いたしまし

た。私も門司税関に伺い、総務部長を初め担当部署に、混乗の実現について協力をお願いしてま

いりました。 

 国際航路への混乗につきましては、これまでも関係者との協議を重ねてまいりましたが、特に

運航事業者であるＪＲ九州高速船とは、ビートルの客室内で国際路線と国内路線のお客様が接触

しないようにするための方法について検討を続けております。また、ＪＲ九州高速船側にも、対

馬経由便を活用した新たな観光ルート開発による集客の増加をもくろんでおり、混乗の実現に向

けて前向きな姿勢を示されております。今後とも、混乗の実現に向けて両者の連携を深めてまい

りたいと考えております。 

 また、今回の補正予算にも計上しております、７月下旬、福岡市においてＪＲ九州高速船、Ｒ

ＫＢ毎日放送、九州経済調査会との共催により、国際航路への混乗や北部対馬の観光振興につい

て考える講演会並びにパネルディスカッションの開催を計画しております。私もパネラーの一人

として参加し、混乗の実現に対する対馬の思いを述べさせていただくとともに、日本初の試みで

ある国際航路への国内旅客の混乗の取り組みについて、関係機関の御理解、御協力をいただきた

いと考えております。 

 今後の進め方について御説明申し上げます。各出先機関の訪問を終え、税関については、東京

の財務省関税局で対応するとの回答をいただいておりますが、他の２機関とは今後どのように進

めていくのか協議しているところでございます。できるだけ早い時期に混乗の実現のために解決

すべき問題点を洗い出し、関係機関との協議を進めてまいります。 
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 議員の皆様におかれましても、今後も北部振興のさらなる発展並びに北部対馬から本土への交

通手段を確保するために、混乗の実現に取り組んでまいりますので、御理解と御協力をいただき

ますようお願い申し上げます。 

 最後に、国境離島新法に関する取り組みについてでございます。 

 議員も御承知のとおり、現在、来年４月１日の施行に向け、国の基本方針の策定、県基本計画

の策定、また、２９年度の概算要求が並行して準備が進められているところでございます。これ

にあわせて、これまでに市議会とともに提案をしてきました要望事項や国境離島新法制定期成会

の各団体から出されました意見を取りまとめ、県に対し５１項目の施策の提案を行ったところで

ございます。 

 なお、この５１項目の提案施策につきましては、参考資料として配付をさせていただいており

ます。 

 今後、国の基本指針が示される予定でございますが、有人国境離島に共通する重要な課題であ

ります、航路・航空路運賃や燃油価格の低廉化が優先される施策であると考えますので、県下の

市、町が連携しながら、低廉化に向けた要望活動に取り組んでまいります。 

 また、雇用機会の拡充や安定的な漁業経営の確保につきまして、各施策の重要性、実施効果の

検討を行った上で、インパクトのある一体的で連携したプロジェクトとして立案していくことが

必要であり、またそのためにも、提案を取りまとめていく体制づくりが必要と考えております。 

 最後に、悲願でありました国境離島新法を最大限に活用し、対馬の発展のために有効な立案と

実施に向け、議会とともに取り組んでまいりたいと考えております。御支援、御協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

 次に、浅茅パールライン構想についてでございますが、本市が合併となる前に、旧美津島町と

旧豊玉町の間でこの構想について話があったことは、存じ上げております。議員御指摘のとおり、

上地区と下地区とを結ぶ唯一のライフラインに万が一、例えば熊本地震の阿蘇大橋の崩落といっ

た事態が発生した場合を想定いたしますと、有事・災害といった緊急時において市民生活へ与え

る影響ははかり知れないものがあり、先月開催されました道路整備促進期成同盟会全国協議会に

おきましても、震災に備えるため、幹線道路の耐震化及びダブルネットワークの構築が決議され

ております。このダブルネットワークと申しますのは、道路が２本以上あるということでござい

ます。 

 将来的に、これは重要な問題であると認識しております。現在、国境離島新法に対する市の提

案施策でも要望を行っておりますが、ハード事業よりもソフト事業の施策が中心であると聞き及

んでおりますので、今後示されます国の基本方針を踏まえた上で、国・県と相談しながら検討し

てまいりたいと考えております。御理解のほど、よろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  当初に私が言ったように、市長、私たちは市長の所信表明が市

民に詳細にわかりやすく理解してもらえるために、私たち新政会はこの４つの質問をさせてもら

っているわけです。今、市長の答弁で詳細にわかりやすく言葉があったわけですから、聞かれて

いる市民はなるほどなということだと思います。私たちも今、新政会といたしましても、ふるさ

と納税にしても、今、市長が言われたように、対馬の基幹産業の水産業の加工とかいろんなこと

をやっていくっちゅうことですので、ぜひそのようにして対馬市民を救ってもらいたいと思いま

す。 

 まず、このふるさと納税で日本全国で有名になったのが、言われているように平戸市です。あ

れだけの小さいまちがいろんな意味でふるさと納税を利用され、もう日本一になっているという

のがあるやないですか。対馬も、市長からもこの所信表明の中に訴えてあるように「生産者、加

工業者、販売業者と行政が一体となって」と、この言葉が実現できますようにお願いしたいと思

います。ぜひ、この形をとって、そしてまた、高額なふるさと納税をいただいた方は対馬市準市

民と認定し、旅行優待券を贈り、対馬へ足を運んでいただくことで島内の消費拡大。これも、市

民は知らない人が多いんです。こういう場を利用して、市長の思いを届けてもらったらいいと思

います。 

 一問一答というより、もう市長が答え出しとるわけですから、私は聞くことはないから２番目

に入りますけども、配送センターですけど、これは場所的にさっき聞いたら、まだ協議の上でや

っていくっちゅうことですよね、この配送センターです。 

 対馬にしても、いろんないい食材が、市長が言われたようにあります。魚にしても、やっぱり

錦織さんが言ったノドグロっちゅうただけで、アカムツが３倍にも跳ね上がって、上対馬の漁師

さん、上県の漁師さんはえらい収入があっているとお聞きはしておりますので、全てにおいて一

言でこういうことができますので、「せんだんご」とか「ろくべえ」、こういうのも代表される、

やっぱり対馬の食材だと思いますので、こういうことをフルに活動してもらってやってもらいた

いと思います。 

 配送センターは、今後また協議の上でやっていくということですが、やっぱり全てにおいて利

便性を考え、先々にいいところを当然されていくと思いますので、これもそのようにお願いをし

たいと思います。 

 ３番目のＪＲ九州の比田勝・博多間の混乗の乗船のやつですけども、これはやっぱり、上対馬

の人にとっては大きな期待感と、対馬にとっても最大限の潤いがある問題と思うわけなんです。

今、韓国からが約２０万、市長の先ほどの言葉では３０万人を目指すということですけども、や

はり福岡からこういう混乗で国際的な問題が解決していければ、すごくやっぱりこれ上対馬だけ
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やなくて、下のほうの厳原で商売されている人にも大きく影響していくと思いますので、ぜひこ

れも一日も早い解決をしてほしいと思います。 

 この中で、一番力になってもらっている秋野公造先生です。この前、４月２日に来島されて、

対馬のこの混乗問題、ＪＲ問題は一生懸命努力するということを言われたということで、新聞な

どで報道されましたけども、こういうのも対馬のほうでもぜひいろんな意味でバックアップして

やってもらいたいと思います。 

 税関問題がやっぱり一つ問題に、大きく僕らも心配していたんですけども、この点は、市長、

税関は市長たちが当たっていっている中で、手元に幾らか可能性が、行かれたわけですから、市

長たちが当たられた感じ的にどんな感じやったのか、お聞かせ願えればお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  実は、私も門司税関のほうに出向きまして、当初は、まさか本庁の財務

省関税局のほうから見えてあるとは聞いてなかったんですけども、私たちが行くということで、

わざわざ財務省関税局の上席調査官という方が見えておられまして、一緒に話をさせていただき

ました。その中でも、話をさせていただく上で前向きに考えてあるということで、今後は出先で

はなくて、本省である財務省関税局のほうでこの問題については対応するということでございま

すので、私はかなり前に進んだのではないのかなというふうに考えているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  そういう心強い言葉をいただけば、聞いている市民も「あ、こ

れ、かなり前向きに進んでいくんじゃないか」という期待感が持てると思うんです。今までやっ

ぱり余りにも漠然過ぎて、本当にできるんだろうかというのが私たち議員としても不安がありま

したけども、今、市長たちが実際に当たられて、そういうある程度の関係の方が前向きに動いて

くれているということで非常にありがたいと思います。ぜひ一日も早い実現ができますように、

対馬市挙げてからでもやってください。 

 それから、最後の国境離島問題ですけども、これは皆さん御存じのように谷川代議士さん、金

子先生、非常に力になっていただき、もう長年の夢だったのがやっと実現したわけです。このこ

とによって、やはり対馬は水産業の島と言っても過言ではないと思うわけです。こういう中で、

ここにも市長が所信表明の中でも、先ほども言われましたが、やはり対馬は離島ですので、飛行

機にしても船にしても高いんです。もう下手すれば、福岡・対馬と福岡・東京と余り変わらんよ

うな航空運賃のとこも出てきとるやないですか。 

 そういう中で、やはり一番ネックになっているのが、こういう国道にしたら海上が国道ってみ

なされて、いろんな意味が、助成が出ていますけども、この航空運賃・航路運賃の低廉化、市長

が言われたとおりです。それから、生活や事業活動に必要な物資費用の負担軽減や雇用機会の拡
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充策、安定的な漁業経営を図るための漁船の創業に要する費用負担、これ、漁船の、重油ですけ

ん燃料関係もかなり負担させてもらっていますけども。 

 やっぱり国境有人離島ということですけれども、隣はアジア大陸で危険ないろんな国も報道さ

れてますけども、やっぱり漁民がイカ釣りとかいろんな操業をすることで、もう本当にあれだけ

の漁船が出ることによって監視パトロールができておると言ってもいいと思うんです。あれだけ

の監視をするっちゅうことは、普通の巡視船ではできません。 

 これ、上から下までいろんなところで、これだけの漁船が動くことによって、こういう対馬も

守られている部分もあると思うわけです。だから、そういうとこですから、漁業者にだけかなり

してくれとかやなくて、いろんな意味でそういう低廉化というか、される補助はやってもらいた

いと思います。 

 これ、先ほど言ったように１０年間というのが後ろ盾があるわけですから、ぜひ国境離島の来

年の４月１日から施行されるわけですから、市長、そういう点は重点的に聞きたいんですけど、

大丈夫ですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  もう既に４月２０日に参議院本会議のほうでも成立もいたしております

し、法律として成立をしているということで大丈夫だと思いますというか、大丈夫ですと私も言

いたいです。そしてまた、今現在、この中身につきましても国のほうもいろいろと練ってあると

いうようなこともお聞きしておりますので、先ほども申しましたように、対馬市といたしまして

も、今現在、組み立てておりますこの５１項目を中心に、国のほうへ上げていきたいというふう

に考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  私も理解はしているんですけど、先ほど、当初に言ったように

市民は詳細にはわからないんです。私たち議会の中でも見る人と見ない人がおるでしょうけど、

こういう話が出れば、やっぱり漁民、携わっている人は「ああ、やっぱりやってくれるんだ」と

いうのがわかりますので、そういうことでぜひやってほしいと思います。 

 それから、次にパールライン構想。当時、美津島と豊玉でかなり進んだ話が検討の話があった

んですよね。黒瀬の鋸割岩、あそこから走っていって、最短の距離でずっと橋をかけていくと。

それによって、たとえ一つ有事があって、万関と今、大船越橋でつながっていますけども、どっ

かが壊れたらもう遮断です、対馬は。だから、迂回路をする、ぐるっと回る構想がありました。 

 それと、これをすることによって、観光というのは、一方通行では絶対観光にはならないらし

いんです。ぐるっと回って、１回転こう回ってくる。対馬の場合、一方通行やないですか。行っ

て戻ってくる。だから、まともに行けば、比田勝まで行っても、帰りはバスの中で寝ている人が
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多いってお聞きしているんです。 

 これがぐるっと回ることによれば、この対馬のかなり西海岸にしても景観のいいところもたく

さんありますし、今以上に観光客も呼び込むこともできるし、まして、何かがあったときは、今

のままやったら遮断されます。わかりませんよ、いつどういう災害が起こるか、いつどういう有

事が起こるかわかりませんけども、となれば対馬の島民、市民は、どっかの橋が壊れたときやっ

たら、もう遮断で上も下も行くことができないんです。その点、市長、どういうお考えでしょう

か。お聞きします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私自身も以前、このケーブルテレビの構築にいたことがありまして、こ

のケーブルテレビにつきましても一方通行ではなくて、この対馬全島を網羅するためにもという

ことで、１つのダブルネットワーク、要するに国道のほうと、また今度は今里から水崎、向こう

のほうにも空中でつないでおりますけども、そういったふうに複線化というのは重要な問題だと

いうふうに考えております。 

 そしてまた、先ほども説明いたしましたとおり、全国の道路促進期成協議会の折にも、熊本地

震の阿蘇大橋の崩落によりまして、大変、今現在、地域も困っているというようなことで、この

対馬に置きかえた場合でも、例えば今、大部議員さんおっしゃられたように、万関橋、そして大

船越橋が崩落した場合は、これはもう船で行くしかない。 

 もう、市民の足が途絶えてしまうというようなことで、ぜひとも必要ではあるというふうには

考えておりますけども、ただ、いろいろ情報を聞くところによりますと、当時、１８０億とかい

う高額な事業費だったということで、今でまた算定しかえれば、これは２００億円を超えるんじ

ゃないかなというふうに考えておりますので、長期的な視点で考えていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  言われるように、あのときは日本どころか世界が好景気のとき

でしたから、いろんな話もあって、そういう構想もあったんです。でも、その当時は、もう黒瀬

の鋸割岩のところなんかは現地に行かれたり、いろんな調査も進んでいる経歴はあるんです。 

 今、確かに費用対効果とか考えれば、莫大な金を投資してまでっちゅうのもあるでしょうけど

も、やはり今後は、この対馬を安定的に生活させるためには、今、市長も言われるように、１つ

の道筋だけでは何かがあったときやったら、じゃあ大船越橋が壊れました。じゃあ、さっとやり

かえる言うても、そう簡単にはできないと思うんです。やっぱり、いろんな事故が、また災害が

起こってからでは間に合いませんので、これだけの対馬市民を守っていくがためには、ぜひとも

これは今後、確かにお金はかかると思いますけども、大きな課題として対馬市民を守るために、
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市長、これ考えを言ってほしいし、また、こういう構想を持って行って、こういう議会とかいろ

んなところにも提案してほしいと思うわけなんです。 

 お金がかかるからちょっと考えているとか、ちょっと尻込みとかのお話じゃなく、前向きな検

討をもう一回、市長、お願いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  前向きな検討ということでございますけども、私も決して後ろを向いて

いるわけじゃなくて、これはできるだけ前向きに検討はしたいと思います。 

 ただし、先ほども申しましたように、かなりの高額な事業費がかかりますので、長期的な視点

に立って、前向きに協議等、そしてまた要望等をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  当初の計画は、鋸割岩から四十八谷あたりに渡って貝鮒ですか、

貝口ですか、あちらのほうに橋がかかる計画なんです。だから、その１８０億、２００億をかけ

なくても、また最短のコースがあるやないですか。最初からこの西海岸を回さんでも、近場近場

でやっていって行けるんです、万関橋やなくても、浅茅湾ずらっと通していけばできますので、

１つの橋だけじゃなく、コースを変えた、同じコースで美津島と豊玉のときの構想図やなくて、

もうちょっと金のかからないもう一つのルートを考えてほしいわけなんです。 

 これ、費用対効果とか考えたらばかなこと言うなという人も確かにおると思いますけども、今

後の課題は、一つが壊れたら、もう船越橋もかなり年数たってますから、いつどうなるかわから

ないんです。これ言っていいかわかりませんけども、船越橋も先にかけかえるとかいう構想があ

るんですよね。そういうこともありますので、少しルートを考えてでも、市民が万一どこが壊れ

ても巡回されるような構想をぜひともお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 私は、持ち時間がまだたくさんあったんですけども、もう市長の答弁が余りにも明快ですばら

しかったもんですから、市民も納得できると思います。そう言って私も新政会の会長としてこれ

以上もうお聞きすることはありませんので、ぜひ、市長、この所信表明にうたわれておるとおり

を一日も早い実行を望んで、新政会の会長としての質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、新政会の会派代表質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時から再開いたします。 

午前11時54分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 



- 86 - 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 午前に引き続き、会派代表質問を行います。会派つしま、１２番、齋藤久光君。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  皆さん、こんにちは。それでは、通告に従いまして、今回、初

めての試みでございますけれども、会派代表質問に入らさせていただきます。 

 会派つしまを代表して、ただいまから質問を行いたいと思います。 

 まずは、さきの市長選におかれまして、多くの市民と各種団体の御支持を受けられ、見事な御

当選をされましたことに対し、改めてここに、高いところからでございますけれども、お喜びい

たします。 

 今後、市長に４年間の市政運営に対する市民の期待は非常に大きく、島づくりの船頭として、

かじ取り役を任されたわけでございます。議会とともに、二元代表制を堅持され、対馬市の再生

と発展に御尽力いただきますことを、お願いをしておきたいと思います。 

 早速、４月２５日臨時議会において、新市長の所信が表明されました。対馬市が合併し誕生し

て、１０年が経過したわけでございます。３人目の市長が誕生いたしましたのです。表明の内容

は、対馬市の人口減少の経緯と現状、その中で、基幹産業の農林水産業の衰退と現状と、産業人

口の減少の実態について、しっかりと現実を捉え、第２次対馬市総合計画に基づき、取り組んで

いこうとされている中、喫緊の重要課題３項目についてと、１件追加をいたしまして、４項目に

ついて議論させていただきたいと思います。 

 まず、１点目の対馬市の人口減少が進む現状と課題が多い中、特に農林水産業の活性化が最優

先課題として取り組んでいこうという、力強い表明をされました。農林水産業を取り巻く人口減

少の歯どめとなる対策、施策をどのように推し進めていこうとされているのかを、お尋ねをいた

したいと思います。 

 次に、国境離島新法が上げられました。有人国境離島の地域の保全と地域社会の維持に関する

特別措置法が可決されました。平成２９年４月１日から施行される予定となっております。 

 同法案の中には、いろいろと施策を盛り込んでいただいておりますが、特に、航空・航路の運

賃の低廉化等が盛り込まれているとのことでございますが、これも、対馬市民の長年の念願であ

り、その新法がここに、いろいろな先生方の御尽力によって、新法が制定されました。その新法

について、これから対馬市がどのように利用し、対馬づくりを進めていかれるのか、優先施策、

立案、その取り組み方については、先般から、お二人の質問の中でも、市長からの報告がござい

ましたが、重なりますけれども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 ３番目に取り組もうとされているのが、イノシシ・シカ被害対策についてであります。 

 現在、シカの食害による、しいたけ原木林の被害、それと下層植物の食害によって、土砂崩れ

等の発生が見られます。また、餌を求めて山里に出てくるようになり、イノシシ、シカ等と車と
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の衝突による交通事故等も非常に大きくなり、被害等が報告されているような状況でございます。

このような状況の中で、有害鳥獣対策は進めていくという、所信表明の中でもありましたが、こ

のイノシシ・シカ対策については、抜本的な対策が求められている現在の状況であろうかと思い

ますので、その対策について、方針をお尋ねをしてみたいと思います。 

 次に、もう一点、これは、所信表明の中にはございませんでしたけれども、１点、通告をして

おりますので、お願いします。 

 主要地方道、これは、まだ未開通区間でございますが、厳原豆酘美津島線、殿浜工区でござい

ます。区間については、上槻地区から椎根地区間でございます。その区間が、数十年工事を続け

られてきたわけでございますけども、現在、事業の中断となっておる区間でございます。平成

１６年だったと思いますけれども、国の見直しということで、費用対効果で中断となった区間で

ございます。 

 しかしながら、この西部地区に念願の佐須坂トンネルが、おかげをもちまして開通となり、こ

の地区においては、きのうも、私、走ってみましたけれども、小茂田まで１０分で行くようにな

りました。この佐須坂トンネルの開通に伴い、これから下に向けての道路の運用には、条件は変

わってくるんじゃないかと考えられます。現段階でも対馬病院ができて、救急搬送も、その佐須

坂トンネルを通ることにより、数分間の短縮ができました。 

 また、この地区においては、学校の統合問題が起こっております。中学校についてはやむなく

統合し、数十年たったわけでございますけれども、小学校の統合について、私も保護者の会の皆

様と同様に会議に出向いてみましたけれども、「現在の道路の運行の中で、自分の小学１年生は

通わせたくない、あの道ではどうにもならない」と思いますということで、これもまた、今、暗

礁に乗り上げたような状態でございます。 

 そのようなことを鑑み、この道路を改良の再開に対しては、これから考えられる観光客の増大

とともに、観光バスが大型化になりました。非常に、今、２０万人とも言われる韓国観光客のバ

スの運行は、それはすごいものでございます。この観光バスの大型化による危険度も、非常に危

険な状態であるということは、申すまでもございません。そのようなことを鑑みまして、この道

路区間の改良は必要不可欠な問題と、今、考えているとこでございますので、十分と考えいただ

きまして、地域の産業経済効果を進めるためにも、ぜひ改良事業の再開、必要不可欠と考えます

ので、市長のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

 あとは、質問席でお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  会派つしま、齋藤議員の質問にお答えいたします。 

 対馬における農林水産業の現状は、御承知のとおり、さまざまな課題が山積しておりますが、
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その中でも、市の施策として最も重要と考えているのが、後継者対策でございます。 

 農林業の後継者対策といたしましては、これまでの合同企業面談会並びに新規参入者説明会な

どにより、林業において、森林整備事業に６名、製造加工業に９名を採用することができ、本年

度は、ながさき移住サポートセンター、林業労働力確保支援センター、長崎県森林組合連合会と

連携し、島外に雇用のマッチングを図るとともに、合同企業面談会も実施し、Ｕ・Ｉターン者を

含め、一人でも多くの従事者の確保を図りたいと考えております。 

 農業におきましても、国の青年就農給付金を活用し、１２名の就農者が確保でき、肉用牛の振

興として「みんなで牛をＣＯＷＣＯＷ！プラン」を策定し、１年間の研修を経て、５名が畜産業

に就農することができました。 

 水産業の後継者といたしましては、国、県と連携した「浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援

事業」、市独自の支援策としての「漁業あととり育成事業」がございます。 

 補助事業関係では、これまで１５名の若者が漁業に従事しており、５名が研修中でございます。

市独自の支援では、現在のところ、１名が研修中であります。今年度、新規の募集を実施した結

果、現在７名の応募があっております。 

 また、漁船リース事業は、これまで１４名の担い手が活用され、現在１名の方が活用予定であ

ります。 

 このような取り組みにより、少しずつではありますが、新たな担い手が増えておりますので、

今後も引き続き、事業を継続してまいりたいと考えております。 

 最後に、本年度から、市においても特産品を返礼品とした、ふるさと納税制度の再構築に取り

組んでまいります。島の魅力ある農林水産資源を返礼品として活用することにより、対馬市及び

特産品のＰＲを図り、新たな雇用を創出し、農林水産業の活性化及び所得の向上に努め、多くの

若者が島に残れるよう、施策を講じてまいる所存でございます。 

 このほか、移住対策といたしましても、各方面と連携しながら、力を合わせて取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

 次に、新政会の大部議員の代表質問で答弁している、国境離島の関係でありますけども、再度、

簡潔に説明をいたします。 

 今後、国の基本方針が示されれば、現在、県に提出しております５１項目について、実施が可

能な施策が見えてまいりますが、まずは、本法律において、特別な配慮を行うこととされ、有人

国境離島に共通する重要な課題であります、航路・航空路運賃や燃油価格の低廉化が優先される

施策と考えておりますので、県下の市、町が連携しながら、低廉化に向けた要望活動に取り組ん

でまいる所存でございます。 

 また、雇用機会の拡充や安定的な漁業経営の確保につきましては、各施策の重要性、実施効果
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等の検討を行った上で、インパクトのある一体的で連携したプロジェクトとして立案していくこ

とが必要であり、そのためにも、提案をまとめていく体制づくりが必要と考えております。 

 最後に、対馬の悲願でありました、国境離島新法を最大限に活用し、対馬の発展のための有効

な立案と実施に向け、議会とともに取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、イノシシ・シカの被害対策についてであります。 

 有害鳥獣の問題は全国的な問題でありますが、御指摘のとおり農作物被害、林業被害、森林の

下層植生の食害による土砂流出、人的被害など多様な被害が発生しているのが現状であります。

要因の一つとして、生活環境の変化や過疎高齢化に伴い、里山の荒廃、耕作放棄地の増加など、

野生動物の生息域の拡大が考えられております。 

 このような中、本市においては、被害に対しまして、有害捕獲として１９０名の方が捕獲に従

事していただいており、ことしは昨年より１０名の方が新たに参加をしていただいております。 

 また、近年では地区による捕獲を強化するために、「自分たちの地区は自分たちで守る」を合

い言葉に、地区捕獲隊の結成がなされ、捕獲活動に取り組んでいただいており、感銘を受けてい

るところであります。齋藤議員も、地区捕獲隊のリーダーとして指導に当たっていただいており、

地域での取り組みに携わってくださり、重ねて感謝申し上げます。現在、５地区でありますので、

今後も地区学習会などを実施し、捕獲隊の推進に向けての取り組みを行ってまいりますので、議

員皆様の御協力をお願いいたします。 

 農地・集落周辺では捕獲に取り組まれていただいておりますが、山間部での捕獲は地理的な条

件等もあり、進んでいないのが現状であります。国はこの問題に対して、平成２５年１２月に環

境省と農林水産省が策定した目標は、平成３５年までにイノシシ・シカの個体数半減を目指すと

いうものであります。今年度からは、国、県による山間部での捕獲対策事業が開始されます。 

 対馬市においても、県の自然環境課が国定公園内や鳥獣保護区を対象に、農山村対策室が里山

周辺エリアなどで、国の補助事業により捕獲事業を実施する予定となっております。また、県森

林整備室においても、民有林を対象に、森林整備事業を活用して捕獲事業を検討しており、市が

事業主体となって実施する予定としております。国有林内につきましては、長崎森林管理署が、

今まで同様に、捕獲業務を継続して行い、国管理の鳥獣保護区においても、九州地方環境事務所

が、調査捕獲を実施することとなっております。 

 これらの事業は、これからの山間部での捕獲体制、手法を考察する上では、重要な事業である

と考えております。今後は、各関係機関との連携を図り、情報を共有し、協議・検討を進めて、

有効な捕獲のあり方の実現に向けて取り組んでまいります。 

 また、国の捕獲事業導入に伴いまして、捕獲事業者の認定制度が創設され、対馬猟友会のメン

バーでも認定取得に向けて取り組まれていると聞いております。 
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 これらの事業以外の捕獲対策としましては、日々の被害に対して、猟友会による山間部での銃

猟にも取り組んでいただいております。今後は、有害鳥獣対策協議会を母体とした捕獲体制の強

化を図りながら、また、国、県の対策の経過や実績を見ながら、市独自での委託事業など、事業

としての捕獲も検討し、個体数縮減に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、主要地方道、厳原豆酘美津島線、殿浜工区の整備についてでございます。 

 主要地方道、厳原豆酘美津島線の整備につきましては、昭和５９年に着手し、平成１４年度ま

で事業が進められましたが、議員、御指摘のとおり平成１５年度から休止となっております。 

 本事業は、全体計画延長３,９６０メーター、総事業費約７０億円で着手しておりました。昭

和５９年度の着工から平成１５年度までの休止まで、１９年間で約１３億円を投入したものの、

残事業費が５７億円ということで、事業継続に向けての検討がなされた結果、費用対効果等の理

由により、現在まで事業休止ということになっております。 

 なお、事業休止時におきましては、平成１４年度に旧厳原町と協議の上、地元におきましても

説明会を実施し、代替路線の整備として、当時の町道野田壇山線、町道椎根鶴桁線の改良箇所

８カ所を選定し、総延長８,２９０メートルのうち、８２１メートルの改良工事を平成１５年、

１６年度の２カ年で県が実施しております。 

 議員、おっしゃられる事業再開の見込みにつきましては、佐須坂トンネルの開通により、通行

車両の流れが変わったことは承知しておりますが、本事業が休止になったときの費用対効果が

０.２２であり、事業再開の基準となります１.０を満たすには、現時点でも非常に厳しい状況で

ございまして、大きな社会情勢の変化がない限り、事業再開は困難と思われます。 

 したがいまして、今後は、対馬病院への救急搬送や学校統合に伴う、影響などを考慮し、代替

路線であります市道改良の実施に向けて、県と協議しながら進めてまいりたいと考えております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（堀江 政武君）  １２番、齋藤久光君。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  ただいま４項目について、説明いただきました。 

 まず、１点目の農林水産業を取り巻く人口の減少についての歯どめ策についてを議論してみた

いと思いますが、今の農林業につきまして、水産業は別としまして、非常に対馬のこれまでの現

状もそれとなく受けとめていただいておりますけれども、非常に、ここ数年の間に衰退をしてき

たのは、農林水産業が一番大きな打撃だったと思います。 

 これも全て、本土との格差の是正、格差によるものではなかろうかなという点もございます。

特に、対馬の農業、林業というのは、御承知のように、中山間地域の耕作地で小規模経営が大半

でありました。その中で、非常に経営的にも厳しく、子育てができないと、学校にやれないとい
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うことで、後継者が育たなかったということが現状でなかろうかなと。このままいくと、耕作放

棄地も、だんだん年を増すにつれて広がってきております。その対策もしていただいてはおりま

すけれども、それには追いつかない。このままいくと、限界集落がかなり出てくるんじゃないか

なという思いもしております。 

 それをどうかして、いい方向に展開できないかということは、市に対しても、我々議会に対し

ても市民の期待は大きいと思います。これを解決していくためにも、今できることは、交流人口

の拡大であると思います。これなくしては対馬の市民の生活を守っていけない、交流人口の拡大

こそ、島の活性化策と考えます。 

 観光客を絡めた島内消費、地産地消の拡大を図ることで、その地域の活性にもつながってこよ

うかと思います。新鮮で豊かな農産品、食材を地元に供給する島内供給システムの構築こそが、

今、市に求められている大きな課題であろうかと考えますが、市長のお考えをお聞かせ願いたい

と思います。 

 農林水産業の６次産業化を、今、進められてはきております。これを進めることによって、生

産、加工、販売と、そこに一つの活力が生まれてくるんじゃないかと思います。対馬ならではの

食の文化の掘り起こしによって、おもてなしをすると。それによって、観光人口を増大させてい

く大きな課題でもあろうかと思います。そこには、現代、ＩＴの時代、宣伝、ＰＲ、対馬の魅力

をいかに内外に発信していくかということは、今、一番重要なことだろうと考えますが、そのこ

とについて市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、人口減少についての歯どめ策に関することだというふうに思いま

す。齋藤議員さんもおっしゃられるように、今の現状は、耕作放棄地がどんどん増えている現状

でございます。私は、実はこの耕作放棄地につきましても、ふるさと納税の関係で、対馬のせん、

せんだんごが全国にＰＲされれば、これが、かなり出るのではないかというふうに考えておりま

す。そういうことで、この６月の６日でしたか、東京農業大学のほうとも、そういう、せんを中

心とした連携を、協議を結んでまいりました。それで、このせんが全国的に広まるようになれば、

今、耕作放棄地となっている部分に、どんどん、この対馬のサツマイモを植えていただいて、少

しでも耕作放棄地の解消を図っていきたいというふうに考えております。 

 それと一つ、２点目が交流人口の拡大につなげる施策でございますけども、この交流人口の拡

大につきましては、現在、体験観光等とリンクをさせた上で、今現在、あちらこちらで進められ

ております田植えであるとか、芋植えであるとか、米刈りであるとか、そういったところの体験

からも、本土からの観光客を呼び寄せたい、それによって、消費も拡大していきたいというふう

に考えております。 
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 そうすることによって、現在の農作物につきましては、ただつくって、それを農協またはスー

パー等に出すだけになっておりますけども、もう一つ加工をしていただいて、それに付加価値を

つけていただいて６次産業化を図りながら、農業所得の拡大を図っていきたいというふうに考え

ております。そういうことで、ここにつきましても、その体験観光、交流人口の拡大との連携を

図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １２番、齋藤久光君。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  今、市長が申されましたように、非常に厳しい農家の生活の状

況の中で、耕作放棄地が増えているという状況を見ていただいて、今、一つの提案として、それ

にサツマイモを植えることによって、せんの、昔から引き継がれてきた、これも伝統食材の一つ

であって、非常に全国的にも珍しい食材であるということは、先ほど市長が申されました農大の

先生も我々地区に何回も足を運んで、十数年間研究をしていただいていることも承知しておりま

すし、先生との、私も話を何回となくさせていただいたわけでございますが、このようなすばら

しい、その伝統食材の文化があることをしっかりと、やっぱり、これも内外に発信をするという

ことによって、これに関心のある方の来島、観光を含めての体験、そして食べることの体験、珍

しいものに対しての、そういうことが生まれてくるんじゃないかなと。その相乗効果は、非常に

大であると思います。そういうことからして、しっかりと、そのことについても、取り組んでい

っていただきたいということを、お願いを申し上げたいと思います。 

 一つの例として、特産品の返礼のことも話していただきましたけども、南部地区に、一つ、本

当にうれしい動きがあるんですけれども、豆酘のミカンが、非常に長崎みかんとしてブランド的

になりました。 

 その地区に落葉果樹生産組合というのが数年前に発足されて、十人弱ぐらいで、今、現に、主

に落葉果樹でございますので、桃・スモモ、梨、イチジク、大体これが主要３品目でありますけ

ども、これも、ある一部においては、休耕地、耕作放棄地を、市の補助をいただきながらでござ

いましたけれども、すばらしい果樹園が、今、できつつあるわけでございますが、これも見事な

果実が、これが対馬でとれているのかというようなものが、最近、スーパーに季節になったら並

ぶと思いますので、また一度、見ていただきたいと思いますが、このような動きがあるというこ

とを、もう一つの産地の特産品として、対馬でこれだけのものが、本格的な島外からの産地の指

導を受けながらやっておられますので、非常に見事な産物ができておるわけでございます。 

 このような新しい面に対しても、市の支援が私は必要じゃないかなと、散水施設や防風、防鳥

ネットがこれには欠かせない。ミカン栽培にしても、非常に有害鳥獣、イノシシはもとより、カ

ラスやその食害、これが非常に多うございますので、これに対する補助事業等も含めて、御検討

いただければなということで考えておりますが、市長、どうでしょうか。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、私のほうも、豆酘の果樹組合の方がいろんな新規の果樹をつく

ってあることは承知しております。そういった中で、今おっしゃられるように、鳥獣被害対策に

対する助成はないかということでございますけども、これは、今現在でも、カラスとかそういっ

たところの防鳥ネットみたいな補助はございますので、またこれは担当課のほうと相談していた

だければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １２番、齋藤久光君。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  よろしく、そこらあたりはお願いをしておきたいと思いますが、

時間もございませんので、先に進みたいと思いますが、先ほど、イノシシ・シカの被害対策につ

いては、市長のほうから御答弁いただきましたけれども、大変、この問題については、非常に現

状の状況、ただ、その被害がいろいろ、今、申されました被害等だけじゃなくて、原木林、これ

だけ対馬のしいたけ産業は、ここまで何とかやってこれたのも、原木林が豊富であるということ

で、ここまできたんですけれども、その中で、今、発生しているのが、原木を伐採した後に萌芽

してきますね。１本の木から今度は３本、５本萌芽するわけですけれども、その萌芽した芽をシ

カが食べる、１年したら大きいやつは何十センチも伸びますけれども、それを１年、２年食べて

いくうちに完全に根が死んでしまいます。そうしたらどうなるのかといったら、そこの山は真っ

赤なはげ山になってしまいます。何も、あとの下層植物も全てを一緒に食べるんですから、新芽

ですから。シカというやつは、新しい芽しか食べません。 

 そういうことで、もう、ある地区に行ったら、全然、真っ赤に２年、３年たって、もう山では

なくなっている箇所が対馬でも数カ所ございます。これも、ひとつ何とかしなければ、手を打た

なければできないということが一つ。 

 それから、この下層林、今、対馬は、上空から見たら美しい緑の島ですね。けど一旦、その山

に入れば、生い茂った青々と緑にしている中に入れば、昔の状況でいえば、全く先が見えないぐ

らいに生い茂っていた下層林が、下層植物が全くございません。 

 というのは、もうそこには小さな昆虫とか、小さな小動物は、もう生活ができない、そうなれ

ば、今、我々対馬の天然記念物として一躍有名にもなってます、ツシマヤマネコが生息できるよ

うな状況じゃないということを、皆様によく御認識をしていただきたいということが、これを何

とかしなければ、ツシマヤマネコも、今、本当に力を入れて、増頭に向けて、いろいろな施策を

講じていただいておりますけれども、これも非常に、今、聞くところでは１００頭前後まではい

るんだということになってはおりますけれども、私はそうは思えないわけですけれども。 

 そのような中で、何とか、このシカ対策については抜本的な対策をしなければ、今までやって

いるような状況のままでいけば、非常に先が危うい状況になるんじゃなかろうかなということで、
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いろいろ有害鳥獣対策については、これからもしっかりと取り組むんだという力強いお言葉をい

ただいたわけでございますけれども、何としても、このような問題を抱えての対策でございます

が、そこで従事している猟友会の皆さんの苦労も大変だろうと思ってます。 

 ひとつ、そのような面に免じても、しっかりとした市の支援対策が必要だろうと私も思います。

まず、シカをどう減らしていくのかということは、しっかりと猟友会の皆さんと膝を組んで話を

市長もしていただきたい、それによって、何とか、その改善できる対策を見つけていきたいと、

私もその一人でございますので、お願いをしておきたいと思います。もう時間になりましたね。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  はい、わかりました。そのようなことで、あと、ふるさと納税

のことにつきましても、いうように、同じようなことでございますが、その中で、準市民として

認定をし、旅行の優待券を出し、対馬に来ていただいて、対馬のいろんな魅力と触れていただく

ことによって、また誘客につながる、私はこれは、非常に前々から私も考えておったことは本当

に同じような……。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので、簡明に願います。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  はい、そういうことで、ぜひ、いい制度だと思いますので、実

現できるようなことでお願いをして、ここで終わりたいと思います。 

 本当に、これから市長が目指す「自立と循環の宝の島 対馬」ということを、その、しまづく

りに対馬市民協働で進んでいかれますことをお願いし、会派つしまの一般代表質問とさせていた

だきます。どうも、ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、会派つしまの質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、予定の会派代表質問は全て終わりました。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後１時47分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定しております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。３番、入江有紀君。 
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○議員（３番 入江 有紀君）  おはようございます。入江有紀と申します。よろしくお願いいた

します。 

 一般質問に入ります前に、一言、市民の皆様にお話を聞いていただきたいので、お話をさせて

いただきたいと思います。 

 私は、昨年の６月から新病院に対する市民の要望を言い続けてまいりましたが、ことしの３月

の議会が終わりましてから、病院の内容を詳しく説明して、引っ越しのときはこうした、ああし

たという説明があり、いろいろ何枚にわたって説明書をいただき、病院問題を「くどく言うな」

という文章が参りました。でも、私は、市民の要望を言ってやるのが私の仕事ですので、議員と

して、病院の市民の要望を改善していただくまで、言い続けさせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 通告をしておりました一般質問に入らせていただきます。 

 新病院問題についてですが、市民の要望を私は言い続けてまいりましたが、まだまだ改善でき

てない面が多いので、一応、新市長になられてから市民の要望を病院のほうに言っていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 第２に、がん患者の医療費についてですが、がんと宣告を受けた人の医療費を市のほうで負担

してやることはできないでしょうか。 

 第３番目に、大船越の野積場用地のことなんですけど、去年の３月から私は、市のほうにお願

いして、市民の要望を言ってまいりましたが、まだいまだに、工場をそのまま無断使用している

会社がありますので、これをこのまま続けさせるのか、お答えください。 

 それと第４番目に、バスの時間のことなんですけど、南部方面行きのバスが、朝の１便が１時

２０分なんですが、副市長を今までされておいて、朝１便でも出そうという気がつかれなかった

か、お答えください。 

 以上です。お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。３番議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、昨年の６月の議会から、３番議員の対馬病院に対する御要望に対しましては、こ

れまでも回答書という形でお返事がありましたことは、御承知のとおりであります。 

 また、対馬病院におかれましても、議会の一般質問等をＣＡＴＶで視聴され、議員のお願い事

は把握されている状況であります。 

 これまでも、前市長が答弁をしてまいりましたが、時間の経過とともに病院側で改善をしてい

ただき、現在は、適正な窓口対応がなされていると思っているところであります。 
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 さきの３月議会における３番議員の新病院に対する主な要望事項は、バス停の改修、お米等地

産地消の率を上げることだったと思っております。 

 まず、バス停の改修につきましては、病院側でも御検討いただき、平成２８年度予算に、屋根

つき歩道の整備及びバス停留所の改修予算が計上されており、現在、設計を行い、年内に改修す

る予定と聞いております。 

 また、交通事情などで、朝早くからお越しになる方の対応の件ですが、待っている方への配慮

として、正面玄関が開く午前８時前の午前７時に時間外通用口の開放を行っており、また、寒い

朝や雨の日は、インターホン等で警備員にお申し出いただければ、気象状況により午前７時前で

も通用口を開放するなど、御指摘事項について改善がされているところであります。 

 同じく、通用口の椅子の配置については、救急口付近であること、屋根が小さいことを考えれ

ば、開放される時間までは、正面玄関の椅子等を御利用いただければと思うところであります。 

 続いて、食事につきましては、これまで、前市長が答弁されましたとおり、昨年８月以降、お

米のランクを上げておりますし、給食における地元食材の利用の件でも、給食委託業者とは、地

産地消を原則として契約しておりますので、食材調達可能な限りの利用をしていただいていると

聞いております。 

 次に、がん患者の医療費の件についてであります。 

 今は、がんは２人に１人がかかる病気と言われております。がんの宣告を医師から受けると、

誰しも心に大きな衝撃を受けると推察いたします。難治性のがんもあれば、完治可能ながんもあ

り、がんの発生部位、ステージにより治癒度、治療費にも差が生じてくることは、御承知のとお

りであります。 

 国民健康保険における医療機関での自己負担金の支払いが困難な方のための支援制度として、

高額療養費貸付基金からの借り入れ、そして、高額となる自己負担額を一時立てかえの負担を緩

和するための限度額適用認定証の利用がございます。がん治療のように高額な入院治療を行うこ

とが当初よりわかっている場合、この限度額適用認定証の交付を受け、自己負担分の請求がある

前に、医療機関にこの認定証を提示することで、高額な自己負担額を一時的に立てかえる必要が

なくなります。医療機関の窓口で自己負担限度額分だけ支払えば、その月の残りの分の支払いは

不要になります。 

 市としましては、一時的に、患者様には、この限度額適用認定証制度を利用していただくこと

が、世帯の生活の安定に寄与するものと思料しております。 

 この限度額適用認定証につきましては、時間の関係上、割愛さしていただきますけども、また

担当課のほうに詳しいことは聞いていただければ、こちらのほうで説明はしたいというふうに思

います。 
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 次に、国民健康保険制度のこの周知の関係ですけども、これらの制度につきましては、毎年

７月の保険証更新時に２種類のパンフレットを同封して周知しております。 

 以上、結論としまして、国民健康保険の保険者である市の立場から申しますと、現行制度以外

での自己負担金を市が負担することは、国から交付される療養給付費交付金の減額対象になるこ

とに加え、被保険者の国民健康保険税の負担増になることから、御質問いただいた自己負担分の

医療費を市が負担することはできないことを御理解いただきたいと存じます。 

 次に、大船越の野積場用地の占用の件についてでありますが、この件につきましては、平成

２７年の第１回定例会より４回にわたり、御質問をいただいておりますが、この間、土地の確定

測量、埋立竣功認可、新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更についての議案の議決、平成

２８年３月１８日に土地の登記を完了したところでございます。 

 野積場用地内の占用につきましては、補助用地の有効利用についての水産庁長官通知等をもと

に、平成２８年２月より数回にわたり、長崎県に相談を重ねてきました。平成２８年４月２７日

には担当者が出県し、県の担当課と直接、協議がされているところでございます。その内容につ

いては、県の担当者が直接、水産庁に出向き、協議するということで、現在、長崎県と水産庁で

協議中でございます。 

 議員、御指摘の製氷施設につきましては、漁業者の雇用、漁獲量の拡大等、市の水産振興に大

きく貢献している施設と認識しております。そのため、補助用地の有効利用について、水産業の

振興に資する施設についても、設置が可能という水産庁長官通知を参考として検討したいと考え

ております。 

 国と県の協議の結果が出次第、漁協及び地域の関係者とも協議し、適正な手続に従い、適切に

対応してまいりたいと考えております。 

 最後に、４点目の豆酘方面へのバスの便の件でございますけども、御質問の豆酘方面へのバス

についてお答えしたいと思います。 

 対馬市内の陸上公共交通は、対馬交通が運営する路線バス１９路線、対馬市市営バス１１路線、

乗り合いタクシー３路線で形成されております。 

 南部方面へは、内山、鮎もどし、瀬、豆酘を経由する浅藻浜線、久和を経由する内院線、内山、

久根浜、上槻線の３路線を対馬交通の路線バスで運行しており、現在のダイヤは、平成２６年度

に策定した対馬地域公共交通網形成計画に基づき、対馬病院の整備に伴った路線の再編や支線と

の接続、需要に応じた適切なダイヤ、便数の見直しを行った上で運行をしております。 

 対馬地域公共交通網形成計画の策定時には、利用者へのアンケート調査も行っており、南部へ

のバス路線は、住民のバス利用状況、特に通院や通学への利用に配慮し、南部から中心部への往

路は午前中、中心部から南部への復路は午後という設定で運行しております。これは、この豆酘
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方面の南部に限ったことではなく、周辺部から中央部への往路は午前、中央部から周辺部に帰る

復路は午後に設定することにより、多くの市民の要望に対応して、通院や通学の利便性向上を図

っているものです。 

 御存じのとおり対馬市では、高齢化や人口減少に伴い、バスの利用者も減少、公共交通の維持

も苦しい状況が続いております。対馬市は、市民に必要最低限の交通手段を提供するため、

２７年度は、およそ１億５,０００万円の予算を割いて取り組んでおり、市内に数カ所あります

交通空白地、バス路線そのものが通っていない地域を解消することが最重要課題と考えておりま

す。 

 既存のバス路線につきましても、地域の特性に応じて市営バス、乗り合いタクシー、スクール

バスへの混乗など、どのような交通形態がよいのか検討し、地域の皆さんと話し合いながら路線

の再編成を目指しており、現在、縦貫線の増便や縦貫線への接続、高校生の通学に不便な仁位廻

線におけるスクールバスを活用した増便やダイヤ見直し、乗り合いタクシー椎根厳原間のダイヤ

見直し、交通空白地である田ノ浜から仁田への予約制ミニバスの導入等について検討を行ってい

るところでございます。 

 厳原中心部から南部への路線につきましても、午前中に増便するに足りるほどの需要があり、

地域からの要望が多く寄せられれば、検討しなければならないと考えておりますが、現段階にお

きましては、先ほど申し上げましたとおり、通院や通学に配慮した生活路線の充実と交通空白地

の解消を優先的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  大船越の野積場用地のことなんですけど、３月の議会と同じ答弁

はやめてくださいよ。これ何にもならんじゃないですか。同じ答弁じゃないですか、３月と。読

み上げただけじゃないですか、市長は。何ですか、こっち向いてくださいよ。今の答弁は３月の

議会と一緒の答弁ですよ。これ何にもなりませんよ。全然答弁にはなってないじゃないですか。

それでも市長ですか。読み上げただけじゃないですか。３月の答弁と一緒の答弁です。必要あり

ません、そんなのは。当たり前の答弁をしてくださいよ。議員だから、このまま建てさせて、し

とくんですか。みんな市民はそう言ってますよ。議員はいいですね、バッジつけとったら、野積

場用地は建物を建てたらできないとこに、無断で建てて１２年間も使用してるんですよ。それを

市は何をしてるんですか。もう１年過ぎましたよ、私が言い出してから。そして市民の人たちは、

「まだですか、まだですか」ってずっと言ってますよ。だから、この会社に許すなら、大船越の

人たちにも野積場用地に全部、建物を建てさせませんか。何ですか、今の答弁は、要りませんよ、
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そんな答弁は、同じ答弁じゃないですか、見てみたら３月と。当たり前の答弁してください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ３月議会の答弁には、まだまだ登記の完了の件はなかったと思いますけ

ども、まず、先ほど申しましたように、平成２８年３月１８日に、ここの登記が完了したという

ことと、それとまた、この登記の完了に伴いまして、今現在、県とも協議し、長崎県がこのこと

につきまして、水産庁と協議中であるということでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  大体、野積場用地というとこには、建物を建てさせたらいけない

場所なんですよ。わかってあると思いますけど、市長も。そこに１２年間も無断使用ですよ、こ

れ、無断で建てて。私、大船越の組合にも行ってきましたよ。全然、組合とは関係ないなんです

よ。だから、このまま建てさせたままにして、議員だからこんなことを許すんですかという、思

いますよ、市民はそんなに。あんまりですよ、これは。１年間もたってずっと言い出してから、

まだ解決せんじゃないですか。答弁は３月の答弁にちょっと毛が生えたぐらい。何もそんな答弁

は要りませんよ。もうちょっと大船越の人たちにわかるように、いつぐらいにどういうふうにし

ますと、これは大体、氷工場、建てたらだめなんですよ。わかってないんですか。野積場用地と

いうとこは漁網とか置くのはいいけど、氷工場とか建物はだめじゃないですか。前、付近に倉庫

とか建ててあったんですよ。それ全部解かされてるんですよ、市から。だから、文句が出るのが

当たり前じゃないですか。議員なら許されるんですか、こんなことが。みんなそんな言ってます

よ。議員だからこのままにさせるのかって。どうするんですか、本当に、これは野積場用地にこ

のまま氷工場を建てさせて使わせるなら、ほかの人にも倉庫とか建てさせてくださいよ。返答く

ださい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、野積場用地ということでございますけども、現在の用地は、特に

この製氷施設が建っているところは、利用計画上は製氷、冷凍及び冷蔵施設用地というふうにな

っております。 

 それとまた、今現在このことにつきましては、先ほども申しましたとおり、県とも協議し、今

度は県が水産庁のほうとも協議中でございますけども、平成２５年２月２８日付の水産庁長官通

知で補助用地の有効利用について、水産業の振興に資する施設として漁港管理者が公正な手続に

従い、選定したものも施設の設置が可能という新しい通知が参っておりますけども、今後は、こ

こら辺が適用されるものも出てくるものではないかというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  今、読み上げられたのは、新しくこれから許可をもろうて建てる
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人のことでしょうが。全然、許可もないで無断で建ててるんですよ。今、読み上げられたとは、

この製氷工場とは関係ないじゃないですか。無断使用してるんですよ、１２年もの間。全然、読

み上げたのには関係ありませんよ、それは。今から許可をもらってから建てるちゅうことでしょ、

それは。全然、許可なしに建ててるんでしょ、無断使用、それ。そんなこと許していいんですか、

議員だから許していいんですか。みんなそう言ってますよ、大船越の人たちは。バッジをつけた

ら何でも悪いことが許されるんですねって言ってますよ。恥ずかしいですよ、私たちは本当、議

員の仲間として。いいかげんにしてくださいよ、その答弁は。どうにかしてから、この工場を解

かせるようにしてくださいよ。それか、解かせないなら大船越の漁民の人たちにも野積場用地に

建物を建てさせてくださいよ。そう思いますよ、私は。大船越の人たちは組合にも聞いても、私

たちにはあの工場は関係ありません。本人が無断で建ててますって言ってますよ。何回も行きま

したよ、私。行って組合長にも聞きましたけど、全然関係ありませんって言ってますよ。そんな

こと市が許したらだめですよ、めちゃくちゃじゃないですか。議員だからと思って。バッジつけ

たら何でも悪いことしていいんですか。解かすようにしてください。 

 それと、病院問題ですけど、私は市民の代表ですので、市民の新病院に対する要望を聞いて、

言ってやるのが私の仕事だと思ってるんですよ。だから、幾ら嫌がらせの文章が来ても、嫌がら

せの電話が来ても、私は病院が市民の要望を改善してくれるまで言い続けます。そうせんと、市

民の要望を言うてくれるのは私しかいないじゃないですか、ほかの議員が言ってますか。だから、

私は改善なされるまで言い続けます。 

 それと、朝の件ですが、朝６時から並ぶ件、７時にはもちろん中には入れてもらえますよ。し

かし、早く終わりたい人は上の人とかは６時前から来るんですよ、あそこに並ぶんですよ、小さ

い椅子でもいいからお年寄りのために、ちょっと並べてくれれば楽なんですよ、ビニールを敷い

て座ってるんですよ。だから、それも私はずっと６月の議会から言い続けてきました。 

 それと、バス停の件ですけど、この前も私、雨がひどいときに市民の方が来てもらえないだろ

うかと言われるもんだから行きました。なるほど、すごい軒がないから打ち込みです。バス停も

狭いからぬれて待ってあります、全部。だから、その１２月に改造ができるならば、バスを雨の

日は玄関で待たしてもらって、バスを玄関の前に持っていってもらうわけにはいかないですか。

それを要望していただけませんか。雨の日だけでも結構ですけど。そうせんと、病院の職員の方

が雨の日に行って、あのバス停を見られたら一番わかると思いますよ。車を持ってある人はいい

んですよ、車じゃない人たちは本当にかわいそうな目に遭ってますよ。これ何回でも言ってきま

すよ、これまだですか、まだですかで。私は言われて、私が言ってやらないと誰が言うんですか。

だから、私は幾ら嫌がらせが来ても、嫌がらせの電話が来ても、病院が改善をしてくださるまで

言い続けさせていただきます、この問題は。 
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 それと、待ち時間も大分短縮したと言われましたが、全然短縮はしておりません。私は６月

６日に健康診断に行きました。それで、８時前に行って、１０時５０分に受付にカルテを出しま

した。１２時半になっても全然呼ばれません。番号が出ません。それで、１２時４０分ぐらいに、

私、怒って「あんたたちはどういうことなん、これは。みんな市民はこんな思いしよると」ちゅ

うことで行きました。何でかというと、健康診断の場合は、前の９時から全然御飯も食べてない

じゃないですか。それでずっと待たされるんですよ。だから、みんな周囲におられる方に聞いた

ら、お金払わんで帰るそうです。そして、何時間かして、また来てお金を払う。そんなふうにし

てあるそうですけど、車で来とる人はそれでいいんですけど、車じゃない人はずっと待っとかん

といかんとですよ。どれだけ待たされるやろうかちゅうことで、私もずっと我慢して待ってみま

したけど、１２時半過ぎてもまだ、１２時４０分に、「いいかげんにあんたたちしてよ」っち言

うっていって、やっと私のだけをしてもらったんですけど、こんなもんじゃないですよとみんな

言ってますよ。だから、改善しとる改善しとるって、全然、改善あってません。実際、自分、皆

さんが行かれてから診察受けてみませんか。わかると思いますから。 

 だから、新市長になられて、市民が７,０００万ずつ３０年間も借金をかぶってしてる病院で

すよ、市民にも言わせてくださいよ、言いたいことは。そして、言ったことを改善してもらって、

気楽にかかれる病院にしてもらいたいと思います。 

 それと、もう１つ、毎回、眼科のことを言うようにありますけど、豊玉の方から電話来まして、

白内障で６カ月後に電話で予約をとってくださいって言われて、そして、電話した。ところが、

「病院まで予約をとりに来てください」ということなんですよ。「電話では予約は受け付けませ

ん」と。それで、私はそのことを聞いて事務長に電話入れました。そしたら、なるほどそのとお

りでした。でも、私が言ってやった方だけは例外でとっていただきました。でも、比田勝とか、

上のほうから来る方たちがわざわざ予約をとりに来て、また診察日に来る。これはあんまりだと

思いますよ。今までどおりに電話予約でしてあげてもらえるようにお願いしてもらえませんか。

もう本当大変ですよ、これは。かわいそうでから、だから本当この新病院になってから気軽に病

院に行けんちゅうことで、かわいそうでたまりませんからね。 

 もし、雨の日に、１２月と言ってありますから、改装するのが。植え込みを全部のかして、今

は小さいんですよ、バス停が。だから、両方の植え込みを残して、大きいバス停で軒をつけて、

ちゃんと雨が打ち込まないようなバス停にしてもらいたいと思うんですよ。そうせんと、やっぱ

り車運転できない人とか、障害者の人とか、かわいそうで、雨のたびに電話がかかってくるんで

すよ。ちょっとこの状態を見てください、ちゅうことで。お願いします。要望出してください。 

 それと、食堂がないじゃないですか。それでやっぱり、新病院、食堂をつくっていただけたら、

待っている間に食事でもできるんですが、胃カメラとか、前の９時から食べてないのに、ずっと
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待たされるちゅうことはやっぱり苦しいですね、これは。だから、小さいでもいいですから食堂

をお願いします。 

 だから、先ほども何回も言うように、市民の方が７,０００万もの金を３０年間払っていく借

金をかぶせられてるんですから、やっぱり市民が気楽に通院できる病院にしてあげてもらいたい

と思いますので、新市長によろしくお願いしておきます。 

 それから、がん患者のことなんですけど、限度額申請書のことも何も、さっき言われたことは

全部わかってるんですよ。何もかんも調べた上なんですよ。限度額申請書出したところで４万か

ら５万手出しをせんといかんとですよ。それで、今度、がん患者の件は、古川代議士が、がん対

策基本法を出してあるんですよ、国会で。それが決定すれば、自治体にも行くと思いますけど、

まだ今のとこ、それが決定してませんので、対馬市だけでもどうにかしてもらうわけにいかない

んですかね。 

 それと、生活保護にすれば、ただなんですけど。私の身近な人が、生活保護の申請をがんと言

われてしたんですけど、お母さんと２人住まいで、おじいさんが残された金が２００万持ってた

んですよ。その２００万の金を使い切ってしまわないと生活保護は無理ですよちゅうことで、息

子さんは５６歳でがんの治療もせんまま亡くなっていかれたんですよね。お母さんが全然お金出

してくれないで。だから、この方だけ身近におる方はこんなですけど、恐らく、対馬市内にもこ

ういう方がかなりおられると思うんですよ。限度額申請書出したところで、限度額以外のが４万

ないし５万円要るんですよ。限度額以外の金が、がんの場合は。だから、それが払えない人がい

っぱいおるんですよ。だから、それを私も市役所にも何回もあれしてしたんですけど、古川代議

士のほうに電話したり、今、がん対策のあれを出してますから、まだ今できてないけど、できた

ら自治体のほうにもメールがいくと思いますのでちいうことだったからですね。少しでも早くそ

れを対馬市が取り入れて、無理だということはわかるんですけど、その４万ないし５万を限度額

以外に出す金を２万円半額負担するとかいうこともできないもんでしょうかね。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、１点目のバス停の件からでございますけども、先ほども答弁しま

したように今、設計をしているといったところで、私もその設計の内容について詳しく承知して

おりませんので、これはまた病院のほうに問い合わせをしたいというふうに思います。 

 そしてまた、２点目の通用口の椅子の件でございますけども、この通用口が救急患者の運び入

れをするためということでございますので、余りここに長椅子等を置くのは適切なことではない

というようなことを聞いております。それでまた、要望書としては、出したいというふうに思い

ます。 

 それと次に、健診時の待ち時間の件でございますけども、３番議員さんが病院に行かれた際、
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健診を受けて会計で長く待たされたことがあったということは聞いております。通常、健診の会

計においては、普通の診療会計より早く処理されるそうでありますが、３番議員さんの伝票処理

が何らかの事情により処理がおくれたまれな事例だと聞いております。申しわけないことをした

と言っておられたとのことで、今後このようなことがないような事務の見直し等をされると思わ

れますので、今回のおくれにつきましては、御了承を賜りたいというふうに思います。 

 次に、眼科の予約の件でございますけども、今までも原則、電話予約は行っていないと聞いて

おります。おっしゃられた事案につきましては、予約の間隔が３カ月以上あく患者様で、次の予

約ができないシステムになっておりますので、病院側の配慮により受診される日が近くなってか

ら電話予約ができるようにしていると聞いております。受診の予約につきましては、初診、継続

診療を問わず、診療をされたときに、次回の予約を行うものであり、予約をするためにだけ病院

に来院する必要はないと認識しております。 

 それと、最後の食堂の設置の件でございますけども、食堂の設置につきましても、また今後、

病院に要望を上げたいというふうに思います。 

 まず、この病院関係につきましては、このように対馬市も長崎県病院企業団一構成員でありま

すし、我々の対馬病院を市民から愛される病院にしたいという思いは、３番議員さんと一緒でご

ざいますので、御理解よろしくお願いいたします。 

 続いて、がん患者の負担の件についてでありますけども、３番議員さんも大方の状況は御理解

されてあると思いますけども、まず、この負担をしたときに、被保険者の国民健康保険税の負担

増になると、周りの人がまたその分だけは余計に出さなくちゃならない。その点が１点と、療養

給付費交付金の減額対象になるということで、このことにつきましては、なかなか市としても負

担することができないというふうなことでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 そのかわりといたしましても、対馬市でも健康増進事業を行っております。このような重大な

病気になる前に、１人でも多くの方に受診をしていただき、病を早期に発見、治療することが、

健康寿命の延伸につながるものと思慮しておりますので、また、そうすることによって、この医

療費の抑制につながるものと考えておりますので、ぜひ、この健康増進関係の健診を受けていた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  がん患者を防ぐために健康増進をしてあるのはわかるんですけど、

大体、２７年度でこれを受けた方はどのくらいおられますか、対馬全島で。部長さんでも結構で

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 
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○市長（比田勝尚喜君）  実は、資料を持ち合わせておりませんので、部長のほうに答えさせます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  がん検診の受診率でございますけれども、大変申しわけないんです

が、人数ではなくて、パーセントでお知らせいたします。 

 大体、２０％台なんですよ。胃がん検診につきましては、平成２５年度が２２.１％で県下第

３位の受診率でございます。その後、２６年が２２.６％、２７年度が２２.９％でございます。

ほかは、肺がん、大腸がん、子宮がん検診等は県下で第１４位、これにつきましても、これは

２０％の後半等にはなってるんですけれども、まだまだ受診率が低いということでございまして、

健康増進課といたしましては、がん検診、特定健診と合わせまして、がん検診の受診について、

検診推進員等も雇用いたしまして、地域に出向いて個別訪問等をさせていただきながら、受診の

向上に努めているところでございます。 

 また、この機会をあわせましてお話させていただけるのであれば、特定健診等を受診されてる

方が、２７年にデータヘルス計画というものをいたしまして、国保の状況を数字で把握いたしま

した。特定健診を受けられている方の医療費が８,７００円程度なんですけれども、特定健診等

を受けられてない方は癩癩大体４倍ぐらいになってると。ですから、特定健診等を受診されて早

期に体の状況を把握されて、早目に医療機関で健診していただければ、対馬市全体の医療費の減

額にもつながると、４倍になってますので、できるだけ特定健診を受診していただきたいと。こ

れ、個別検診もありますし、集団検診ともございますので、皆さんのニーズにあった受診をぜひ

していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  対馬市のほうで受けてない人の名前がわかりますよね。そんなと

きには電話なり、出向くなりしてできるだけ受診率を上げるようにしていただけませんか。そう

せんとやっぱりがんになってからも死んでいく姿を癩癩亡くなっていかれる姿を癩癩見るのは本

当全然、がんと言われてお金がないからそのまま治療せずに亡くなっていく。そんな人を見るた

び、この前亡くなった方、私の身近な方は５６歳でしたよ。そんな感じであるからできるだけこ

の健診を受けさせるように市のほうで一生懸命頑張って受けてない方には電話するなりしてから、

出向くなりしてから受けさせるようにしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 あと、バスの時間についてなんですけど、南部方面行きのバスは、これはやっぱり私もこの前

はわからなかったんですけども、何年も前からこれはないそうですが、乗り合いバスみたいな、

お客さんがおるときだけ対馬市に申し込んで、するわけいかないんですか、これ。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今のこの路線は、対馬交通が走っているバス路線になりますので、路線

バスの運行路線には、予約制の乗り合いタクシーとか、そういった市営バスは走らせることがで

きないと。これが道路運送法上、決まっているもんですから、これが難しいということで御理解

ください。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  対馬交通には、１年間に１億８,０００万もの補助金を出してる

んですが、豆酘行きのバスが、１時２０分はちょっとひど過ぎると思うんですよ。朝のフェリー

で着かれた方やなんかが、鮎もどしを見に行くにも３,５００円のタクシー代がいるんですよ。

だから１時２０分なら遅いじゃないですか、船が４時について。だから、そういう仕組みがあれ

ば便利やなっち思いますけど、どうにかしてこのバスを１便だけでも通してもらうわけいかんと

ですかね。副市長時代にはわかってなかったですかね、このことは。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  申しわけございません。もちろん、私も、副市長時代もわかってはおり

ました。ただし、この豆酘方面のバス路線だけではなくて、やはりほかの地域を見てみましても、

どうしても、朝の便は地方部から中央部への通学、そして通院がメーンになってくるもんですか

ら、なかなか浅茅のほうから、今度逆に、中央から地方のほうへのバスが配慮しにくいのだろう

というふうに私も考えておりました。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  ということは無理やっちいうことですよね。それで、私は去年の

議会から、琴から小鹿までのバスがないで、浦底まで行けないからということでお願いしとった

ら、通学バスに乗せていただくようになって、便利になったちゅうことで喜んでもらってるんで

すけど、ちょっとやっぱりかわいそうですよね。豆酘のほうの行き。私、わからなかったからび

っくりしたんです。１時２０分が最初ちゅうことで、無理なら仕方がありません。 

 それで、あとお願いしたいのは、新病院のことなんですけど、市民の方が、気軽に受診に行け

るような病院に改善していただくようにお願いしてください。 

 以上です。よろしくお願いします。終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、入江有紀君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時５分からとします。 

午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  おはようございます。通告に従いまして、市政一般について質

問を行います。 

 １点目でありますが、三宇田浜ホテル誘致と国際ターミナルの利用状況についてお尋ねをいた

します。 

 平成２７年度の厳原港、比田勝港において、出入国の実績は２１万３,０００人を上回ってお

ります。さらに、２８年度１月から５月の実績は、既に９万４,０００人を超えておるところで

あります。かねてから対馬の宿泊施設の不足は、各業界から指摘をされておりましたが、昨年

９月１８日付でホテル誘致宿泊施設整備事業業者募集の公募が行われ、３月定例会最終日に、市

長よりこの決定の報告がなされました。その過程について、再度確認のため詳細を報告をお願い

するものであります。 

 また、ホテルの建設に伴う今後の波及効果等について、どのような認識をされておるのかお尋

ねしたいと思います。 

 次に、比田勝港の国際ターミナルの建設後１年を経過する中で、現在の利用状況、そして将来

の展望についてどのように捉えておるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 ２点目でございますが、有害駆除事業についてお尋ねをいたします。 

 本年度のイノシシ、鹿の捕獲補助金は減額をされたところであります。一方、捕獲隊の補助金

については、増額する方針とお聞きしておりますが、その根拠、また定義について具体的な説明

を求めます。 

 以上、２点について質問をいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  １１番議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のホテル誘致の件でございますけども、市の所有地に係るホテルの公募は、平成

２７年９月から開始し、上対馬町西泊ソモヤの用地には４事業者からの応募がありました。２月

１９日に外部団体や市関係者による審査会を開催し、応募者からの提案内容の説明を受け、審査

が行われております。 

 そのうち２つの事業者が高得点で拮抗しており、審査会では公園区域として違和感のないもの

の部分をどのように考えるのかとか、設置する施設の優劣、事業の完成までを考えた際の信頼性

などについて議論がなされ、審査経過の報告があったところでございます。 

 市といたしましては、この審査の経過を受け、市民の皆様の財産である公有地を貸し出す際の
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基本条件を考え、一定の人員で安定的雇用が保てるか、関連産業などへの経済的波及効果が見込

めるか、また対馬の資源と関連性や長期戦略性や経営の安定性、ブランド力などを考慮し最終決

定に至ったところでございます。 

 計画いただいているホテルが運営を開始いたしますと、約３００名の宿泊のキャパシティーが

ふえ、雇用の面におきましても、約四十数名の新たな雇用が見込まれます。また、これまで日本

人客が泊まりたくても泊まれなかった現状も幾らか解消できるものと思います。さらに、宿泊客

がふえるということは、当然、食事をとる場所、食材の需要も高まってまいります。対馬の旅行

商品につきましても、宿泊を伴うツアーの造成等も、もっとふえてくるものと期待しているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、宿泊施設ができたからといって安心ばかりもしておられません。これまで頑張

ってこられた既存の宿泊施設や交通、飲食などの観光関連事業者の皆様が、さらに飛躍できるよ

う国内外からの誘客に力を入れていかなければならないと思っております。 

 次に、国際ターミナルの利用状況等でございますけども、国際航路事業者は釜山から近い比田

勝港への就航便をふやしております。新ターミナルが完成し運用を開始しておりますが、予想以

上に出入港者があっており、今後、ますますふえてくるものと思います。ターミナル施設の充実、

ＣＩＱ体制の強化、交通など、さまざまな分野において将来を見据えた体制づくりに努めていか

なければならないと思っているところでございます。 

 次に、有害鳥獣対策事業についてでございます。 

 平成２８年３月８日に開催されました３月定例議会予算審査特別委員会におきまして、平成

２８年度の予算説明の中で、被害対策に対して、自分たちの地域は自分たちで守ることを目的に

結成されている地区捕獲隊に対して、１頭当たり２,０００円を補助する捕獲隊推進補助金を計

上し、現在の捕獲隊は５地区でありますと説明を行い、５００頭分の１００万円を計上し承認を

いただいております。 

 この捕獲隊とは、国の癩癩環境省でございますけども、制度である有害鳥獣捕獲における狩猟

免許を有しない従事者容認事業を活用し、狩猟免許を持つリーダーと狩猟免許を持たない地域住

民で結成された集団で、地域みずからで捕獲作業を行うことができるものでございます。 

 長崎県では平成１６年度に制度を導入し、対馬市では平成２４年度に上対馬町河内地区で最初

の捕獲隊を結成し、現在では上県町の女連、峰町の佐賀、厳原町の上槻、安神地区の５地区で活

動をされております。 

 捕獲隊を結成するためには、地区で合意形成を図り、捕獲隊補助員講習を受講し、市、免許所

持者、地区の三者により協定書を締結し、捕獲隊の結成となります。 

 捕獲隊の作業としましては、免許所持者の指導のもと、わなの設置、見回り、餌づけ、止めさ
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し、埋設などを役割分担しながら行うこととなります。捕獲されたイノシシ、鹿につきましては、

捕獲補助金の対象となり、補助金は協定書の中で免許所持者と地区とで配分を決めることとなっ

ております。 

 平成２７年度の捕獲実績としましては、５地区全体でイノシシ１６頭、鹿４２頭となっており

ます。捕獲を身近に実体験することにより、捕獲に対する住民の理解が深まり、捕獲に従事され

ている方々への感謝の気持ちと、自分たちで自分たちの地域を守るという自覚と自信が芽生えて

きたような感じであります。この活動によりまして被害も減り、何よりもコミュニティーの形成

が図れ、明るく元気な地域になったとも感じております。 

 平成２８年度の有害捕獲従事者は、１９０名の方が被害対策のために捕獲に携わっていただい

ております。この捕獲隊制度は、狩猟免許を持たない方も捕獲にかかわることができ、捕獲従事

者の負担を軽減し、より効果的に捕獲作業を進めることができます。 

 また、高齢化や人口減少により地域活動が衰退している現状の中、地域で取り組むことにより

地域活動の再構築につながり、獣害に強い地域づくりを目指していくことが捕獲隊の大きな役割

でもあります。 

 今後も地区学習会などを実施し、現在活動されている捕獲隊の皆様のお力もいただきながら、

捕獲隊の推進に向けて取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ホテルの誘致の経過については、６月定例会の初日にこの資料

をいただいて、やっとこの具体的な言葉やら判断があっておりますが、非常にちょっとわかりに

くいです。 

 新市長においては、その時期にはおられんやったんですけども、ちょっとこの土地を見ますと、

こういうことですよ、非常に優秀な業者が２つ残ったと、ＡとＢ。Ａは東横イン、Ｂは違う方で

すね。その中で、拮抗して非常にいい勝負と。２点差ぐらいしか変わらない。再度、審査員

１０名でこの審査をして採決によって決めたと。これ、決まらないということで６対４で、Ｂの

ほうに上がったんですね、実は軍配が。 

 これを財部市長が最終的に、市長の専権事項として判断を下すんでしょうが、Ａに変えたとい

うことであります。ただ、市長にこのことを言うて、どうのこうの言えんと思いますけども、た

だ意見として聞きたいことは、既に東横インというのは厳原の十八銀行横に決定されて、

２４０室の３００人の収容、これは決定しておりました。 

 さらに、これは厳原港という南と北を例えれば、厳原の拠点となるホテルだという解釈をいた

します。そして、三宇田の計画は、これは北の玄関、いわゆる対馬の２極、北と南の２極の最大
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のホテルであると、このように理解を我々はするわけですが。 

 その業者が同一であるということは、非常に私は選定する中で考えないかん点があったんじゃ

なかろうかと。同一ということになれば、その業者のペースでことを、対馬の展開を、恐らく牛

耳るというふうなことが私は考えました。 

 その辺について、あえて市長がこの経過を見たところ、理由を見たところ、はっきりわかりま

せん、私は。その辺について、私はそのときの審査の中で１０人の中の代表が、副市長がされた

ということでございますが、どちらかその件について、私もその辺をおさめたいんですよ、もう、

ああそうですかと。 

 私の言うた問について、どう思われるか。大きな会社が北も南も抑え込むというふうなことを

あえて今回やったわけですが、その選択を。非常に問題があるんじゃないかと、私は思います。 

 そして、もう一つ。今回、県の前回、その建物の高さを制限をされたわけですが、今回は制限

がなしということで、そしてまた以前は、たしか３年前だと思いますが、グレードの高い、どっ

ちかいえばビジネスクラスじゃなくて、かなり高度な人たちの宿泊施設としての位置づけという

ことで該当されなかったということは聞いておりますが、今回はそうではなくて、内容としては

ほとんど同じぐらいの程度の利用、宿泊料金であったというふうなこともうわさで聞いておりま

す。 

 その辺について、どういうふうに解釈されたのかというのを、副市長でも結構ですが、そのこ

とを一応受けまして、私は次に進みたいと思うんですが。この答弁書を、説明書を見た限り、ち

ょっと理解がしにくいんですよ、いかがでしょうか。これは、一言いただければ、次へ進みたい

と思います。お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  三宇田のホテル誘致の選定の件でございますけども、先ほど１１番議員

さんがおっしゃられた同一業者であることに問題がないのかといったことだと思いますけども、

私も議事録でこの内容を見ましたときにも、まず対馬の観光客のためにどのようなことを判断さ

れたかといったことを思いました。 

 特に、Ａのほうは例えば風呂がバスタブつきですと。ただし、Ｂのほうはバスタブがついてな

いシャワー方式のツインベッドですと。ということであれば、一般のお客様、特に日本の観光客

の方は、このバスタブつきの風呂のほうを選ばれるのではないかなと、私自身も感じたとこでご

ざいます。 

 そういったことで、この件につきましては、前市長の政治判断によりまして、そのブランド力

や経営の安定性、そしてまた対馬のほかの関連から、こちらのＡ社のほうが賢明だというふうに

判断されたというふうに思っております。 
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 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ここに書かれとる会議録では、今のことと少し逆な面が書いて

るんです。 

 韓国のお客さんも入れるような格好で考えたいというような、そういうふうな書き方されてお

ります。だからちょっとそう、私、理解が、その辺よく文章を見てください。そういうふうな書

き方されております。 

 先に進みます。そうしますと、その後、対馬市は東横インと土地の賃借の契約を完了されたこ

とについてお尋ねいたします。どのようなことでされたのか、確認をとりたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  担当部長のほうに答えてもらいます。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  先ほどからお話になってます、上対馬三宇田の東横インさんと

の無償貸与の契約につきましては、日時ははっきりしませんが、５月の上旬に契約を終わってお

ります。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  基本的には年度内に契約をするという方針で、報告を受けてお

ります。３月の１８日にその報告はあったから、月日がたち過ぎやないですか、１カ月幾らか。

おくれた理由は何かあるんですか。土地の癩癩というのは癩癩ああ、そのことを先、聞きましょ

う。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  契約の内容については、内容というか日付につきましては、東

横さんのほうから契約書の作成等が上がってきて、受け付けをしてできるだけ早くていうことで、

申請からはすぐやってる認識をしております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  東横インさんが遅く契約書を持ってきたということですね、今

の話は。よろしいですかね、そういうことですね。 

 そうしますと、これは国定公園の２種になりますね、自然公園という言葉ですが、国定公園

２種でしょ。 

 で、これは、その事業計画に伴う県との協議を事業主体である東横インさんが、これは協議に

臨むということになりますが、もちろん市もその中に入るというか、立って仲介をせなならんと

いうことですが、この行為についてはどこまでやっとりますか。担当部長でも結構です。 
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○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  現在、上対馬のそのホテルの建設につきましては、自然公園法

なりの基準をクリアできるよう、ただ基本はたがわず、基準を超える、基準を守れる範囲で、今、

東横インさんのほうが設計を見直し等を行っている状況です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  まだ県には出向いとらんですね、東横さんは。そういうふうな

話、確認しております。で、どんどん進めないかんじゃないですか。そのことを、担当部署とし

ては進めてください。 

 それと、現在の計画は確認しますが、８階建ての３００人収容、雇用は先ほど四十数名という

ことで聞きましたが、これにかかる工事期間と総事業費は幾らですか、計画の概要では。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、俵輝孝君。 

○総合政策部長（俵  輝孝君）  大変申しわけありません。その工期、並びにその事業費につい

ては、自分のほうで資料を持ち合わせておりません。ただし、基準に合うように設計等、基本は

基本ですけども、一部見直すとこがあろうかとは思いますが、そのあたりの金額等については、

ちょっと今のところ、市のほうでは把握をいたしておりません。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そのときの審査委員長は、概要はわかっとると思うんですが、

事業費と工期、これは口頭で出るはずですが、出るはずですよ、計画書が出とるんだから。 

○議長（堀江 政武君）  副市長、桐谷雅宣君。 

○副市長（桐谷 雅宣君）  議員の質問についてですけれども、要するに提案書の中に、工期とか

概算の事業費とかは示されておるんじゃないかということでございますけども、大変申しわけな

いんですが、その提案書そのものを、ここに持ち合わせをいたしておりませんものですから、そ

のおおまかな数字でもということでございますけど、そのおおまかな数字も詳しくは承知をして

おりませんので、大変申しわけございません。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そしたら、後でまたお尋ねします。 

 それと、市長にお尋ねをちいいますか、実は、三宇田浜のホテル外に比田勝港の中に、ホテル

の建設計画が進められとるいうふうなことが、私は耳にしたんですが、承知しておりますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私も、これはまだはっきりとした情報というよりも、うわさの域でござ

いますけども、比田勝港のターミナル前のほうに計画があるというような話は伺っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 
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○議員（１５番 大浦 孝司君）  それで、上対馬町に大きな宿泊の集団が、私は形成できるとい

うふうに理解をしております。その中身については、私も調べておりませんが、うわさではかな

りの計画というふうにありますから、三宇田と足せば、かなりの比田勝の町に拠点ができるとい

うふうなことになります、どうやら。 

 そこで、国際ターミナルの運行状況に、これを切りかえていきたいと思うんですが、平成

２７年度の実績は、先ほど申し上げました比田勝港に限って申し上げます。２７年度については

１３万５,０００の数字が上がっております。入国ですが１３万５,０００ですよ。 

 そうしますと、対馬に来る韓国方面の６３％が比田勝に上陸するというふうな数字になります。

残りは、３７％が厳原港であると。これが２８年度１月から５月の数字が全体で既に９万

４,０００ということであります。 

 そして、比田勝港に入港するのが６万３,０００、６６％が比田勝港に上がるというふうなこ

とで、あとは厳原港に三十三.数％。このような実態が、現在、利用状況としてあっております。 

 ところが、昨年利用して１年を経過する中で、既にこの数字が非常に、施設に、いわゆる不足

を生じ、または利用上いろいろな問題が上がってきております。ここについて、ただいまから申

し上げたいと思うんですが、わずか平成２４年度に比田勝港第１国際ターミナル基本設計利活用

検討７３０万、これを投じている。この年に、計画の樹立をやっておりますね。 

 それから、２５年度、実施設計地質調査２億４,８３６万、これはボーリングでその基礎をい

ろいろチェックしたんでしょう。そして、２６年度に建築工事３億５,１００万、もう１０万単

位で打ち切ります。２７年度、２億８,２００万、合計で６億６,５００万の巨費を投じて、あの

ターミナルビルは完成したわけです。待合室が約５００平米、審査棟においては入管あるいは税

関等の対応ブースが、入国審査が６ブース、出国が４ブース、このようなことが書かれておりま

す。延べ１,９１６平米の約２,０００平米が、この施設の態様です。 

 ところが、これが非常に手狭になって、今後２８年度に、さらに増便計画があるそうです。こ

の現状について、対馬市が捉えておる利用の実態についてお聞きしたいと思います、まず市側の

捉え方をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今、１１番議員さんはおっしゃられるように、計画、平成２４年度の

（「１１番じゃないですよ、１５番」と呼ぶ者あり） 

 済みませんどうも、申しわけございません。名前で言わしていただきます。平成２４年度の比

田勝港の利用者数は、この当時は７万７,０００人程度であったということでございますけども、

今現在は、これが１３万６,０００人というようなことで、倍近くになっております。こういっ

た現状で、確かにこの３月に竣工したばかりの国際ターミナルにおいて、ちょっとまた手狭にな
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っているというところは、私自身も感じているところでございます。 

 そういったことは、担当者のほうにちょっと、問い合わせをいたしましたら、確かに韓国から

のお客様が、なかなか今のところ、ほかに行くところがなくて、かなりこのターミナルの中で滞

留をしている現状があると。そういったことで、今後は、ここら辺で、やはり観光地をもう少し

充実させて、外に出て行ってもらう対策も考えなくちゃならないと、そういうふうに感じており

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  捉え方の差でありますが、２７年度は月曜日から日曜日の便数

が、いろいろ変わっております。入国が４便があったり、出国は３便があったり、最大で日曜日

の日が一番船の出入りは多い格好になっとります。 

 ２８年度の実績、現在ですが、入国が５便、出国は６便。これが日曜日の、要は土曜日に韓国

の観光客は対馬に来て、そして日曜日に帰るというふうなことが一番、その利用のパターンとし

て多いということになります。そのような中で、現在、どのようなことが起きてるか、少し耳を

傾けてください。 

 新比田勝港国際ターミナルにおける問題点、下船したお客様が審査棟内に全員入り切らず、岸

壁で待つ状態になっている。これら、梅雨時期の雨、炎天下にさらされるお客様が、今後、心配

でありますと。 

 というのが、審査棟の収容は２００人だそうです。で、オーシャンフラワーが入れば、半分は

入らないということで、時間がある程度、入港時間を変えておりますが、しけ等のいろいろな要

因で、一遍に３隻も来る場合もあるそうです。そうしますと、船は１回おろしてすぐ帰ろうとし

ますから、２便の体制をとっておりますから、そうしますと岸壁に相当お客さんがあふれて、に

っちもさっちもいかないと。入国ですから、審査がないと中には進めませんから。そこに書いて

おるのが、岸壁の上に日よけのテントでも施す方向が、今、大変必要であると。 

 とりあえず、このことを早急に検討されたしというふうな意見が入っております。いいでしょ

うか、非常に大事な問題だと思います。入国のいわゆる船から上がった段階で、審査室に入られ

ないというお客さんの対応が、今、雨に打たれ、炎天下でさらされて問題であろうと、ここにつ

いて何とか対応できないかというものの言い方がされております。 

 それから待合室の話が、市長との見解には、ずれがありましたが、あすこの中に１階、

５００平米弱ですが、４００人ぐらいぎゅうぎゅう詰めで入るぐらいの数字でしょう。 

 ところが、それを超えた待機というのが、随分あったそうです。大雨が降って、その外に出き

らんということで、いろいろ苦慮があっとるわけですが、意見としまして、取りまとめた意見、

２７年度までの船便の状態でターミナルの許容量はオーバーだったと思えますと。 
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 ２７年度で、施設が機能するどころか不足しておりますと。平成２８年度から便がふえ、現

ターミナルでは完全に許容できる人員を超えます。今回７月より、これは増便計画はシーフラ

ワー２が入ることを聞いております。現在、オーシャンフラワーは４４３ですが、シーフラワー

２は７００ぐらいの数字やったと思います。ちょっと後で、また確認しますが。 

 対馬市が考えているような状況が起こってこようとしております。これは、ホテルの建設に伴

うホテル業者と、それから海運業者の接点は持ちますから、恐らく比田勝港に、全体で五、六百

の超えるような、そういう受け入れ体制ができれば、増便というのは、それ以上に考えられます。 

 このことにおいて、今の施設で、私は限界があるような気がしますが、市長、先ほど言うた岸

壁に対する、そのテントとかそういうふうなことじゃなくて、将来的にこの施設については、機

能を不足とするように、私はとれるんですが、あなたの見解はどのように思っているか、お願い

します。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、この平成２４年度に、その設計がされているんですけども、その

際、補助事業の採択等を受けるための条件等から、現況の利用状況を基準とすることというよう

なことで、４４５人がその当時の計画になっております。 

 そういったことで、今現在は、これにまた２隻、３隻体制になっておりますので、私自身も、

今の状況ではちょっと混雑して、後々大変だなというようなことを考えはしております。 

 そこで、旧町時代につくりました施設、一番先のプレハブ施設でございますけども、ここら辺

の施設も、今後、利用することを考慮しながら、計画を進めていかなければならないというふう

に考えております。今の、現在のところは、そういうところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そこの一番とっぱなといいますか、あすこのことだと思います。

２７７平米の屋根と壁の中で、現在、そのどこかの団体に事務所として貸し出ししてるんでしょ。

それを待機所として活用することも検討するという言い方ですね。それでは、私も、そういうこ

とはわかるんですが。 

 先ほど、シーフラワー２、これが７月の２６日ころに就航するかもしれないというお話を、特

定の機関からお聞きしました。５７０名乗りだそうです、シーフラワー２。そして、今のシーフ

ラワーの４７０、これもそのまま就航するそうです。 

 だから、船４隻で往復の展開をなるというふうなことが考えられますが、今、言いましたよう

に、つくったばっかりに、それを２年もせんうちに、それは判断として難しいでしょうが、いず

れにしろ、根本からこの計画は見直さにゃならんというふうに、市長、思います、どうでしょう

か。 
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 これはそんなに遠くないと思うんですよ、現状を運営するに十分な施設対応となれば、今、あ

なたのおっしゃった範囲では、到底済まない。それも、短期間にこのことがやってくるよという

ふうに、私は理解するんですが。 

 先ほどの答弁では、少し対応が、考えが遅いんじゃなかろうかと思うんですが、その点いかが

ですか、私は遅いと見とるんですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、このペースで増えていけば、そこら辺の対応も必要になるのか

なというふうには考えてはおりますけども、ただし、この３月に完成したばかりでもあります。

そういったことで、今、現在、すぐ対応できるのは、先ほども申しましたように、先のほうのプ

レハブの待合室のほう、ここが４ブースとれますので、ここも一緒に考えた体制を、まずとりた

いというふうに思っております。 

 ただし、これはＣＩＱ関係との調整等も必要でございますけども、ここら辺を相談させていた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ついでに、ＣＩＱの増員対策といいますか、観光客が多くなっ

た中で、今後、特に、入国管理の審査、これが一番数字として大きいんですが、現在、厳原の事

業所から比田勝に９時くらいの１便に対して２時間半前に走ってきよるそうですよ、２時間半前。

もしもんことがあったらいかんからですね、そういう言い方をされてました。 

 そして、帰るのにまた２時間かかるでしょ、そうしますとね、一日のロスが余りにも大きいと、

もうトップの方の御意見でした。本当のことを言えば、そこに過密な時期においては、比田勝に

事業所、いわゆるその厳原出張所ですから、分室として、その確保をすることについて、望みた

い意見やったです。 

 そして、これは法務局の法務省の所管でございますから、外部のほうからそういうふうな引き

立てをすることは、願うという見解でございましたよ。これはひとつ、往復４時間半かけて、そ

してその仕事をあれすれば、全く大変な労働時間といいますか、バランスがとれんことらしいで

すよ。 

 この改善を、施設の整備とともに平行して、これを勝ち取ってやるというか、お願いしていく

というふうなことを、一つ付け加えますが、この辺しっかり、また現状を把握してください。 

 １３名ほどの入管は、たしかそういう対応であったと思います。１３名やったかな。そのこと

について、何か意見がございましたら、お尋ねします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大変、ありがたいお話を聞かせていただきました。私といたしましても、
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ぜひＣＩＱの比田勝の常駐化はお願いしたいというふうに考えております。と申しますのも、現

在、１０時から４時まで大体業務をされているとお聞きしておりますけども、この比田勝のほう

に常駐化になれば、朝１時間、または夕方が１時間が、またこういうふうに作業ができるという

ようなことで、業務が進展するということもお聞きいたしております。 

 それで、今後もＣＩＱの比田勝の常駐化に向けては、議員の皆様とともにお願いをしてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  大型ホテルが２カ所建っていく、そうすりゃ上に１泊、下に

１泊というような絵も描けると私は思うんですが、その中で上方面、いわゆる上対馬、上県、峰

を含んで、このエリアの観光的な時間をとる。バスからおりて遊ぶ時間、ああいいとこだな、そ

して飲み物を飲んで、いろいろ語り、そういうふうな場所といいますか観光名所が足りません。 

 今、過去につくられた一つの場所は、三宇田浜もいいところです。韓国展望台も非常に高い人

気もあります。それから、それを除けば御岳の登山は、これは登山家だけの愛好の世界、それと

スーパーサイキ、タケスエさんでお土産を買うとか、佐護のヤマネコのセンターに見学に行くと

か、こういうのを格好だそうですが、もう一つ大きな観光ポイントを、私は過去の旧町時代は、

ようそういうことをしたと思うとります。例えば、豊玉の烏帽子岳から、その神話の里、非常に

ここは一番ポイントになっとりますよ、観光の。すばらしいですよ。 

 それで、韓国の観光客の思いが、なぜ対馬に来るかというのが一つ定義がありまして、日本の

文化を直接触れる場所として、来ているんだと。そして、近い距離で経費があんまりかからない、

このことを一つあります。 

 ですから、経費節減の中で対馬に来ることが、長期的に、今、韓国は不況らしいが、それでも

対馬には来るというふうな定義があるそうです。それともう一つは、好きなのは温泉だそうです。

だから、ゆったりランドは非常に、今、ものすごい勢いで入っておりますよ。当初は、私もあん

まりどうかなと思ってたんですが、今では、そういうふうなスポットになっております。 

 上に、１つ観光の拠点を、市長、私はそれを絵を描くことをしないと、ホテルが大きい、建つ

そのエリアを、時間を過ごす場所がない、これはやっぱ問題ですよ。少々手を加えれば、私は、

三、四カ所それはできる場所を思うとります。 

 これをちょっと手がけてほしいと思いますが、市長どうですか。あなたの就任して４年の間に、

このことを具体的に絵を描くかどうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この観光開発の件につきましては、私もこの選挙期間中から大きな声を

上げて申しておりましたけれども、まずこれだけの韓国からのお客様に飽きられない施設が必要
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だというふうに思っております。 

 そういうことから考えますと、この対馬の中央を走っている、この尾根筋、要するに縦走路で

ございますけども、この御岳、白嶽を中心とした縦走路に遊歩道的な登山道をつければ、両方に

海峡が見ることができるというようなことで、日本の中でもオンリーワンの施設になるのではな

かろうかと思っております。 

 事業費的にもそんなに多くかかるものでもありませんし、私自身は、この縦走路に一旦入れば、

恐らく半日から１日はかかるものというふうに思っておりますので、ぜひ、このような施設を計

画して実現してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  もう時間がやってまいりました。 

 最後に、今の国際ターミナルのことについては、大きな絵を描き直しする必要が、私はあろう

かとは思いますが、つくったばっかりに早々そういうふうなことが簡単にできるかという思いも

ありましょうが、現実を見ながら大きな港町になる基本がつくられております。ここに絵を描く

のは、当然、私は行政の役目と思っております。決してそれを修正するが悪いんじゃなくて、第

２ターミナルとかそういう中で、一つの対応をしていけばいいと思います。その辺を、もう一回

見直す必要が、私はあろうかと思います。 

 最後に、もう１点の件につきましての（「簡明に願います」と呼ぶ者あり）話はいたしません。

きょうは、このことだけで話は終わりますが、次回にそのことについては、必要なことであれば、

私も再度質問をすることにいたしまして、一般質問を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時56分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  報告します。 

 渕上清議員より、早退の届けがあっております。 

 再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  会派つしまの小島德重でございます。 

 質問に入ります前に、２月末の市長選挙において見事、当選を果たされ、市長に就任された比

田勝市長にお祝いを申し上げます。 
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 比田勝市政がスタートし、３カ月近くが経過しましたが、市民から比田勝市長は市民目線の市

政運営をやってくれそうだという期待の声をよく聞きます。 

 一方、下地区の区長会議において、厳原地区区長会の代表者の方が「行政の一方通行にならな

いように」との要望をなされました。これもまた市民の声であると思います。市民が市長に求め

ていることは、市民に寄り添い、市民本意の足が地に着いた市政の実現ではないでしょうか。 

 市長は剣道の達人とお聞きしています。武道では相手の呼吸に合わせ、相手との間合いが大切

であると言われます。市民の息遣いを聞き取り、公約実現のために心身の健康に留意され、市政

運営に全力投球していただきますよう切望し、質問に入ります。 

 本日は、３項目についてお尋ねします。 

 １項目めは、ふるさと納税制度の運用についてです。 

 ふるさと納税に特産物等をお返しする制度を対馬市も導入すべきであると、平成２６年９月の

定例会で提言したのを皮切りに、３回連続、一般質問で取り上げましたが、前市長はかたくなに

持論を展開され導入に至らず、対馬市が周回おくれの状態になったことが残念でなりません。比

田勝市長は立候補に当たり、ふるさと納税制度の有効活用を直ちに進めたいと力説されました。 

 また、４月２５日の臨時会における所信表明でも、その旨を表明されました。失われた２年間

を取り戻すため、多くの市民が返礼制度の早期導入に大きな期待を寄せています。今年度中に制

度を導入するとのことですが、導入の時期までに至るロードマップを関係者や市民にも示し、多

様なラインナップを組む必要があると考えます。市長の見解を求めます。 

 また、よりよい制度設計のためには、専任職員の配置など陣容の強化が必要ではないでしょう

か。見解を求めます。 

 ２項目めとして、交流人口の拡大・特に観光客の誘致による活性化について、２点お尋ねしま

す。 

 １点目は、日本遺産の島内外への発信・ＰＲについてです。 

 昨年４月、文化庁は日本遺産第一弾として、全国８３件の申請の中から１８件を認定しました。

その一つに、「国境の島壱岐・対馬～古代からの架け橋～」が選ばれました。日本遺産第１号の

認定は、対馬にとって大変名誉なことであり、国境の島・対馬の認知度を高め、観光客を呼び込

むための最高のブランド力であり、対馬の宝であると思います。 

 しかし、昨年４月２４日の認定から１年以上経過した現在でも、日本遺産の認知度の広がりは

実感できません。日本遺産「国境の島・対馬～古代からの架け橋～」を対馬内外にどのように発

信、ＰＲし、観光客の増大、対馬ファンの獲得に活用しているか答弁をお願いします。 

 ２点目は、交流人口の拡大にかかる島外在住の対馬出身者からの支援、協力についてお尋ねし

ます。 
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 交流人口を拡大するためには、日本遺産認定の情報発信・ＰＲを例に挙げるまでもなく、対馬

の認知度を高め、対馬ファンをふやすことが重要です。観光物産協会、商工会等の関係機関、観

光事業者、メディア等との連携強化は言うまでもありませんが、対馬出身の島外在住者の支援、

強力が大きな力になると考えます。各地区の対馬会、３高校の同窓会、各中学校の同窓会等対馬

出身者のネットワークは全国各地にあります。対馬出身者の島外在住の２世３世の世代も含め、

対馬に縁のある方の中には、ふるさと対馬へふるさと孝行したいという熱い思いをお持ちの方が

たくさんいらっしゃると思います。対馬の活性化・交流人口の拡大のために、島外在住の対馬出

身者の協力・支援を得るための方策についてお尋ねします。 

 ３項目め、シルバー人材センターの機能拡充について伺います。 

 市長は、選挙公約でシルバー人材センターの全島組織化を推進し、元気な高齢者が地域におい

て活躍できる場面を、数多く創出すると掲げられました。対馬市の高齢者数は平成２７年度１万

８７４人で、高齢化率は推計で３３.７％と聞いております。超高齢化社会の現状を踏まえ、シ

ルバー人材センターの機能拡充が不可欠であると考えます。高齢者の雇用の場づくりの施策を推

進すれば、担い手不足の解消になるとともに、高齢者の生きがいづくりにもなると思います。 

 シルバー人材センターの全島組織化を推進するための第一の方策は、公益社団法人化すること

であると考えます。あわせて職員の増強が必要であると考えます。市長のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 以上、３項目４点について、明確簡潔な答弁をお願いいたします。これまで、１２回、一般質

問に立たせていただきましたが、質問、提言に対し、正面からの答弁を避け、論点のすりかえ、

はぐらかしと思われるような場面に出くわしたことがあります。比田勝市政になり、質問通告に

対し、担当者が事前に質問趣旨の確認を行うなどの手だてが講じられており、市長の実りある答

弁がなされるものと期待しています。 

 質疑に応じて、一問一答で再質問をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小島議員の質問にお答えいたします。 

 御質問の、ふるさと納税制度の運用につきましては、会派別代表質問において質問がございま

した。新政会の大部議員への回答と重複するところがございますので、御質問の要旨であります

制度導入の時期、その準備状況につきまして、お答えさせていただきます。 

 まず、導入の時期でございますが、所信表明でも申し上げさせていただいておりますが、対馬

の産品等を返礼品としたふるさと納税制度の再構築に取り組み、年内の早い時期に新たな制度の

運用を開始したいと考えております。 

 次に、準備の状況でございますが、現在、ふるさと納税システムの再構築に向け、プロジェク
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トチームを立ち上げ、制度の運用や返礼品に関する方針等の検討を行っており、今回、６月補正

予算におきまして、事業推進の基本となるふるさと納税の収納システム等の構築及び他の自治体

との差別化を図るために、対馬の魅力発信とあわせた特産品のストーリー化を図った広報、拡散

の仕組みづくりと特産品を返礼品として取り扱うふるさと納税制度の構築に関する予算を計上さ

せていただいております。 

 全国的に、返礼品として特産品を取り扱う自治体が多い中、寄附者の皆様に選んでいただける

魅力豊かな特産品の開発や体験型メニュー、寄附金の活用策をいかにつくり出せるかということ

が成否を分ける決め手になるものと考えております。本年度は事業初年度であり、特産品の開発、

新たな産業の創出につなげることは、短いスケジュール期間を勘案しますと、生産事業者の皆様

にとっても大変だろうと考えてはおりますが、次年度に向けての足がかりとして、本年度から関

係各部署、機関と連携し、ふるさと納税制度の再構築に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。先ほどの質問の中でもございました、専任職員等も配置してまいりたいというふ

うに考えております。 

 次に、交流人口の拡大についてでありますが、日本遺産は地域の歴史的魅力や特色を通じて、

我が国の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産として文化庁が認定するものです。その第一弾

として、平成２７年４月２４日に全国で１８県が認定され、その中の一つに国境の島ということ

で対馬が、ほか２市１町とともに認定を受けたことはさまざまな場でも御紹介をしているところ

でございます。 

 日本遺産に認定されると、認定された当該地域の認知度が高まることが期待され、今後、日本

遺産を通じたさまざまな取り組みを行うことにより、地域住民のアイデンティティーの再確認や

地域のブランド化等にも貢献し、ひいては地方創生に大いに資するものになると考えております。

長崎県文化振興課を事務局とする日本遺産「国境の島」推進協議会を母体として、同協議会対馬

市部会が設立され、さまざまな事業を計画、展開しております。 

 日本遺産として共通した広報パンフレットのほか、対馬市に関する事業としては、平成２７年

度に認定記念講演会を対馬にて１０月に実施しております。厳原港に横断幕の設置、比田勝・厳

原の国際ターミナル内に解説パネル、展示ケースの設置、１１の構成文化財所在地に認定プレー

トを設置しているところでございます。 

 平成２８年度は、上対馬町の鰐浦、上県町の佐須奈港の２つの構成文化財への追加が認められ、

全島を挙げて引き続き記念講演会の実施や、さらに市民や島を訪れる観光客への広報、ＰＲのた

めにパンフレットの設置配布を積極的に行ってまいります。昨年度は、ふれあい処の観光の間を

利用し、日本遺産パネル展を開催し、訪れる方々へ周知を行いましたが、引き続き今年度も各地

区公民館での巡回パネル展示やＣＡＴＶでの紹介、観光協会等との連携や市内交通機関、また県
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の対馬振興局などと協力し、さらに知名度がアップしていくよう取り組んでまいります。 

 あわせて、県の推進協議会としても、まずは認知度を上げるため、今年度、東京日本橋のアン

テナショップでイベント計画やホームページの整備、映像制作など、各部会でも利用できる素材

の開発に力を入れております。まずは、日本遺産というブランド認知度を上げていくことを目標

とし、これら認定された対馬の魅力あふれる有形や無形のさまざまな文化財群を国内だけでなく、

海外へも積極的に発信してまいります。 

 今後も、観光部局、教育委員会、そして県の推進協議会、市部会が協力をし、総合的に整備、

活用してまいります。 

 次に、島外対馬出身者の支援が必要であるということでございますけども、議員御質問のとお

り、島外の対馬出身者への協力、支援が必要であり、そのためにどのような手だてを講じていく

かが大事なところでございます。質問の御趣旨から、これから交流人口の拡大を図っていくため

には、インターネットなどの広報媒体のみならず、島を思い、島に誇りをお持ちの島外の対馬出

身者の御協力や支援を仰ぎながら、進める事業についての御提案と思っております。 

 市におきましては、交流人口の拡大を図る事業としまして、島外にお住まいの対馬出身者への

御協力も有効な手段と考え、各地にある対馬出身者でつくる対馬会のネットワークを活用し、対

馬のＰＲや寄附による御支援をお願いし、対馬への御支援とともにお知り合いへの紹介もいただ

いており、対馬出身の方々の対馬への思いを強く感じているところでございます。議員御提案の

島外の対馬出身者の御協力、御支援による交流人口の拡大策、移住施策の推進につきましても、

今後、各方面から検討を行ってまいりたいと考えており、島暮らしの情報や移住者が必要とする

仕事や住まいの情報発信などをあわせて図ってまいる所存であります。 

 次に、高齢者の生きがいの創出についてでございます。 

 シルバー人材センターは、合併前の厳原町において、働く意欲を持っている健康な６０歳以上

の高齢者のために、地域社会と連携を保ちながら、その知識、経験、希望に沿った補助的、短期

的な就業の機会を確保し、高齢者の生きがいとその能力を生かして健康と福祉を増進し、地域づ

くりに寄与することを目的としております。平成１３年１０月に旧厳原町社会福祉協議会内に設

置され、合併後は対馬市社会福祉協議会厳原支所内にセンター専属の嘱託職員１名を配置し、一

般家庭、または企業からの仕事を受注、業務の割り振りや賃金の支給等の事務を行っております。

会員の登録者数は平成２８年４月現在５２名で、実活動者数は３１名であります。 

 平成２７年度の収支状況につきましては、総事業活動支出は１,１６８万８,０００円で、うち

事業活動収入は８９８万１,０００円、対馬市からの人件費補助が２５０万８,０００円で赤字経

営の状況であります。主な受注業務は庭木の剪定や除草、伐採作業、部屋の清掃、障子、ふすま

の張りかえなどであり、高齢者会員１人当たりの年間総賃金平均は１５万円程度であります。 
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 しかしながら、平成２３年度から５年間のシルバー人材センターの事業受託収入は７００万円

から９００万円までの間で横ばい状況であり、また会員の登録者数も設置当初１３０名であった

ものが５０名前後まで減少しており、会員の高齢化や事務局の体制及び会員の活動体制など、運

営上の問題も多くあり、経営に苦慮している状況であります。合併時からの懸案事項でありまし

た、厳原町以外へのシルバー人材センターの設置について、社会福祉協議会と協議をしてまいり

ましたが、事務局のスタッフや会員の確保の問題、または民間業者の進出等の関係もあり、会員

増加のため、入会案内のチラシの配布をするなどの活動に取り組んでまいりましたが、解決策が

見出せない状況でありました。 

 しかしながら、近年の県内の状況は、社会福祉協議会が主体でシルバー人材センターを設置し

ている自治体は、対馬市を含め２カ所のみであり、他の自治体では公益社団法人として運営して

いるところであり、対馬市におきましても地域の高齢者の就業を促進することにより、高齢者の

生きがいの充実と健康の維持及び地域の活力の推進を図り、また、特に対馬北部地区では専門業

者もなく、需要も多いと予測されるため、シルバーセンターの広域化の必要性を強く感じている

ところであります。 

 現在、社会福祉協議会と協議し、県内の先進地の視察や講師を招いての研修等を計画しており、

対馬市の状況を再考し、各種の問題点を整理しながら、全島組織化の実現に向けて努力してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、御答弁いただきました、その中でいろんな関連性の件から、

４番目のシルバー人材センターのほうからちょっと、また一問一答で確認をさせていただきたい

と思います。 

 今、市長のほうからは県下の情勢とか、あるいは全国的な高齢化社会の中で、いわゆる社協の

中に事務局を置いての人材センターではやはり、これ以上の機能の充実が望めないということで、

公益法人化を目指すということですが、そのことをぜひ、必要だと思いますので、これも簡単に

はできない、会員数とか就業者数とか、いろんな条件があるというふうにお聞きしておりますの

で、そのあたりを早くクリアして、そして全島に広げていただくと。そのためにも法人化という

のは必ず必要だと思っておりますので、そのあたり、大体どれぐらいをめどにお考えか、お聞か

せください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大変申しわけありませんけども、今の時点でいつまでということは、な

かなかちょっと申し上げにくいんですけども、できるだけ早い時期に構築してまいりたいという
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ふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  何か、市長の選挙公約のときも、４年間でというふうに掲げてあ

ったふうに拝見をしました。それで、やはり社協の中に今、事務局がおられて嘱託１名という体

制では、動きとれないと思います。社協はたくさんの仕事を抱えてありますもんね。だからやは

り、そのあたり社協の中でもう少し、今、しばらくは社協で動かないといけないということでし

ょうから、社協のほうに人員をやはり増強していただいて、そして法人化に向けてのまずは準備

が必要だろうというふうに思います。それして、来年、２９年の１月には法改正もあって、いわ

ゆる今まではシルバー人材センターで働く時間というのは、１カ月、１週間の中の時間数とか、

制限があったのが、それがクリア、大幅に伸びるというふうに聞いています。そういうことに向

けてもぜひ、準備が必要かと思いますので、今、社協に委託という形になっていますけども、福

祉部のほう、やはりそのあたり社協とよく御指導いただいてというか、協議いただいて、今、市

長が答弁されたようなことが少しでも早く実現できるようにお願いをしたいと思っております。

一応、この件はそれでおきたいと思います。 

 それから、ふるさと納税の件については、これは市長答弁にもあったように、代表質問でもあ

りましたし、それから所信表明でもありましたんで、大筋、大枠のことはわかりました。それで、

できるだけ早い時期、年内の早い時期にスタートさせたいということですけど、そのあたりで、

今までの先行している自治体の例を見ますと、年末と年度末に寄附がぐっと伸びるというふうな、

今までの実態を聞いております。そのあたりには、間に合うような準備ができるのかどうか、そ

のあたり市長、いかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  小島議員さん、おっしゃられるように、私自身もこの年末商戦に間に合

うようにということでの指示をいたしておりまして、この年内でも最低、おそくても１１月まで

には何とかしてくれと、できればこの１０月に、できれば一番、理想的だという話はしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  そうしますと、残された期間というのは、もう今６月下旬になり

ましたから、７、８、９、１０です。４カ月間の間で制度を立ち上げるためには頑張らなきゃい

けないということで、これ大変なことだろうと思うんです。役所が何か、テーブルの上でつくる

ことだけなら得意でしょうからすぐできると思います、ペーパー上は。しかしこれは、お返しの

特産品というのが、業者の方です。それに加工を伴ってくる、そうするとすごい幅広い広がりと
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深みが必要になってくるから、相当の人的な能力と、島をかけて会議等も重ねたり、打ち合わせ

をしないと動き出せないと思うんです。 

 そこで、今、市長のほうから専任職員も一応置きますということですが、そのプロジェクト

チームで今、動いているということですが、プロジェクトチームの主体はどこの部署にあって、

そしてその一番仕掛け人といいますか、この制度を動かすための中心になっている部署と役職、

人です。どのレベル、課長レベルでやってるのか、補佐レベルでやっているのか、係長レベルぐ

らいがその一番中心になってやってるのか、そのあたりのことを、今の段階でわかればお知らせ

ください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいまの質問の件につきましては、この７月１日付で人事異動を計画

しておりまして、その中で今、どの部署のどの辺の年代とかいうのはちょっと控えさせていただ

きまして、ただ、今度の再編いたします島づくり本部の、島づくり推進部の中でその担務をさせ

たいというふうに計画しております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、いわゆる組織再編があるし、それに伴って人事異動もするし

ということですから、それはその中でも特に今度は観光交流商工ですか、そういう部分がまた部

に復活するということを聞いていますし、そことの関係もあるでしょうし、ぜひ、やっぱり役所

の中で、もうこのことだけにかかりっきりの部署とか、そういう職員とかを配置するような体制

で、強力に進めていただきたいなというふうに思います。 

 そうしないと、何かほかの仕事持ってて、掛け持ちでやりながらでは、多分４カ月あるいは

５カ月足らずの間に、制度設計から業者への、加工業者とかいろんな関係とか、それからまたそ

ういうシステムを動かすところとの関係とか、そういうことについては簡単にできないと思いま

すので、ぜひ、組織改編とともに、人的なことは当然、考えてあると思いますが、お願いをして

おきます。それで、やはりそこあたりのことを、議会にも市民にも、あるいは加工業者とか水産

農林業者、いろんなかかわりのある人たちにもわかるような、やっぱりロードマップ示していた

だいて周知したほうが、市民も期待をするし、また安心もするんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 その中で、特にお願いをしておきたいのが、市長の答弁の中にもありましたけども、単に特産

品を出すだけじゃなくて、体験を伴ったそういう呼び込みです。これは、今、ふるさと納税の大

きな動きの中で、全国的に都市部の人がやはり全国各地、特にいわゆる都会では味わえない生活

をしたいという人たちが求めているのは、そういう島での生活とか、あるいは農漁村での体験的

なことを求めているというのがありますので、ぜひ、そのあたりも力を入れていただきたいとい
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うふうに思います。 

 それから次、質問した日本遺産関係です。 

 歴史、文化、こういうことについての、いわゆるガイド的なこと。こういうこともふるさと納

税のお返しの中にぜひ、組み込んでいただきたいなというふうに思います。それで、やはりこれ

を動かすためには、人が中心だということがどこの例を見てもわかりますので、やはり役所の内

部だけじゃなくて、またいろんな人の配置を考えてあると思うんです。そのあたりで、ぜひ中心

になる強力な仕掛け人になれるような人の配置を期待をして、一応このことはおきたいと思いま

す。 

 それから次、日本遺産についてですけども、このことについても市長のほうからいろんな答弁

ございましたけども、確かに幾らか私も記念の講演会行きました。それから、ポスター類とかも

どれぐらい広がっているかなということで確認させてもらいました。例えば、ポスターにします

と、私が現に見たのは、ふれあい処で観光の間とそれから窓口のところで２枚見ました。それか

ら振興局に問い合わせたら、振興局も振興局の部屋の中には貼ってますよと言われました。それ

から、きょう、ちょっと午前中に職員の方、三宅さんに聞いて、上のほうはどうですかって言っ

たら、上のほうも役所の中にはポスター貼ってあるのは確認しましたということです。 

 ところが、広く市民の方に目に触れるようなところには、ぱっと見て日本遺産に認定されたん

だなと、市民の方に訴えるようなものは目にしてないんですが、そのあたりの市長の感覚、どう

ですか。十分市民に日本遺産に認定されたということが行き届いているというふうにお考えです

か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  どうも、大変申しわけないと思いますけども、私自身も、今、おっしゃ

られるように、この日本遺産のポスター等がなかなか見る機会が少ないということで、今後、広

く周知できるように計画してまいりたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  市長、多分、これ無理ないと思うんです。市民の方、私も聞きま

したら、対馬は日本遺産というのに第１号で認定されたんですよ、知ってますかと聞きましたら、

知っているという方は１０人のうちの１人か２人ぐらいでした。それから島外の方にも一応私、

電話で聞いたりとか、そのためだけに電話したんじゃないんですが、聞いたら、島外の方も知っ

ているという方は２人で、知らないという方が五、六人でした。すごくこれもったいないことだ

と思うんです。だから、今年度また新たにＰＲ活動しますよということですけど、去年のＰＲ活

動のことを少し振り返ってみたいと思うんです。ほかのところがどのようにＰＲしているかも含

めて。 
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 これは、隣の壱岐の島です。壱岐の島はこういうふうに書いています。「国境の島壱岐、古代

からの架け橋、日本遺産認定第一号」とこうして組んでいます。そして、どういうことをやった

かというと、原の辻遺跡です。ここを最大限生かして、全国のウォーキング大会的なことをして、

島外からも人を呼び込んで動いています。 

 そこで対馬市がやったこと、私悪いとは言ってないです。記念講演会、それは学者の先生を呼

んで、私も聞きましたけども、その取り組みはそれはそれでいいと思うんですけど、やはり多く

の方にもっと訴えるような行事のＰＲの仕方を組まなきゃいけないんじゃないかなと思っていま

す。何でこれが対馬もったいないかということを、私、申し上げるかというと、構成遺産日本古

代からの架け橋ということで、認めてもらったんですが、対馬市の構成要件１１件は、国、県、

市文化財全部指定されたものです。壱岐はまだ未認定のものも入ってます、壱岐には。五島や上

五島はたった３件しかないです、３件ずつしか。表題にも始めあったのは、「古代からの架け

橋」ということで、この表題は国境の島、壱岐と対馬しか入ってないです、認定されたときの表

題は。五島はやはり県が気を使って、五島もつけ足したという感じなんです。やはり、この

１１の構成要件がいかに対馬の歴史や文化が価値があるかということを表明しているわけですか

ら、ぜひ、もっと効果のあること、ＰＲの仕方をしてほしいと。 

 そこで、ここで一つ提言をしたいと思うんですが。きのう、私、厳原行きましたので、厳原の

浜に行ってみました。そしたら、浜にシイタケの島という大きな立て看があります。対馬ヒノキ

が片面です。やはりあのような大きな標識、立て看、こういうものをぜひ設置すべきと思うんで

す。これは空港とそして港と。写真のパネルぐらいを、役所の中に貼っただけでは島民もわから

ないし、島外から来た人も、対馬というのがどれぐらい価値のあるところかということがわかり

にくいと思うんです。市長、どうですか。今、私が言った大きな立て看立てること、このあたり

は文化庁の補助金に頼ってたら多分できません。だけど、市独自でそれぐらいのことはできるん

じゃないでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  その件につきましては、また観光協会等とも協議をしてまいりたいとは

思っておりますけども、できる限り、できることから進めていきたいというふうに思います。今、

実際ここですぐできるできんちゅうのは、ちょっと予算的なこともありますし、ただ前向きに進

めていきたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ありがとうございました。 

 それで、前向きということで聞きましたので、ここに壱岐の例があります。これは新聞記事か

ら拾ったんです。これ壱岐の島、既に昨年度のうちにパネル展をやり、それからこれは壱岐の振
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興局と一緒になって、ポスターも６００枚つくっています。これは公的な機関だけじゃなくて、

スーパーとかお土産やさんとか、そういうとこにも配布しているという記事を見ています。これ

は新聞拾っていただいたら、ほかのところがどういう取り組みをしているかわかりますので、詳

しくは言いませんが、ぜひ、参考にされてください。これは壱岐、長崎新聞の１６年の４月１日

の新聞と４月１３日の新聞です。 

 そして、予算的なことがあると市長おっしゃいましたので、それも十分、いつも聞く言葉でわ

かります。今度はちょっとこれを見てください。これは佐世保市です。佐世保市が今年度、今年

度です佐世保市は。２つ認定されました。佐世保の軍港関係と焼き物関係です。そしたら、佐世

保市は、それを認定、ことし４月末に受けたら、６月議会に２つの日本遺産を活用推進するとい

って、ここに予算額市独自で２,７００万組んでいます。それは財政規模違いますから、何千万

ということは無理でしょうけども、やはりこの日本遺産の価値の大切さがわかっとけば、対馬市

も国からの文化庁からの補助金、県の協議会の割り当て分だけでことを動かそうとするんじゃな

くて、やはり対馬を知ってもらうためには、幾らでも打つ手はあったんじゃないかなと、これは

今の市長には直接言っても、副市長だった時代もありますけども、前のことになるんですけども、

やはりそういう早い対応をということをぜひ、お願いしたいということで、この佐世保の例はこ

こで紹介を一応させていただいておきます。 

 それから、対馬出身者の支援をということですが、このことで一つまた提言をしたいと思うん

ですが、対馬会にも市長とか議長も多分おいでになると思います、行かれますが。この福岡の対

馬会や長崎や関西や東京、最近東北までできているそうです。これでの対馬のいろんなお願いは

されてると思うんですが、それ以外にも高校の同窓会もありますし、しょっちゅう開かれていま

す、いろんな年次ごとに。やっぱりそんな場でもいろんな対馬のことをＰＲしてもらうためには、

パソコンでいろいろネットでやるのもいいんですけども、やはり口コミで直接伝えてもらうとい

うのが一番いいんじゃないかと思うんです。そこで、市長は、ふるさと納税を納めていただいた

方には、準市民制度で準市民になっていただくということの公約を掲げてありました。これ結構

なことだと思います。私も賛成したいと思うんです。それで、ふるさと納税を納めた人だけじゃ

なくて、やはり対馬出身者の方、あるいは出身じゃなくても対馬に関心を持っていただいている

方には、広報を送るなりとか、あるいはイベントの案内をするとか、そういうためにはやはり住

所がわかり、名前がわかり、そういう情報提供するような制度として、ふるさと納税の準市民と

は別のまた準市民的な制度設定をする考えはないか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、同窓会やら対馬出身者へのこのネットワークを今後は重宝して

いきたいというふうには、もう考えております。ただし、その個人情報との関連で、そこら辺を
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今後、どのように扱っていくかということで、一応、部署のほうとは検討していくということで、

話をしている段階でございます。 

 申しわけございません。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ふるさと納税に関係ない準市民制度で既に動いているのは、私が

知っている限りでは佐渡島がそれが動いています。それから、群馬県の沼田市がやはりそういう

制度を動かしてあります。そしてやはり、イベント案内をしたりとか、自分のところに関心を持

ってもらうとかということで、すごくファンをふやして、そのつながりで結果としてふるさと納

税もついてくるというようなことがいってます。だから、ふるさと納税の中にも、最初のときに

言ったようにいろんな体験を伴うこととか、対馬に足を運んでもらうための制度設計を、ぜひ、

お願いをしておきたいと思います。 

 それから、やはり観光ＰＲにしても、ふるさと納税にしても、人のつながりが一番大事ですよ

という事例を一つ、紹介をしたいと思うんです。市長は、福岡の対馬会に行かれましたよね。そ

のときに、参加された方、福岡の私の同級生から手紙をもらいましたんで、ちょっと読んでみま

す。「先日は、福岡対馬会総会に出席してきました。多くの参加者で大変盛り上がりました」こ

の後です。「比田勝市長も来られ、これまでにない心のあるよい話がありました」とこう書いて

あります。何か挨拶されたんですね。そのことに感銘を受けてありました。そして「わざわざ私

の席まで来られ、御挨拶をいただいたのには恐縮いたしました。これからも私のできる限り精一

杯の応援をしていきたいと思います」とこう結んであります。 

 だから、やはりこうして、市長、トップ自身が出向かれたときに、挨拶一つ、そして話をされ

たことが応援をしようという人が出てくる。この方は、よりあい処の対馬という垂れ幕を書いて

いただいたり、それから対馬のふれあい処の垂れ幕を字を書いていただいたりした方です。この

方、何で対馬の応援をしようと思ったかというと、福岡事務所に、ここにおる平山さんが所長で

おられるとき、きっかけがあってそこに行かれたと。そうすると福岡のよりあい処をつくるとき

に、平山所長以下職員が寝食忘れて準備に走り回ってると。その姿を見て、対馬の応援をしよう

と、こういう気持ちになられたと。今、大学教授ですが書のほうをやられるものだから、自分が

持っている特技の書で対馬市に協力したい。そして、自分の周りにおる人間を、対馬に連れてこ

ようとして、８人ほど対馬におととしの秋には連れてこられました。そして対馬を宣伝されまし

た。 

 だから、やはりこういうふうな市長、あるいは職員の方のやっぱり意気込みが伝わっとけば、

こういうふうな対馬が知ってもらえるという一つの例として紹介をさせていただきました。そし

たら、この方、またこの前電話で私、話をしたら、こう言われました。対馬事務所の職員が福岡
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を離任するときに、わざわざ自分の自宅まで挨拶に来ていただいたと。これもまた、対馬の方の

律義さをすごく感じたので、これから自分はずっと対馬を応援しますということです。だから、

新しい市の体制になって、私も役所に行って感じることは、部長さん、課長さん方も何か雰囲気

変わって、頑張ろうという雰囲気を感じます。そしたら、それがぜひ、今度、きょう私が取り上

げたような観光客の呼び込みにも、それからふるさと納税にもつながっていくものだということ

を期待をしております。そういう意味で、きょうは私の時間いただきましたけども、一応、そう

いう感想を述べた上で終わらせていただきます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小島德重君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は２時５分からとします。 

午後１時49分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  皆さん大分お疲れのようですが、短時間でやりたいと思います。

会派、清風会、９番議員の長信義です。 

 質問に入ります前に、去る２月２８日に執行されました対馬市長選挙において、対馬市の第

４代市長として初当選されました比田勝市長に、改めてお祝い申し上げます。おめでとうござい

ました。 

 市長は今回の選挙において、有権者のほぼ半数の支持を得られましたが、何よりも大事なこと

は、選挙によっていろいろ分かれた、今後の市民の融和と結束であります。市政運営に御理解を

いただくため、早期に市民との対話を重ねられ、市民が一体となって行政運営に参画していただ

けるよう、一層、努力されますようお願いをしておきます。 

 また、選挙後の談話で市長は、市民と議会、行政がスクラムを組み、「自分たちのまちは自分

たちでつくる」という市民協働の精神で取り組み、対馬に生まれてよかったと思ってもらえるし

まづくりをしたいと言われておりますので、市民と協働で公約の実現に向け、精いっぱい努力を

していただきたいと思います。 

 それでは、通告をしておりました、国境離島新法制定に伴う対馬市の今後の取り組みとスケジ

ュールについてお伺いをいたします。 

 先日、国境離島新法に対する対馬市の提案施策をいただきましたので、その中から一、二点、
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御質問いたします。 

 長年の念願でありました、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会

の維持に関する特別措置法、いわゆる国境離島新法が、４月２０日の参議院本会議で可決・成立

し、平成２９年度から施行されることとなりました。法案成立まで、谷川代議士には多大な御尽

力をいただきました。また、金子先生を初め、関係者の皆様にもお礼を申し上げます。参議院本

会議での法案成立の瞬間を、市長初め関係者で傍聴できましたのは、大変な感激でありました。

市長は、谷川代議士が政治生命をかけてつくっていただいたこの新法を、最大限活用し、島の活

性化を図っていただきたいと思います。 

 また、法案成立までの間、市長初め多くの関係者の皆さんが、マイクを握れば、国境離島新法

が成立すれば、市民の暮らしに直接関係する、航空路の運賃、漁船用等の燃油、輸送コストなど

の低廉化あるいは雇用の場の確保など、人口流出の歯どめや、経済浮揚に向けた法律であること

を、総決起大会を初め、多くの集会の場で話をされてきました。しかしながら、多くの市民の皆

さんは、じゃあ具体的に何がどう変わるのか、どのようなスケジュールで進んでいるのかという

点については、まだまだわからないところがあろうと思います。法律の施行は平成２９年度から

となりますので、２９年４月以降、国から基本方針が示され、本格的な計画策定になると思いま

すが、現時点までの状況を、わかる範囲で市民に説明をお願いいたします。 

 後につきましては、また、一問一答で数点お伺いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  長議員の御質問にお答えいたします。新政会、大部議員、並びに、会派

つしま、齋藤議員の、会派代表質問でも答弁しているところであります。 

 この法案の成立に当たりましては、長年にわたる、自民党、離島振興特別委員長の谷川衆議院

議員を中心とした地元選出国会議員の皆様の御尽力と、国境離島対策特別委員会を初め、市議会

の粘り強い活動によるたまものであると、心から感謝申し上げます。 

 現在、来年４月１日の施行に向け、国の基本方針の策定、県基本計画の策定、また、２９年度

の概算要求が並行して、準備が進められているところであります。 

 議員御質問の施策の概要でございますが、本法律において、特定有人国境離島地域に係る施策

として、航路運賃の低廉化、航空路運賃の低廉化、生活物資等の費用負担の軽減、雇用機会の拡

充、安定的な漁業経営の確保等が盛り込まれており、国が施策の実施に必要な財政上の措置を講

ずることとなっております。 

 特に、航路・航空路運賃や燃油価格の低廉化に関する事項につきましては、有人離島に共通す

る重要な課題であるため、優先される施策であると考えております。現時点において、どれだけ

軽減されるかはっきりしておりませんので、今後、県下の市・町が連携し、低廉化に向けた要望
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活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、雇用機会の拡充や安定的な漁業経営の確保に関しましては、新たな雇用を生み出すため

に、市の特性や環境を生かした産業振興策が重要と考えます。今後示される国の基本方針に沿っ

て、一体的、かつ、官民連携、政策連携、地域連携等が可能な、インパクトのあるプロジェクト

として提案し、雇用の創出、地域振興の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、スケジュールについてでございますが、国からの情報によりますと、国の基本方針の策

定については、ことしの年末年始にかけて素案が示され、年度末に原案が策定される予定となっ

ており、これに合わせて、県計画の策定も進められる予定です。 

 また、国の予算につきましては、９月に次年度の概算要求書が提出され、年末に政府原案が決

定される予定であります。 

 市としましては、国・県の動向を注視しながら、おくれることがないよう、この国境離島新法

を最大限に活用し、対馬の維持発展のための有効な立案と実施に向け、議会とともに取り組んで

まいりたいと考えております。どうか、御支援、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  それでは、二、三点、お尋ねいたします。 

 まず、今回のこの国境離島地域を構成する離島、これはもう市長御承知のように、北海道３、

東京４、新潟癩癩これは佐渡ですけどもね癩癩１、石川県、島根県、山口県、長崎県がその中で、

対馬の６つを含めまして４０と、鹿児島県が１７で、合計７１。いわゆる、長崎県が占める割合

が７１分の４０ですから、５７％長崎県が占めるということになります。 

 一説には、これはお話ですけども、予算額が８０億から１００億程度からスタートするんじゃ

ないかと言われております。しかしながら、先ほど言われました、航路・航空路の運賃から輸送

コストだとか燃油、こういった問題については、恐らく、これはほかの離島との共通課題でもあ

ります。したがって、その共通課題の分に、果たして、この中から半分の予算が仮に来たとして、

４０億から５０億。その共通課題のほうに予算がとられますと、果たして、どれだけの事業がで

きるのかなというふうな気もいたします。当然これは、ハード事業ではなくてソフト事業を優先

的に、順位をつけていかなければならないというふうに思います。したがって、共通課題であり

ます分については、関係する各離島と、よく協議をされながらやっていただきたいと思います。

中でも、今度は対馬市が単独でやる分というのが出てきます。この単独分に対して、市がどのよ

うな、いわゆる予算獲得に向けては、どのような事業を持っていくかということに対して、予算

のつきぐあいというのは変わってくるというふうに思いますので、よくよく内部でも調整をされ

て、立派な計画をつくり上げていただきたいというふうに思います。 

 今、提案施策が出ましたね。実は、五島あたりでもこの部会が、農業部会、漁業部会、商工部
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会、福祉部会、観光交通部会、建設部会、それから防衛保安部会と。こういうふうな部会の中で、

十分もんだ中の計画っていうのがつくられてます。したがって、今の段階では、この提案施策は

基本方針が示されてませんから、概要的なものかもわかりませんけども、言いますように来年の

４月以降の施行、いわゆる基本方針が来年の４月以降でないと示されないということは、私も先

日、前の振興局長の野嶋さんにも確認をいたしました。４月以降でないと基本方針は出されない

と。だから、それから本格的な計画づくりになるということですから、もうしばらく時間があろ

うかと思いますので、こういった部会あるいは各種団体癩癩森林組合だとか、漁協だとか、いろ

んな商工会であるとか癩癩各種団体の意見をもう一度よくすくい上げていただいて、今後の計画

づくりに反映をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。 

 それから、１点お尋ねしたいのが、今回いただきました提案施策の中に、国による土地の買い

取り等に関する基本的な事項という中で、いわゆる山林等、それから、外国資本等による土地売

買の規制というのがあります。この土地売買の規制に少し、どういうふうな規制がかけられるの

かという感じがいたします。 

 実は、超党派の議員グループが２００８年１２月に島内視察をされまして、この２００９年よ

り法案の起草に着手したということがあります。実は、これはインターネットで出せば出るんで

すけれども、過去には、国境対馬振興特別措置法案という、こういったのまでインターネットで、

これは出てきますけども、対馬だけの「防人の島新法」的なものが、作成されかけたんですね。

そのときに、実はこの議員グループが、この法律を制定を主張する、この議員グループの方です

けども、法律の制定に先立って、政府に対して詳細な実態調査を求めているがという中で、実は、

今の財務大臣ですけども、当時の内閣総理大臣の麻生太郎さんは、２００８年１２月に記者のぶ

らさがり質問の中で、土地は合法的に買っとると。日本がかつて、アメリカの土地を買ったのと

同じで、自分が買ったときはよくて、人が買ったら悪いとは言えないと、こういう発言を、実は

されてます。したがって、私が言いたいのは、こういった外国資本による土地の規制というのが

ありますけれども、やはりこういう考え方の方もおられるわけですから。確かに日本には、外国

の方が土地売買したらいかんという法律はありません。したがって、こういう話になるんだろう

と思いますけども、それだけに難しい問題ですから、やはりこのあたりも慎重にやっていただき

たいというふうに思います。 

 そこで、現時点までの外国資本による買い占めの実態について、今、対馬全体の中で何％程度

買われておると思われますかと。その件数、その対応はどのようにしておるのかということにつ

いて、お尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  長議員の御質問にお答えいたします。 
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 対馬内で、外国人の土地購入の状況がどの程度であるかということだと思いますけれども、ま

ず、韓国人による市内の購入状況は、対馬市の総面積に対しまして、推定でありますけども

０.００６９％であります。面積といたしましては、約４万８,６００平方メートルでございます。

これを対馬の総面積７０８平方キロメートルに直しますと、先ほどの０.００６９％となります。

件数といたしましては、対馬市で現在把握している件数が１８件でございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  これはどこから拾ってこられたのか、このパーセントが非常に違

う感じがするんですよ。というのが、先ほどお見せしました、この国境対馬振興特別措置法案、

これが出たときに、対馬全体の０.２６％に及ぶ土地が、韓国企業の所有となっているという数

字が上がっているんですよね。どちらの数字が正しいかわかりませんが。ですから、

０.００６９％なんていうのは、非常にこの０.２６％とかけ離れておるなという気がします。こ

れはまた、インターネットで出てきますので、また後で出していただきたいと思います。その数

字については、どちらが正しいかもうわかりませんので、一応また参考にして調べていただけれ

ばと思います。 

 それから、もう１点は、せっかくこの国境離島新法の制定に向けて、県下でも３市２町と、最

後は、佐世保市、西海市も一緒になって行動してまいります。せっかく、この法律ができたらこ

れで終わりではなくて、市長は離島市長会もあろうかと思いますけど、この３市との交流、これ

をやはりせっかくの機会で連携がとれるようになりましたので、３市の交流を少し図ってみたら

どうなんだろうかというふうに思います。特に、対馬市が韓国の影島区と、職員の各年で相互の

交流、テーマを絞って交流をしておるということもありますし、やはり今後、職員それから議会

も一緒に、それぞれ３市が持ち回りで、３年に１回は自分のところですると、そういった持ち回

りで交流を図ったらどうだろうかと思いますが、市長の考え方をお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  現在、県下では離島関係で長崎県離島対策協議会が持たれて、各首長で

いろんな、多岐にわたる面で協議がなされているところでございますけども、次期の対策協議会

の折に、そのことにつきましては、各首長さんと、またお話をさせていただきたいと、前向きに

取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  じゃあ、前向きに話し合いをされて、取り組んでいただきたいと

思います。やはり、せっかくこういうふうで、特に五島なんかは、近い壱岐でもなかなか交流で
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きなかった分が、壱岐・五島との交流ができてきましたのでね。せっかくの機会ですから、同じ

ような課題を持つ県内の離島ですから、やはり交流をする中で、それぞれが勉強していくという

ことになろうと思いますので、ぜひこれは前向きに検討いただきたいとお願いしておきます。 

 それから、先ほどの質問の中でちょっとお答えいただきたいのが、先ほど五島の例を挙げまし

たけども、例えば壱岐も期成会において、民間の会議の開催とか、市民からの提案の募集とか、

いろいろこう、やっぱりやっとるんですよね。漁協と各団体においても、上部組織からの施策提

案の取りまとめなんかが行われておるというふうにありますので、今現在この提案施策をつくら

れたのが、結構急いでつくられたんだろうと思いますので、果たしてこのどこまでそういった会

議、こういう部会をつくるのも一つでしょうし、あるいは先ほど言いましたような、各種団体の

意見を聞くというのが大事だと思います。 

 以前、私が森林組合の組合長と話をしたときにも、組合長もまだ、そのあたりの話は十分でき

てないような感じを受けました。特に、むしろそれよりも、県の振興局のほうが聞き取りなんか

で、いろいろこう、話をされとるのが多いように感じました。したがって、県計画で国に上がり

ますけれども、やはり関係する市が、まず自分たちで計画をつくって、それでまた県との協議と

いうことになろうかと思いますので。今現在で、どういう形でこの計画がつくられるまでに協議

がなされたのか、今後そういった、今言いますような協議をもっと、先ほど言いましたこの１年

間、今年度は十分時間があるわけですから、その中でいろんな市民からの意見を吸い上げた、あ

るいは各種団体からの意見を吸い上げた形の中の、こういった計画でなければならない。市が優

先した形の計画というのは、なかなか市民に理解が得られませんし、過去にもそういう例があり

ますけども、市が誘導するような計画というのは余りよくないです。したがって、そういった協

議をされる場を、どこまでされておるのか、今後もされるおつもりか、そのあたりをお聞かせく

ださい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  今現在、この対馬市の提案施策として、５１項目を上げているところで

ございますけども、この５１項目の中に、各種団体癩癩農協、漁協、森林組合等の施策提案も入

っているところでございます。今後また、この提案をもとに、幅広く、また、少し集約していく

ことも必要なのかなというふうに、私自身思っておりますけども、この期成会を中心として、今

後また、そこら辺を練っていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  わかりました。質問が１点ですから、あんまり時間を食いたいと

思いませんが、ちょうど法案が通ったときに、代議士がこういったインタビューされとる記事も

あります。この中でも、まさに代議士がおっしゃるように、この法律そのものが、人口減少だと
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かあるいは経済浮揚のための法律できとるわけですから、このままでは、離島が無人島になった

らいかんと。そうすると、尖閣だとか竹島のような問題が起こってくるんだということで、国も

重い腰を上げたということがあります。したがって、この法案は通りましたけども、やはりこれ

からが問題なんですね。これから、この計画、肉づけをしていった計画づくりをしていくと。そ

れがまさに、国の予算を獲得するためには、その計画の内容によって予算というのが大きく変わ

ってくる可能性があります。したがって、今後この計画づくりには庁舎内でも、１つの部署だけ

が優先的に考えるんではなくて、広く職員の意見も求めながら、あるいは庁舎内の中に、いろん

な関係する部会を設けて、そしてまた、その関係する民間の方も入っていただく。そういった中

で、民間の声を十分吸い上げたというふうな計画づくりにしていただきたいと思いますが、市長

の考えを再度お聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私自身も、この国境離島、対馬のために、いかにこの法律を有効に活用

していくかということで、市民の皆様の声をできるかぎり聞き入れて、有効な法律として活用し

てまいりたいというふうに思っておりますので、今後とも市民皆様の意見を取り入れてまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  今、市長が話されましたように、広く市民の意見を取り入れた形

の中で、この法律が本当にできて、市民の皆さんが喜んでいただけるような計画づくりをしてい

ただきたいというふうにお願いをしておきます。 

 私はこの質問をする際においても少し悩んだんですけども、私が特別委員長であるのに、この

質問はいかがかなという気はしましたけれども、やはり質問で言いましたように、この法律が通

ったということは、もう市民の皆さんよく御存じです。ところが、その後なかなか発信する機会

が、まだもちろん基本方針が示されてないからというのが、これは一番の市民に向けて発信でき

ない原因だろうとは思いますけども、やはり完全なものでなくても、何かやっぱりこう、市民に

どこかの機会でわかれるような、そういうのも機会が必要なんじゃないかなというふうに思いま

す。というのが、やはり来年の４月以降ですから、もうほぼ１年、法律ができたのにどうなっと

っとと。もちろん、一番市民が期待しておるのは低廉化の問題ですよね。運賃だとか、燃油だと

か、輸送コストだとか、この低廉化の問題が。いつから運賃安うなっとるという話も、やっぱり

よく聞きますので。そのあたりは今、市長がここで答弁いただきましたので、大体市民もケーブ

ルテレビを見られた方は、そのあたりも理解していただけると思いますけども、どこかの機会で、

発信できる範囲内で発信していただきたいと思いますが、最後に、その件についてお答えくださ

い。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  済いません、最後のちょっと意味がよく、私も理解できなかったんです

けども。要は、この国境離島新法を有効に活用していくために、広く市民の皆様の意見を取り入

れながら、有効活用してまいりたいというふうに考えております。どういう形で市民の皆様の意

見を取り入れるかにつきましては、また今後、内部等で検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  わかりました。それでは、もうこのあたりで質問を終わりにした

いと思いますが。市長が話をされましたように、ぜひそのあたりを、きょうの質問の内容を、よ

く吟味していただいて、特に、今回の場合は１つの違う形で、この法案の中身と違う形で、この

３離島間の交流問題というのを１つ入れましたので、その分についてもひとつ、各首長と協議し

ていただき、そしてまた、議会については、そのあたりがいい話になりますと、議長あたりも入

っていただくという形で調整をしていただきたいということをお願いしまして、きょうは、別の

日程も入っておるようですから、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、長信義君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日予定の市政一般質問は全て終わりました。あすは定刻より、

引き続き、市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後２時35分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（３名） 

８番 小田 昭人君       12番 齋藤 久光君 

18番 兵頭  栄君 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     糸瀬 美也君 

課長補佐    梅野 浩二君  主任     洲河 直樹君 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

しまづくり戦略本部長  阿比留勝也君 

総務部長  豊田  充君 

総務課長  有江 正光君 

総合政策部長  俵  輝孝君 

市民生活部長  根メ 英夫君 

福祉部長  仁位 孝良君 

保健部長  福井 順一君 

農林水産部長  西村 圭司君 

建設部長  佐伯 廣教君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  須川 善美君 

中対馬振興部長  平山 祝詞君 
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美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 
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上県行政サービスセンター所長  多田 幸喜君 

消防長  永留 弘和君 
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監査委員事務局長  松尾 龍典君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。小田昭人君、齋藤久光君、兵頭栄君

から欠席の届け出があっております。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 



- 141 - 

 本日の登壇者は５人を予定しております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。１９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  皆さん、おはようございます。新政会の作元でございます。 

 質問に入ります前に、去る４月１４日から１５、１６、１７と発生をいたしました熊本大地震

によりまして、被災をされ、また亡くなられた方々に対しまして心からお見舞いを申し上げ、お

悔やみを申し上げたいと思います。早い復興を今どんどん目指してやっておられますので、でき

るだけ早くあの有名な熊本城などが早く復興されるように願っているものでございます。 

 昨夜も九州地方を大雨が襲ってまいりました。時間雨量１５０ミリというすごい雨で、また被

害が出てるんじゃないかなというふうに思いますけれども、我が対馬市でもこの梅雨末期にかけ

まして、去年、瀬川が氾濫したような、そういう大雨が発生する可能性があります。市民の皆さ

んに予報や予防やそういったことを十分、市としても注意をしていただきたいなというふうに思

っております。 

 国境離島新法も４月２０日に成立をいたしました。きのう、おとといからずっとその話を出し

ていただいておりますけれども、きのうは谷川弥一代議士をお招きをいたしまして、感謝の集い、

これが対馬期成会の音頭を取っていただきまして、たくさんの皆さんに出席をいただいて盛大に

開催をしていただきました。代議士におかれましても、大変喜んで、この法案をつくったという

ことの喜びを自分もかみしめておられました。 

 そしてまた、いいことか悪いことかわかりませんけれども、帰りの飛行機が欠航になりまして、

そしてけさの６時４５分のジェットフォイルで帰られることになりました。いろいろ雑談の中で

話をするうちに、やはり離島の厳しさ、いつも私たちはこういった飛行機や船の便を気にしなが

ら、出張をしたり、いろんな生活をしてるんですよという話をしておきました。ジェットフォイ

ルの建造もまた後でお話をしますけれども、きょうはジェットフォイルに乗って帰っていただき

ましたので、その２時間という時間も本人も考えながら福岡のほうに向かって行かれたと思いま

す。 

 それでは、通告をしておりました新市長の所信表明の中から交流人口等拡大ということがござ

います。そういう観点から、私は観光ということを昨年の３月にもこういう質問をしましたけれ

ども、交流人口の拡大は観光、これが私は目玉になってくるのかなというふうに思っております。

新法も通りましたし、運賃の低廉化も多分図られてくるのかなというふうに思いますけれども、

まず、きのうも大浦議員も質問しておりましたが、観光地の整備ということで、上から下までい

ろんな対馬には観光地があります。でも、まだまだ未整備というか、みんなに３時間か５時間か

見てもらえるような体制にはなってないというふうに思います。それで、きょうは浅茅湾一体、

ここの観光地の件について質問をしてみたいと思います。 
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 まず１点目は、あそうベイパーク、これが今玄海ツツジの森づくりということで、約十二、三

年かけて整備をされております。私も何回か行っていますけれども、非常にすばらしい、３月か

ら４月になると玄海ツツジの花が咲き誇って、それこそ半日ぐらいはゆっくり、あそこで遊歩道

もありますし、遊んで、家族を連れていけるのかなというような今公園になってきております。 

 市長も選挙公約の中で、こういった観光地づくりということについては話をされておりました

ので、ぜひこのあそうベイパークの中のあの一帯、約５ヘクタールぐらいあるんでしょうが、ど

うも行って見てみますと、玄海ツツジは２万二、三千本、もう植栽されているんですけれども、

遊歩道とその景観、外を見るために、今、木がもう大きくなり過ぎて、国定公園の第二種ですか

ら非常に伐採とかいうのは難しいんでしょうけれども、やはりああいった公園をつくり上げるた

めには、外を見る景観も必要ですから、ぜひ木を少し切らせてもらったがいいのかな、歩いてみ

て私はそう思うんですが。 

 あそこをずっと歩いて行くと、昔、展望台みたいなやつがつくった跡じゃないけど、まだ残っ

ておりますね、もう登られんでしょうけども、あれには。ああいったものもそのままほったらか

しになっているような状態ですから、やるなら、もっとあれもつくりかえて、子供たちがちょっ

と遊べるぐらいの遊具でも置いて、そしてぐるっと散策をして、回れる道路ももっときれいにし

てやるべきじゃないかというふうに思っております。 

 これは美津島、豊玉、厳原、２０人から３０人ぐらいのボランティアの人たちが一生懸命植栽

をしたり、あるいはカズラ切りをしたり、こういったことをしながら、つくり上げていただいて

おりますので、ぜひこれからもそういった人たちと十分話し合いをしながら、この公園をすばら

しい公園につくり上げていきたいなというように思っておりますから、市長の考え方を伺いたい

と思います。 

 そして、あそこにあそうベイパークという道路の入り口に看板はありますけれども、やっぱり

玄海ツツジがいっぱい咲いたような写真を撮って、大きなパネルをつくって、ここはこういった

ところですよ、馬もおりますよというような案内板を、あそこに大きいやつを設置して、馬事公

園にはありますね、馬の写真が載ったやつが。ああいったものをつくって、もっともっと観光に

来る人にＰＲしたらいいかなというふうに思いますので、その辺も含めてお伺いをしておきます。 

 ２つ目は、これも一緒ですけども、神話の里公園の整備。ここもやはり、もう２０年ぐらいほ

とんど手がつけられておりません。それで、１日に３０台から５０台ぐらいの観光バスがやって

きております。やはりこの真ん中で言うと浅茅湾を、景観を見るには烏帽子岳の頂上が最高だと

いうふうに、観光に対馬に来た人、私もそういった仕事を少ししてますけれども、どうしてもこ

こにはやりたい、ここを見てほしいというポイントが烏帽子岳でございます。 

 ただ一つ、道路が急なところもあって、今、信号をつけていただいておりますけれども、バス



- 143 - 

との離合のときに非常に危ない。そしてこの前、産建委員会の中でも少し話が出ましたが、霧と

か雨のときに、どうも信号が作動しないときがあるという話を聞きましたので、やはり事故が起

こってからじゃ間に合いませんから、ぜひこれもよくもう一回精査をしていただいて、スムーズ

に車の離合ができて、お客さんに悪い負担をかけないように、ぜひやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 それから、トイレもそうです。あそこの管理人の話を聞きますと、水を流しても流しても真ん

中にたまってしまうんだと。それで、非常に飛んで回らないかんちゅうような状況だそうです。

それで、もう一回よく見て、トイレの整備ももう一回、あれだけの観光客があそこに来てるんで

すから、今は韓国人が多いですけれども、やはり国境離島新法が通って、いろんな方が来るよう

になると、もっともっとあそこは第１スポットですから、やはりもっと整備をしてもらいたいな

というふうに思います。 

 それと、３月、去年にも話をしましたが、観光のシンボルであります入り口の赤鳥居。これも

もう平成２年につくられたものですから、もう大分色もあせてると思うんです。だから、つくら

れたときの色は僕もよくわかりませんけれども、もっと鮮やかな真っ赤っかだったんじゃないか

なというふうに思いますし、一回見積もりでもとってもらって、あそこが入り口ですから、浅茅

湾一帯の、ぜひこれも検討していただいて、きれいなやつに塗りかえて、こっから先は神話の里

公園よ、こっから先はすばらしいところがあるよというふうな、入り口のシンボルマークとして

整備をしてもらえたらなというふうに思います。 

 その赤鳥居の話を今しましたけれども、そこから和多都美神社まで桜の木が、老木が結構ある

んです。それで、その老木ももう五、六十年たってると思うんです。それで、全部てんぐ巣病に

かかってて、枝がごちゃごちゃして、桜は大体６０年ぐらいが限度だそうですので、一回ここで

全部すっぱり切って、そして新しい植栽をして、観光通りの並木道をつくったらどうかなという

気がしておりますので、そこもひとつお尋ねをしておきたいと思います。 

 それから、大きな２点目ですけれども、ジェットフォイルの建造、前から言われてるんですけ

れども、これは市でどうのこうのできる問題じゃないんですが、日本に今ジェットフォイルが

７航路。このうち６航路が国内航路、１航路は国際航路、これはＪＲですけど、この中で２１隻

が今運航されております。もうほとんどが２０年以上建造からたった、老朽化してきております

ので、修繕とかドックに入ったときに少し前よりも時間がかかるようになってきた、運休の時間

が。それで、やはりこれも２５年ぐらい前には２８億ぐらいでできてたそうですけれども、今

５０億かかると。非常に高い。 

 やっぱり商船会社も簡単につくることはできませんが、坂本県議がこの前、商船会社の社長さ

んたちを一緒に同行して、国会議員の先生のところまでお願いに行ってるんです。それでいろい
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ろ検討をされてるみたいなんです。どういった方法でつくるか、各航路に１隻ずつ、年間３隻。

年間３隻をつくると、今、川崎重工がその特権を持ってるんですが、技術者が今おるうちに川崎

重工に３隻ぐらいを頼めば受注してくれるんじゃないかなという話は聞いてるんです。 

 ３隻のうちの長崎県の場合は、九州商船と九州郵船とあって、五島航路と壱岐・対馬航路にジ

ェットフォイルがおるんです。だから、県が２隻をつくるちゅうことになると、大変な金になっ

てくる。だから、そこのところも長崎県としては各市長さんたちとよく話をして、どちらを先に

するかということも決めていかないと、一遍に２隻は無理だろうと思いますし、１隻も無理かも

わかりませんから。 

 こういったところもよく横の連携をとって、そして県議も４人おられますので、県議とも相談

をし、そしてこの新法をつくってもらった谷川先生にもよく相談をされて、国のほうでやはりこ

のジェットフォイルの建造はやってもらわないと、県や市ではとてもじゃないが無理だろうと思

ってますし、この国境離島新法の予算でこの船をつくるちゅうのは非常に難しいですから、その

辺もよく市長も連携をとりながら進めていただきたいなというふうに思います。後でまた答弁に

よって質問させていただきます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。作元議員の御質問にお答えいたします。 

 まず初めに、浅茅湾一帯の観光地づくりについてでありますが、対馬市の観光施策は、大陸と

の交流の歴史・文化と豊かな自然、豊富な海や山の資源、これをアピールし、誘致活動を行って

おります。中でも対馬の中央部に位置する浅茅湾は、対馬観光を代表するリアス式海岸で、大小

無数の小島と海岸が織りなす景観に加え、その周辺には白嶽、金田城、万関橋、烏帽子岳、和多

都美神社などたくさんの見どころが集中しております。市では、市民や観光で訪れる皆様の利便

性を図りながらも、豊かな自然を守りつつ、つまり手を加えることを最小限にとどめ、観光客誘

致、観光振興を図っているところでございます。 

 観光客の多くは、対馬の豊かな自然を見て、触れて、体感することを目的に御来島いただいて

おり、感動していただいているものと思っております。これからもこの豊かな自然や歴史・文化

を保存・保護することを念頭に、施設整備等にも取り組んでまいりたいと思っております。 

 この中で、１点目のあそうベイパークについてでございますけども、あそうベイパークにつき

ましては、玄海ツツジ、ツバキの育成地整備事業として、平成１５年度から取り組んでおります

が、民間のボランティア団体の皆様との協働で、玄海ツツジが群生する花の名所としてつくり上

げる計画でございます。現在、約２万本のツツジを植栽しておりますが、樹高が低いと雑草や雑

木に負け生育できなくなるため、一定の大きさになるまで下刈りなどの育成・管理を行っていか

なければなりません。引き続き、愛情を持って接していただいている民間団体の皆様の御協力を
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いただきながら、玄海ツツジの森づくりに取り組んでまいりたいと思います。 

 また、この中で御質問がありました入り口の案内板等は今後検討させていただきたいというふ

うに思います。 

 次に、神話の里及び烏帽子岳周辺の件については、キャンプ施設の有効活用、施設の管理面等、

計画的に整備してまいりたいと考えております。この烏帽子岳につきましては、私自身も対馬観

光の核であるという認識をしておりますので、一生懸命に頑張ってまいりたいと思います。 

 また、この信号の整備につきましては、本日のような霧のときには支障が出るということも聞

いております。２日ほど前にもその話を聞きまして、担当課のほうにもその対策について指示を

しているところでございます。そして、トイレの整備についても、簡易洋式ではありますが、ま

たこれも調査をさせていただきたいというふうに思っております。 

 次に、赤鳥居の塗装についてでございますけれども、これも烏帽子岳、神話の里周辺のシンボ

ル的なものでございますので、ぜひここら辺の塗装の改修についても前向きに行っていきたいと

いうふうに考えております。 

 次に、この浅茅湾の観光の名所化についてでございますけども、冒頭申しましたように、浅茅

湾のこの美しい自然を保護しながらも、渡海船やシーカヤックで体験できるメニューづくりを今

後は検討してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、ジェットフォイルの件でございますけども、老朽化するジェットフォイルでございます

が、ヴィーナスは平成３年３月竣工で２５年が経過し、ヴィーナス２は昭和６０年６月竣工で

３０年が経過しております。ジェットフォイルの建造につきましては、費用が１隻約５０億円、

３隻以上の発注がなければ建造費が高くなるため、着手できないとのことも聞き及んでおります。 

 これまで対馬市も、国や県に対して国境離島新法制定に向けての提案など、あらゆる機会を通

じて提案をしてまいりました。国においても、平成２７年度の概算要求でジェットフォイルや高

速船の建造に対する支援制度の創設が検討されましたが、政府予算案としては見送られたとの経

緯があると聞いております。 

 その後、海運事業者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がジェットフォイルの建

造費を分担する船舶共有建造方式が見直され、自治体による支援と一定の要件を満たす場合に、

ジェットフォイルの共有時間、通常９年を最大１５年に延長する措置が講じられております。こ

れは、共有期間が法令上の耐用年数である９年では船舶共有建造方式の活用が困難であると判断

され、１５年に延長されたものですが、確認したところ、今年度ジェットフォイルの建造の申し

込みはまだなかったそうです。 

 ヴィーナスの利用者は、平成２６年１０万３,８６７人、平成２７年１１万７,１７０人と、対

馬島民の本土への足として、また島外からの観光客の呼び込みなど、交流人口の拡大にはなくて
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はならない海上交通手段の一つであります。 

 全国においては、年間２４０万人が離島と本土を結ぶジェットフォイルを利用しています。日

本旅客船協会によりますと、ジェットフォイルの寿命は比較的長いが、船体や水中翼は２５年が

目安とのことです。また、新船の建造が２０年以上中断しており、エンジンや部品も製造中止に

なっており、近い将来、部品の調達ができなくなる可能性も指摘されています。故障のたびに長

期運休ということになれば、生活や観光への影響ははかり知れません。 

 ジェットフォイルは多額の建造費が必要でありますが、仮に共有建造方式によりジェットフォ

イルを建造しても、事業者の負担はまだ大きく、料金に転嫁されるため、利用者の負担増につな

がります。やはり運賃低廉化を図るためには、建造費自体への国の補助制度の拡充が必要と思わ

れますので、長崎県離島振興協議会などと連携しながら、ジェットフォイルの建造に対する支援

制度の創設や政府予算の確保について要望してまいります。 

 また、平成２８年３月２５日の参議院予算委員会において、金子原二郎先生が航空運賃の低廉

化やジェットフォイル建造に対する国の措置を強く要望されております。ジェットフォイルの寿

命と発注から完成までの時間を考えれば、対馬市として、長崎県を初め運航事業者、ジェットフ

ォイルや高速船が就航している他の離島自治体など関係機関との連携を図り、国の補助制度拡充

について早急に取り組む必要があると考えておりますので、議員の皆様におかれましても御理解

御協力をいただきますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  ありがとうございます。あそうベイパークの件から一、二点お

尋ねをしたいと思いますが、玄海ツツジとツバキもそうですが、玄海ツツジよりも約２週間から

１カ月おくれて、ミツバツツジちゅう、花がちょっと小さい紫の濃い花が咲くんですが、これと

ボランティアの話を聞いてみますと、この苗というか、小さいやつを１００本ぐらい残してたそ

うなんですね。それを、いつの間にか切り取られてしまってて、その１００本がなくなったんだ

ということで、玄海ツツジが咲いてミツバが咲くんですね。それで、観光に来た人が、長い間あ

そこで花が見れるというふうなシステムになってくるんですが、このミツバツツジの植栽もいろ

いろ考えておられたみたいなんです。 

 それで、非常に苗をつくるのが難しいみたいで、玄海ツツジは今３,０００本ぐらいまだ苗を

持ってるそうです。それで、ボランティアの方々も高校生や中学生にも話をかけて、もう一回、

今植えてるところじゃなくて、今度は希望の丘がありますよね、入り口に。これ、平成７年かな、

美津島時代につくったもの、馬か何か暴れて上るような像があるところ。あそこから先が、やっ

ぱり僕はベイパーク一帯の公園整備になってきやせんかなと思ってますから、希望の丘の斜面に

結構いっぱいあったんです、このミツバツツジが。 
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 それが、ことし行ってみると半分ぐらいに減ってるんです、何か知らんけど。だから、何であ

れがなくなったとかな、鹿かイノシシかわかりませんが、やはりそういった被害ももちろんある

そうです。だから、イノシシが根をほじくり返したりするらしくて、でもミツバツツジも一緒に

植栽をしていかないと、長い間あの公園を維持できていかんよという話をされておりましたので、

ここも担当課とよく話をして、ボランティアの中にそういった専門の方がおられますから、どう

いうふうにしてあそこ一帯をすばらしい玄海ツツジの森に仕立てていくのかということを一回話

し合いをしてください。 

 それと、あそこは最初は県がかなり金を出したんでしょうけど、あの道路ももう少しきれいに

整備をしてもらわにゃいかん、歩いて回るところを。そして、さっき言いましたように、あそこ

に木造でやぐらみたいなとが建っとるところがありますよ、ずっと先に行くと。あそこももう一

回やり直すか、それとも今、あれをつくったときには周囲の木が小さかったと思うんです。それ

で、ずっとあたりが見渡せたんだろうと思ってるんです、今私が考えると。今、横の木が太って

しもうて全然見えんちゃんね、あそこに登ったって。だからこれも、ああいったものをつくって

るときにはそれでよかったんですけど、もう２０年も２５年もたったら、雑木とか、それこそ

１０メーターにもなります。 

 だから、こういったのは、県も説得をすれば私は切らしてくれると思いますよ。そうせんと、

きれいな森にはならない。茂ってしまうばっかり。だから、ところどころ抜いて、そして風通し

をよくして、玄海ツツジやミツバがちらちら咲いていくような公園にしていかないかんというふ

うに思ってますから、もう一回、県ともよく話をされて、せっかく地方創生でいろんなことをや

れやれ言いながら、そういったところで規制をかけられたんじゃ何もされんやないですか。やっ

ぱり本当につくり上げようと思うなら、県にも文句を言うて、そこも認可をしてもらわないかん

よ。そう僕は思います。 

 だから、そうすると、あそこにキャンプ場みたいなところもあるし、バーベキューのできると

ころもあるし、ああいったところを有効に活用できてくるというふうに思いますから、ぜひそこ

も希望の丘からグラウンドゴルフができる公園、そして馬がおるところ、そしてツツジ公園、こ

こ一帯をひっくるめて大きな公園にして、対馬に来たら一日そこで遊べるよというようなところ

をぜひつくり上げてほしいと思いますので、よく検討してください。 

 それから、神話の里ですけども、どうしてもやっぱりあそこも韓国人が今いっぱいなんです。

それで、よく神社の参拝には訪れているみたいなんですが、おさい銭は全部ウォンですっちゃね、

円ですりゃいいちゃばってん。１０円でもいいちゃけんど、１０ウォンやらされたってどうもこ

うもならん。やっぱりそれはエージェントの人とか、案内をする人に１０円でもいいから神社を

参拝するときには、おさい銭をあげてくれんかというような話をされたがいいと私は思います。
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迷惑になるばっかりやん。やっぱりトイレも使うし、そういったところは、もうちょっと市のほ

うからも私は言うていいちゃないかなと思うし。いっぱい来てますよ、あそこは本当に。だから、

掃除をする人も大変だと思いますから、そういったところもぜひ注意をしていただきたいなとい

うふうに思います。 

 それと、信号の件なんですけど、最初はどうもなかったっちゃろうかね、あれ。今になってそ

ういう話を聞くちゃけど。最初からだめやった違うか。それはまた後で教えてください。 

 ジェットフォイルはまた後で。今、この２つだけでいきましょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  玄海ツツジとコバノミツバツツジの苗についての件からでございますけ

ども、議員おっしゃられるように、まず玄海ツツジが咲いて、その後コバノミツバツツジが咲く

というようなことでございますけども、この苗についても、せっかく植えた苗を心ない人が持っ

て帰ったり、そういった盗掘にも遭っているといった話も私のほうも聞きました。そういうこと

で、ボランティアの方たちは、それをまた補植をしながらしていただいてるんですけれども、こ

こら辺についても再度このボランティアの方たちとも、いつまでもボランティア、ボランティア

じゃなくて、やはり市としてもきちんと予算を組むとこは予算を組みながら、対応してまいりた

いというふうに考えております。 

 それと、希望の丘から遊歩道、また施設等の整備につきましても、県と協議しながら、ここも

また再度見直し、整備を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  ぜひ、ボランティアの方も一生ボランティアちゅうわけにもい

かんし、やっぱり大きいやつを切るやつは市でやって、そして下のカズラ切りとか、根に巻いた

カズラとか、そういったのはボランティアでされるそうですから、大きいやつを切ってもらって

おかないと、ボランティアがなかなか入りにくいという話もしておられますから、整備をするな

ら今９０万ぐらい金がついとるとかな、もっと増やして、やっぱり一大観光地としてつくり上げ

るなら、８０万や９０万じゃ無理でしょう。 

 だからもっと、せっかくですから、１カ所ずつでもいいからきれいなものをつくって、厳原の

ほうからも話が出ておりますように、清水山城もそうですよ。そういったところも金をかけてつ

くり上げていかないと、なかなかいいものにはならんというふうに思いますから、新しい比田勝

市長になったんですから、ぜひ視点を変えて、観光地の名所づくりに励んでもらいたいなという

ふうに思います。 

 そういったことを市がしっかりとやってくれさえすれば、ボランティアの人たちも一生懸命や

ってくれますので、ぜひそうしてほしいし、福岡対馬会とか関西対馬会とか、こういったところ
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にも対馬のそういった森づくりに来てくれるような人はおらんかなというふうな投げかけもして

みてください。ふるさと納税も一緒ですけど、そういったことも含めて、海外からの人たちの応

援ももらって、こういった名所づくりを下・上・中というふうにしっかりとつくり上げてほしい

というふうに思います。 

 この件はそれで終わりますけれども、ジェットフォイルの件ですけど、先ほど市長も詳しく説

明をされましたけど、この１回で二百何十人も運べる航路というのは、フェリー以外にはジェッ

トフォイルしかありません。そして、やっぱり３メーターぐらいの波でもジェットフォイルは走

りますし、結構安全性が確保されておりますので、離島はぜひこのジェットフォイル、これを大

いに活用したいとどこも思ってると思います。 

 佐渡汽船、僕も佐渡に何回か乗って行きましたけども、佐渡汽船はもっと多く走ってるもんね。

１時間の航路ですから、あそこは。５往復ぐらい走っとっちゃないかな、佐渡まで。だから、あ

そこも同じジェットフォイルです。エンジンはボーイング社ですから、エンジンは製造してない

と今言いましたので、もう２０年もつくってないから、最初からやりかえみたいな格好になるの

かなというふうに思ってるんです、このジェットフォイルをつくるのは。 

 だから、諦めるのか、この航路を廃止するのか、こういったこともやはり要望に行ったときに

は、折衝に行ったときには「ジェットフォイルをつくってくれんと、島はどうなるんですか、

我々はつくり切れませんよ」というふうな話を強く持っていかんと、「ああ、どうでもいい」よ

うなこっちゃだめですよ。だから、どうしても国につくってほしいと、そうしないとフェリーだ

けでは４時間も５時間もかかって誰も来てくれんというような話をして、そして離島、自民党の

特別委員会の委員長は谷川先生ですから、ここを私は通じたほうがいい。 

 だから、国境離島新法も、あれだけ難しいものを国会議員にしっかり根回しをして、そしてつ

くり上げてくださったんですから、このジェットフォイルは、僕は簡単じゃないかなと思うっち

ゃけど、お願いをしっかりすれば。だから、長崎県ほとんど国境離島ですから、ジェットフォイ

ルを持っているところは。 

 だから、もう一回組み直して、今度はジェットフォイルでいこうやというような活動をしたら

どうかなというふうに思います。東海汽船、佐渡汽船、九州郵船、九州商船、こういったところ

ですので、隠岐もそうでしょうけど、だから、長崎県にも北村先生とか金子先生とかおられます

から、もう一回組み立て直しをして、そして県議会も使って、ぜひこれはやってほしいと思いま

すので、もう一回しっかり答弁をしてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  申しわけございません。議員さんおっしゃられるように、この長崎県で

も長崎県離島振興協議会が結成されておりますけども、私も副市長時代から、この件につきまし
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ては、ぜひとも他の首長さんにも協力をお願いして、絶対やっていかなくちゃならない問題だと

いうふうに認識しております。そしてまた、今後もおっしゃられるように、他の国境離島の首長

さんにもこの問題をお願いをいたしまして、谷川先生を初め、各国会の先生たちのほうに通して

お願いをしてまいりたいというふうに考えております。どうかまた、議員皆様もこの件に関して

も御協力をお願いしたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  ここで結論が出るような話じゃありませんから、そういったと

ころで、このジェットフォイルだけは将来の島の発展のためにぜひやっていかなければならない

問題です。これはきのう谷川先生とも話をしましたので、非常に難しいとかいう話をされており

ましたけども、自信がありそうなことも言われました。ただ、どれだけみんなの熱意が伝わるか

です。 

 隠岐には細田先生もおられますし、佐渡も青木先生もおられます。いっぱいおられますから、

ぜひそういったところで取り組んでください。そして、早いうちにこの建造ができますように、

そして観光名所、観光スポットが十分意気上がってきますように、ぜひ市としても努力をしてい

ただきたいと思います。 

 以上で、僕の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、作元義文君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時からとします。 

午前10時43分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さん、改めましておはようございます。清風会、１番議員の春

田新一でございます。 

 ３月２８日、初登庁されましてから３カ月になろうとしております新市長、本当に当選おめで

とうございます。心からお祝いを申し上げます。また、比田勝市長におかれましては、選挙公約

で５つの拡大戦略を掲げられて選挙戦を戦われ勝利をされました。その一つが交流人口の拡大、

産業所得の拡大、それから人づくり・教育の拡大、健康福祉の拡大、快適生活環境の拡大という

ことで、５つの戦略を公約に掲げられておられます。 

 交流人口の拡大ということで、先ほどから質問があっております観光基盤、また施設の充実、
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それと見せる観光と豊かな食材を食べていただく、掛け算を合わせた観光づくりということに力

を入れますということでございます。 

 その一つで私も質問を上げておりますが、生活環境の拡大ということでありますが、各地域の

幹線道路の整備・拡充、それと北部の件でありますが、ＪＲ九州高速船への混乗についても、早

期実現をすると、これに一生懸命取り組んでいくということも掲げてあります。このことは北部

住民の悲願でありますので、一日も早く実現ができるように私のほうも期待をして、市長と一緒

になってやっていきたいというふうに思っております。このことは後ほど質問があるかというふ

うに思っております。 

 それでは、私の２点通告をしております通告どおり、質問をさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、市内の観光ルート整備計画について。特に私が上げているのは、

北部地域の観光ルート整備と地域の空洞化をどのように捉えて、今後どのように計画を立てて整

備をされるのかということが私の１点目の質問でございます。 

 あと２点目で、きょうも先ほど作元議員もおっしゃっておりましたが、九州は大雨ということ

の情報で、これも何か私が避難所の質問をするときには、大雨あるいは災害に遭うんですが、災

害時の避難所の指定と整備についてということで、深くは入りませんが、そこら辺を質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 まず、観光ルートでありますが、比田勝港ターミナル、韓国観光客２１万人を超えているだろ

うという推測がなされ、先日もそのような質問がされておりました。一緒の質問になりますので、

答弁はつまんで答弁でよろしいかと思います。 

 そのことで、先日も質問があっておりましたこの２１万人、また市長の今後の２０２０年まで

には３０万人を超える見込みでやっていきたいというような答弁もあっておりました。このこと

で、本当に北部の比田勝港の国際ターミナルが間に合うのかなというふうには考えられますが、

やはり計画をされたときには、その計画でおさまるということで計画をされたんだろうというふ

うに思います。 

 きのうの質問にもありましたように、そのターミナルの、どうしても３０万人を超えれば入る

ことはできない、今３０万人のうちに比田勝港で１４万、それが３０万になれば１８万人になる

わけですから、それを掛けていくとどうしても無理なところが出てきます。そうすれば、第二

ターミナルというのも考えなければいけないのかなというふうに思いますが、そこら辺も視野に

入れられた答弁をお願いいたします。 

 それと、北部のほうには、ターミナルから三宇田浜、殿崎、権現山といったような観光ルート

があります。これも市長の掲げておられます拡大人口の中で入ってくると思います。ルートはあ

りますが、やはりその中のハード面、行政がするところは行政がする整備をしていただけなけれ
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ば、観光客も足を踏み入れることはできないというところは多々あろうかというふうに思います。

そこら辺を市長は整備をしていくんだという力強い答弁をいただきましたが、やはりそこをきち

んとしていかなければ、観光客も足を運んでは来られないんじゃないかな。 

 また、先ほどから出てます国境離島新法の制定に伴って、航空運賃の低廉化ということになり

ます。そうなれば、国内外からの客がいっぱい押し寄せるようになってほしい、またはなるよう

に計画を立てなければいけないというふうに思っております。そういうことになれば、どうして

も観光ルートを整備をするのが早急な計画じゃないかなというふうに思いますので、いち早くこ

れに取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 比田勝港から三宇田、殿崎の観光ルートにつきましては、観光リゾート、まちづくりリゾート

というような協議会がつくられて、そこの中でリゾート計画というのをやられたという形跡が、

平成２５年度にあってるというふうに思っております。このメンバーといたしましては、商工会

あるいは観光物産協会あるいはその会員の皆さん方が出席をされて、ワークショップ、いろんな

ことをされてやっておられます。 

 その一つででき上がったのが、私が質問をしました比田勝港の埋立地の舗装であります。これ

が一つの上対馬町の一番中央部でありますので、いろいろなイベントをするために整備をしてほ

しいということで、これが１点。今、中途でありますが、完成しつつあります。 

 この中でも商工青年部の話でありますが、イベントする広場であればステージが欲しいなとい

うことであります。またはそこのステージをどういうふうに組み立てるかというのは、まだ今か

らということで、そこの部分は用地はまだ未舗装であります。そこに移動式をするのか、固定式

をするのか、そこら辺も今から計画の中に入れて、観光ルートの一環としてやってほしいなとい

うふうに思います。 

 それから、ターミナルの混在状況がはけるには、やはり長くお客様をバスでルートに案内をす

る、これが一番じゃないかなというふうに思います。この長いルートをつくって、時間的に遊ぶ

ところがあれば、中は混在はしないんじゃないかなというふうにも今、私は思っておるところで

ございます。 

 そうすれば、どうしても北部のほうで、先ほど言いました三宇田、殿崎、権現山を通って、今

度は豊の砲台跡あるいは鰐浦の韓国展望所、このルートになってくるんではないかなというふう

に思いますが、この一般県道の大浦比田勝線の中の豊工区の道路の問題、これも私も一般質問を

させていただきましたが、非常に難しいところでありまして、今でも大型バスが数十台、１日に

通っているところであります。離合ができないということで、地域の方も大変迷惑をされている

ようなところもあります。これも早急にやっていただくように、これは道路の設計予算はつきま

したというような話は聞いております。 
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 そういうことで、このルートをつくっていって、今度はそれから大浦を抜けて、大浦には大型

スーパーがありますので、そこで買い物をするなり、そこで時間を潰すなりはされますが、その

ルートではどうしても時間的に今のところ２時間ぐらいで収まるようなルートであります。 

 これをもう少し延ばして、上県町に目を向けて、今、上県町は佐須奈の大地バイパスも３０年

には完成をいたします。そこから抜けて２００メーターすれば、右に曲がれば井口浜海水浴場と

いう看板が上がっております。その海水浴場を通って、またここもきれいな海水浴場であります

ので、そこを通って千俵蒔山、ここが私は１週間ぐらい前に登ってみました。大きな大型風車が

１台建設をされております。その眺めが、東西南北を眺められるすばらしい景色であります。そ

こに散策路あるいは展望所をつくれば、そこでは大分時間がお客様にも見ていただけるようなと

ころができるんじゃないかというふうに思います。 

 そこで、佐護地区では野焼きという伝統継承のものが今ずっと続けておられます。こういうこ

とも視野に入れながら、観光地としてその辺も活用されるようにしていけばいいんじゃないかな

というふうに思います。 

 また、その下に行きますと、対州馬の放牧場が整備をされております。今何頭ですかね、６頭

ぐらいはそこに飼育をされております。すばらしい眺めのところで本当にいいところだと思って

おります。この対州馬も海岸から道路まで上がってくるような道順をつくっておられます。そこ

で観光客が車をとめて、馬にさわる、対州馬にさわる、こういうことが観光ルートであるんじゃ

ないかなと。そしてまた、その対州馬保存についても、そういうことで保存をしていかれるんじ

ゃないかというふうに思います。 

 それから、そこを通れば、１９日に行われましたあじさい祭り、そのロードを通りまして、今

度は湊浜シーランドというところがあります。ここも海水浴場とイベント広場、大きなグラウン

ドとステージが建設をされております。その辺でも十分時間を癒やされるところであります。そ

こで休憩をしながら時間をとって、あとはヤマネコセンターあるいは棹崎公園、そこら辺も道路

自体は整備がされておりますが、そのルートの計画を盛り込んで、あと戻ってきますとバードウ

ォッチング公園というのが佐護の中央にあります。ここでも野鳥とか、そういうものに興味のあ

る方はそこで時間が潰せるでしょう。そういうようなルートを考えて計画をしなければ、単品単

品で物を考えておれば、観光客も飽きてきます。ということは、増にはつながらないというふう

に私は思っております。 

 それから、市長が所信表明で言われました御岳、白嶽のトレッキングコースというのが、私は

その所信表明を聞いて今回はこの質問を上げたわけですが、御岳につきましても今は駐車場が狭

い、あの駐車場を大型バス４台か５台とめられる駐車場に拡幅ができて、ある程度コースをつく

られて整備をする。きのう、市長の質問の中にありましたトレッキングコースというのは、余り
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多額の予算はかかりませんというようなことですから、その中でも国定公園あるいは森林等があ

りますので、その中をくぐっていける散策路またはトレッキングコースというのをつくり上げら

れれば、そう大きな予算はかからないかなというふうに思っております。 

 そういうことで、そこから今度は戻ってきますと、先ほど作元議員の質問にありました烏帽子

岳、三根を通って烏帽子岳、三根にも木坂、青海といったような観光ルートにできる見せられる

ところがございます。そういうとこのきちんとした観光客が見れる体制づくり、またそれを観光

地として設定できる基本計画を立てていただきたいというふうに思います。 

 それから、白嶽が出ましたけど、私、白嶽を今１３年続けて登っております。何で登るのとい

うような話が来るんですが、正月の１月の２日に必ず登っております。心を清めるために登って

おるわけですが、なかなかこういうざっくばらんな人間ですから、心は清まりませんが登り続け

ております。そういうところ、山に登るには駐車場、麓に駐車ができて、それからトレッキング

コース登るんだというような整備をしていただきたいというふうに思います。先ほど作元議員の

ほうからも質問の中にありましたので、ダブるところがあるかと思いますが、その点はその答弁

をよろしくお願いをいたします。 

 それから、２点目ですが、先ほども言いましたように災害時の避難所の指定と整備について。

これも私が前市長のときにハザードマップをつくるということで、市長は２７年度にはつくり上

げますということで答弁はいただきましたが、まだ完成してないということであります。 

 それで、この避難所指定というのが、地区１８１区ある中の住民センターあるいは漁村セン

ター、集会施設、公民館等々になるんじゃないかなというふうに思います。あと、校区にありま

す小中学校が避難所に指定をされるというふうに思っております。 

 ハザードマップがまだ完成はしておりませんけども、ほとんど８０％は今できておりますとい

うことですので、これがぜひ地域の住民の皆さんに周知をされて、そしていい避難所が一日も早

い避難所でありますように願うものであります。 

 また、その中で一つ問題点があります。建物が非常に古いわけです。避難所としてどうかなと

いうような建物も数あると思います。厳原町で１８カ所、これが建築年数が一番古いのが４５年。

美津島町が２７カ所、これも古いのは４５年。豊玉町が２１カ所、ここは３８年。峰町が１３カ

所、これも３６年。上県町が２９カ所で、年数が４２年。上対馬町が２０カ所で４４年というこ

とで、非常に古い建物もある。新しい建物もあります。これも県のほうでも言われております耐

震化、学校は対馬市立小中学校は１００％耐震ができているというふうにお聞きはしております。 

 この避難所については、公民館あたりについては耐震がまだ済んでない。県としても、市長に

積極的に取り組んでもらうように要請をするというような、一県会議員の一般質問で答弁がなさ

れております。 
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 そういうことで、前回の財部市長の折には、山が固いからここは地震はなかなか来ませんとい

うような答弁でありました。そのとおりだろうというふうに思いますが、やはりいつやってくる

かわからない、九州を、特に今、襲っておるわけであります。先ほど作元議員も冒頭に言われま

したように、熊本地震、まだ余震が続いております。非常にいつ起きるかわからない地震、災害

に備えをするのが、行政の私は役割だというふうに思っております。そこら辺をもう少し気を引

き締めてやって、新しい体制でやっていただきたいなというふうに思います。 

 その避難所の中で、非常に古いのがありますので、避難所というとやはり高齢者が一番に避難

をされるわけであります。調べていただければわかると思いますが、各地域で必ず３世帯か４世

帯は、警報が出たら避難所に行くというような例も挙がっております。そういう中で一番不自由

されるのがトイレなんですね。トイレを今の洋式から和式に、全部ではないでいいでしょうから、

２穴あるとこは１穴を和式というような形に変えていただいて、これだけの数があるわけですか

ら、すぐにはできませんが、優先順位を決められて、このトイレ改修に臨んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 特に、上対馬町の琴の住民センター、これも非常に雨漏りがして避難所にどうかなと。それと

階段の多い住民センターであります。これも今、南陽中学校は東部中学校に統合されておりまし

て、廃校しておりますので空き校になっております。そこを避難所として指定はできないかとい

うようなことも伺っておりますが、なかなかあの付近は低いところでありまして、川も小さく、

すぐ増水、冠水をするところでありますので、なかなか避難所にどうかなというふうには思いま

すが、そういうことも今から考えられて、公民館、住民センターが使いづらい、または遠くにあ

るというところをいろいろ調べられて、避難所の指定をもう少し考えていただきたいというふう

に思います。そのトイレの件についてお伺いをいたします。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  春田議員の質問にお答えいたします。 

 上対馬では、三宇田へのホテル誘致が決まり、観光客がますます増えてくるものと認識してお

ります。民間におきましては、このチャンスを逃さないよう、積極的に取り組んでおられ、新た

な事業展開も見受けられるようでございますが、働き手がないといったお話も伺っているところ

でございます。 

 現在、春田議員も先ほど質問の中でおっしゃられた北部地区における観光整備計画といたしま

して、平成２５年度に策定しました観光リゾートイメージ図がございます。この計画は、三宇田

へのホテル誘致を促進するため、三宇田からターミナル周辺を観光地として整備するにはどうす

るか、ワークショップを開催してイメージしたものでございます。その計画に則って、昨年、殿
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崎から権現山にトレッキングコースを整備いたしました。これは地域のまちおこし団体である

「北の玄関上対馬推進会」が中心となり実施されたものであり、おもしろいコースに仕上がった

と伺っております。 

 また、韓国展望所へのアクセス道路改良など、三宇田周辺以外でもインフラ整備に努めており

ます。今後は、対馬全体の計画として、先ほど北部地区の観光ルートとして数々のルートが出ま

したけども、この観光ルートを観光振興推進計画やキャンプ場の整備計画の策定として進めてお

ります。そしてまた、その計画にも観光リゾートイメージ図を反映させております。韓国人観光

客の動向など、韓国を取り巻く環境が変化しており、後手に回らないよう、情報収集に努め、観

光産業が対馬の基幹産業となれるよう、新たな観光資源の創出と整備拡充に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、避難所の件でございますけども、現在、当市では市内２８９カ所の施設を避難所として

指定しており、大きく分類いたしますと、市役所の庁舎、小中学校等の公共施設及び地区の集会

所等になります。議員御指摘のとおり、避難所の多くは建物自体の老朽化が進み、またトイレ等

の設備も旧式で、時代のニーズに対応できないものとなっております。その抜本的な改修には相

当な費用を要するものとなるため、財源的な面からは利用頻度の高い優先的な施設から順次改修

を計画していきたいというふうに考えております。 

 また、介護の必要な高齢者や障害者の皆様にあっては、一般の避難所では生活に支障を来すた

め、各町単位に１カ所ずつ指定している福祉避難所を優先的に御利用いただくこととなります。 

 また、本市では平成２７年３月に対馬市災害時備蓄計画を策定し、平成２７年度から５カ年間

で、人口の５％に当たる１,６００人分の飲料水、食料等の生活必需品を備蓄することとしてお

り、和式トイレを工事不要で洋式トイレとして使用できる据置型便座も２０台は備蓄しておりま

す。 

 しかし、避難所の数からすると不足していることは歴然でございます。年次的に備蓄台数を増

やして、災害時のトイレ事情の改善にも対応してまいりたいと考えております。早々、各避難施

設のトイレの状況など、現地調査を行った上でその整備方法を含め検討してまいります。 

 次に、琴の住民センターの件でございますけども、琴住民センターと旧南陽中学校舎について、

避難所としての利便等を考える上で再度地区とも協議を行い、いずれの施設が改修が最善である

のか、調査検討をしてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  どうも御答弁ありがとうございました。それでは、整理をしてい

きたいと思います。 

 先ほど言われました観光リゾートづくり、ちょっと私、間違いがありましたので、訂正をいた
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します。トイレの様式を逆に言っておりましたので、申し訳ありません。 

 それと、このルートの中の関連ですが、あじさい祭りが１９日にありました。しかし、このア

ジサイも鹿、イノシシの被害に遭うて、もう半分ぐらいしかとどまってないというような話を聞

いております。その中でも、この実行委員会で網を張られて、今後は何とか持ち直しができるん

じゃないかというような話も聞いております。そこら辺も見せるものでありますから、いち早く、

予算がないからここまでというふうにしとけば、どうしても次から次に食べられますので、また、

この辺をもう少し頑張ってやっていただきたいというふうに思います。 

 市長もおっしゃいました、いろんな予算が必要であります。本当に対馬の中で予算をどれだけ

分配すればいいのかということで、頭も痛いと思いますが、観光客を受け入れる、交流人口の拡

大ということでありますので、そこはそこできちんとしたものをある程度つくり上げていかなけ

れば、私は受け入れ体制はできないというふうに思います。 

 それから、受け入れができれば、あとはソフト面で個人の企業さんが一生懸命いろんなことを

やられるでしょうから、行政が係り得るところは係って、きちんと整備をしていくというのが一

番妥当じゃないかなというふうに思いますので、そこら辺も力を入れてやっていただきたい。 

 それと、先ほど市長が言われましたリゾート計画づくりというところで、私も２回ほど出席を

させてもらって、ワークショップにかたって発表もいたしましたが、韓国からの人も出席をされ

ておりまして、韓国の方の意見が少しありますので紹介したいと思います。先ほど言いましたよ

うに、「本格的なトレッキングであれば、有明、白嶽、御岳などを整備していただければいいん

じゃないか」ということ。それと、「対馬では森林が特徴なので、そこをやはり最大限に生かし

て観光地としてつくっていただきたい」ということです。それとキャンプは三宇田にありますが、

「別の場所にも専門のキャンプ場として考えられてはどうか」ということであります。 

 今、上対馬では三宇田で市の運営でやっておられます。しかし、今度は個人のほうでやるとい

うような計画も聞いております。そういうことで、行政が係り得るところは係っていただいて、

また市民の皆さんがやられるとこはやっていくように、どうしても行政の手助けというのをいた

だきたい。そして、お互いに、市長が述べてありますように、市民、議会、行政がスクラムを組

んでやるんだということですから、そこら辺をもう少し洗い直して、力を入れて、そこをクリア

できれば、私は大きな無駄な予算を使う必要はないというふうに思っております。無駄というこ

とはありませんけど、そういうような考えを今、頭の中で浮かべております。 

 本当に市長さんも今３カ月になろうとしておりますので、そこら辺は今からかなというふうに

思いますが、これを強力的かつ実効的に、その誠実さを市民の皆さんは気に入っているわけです

から、そこを出していただきたい、思い切り出してやっていただきたいというふうに思っており

ます。 
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 そういうことで、もう一つが温泉になりますが、特に日本らしい温泉は好きだということです。

浴衣があって、げたを履いて、畳がある。特に、畳は重要であるというような意見も出されてお

ります。私はその畳で思い出したんですが、観光地で温泉に行きましたら、洗い場が畳になって

おります。滑らなくて、また畳を歩くだけで足の裏がきれいになるというような効果的なものも

ありました。本当にいろいろなあれをされれば、有効に使われるなというふうに思ったところで

ございます。 

 それから、先ほどありました権現山トレッキングコースが県の事業でやられたというふうに思

っております。きれいなトレッキングコースができております。しかし、このトレッキングコー

スも私は一週間ぐらい前に歩いてみました。一番いいのは、権現山までバスで行って、権現山の

駐車場にはきれいなトイレがあります。そこで観光バスは駐車場は４台も５台もとめるスペース

はありますが、道路が狭いんです、１.３キロ。この１.３キロを拡幅ができれば、またそこでも

そのトレッキングコースも生きてくるんじゃないかなというふうに思います。 

 殿崎から登る口と古里側から登る口というふうにあって、権現山に通じてあるわけですが、権

現山から下って行ったり、または殿崎方面に下がったり、古里に下がったりというコースも私は

なかなかいいなというふうに思っております。そこら辺をもう少し精査されながらやって、観光

客に喜ばれるトレッキングコース、またキタタキロードとも言われております。看板はキタタキ

ロードということで上がっております。きれいな看板も上がっております。本当にいい事業がな

されているなというふうに思いました。 

 そこで、先ほど作元議員の質問にもありましたが、このできたところを有効に使っていただけ

る整備、今度はこの整備が係ってくるわけです。森林の中につくるわけですから、草あるいは木

切れ、木が覆いかぶるわけですから、その整備も、先ほど作元議員の質問の中にありました、ボ

ランティアでやるのが一番ベターだと思いますが、なかなかボランティアばかりに頼っては前に

進まないという状況もあります。そういうことも今から観光地としてルートをつくられるなら、

いろいろ考えてやっていかなければいけないというふうに思います。 

 それと、もう一つが、先ほど言いました千俵蒔山、これには市長が触れられませんでしたが、

県営農道で道路がつくられております。この道路が千俵蒔の中腹まで行くのに、井口浜から登っ

て３.２キロあります。ここも観光バスはちょっと難しいかなというふうに思います。乗用車、

レンタカーはどんどん行けますけど、そこら辺の整備をやっていかないと、観光客はあるだけで

は見ていただけないというような今状況であります。 

 そこら辺を整備することによって、おのずと観光客が増える、また来たい、また来るといった

ような状況になるというふうに思いますので、それを今度は食材に生かす掛け算式というのも市

長の考え方でありますから、そこら辺もきちんとしたものをつくっていただければ、私はおのず
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とこの対馬の食材も生きてくる、またはお客様も来てくださるというような掛け算式になってく

るというふうに思います。 

 だから、やはり大きな多額な予算は必要になるわけですが、やるとすれば、そういうことに力

を入れていかなければ、いよいよ今では比田勝港の待合所の中はわんさわんさでいっぱいです。

足元は全然見えないぐらいでございます。それで、またこれを３０万人に増やすということにな

れば、とてもじゃないが、今から先に観光客がもう二度と行かないよというようなことになり得

るんじゃないかなというふうに思いますので、そこら辺を観光客を呼び寄せるならば、使ってい

ただきたいなというふうに思います。 

 あと、千俵蒔山の件について、どういう考えを持っておられるか、１点お尋ねを先にいたしま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  千俵蒔山の道路の関係、そしてまた展望所の件について、どのような考

えがあるかということだと思うんですけども、私も千俵蒔山のほうへは数度登らさせていただき

まして、ここからの眺望は大変すばらしいものというふうに感じております。ただし、道路が狭

いということは認識しておりますが、ここら辺のまだ詳しい事情は、私も情報を知り得ておりま

せんので、今後また用地買収等が可能なものか、そこら辺も含めて今後改良が可能なものかどう

かを検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  やはり先ほど言いましたように、観光ルート整備に力を入れられ

るのであれば、見せる見せ場というのに、基本的に考えを置いていただいてやっていただきたい

というふうに思います。 

 千俵蒔山は、私は対州馬を保存するところでもすばらしいところだと思っております。この対

州馬保存についても、ちょっとずれますけど、今からいろんな飼育に増頭すれば予算が要ります。

こういうことで、野生のものですから放牧が一番だというふうに思いますので、そこら辺も馬の

気持ちになって我々も考えていかなければいけないのかなというふうに思っております。そうい

うことで、予算が削減されるならば、観光客に対州馬を見てもらう、また馬も広大なところで遊

べる、両方いい方向になってくるわけですから、そういうこともひとつ視野に入れられて検討さ

れたらどうかなというふうに思います。 

 避難所の件についてでありますが、県のほうも各市町の避難所は耐震化率は低いというふうに

言われております。危機監のほうから、市や町にも積極的に耐震をされるように促していきます

ということですが、これも多額な予算が要るわけですから、すぐ、あしたあさってできる問題で

はないかというふうに思います。それを耐用年数が来てる古いところを優先的に扱ったり、また
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高齢者に優しいバリアフリー等も考えられて、改修ができればいいなというふうに思っておりま

す。 

 トイレについては、今のトイレからかえていただいて、一番避難をされた経緯があるところを

中心にかえていただければいいのかな。避難所が低くて民家が高いんですよということになれば、

その問題はないのかな。地滑りの問題はありますけど、冠水はないのかなというふうに思います

ので、それじゃなくして、家が低いで避難所が高くて、そこに行ったら一番安全よというところ

があるというふうに思います。そこに避難をされた方は今現在でもおられると思いますので、そ

こら辺を地域の区長さんあるいは民生委員さんあたりと話されてやっていかれればいいかなとい

うふうに思います。 

 また、ハザードマップの中に地域の意見を取り入れてつくっていかれるんでしょうから、そこ

ら辺もきちんとしたものになっていくのかなというふうに思いますが、そのトイレの件について

は、選挙の投票所とかまた総会とか、いろんな地域の皆さんが使うとこですから、非常に古いと

ころはトイレをかえていただくというのが先決かなというふうに思っております。 

 それから、そのハザードマップでありますが、幹線道路から今度は幹、枝に分かれた道路も整

備をしなければいけないので、ハザードマップがおくれるというような理由であります。そうだ

ろうというふうに思います。 

 先ほど申しました琴のところも、どうしても川が小さくて、低いわけですから、そこを避難所

にしてどうなるのというような話になります。そういうこともよくよく調べられて、避難所の指

定というのもやっていかなければいけないのかなというふうに私は思っておりますので、そこら

辺も今後調査をされていかれればというふうに思います。 

 例えば、その地域で避難所がどうしても雨漏りがして、どうしても使い道が悪いなということ

で、地域からあそこよりここがいいよということがあって、たまたま平衡した土地がある、そう

いうとこに避難所をかえられるかどうか、まず。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  恐らく春田議員がイメージされてあるのが、琴地区ではないかなという

ふうに私自身、今、思っておりますけども、議員おっしゃられるように、あの地域は一部川が狭

い箇所がありまして、どうしてもそこがすぐに増水するということで、対岸のほうに避難所を指

定した場合は、避難がしにくくて、逆に孤立する可能性もあるなというようなことで、今後また

地区のほうとは協議を詰めていきたいとは考えておりますけども、どうしても、ただ、川よりも

向こうの方の避難する場所もまた必要だというようなことも考えておりまして、そこら辺をあわ

せて、再度どのような方法が一番ベストな避難所であるかということを検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 
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○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  残り５分となりました。そうだろうと、今の答弁のとおりだろう

というふうに思います。やはり避難所に行くのが端と端になって、避難所に渡って、避難所に行

けないというのがあります。それは結局２つになるわけですよね、そういうところは。そういう

地区は２つつくらなければいけないというふうに本当はなります。しかし、それが多額な予算あ

るいは県のほうも指定をされるのかどうか、それは市の首長が決定することだろうというふうに

思いますが、大体難しいところがあります。しかし、孤立ができないように２つすれば、もう十

分避難所としては効果がありますということになれば、それも今回、今後見直していかなければ

いけないのかな。それは、やっぱり地域の意見を聞きながらやっていくのが一番ベターかなとい

うふうに思います。 

 それで、学校関係は耐震化が９９％、県のほうでも県立も合わせて９６.８％いってますとい

うことでございますので、学校も安全な避難所にはなりますが、学校もトイレが昔のままのトイ

レになっております。やはり避難所として指定をされるなら、トイレの改修も必要になってくる

んじゃないかなというふうに思っております。 

 そういうことで、避難所避難所で、何か梅雨になって避難所の話をして、大変申しわけありま

せんでしたが、市長の答弁の中でよくわかりました。新しい体制の中で、一生懸命、対馬丸をか

じ取りをしていただきますようお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、春田新一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  清風会の船越洋一でございます。通告に従いまして、大きくは

２点について、市長にお伺いをいたします。 

 まず１点目は島内の道路網等について、２点目は南部地域の振興策について、以上２点につい

て質問をしますので、市長の明快なる答弁を求めるものでございます。 

 まず、市道仁田志多留線の犬ケ浦、御園、越高地区の防潮堤の設置ができないかでありますが、

特に樫滝、犬ケ浦については、満潮時には北西の強い風が吹くと道路が冠水するほどでございま
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す。ここを何とか冠水しないように防潮堤を設置できないかということでございます。 

 次に、県道５６号線上県小鹿港線の道路改良については、上対馬地区の東西を横断する大変重

要な路線であります。地区の人たちの長年の夢でもありますが、振興計画に上がっているとは思

いますけども、早期の実現ができないかお伺いをいたします。 

 次に、津柳地区の土砂災害防止対策及び防風ネットの設置についてでありますが、市区内北側

の斜面の地肌がイノシシ、鹿の被害でむき出しになっており、土砂崩れの危険性がありますので、

早急な対応が必要と思われます。 

 また、海岸に防波堤がありますが、特に冬場の北西の風はすさまじいものがあり、防風ネット

があれば風の緩和もできると思いますので、防風ネットの設置ができないか、これもお伺いをい

たします。 

 次に、県道厳原豆酘美津島線、箕形加志間（吹崎工区）でありますが、この路線も、長年、地

元から陳情、要望が出された経緯があり一日も早い着工が望まれますが、測量も終わったと聞き

及んでおりますけども、今後の見通しについてお伺いをいたします。 

 次に、県道厳原豆酘美津島線、椎根上槻間（殿浜線）の再開については、先日、同僚議員の質

問に対し、市長の答弁は伺っておりますが、この路線は下対馬を一周する大変重要な路線の一つ

だと思います。粘り強く、国・県に対し、交渉して再開に向けて取り組んでいただきたいと思い

ますが、改めて御答弁を求めます。 

 次に、重要港湾厳原港の設備についてでありますが、国内ターミナル及び国際ターミナルの整

備は何年に完了予定なのか、また、厳原港南側に位置する虎崎、通称カッタレといいますが、あ

そこを埋め立てて保冷倉庫等をつくり、韓国、中国に向けた物流の中継基地として活用できる施

設をつくるべきだと思いますが、市長の考え方をお伺いをいたします。 

 次に、２点目の南部地域の振興策についてでありますが、この地域の振興策については、市長

も御承知のように、前市長に２回にわたり質問した経緯があります。比田勝市長も理解をしてい

ただいているとは思いますけども、私は、この地域は日本のルーツが秘められた地域だと思って

おります。２回の質問事項については、議会答弁事案対応経過報告書をいただいておりますが、

いずれも対応継続中であります。改めてお伺いをしますが、市長は南部地域の振興は必要だと思

っているのかも、あわせてお伺いをいたします。 

 以上、７項目について市長に質問をいたしますが、数が多いので１項目ずつ詳細に趣旨説明を

いたしますと時間がかかりますので、大枠の説明をさせていただきました。あとは市長の答弁を

お伺いした後に、一問一答にてお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  船越議員の質問にお答えいたします。 
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 まず、島内道路網についてでございますけども、初めに市道仁田志多留線でございますけども、

この路線は、犬ケ浦地区を起点に終点の志多留までの改良延長２,３３３メーターを、平成

１７年度より整備しております。平成２８年度までに志多留地区から伊奈地区までの

１,３３３メーターが完成予定でございます。越高工区、御園・犬ケ浦工区につきましては、本

年度、路線測量及び設計を着手し、整備を進めていく予定としております。 

 越高工区におきましては、現在の道路は海岸との兼用護岸であり、台風時には道路への越波、

越流、そしてまた潮の飛沫が民家まで及んでいるものでありますので、今回の道路整備にあわせ

て、拡幅はもとより波浪に対する整備も必要と考えており、地区と協議を重ねながら進めてまい

る予定でございます。 

 次に、御園地区から犬ケ浦地区までの改良につきましても、両地区と協議を重ね、御園地区に

おきましては波浪による越波等の影響はなく、漁港施設も必要な防風柵等が設置されております。

犬ケ浦地区におきましても、仁田港湾の県管理の臨港道路の起点から終点までの１,７１５メー

ターの区間が、高潮や波浪時に道路及びその背後の宅地に浸水被害がたびたび発生しております。

地区要望を初め、市といたしましても、今後、県の港湾管理でありますので、県のほうにも強く

要望を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、上県小鹿港線の件でございますけども、県におきましては、本年２月に開通いたしまし

た佐須坂トンネルを初め、国道では佐須奈の大地工区、佐護の美止々工区、主要地方道では吹崎

工区、瀬工区、尾浦工区等未整備区間解消に向け、積極的に事業着手していただいているところ

でございます。 

 現状の国県道未整備区間としましては、一般国道３カ所、主要国道１１カ所、一般県道３カ所

の計１７カ所を未整備区間として要望をしております。 

 次に、峰町の津柳地区の土砂災害の防止についてでございますけども、津柳地区におきまして

は集落の背後に段々畑があり、そこに鹿が入ってきて草木の食害を受け、降雨によって表土が民

家裏まで流出している状況であります。そこで、居住区域内での防護柵対策として、平成２５年

度から平成２６年度にかけて、市の単独補助を受けて防護柵の設置をされてきましたが、地形の

状況により、防護柵の上を越えて鹿が畑に入ってきている状況だということであります。平成

２８年度にも地区要望として、居住区内の防護柵資材費補助が申請なされている状況です。申請

に基づいて平成２８年度に許可をする予定で、地区に防護柵を設置してもらいますので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 次に、この津柳地区の防風ネットの件でございますけども、この津柳港におきましては、現在、

平成２９年度からの次期長期計画の策定に向け、市管理漁港４０港分の５カ年計画の策定をして

いるところでございます。一方で、漁港整備事業に対する国、県の状況は年々厳しくなり、次期
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長期計画におきましても事業費の削減を求められている状況でございます。 

 このような状況の中、市としましては、漁民皆様の要望を第一に計画を策定中でございますが、

補助事業におきましては事業費の最低限度、費用対効果等の制限があり、小規模港につきまして

は単独での整備が困難な状況にあります。そこで、津柳漁港についても同様でございますが、現

状では整備計画の策定が困難な状況であるということで、今後において、近隣の漁港との合併を

前提とした１漁港としての整備計画を立てる必要があると思います。 

 議員御指摘の防風ネットにつきましては、暴風時における漁民皆様の苦労は十分理解している

ところでございますので、津柳漁港、近隣の漁港との合併を前提に、他の事業と組み合わせて次

期長期計画へ組み込むよう検討してまいりたいと考えております。 

 先ほどの上県小鹿港線の件で、少し追加させていただきます。 

 この上県小鹿港線につきましては、未整備区間ではございますけども、現在のところ、要望区

間には入ってないということでございます。ただし、この路線は対馬北部を横断する重要な路線

であることは承知をしておりますけども、平成１１年度を最後に改良工事が終了しているところ

であり、現在、改良計画はないということでございます。今後においては、国県道の進捗状況を

見ながら要望活動を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、主要地方道厳原豆酘美津島線（吹崎工区）についてでございます。 

 本区間は、計画延長２,２２０メートル、総事業費３０億円で平成２６年度に着手し、平成

２７年度までに路線詳細設計、地質調査、用地測量及び２号トンネルの詳細設計等を実施してい

るところでございます。今年度は、地すべりが想定される区間の地質調査及び橋梁の詳細設計を

行う予定であると聞いております。 

 なお、今年度、早い時期に地元説明会を開催する旨の報告を受けております。 

 また、この工区につきましては、入会林野整備が必要となっておりまして、箕形地区につきま

しては、市が行う作業は終了し、現在、県の審査中で、加志地区におきましては、市が行う作業

を今年度末完了を目指して、現在事務を進めているところでございます。 

 次に、主要地方道美津島（殿浜工区）の件につきましては、先日の齋藤議員の質問の中にもあ

りましたけども、ビー・バイ・シーが０.２２ということで、１.０を満たすには現時点でも大変

厳しい状況ではあろうとは思いますけども、県のほうに強い要望を重ねていきたいというふうに

考えております。 

 ただし、この学校統合等によりまして、かなりの、この殿浜線につきましては時間等がかかる

と思いますので、その間、代替路線である市道の改良を実施していくよう県のほうとも協議を重

ねていきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目の旧豆酘支所跡の拠点施設の件でございますけども……（「重要港湾がある」と
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呼ぶ者あり）済いません、重要港湾があったですね。済いません、どうも。厳原港の整備につき

ましては、現在、国の直轄事業及び長崎県において整備がなされているところでございますが、

今回は、現在整備中の岸壁の対岸になります通称（カッタレ）に、新しい岸壁の整備計画という

ことにつきましての答弁をさせていただきます。 

 現在、厳原港の整備につきましては、港湾計画に基づいた整備がなされておりまして、新たな

岸壁の整備となれば、当然、港湾計画の変更が必要となります。この手続には、新規、改訂、一

部変更、軽微な変更とあり、今回の新たな岸壁整備の場合、改訂に当たります。改訂の場合、長

期構想に係る検討を行い、１０年から１５年先のあるべき姿を港湾計画として位置づけることに

なります。この位置づけに際しては、その裏づけとなる岸壁の需要、社会情勢等を説明し、その

実現性を問われることになります。これまでの動きとしましては、国会議員や長崎県知事等が来

島された際には、市の将来構想といたしまして、当該岸壁の必要性を説明し、岸壁の新設を要望

してきた経緯はございますが、国、県、関係機関との事前協議に入れる段階には、まだ至ってな

い状況でございます。 

 したがいまして、申しましたとおり、今後におきましては、厳原港港湾計画の改訂に向けて木

材、水産物等を初めとする貿易活性化や大型客船等の誘致対策のための岸壁、あるいは護衛艦や

防災時の岸壁利用等々により、現有岸壁では足りないんだというつくり込みが不可欠となります

ので、関係部局で十分検討するとともに、国や県や関係機関とも協議しながら実現に向けて動い

てまいりたいと思っております。御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に２点目の旧支所跡の拠点施設の活用についてでございます。 

 旧豆酘支所跡の拠点施設としての活用という御提案に対しましては、教育委員会のほうでも検

討されているところでありますけども、赤米行事や亀卜神事等の民俗行事に関するパネルや写真

等の展示といった方法が考えられます。 

 また、５月３１日に桟原豆酘総区長と主藤区長が来庁され、直接、話をさせていただきました

が、今回は、旧豆酘支所のトイレを住民や観光客が利用できるようにできないかという申し出が

ありましたので、担当者が現地を確認した結果、旧公民館や２階に上る階段側の通路をドアで仕

切るなどの防犯対策を施した上で利用することは可能であると考えられます。これに伴いまして、

観光客等に対し、旧事務所内に民俗行事に関するパネルや写真等の展示をして、豆酘地区に関す

る観光資源のＰＲをすることも有効な手段だと考えております。 

 さらに、バス待合所の設置の件につきましても、以前からお話がございました。豆酘支所の事

務所部分を活用することで対応ができないかということも含め、今後、地区の方と防犯や管理体

制及び清掃などの管理面についても相談をさせていただきたいというふうに思っております。 

 次に、乱川の離合場所の件でございますけども、市といたしましても、豆酘地区内の離合場所
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設置の必要性は十分に認識しておりますが、旧豆酘支所の利活用の内容によって、大型バスの回

転のため、乱川部分のほうに張り出して離合場所を設置することについて検討をする予定にして

おりましたが、現状では利活用の計画作成に時間を要する見込みが強いため、今後は旧豆酘支所

前だけではなくて、まずは離合場所として整備ができる場所の選定を行い、県との協議、要望を

行いながら設置を進めていきたいというふうに考えております。 

 次に、南部地区の空き家対策を島おこし協働隊の活動として推進できないかという御提案でご

ざいますが、議員御指摘のように対馬の南部地域におきましても高齢化が進み、また、空き家が

増加している現状がございます。 

 また、議員から新たな感覚と発想を持った島おこし協働隊の活動によりまして、高齢化が進む

地域を支援し、地域に活力を生み出していくことが必要であるという御提案をいただいており、

平成２８年度当初から協働隊の採用を目指し、移住希望者への情報提供や島内の関係機関と連携

して移住を促進していくための活動を担う隊員の募集を行っておりますが、現在まで採用には至

っておりません。引き続き、協働隊の確保に努めてまいります。 

 次に、多久頭魂神社の乗り入れにつきましては、議員御指摘のとおり、農道からの現道を利用

した乗り入れ以外に方法はないものと考えております。 

 ただ、本件につきましては、地域づくり計画の完成が必要であると思っております。この現道

は幅員が狭いために拡幅改良を行うこととなり、用地買収及び立木補償等が必要となります。用

地買収及び立木補償の交渉を行うに当たり、土地所有者の協力が必要となりますが、土地所有者

に対し道路改良の必要性を理解していただくためには、地区住民の意見や要望が集約された地域

づくり計画が必要であると考えております。 

 また、本地区は字図混乱地区に近い状態の地区でございまして、地籍調査も完了しておらず、

境界の確定及び字図訂正並びに所有権移転等にかなりの困難が予想され慎重な対応が必要であり

ますが、地域づくり計画の内容をもとに幅員や離合場所等を検討し、道路改良に必要な用地の状

況を精査し、買収、登記が可能な土地から順次、用地取得を進めていきたいと考えております。 

 議員御承知のとおり、市内の各地区の高齢化は著しく、地区のコミュニティーを維持していく

にも大変苦慮しております。このような状況の中、地域住民の皆様と行政が協議を進め、自分の

住んでいる地区の将来像を考え、その課題について共有し、解決について議会と協力し、スクラ

ムを組んで取り組むことによって物事が前に進むと考えております。 

 現状では、議員の御質問の南部地域の振興策について、前進した報告ができておりませんけど

も、喫緊の課題解決のために、早期に実現できることについては十分取り組んでまいりたいと思

いますので、御理解をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 
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○議員（４番 船越 洋一君）  数が今回多いもんですからね、時間が足りるんかなと思って、私

も前置きは抜きにして始めたんですけど、あと２６分ですか。 

 まず、１点ずつ片づけたいと思いますが、仁田志多留線、これの御園についてはいいんですが、

越高は今、改良でやっていくということですから、これはいいとしましょう。 

 ところが、この樫滝から犬ケ浦、ここは樫滝から堀切を出ていくと、すぐ海岸に出ます。海岸

のずっと奥のほうは埋め立てしてあるんですが、そこら辺までの区間なんですよね。あそこは、

私もちょうどわけあって、２月ごろ、ずっとあそこを歩いてみたんですが、冬の寒いときに北西

の風が吹いて、満潮時でしたよ、もう吹き荒れてくるんですよね。だから、その区間だけでも犬

ケ浦のところは早くやってやらんと、よくよく今まで辛抱してこられたなと、私はそういうふう

な感がいたしましたよ。だから、こういうことは、やはり地区の人たちが一番苦労しとるわけで

すから、行政がそこら辺をしっかり見て、やっぱり応急処置、今まででも早くできたはずなんで

すが、それを見過ごしとったという経緯がありますよ。だから、そこら辺を早急にできるような

対応をちょっと考えてみてください。どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  申しわけございません。犬ケ浦地区におきましては、ことしの区長会議

の折にも区長さんのほうから要望等も受けまして、この夏の高潮時にも、また直接調査にも行き

たいということも答弁しております。そういうことで、ただし、ここが聞くところによりますと、

一部用地の関係で交渉がうまくいってないところがあるという話も聞いております。ですから、

ここら辺も解決を図りながら、県にもお願いをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  いろいろ、地域、地域に問題があるところは、やはりそういう問

題が残っとるからあるんですよね。だから、やっぱり行政のほうがしっかりそこら辺を取り組ん

でやって、地元の人たちの中にもう少し入っていってやって、早く解決できるようにしてやらん

と、困るのは地域の人たちなんですよ、苦労しちょるのは。行政じゃないんです。だから、そこ

ら辺はもう少し、しっかりと地域の人たちに寄り添った行政をやっていただきたいなと思います。

これは、よろしくお願いしときます。 

 次に行きます。 

 県道５６号線上県小鹿港線、ここは全く入ってないと、今、市長の答弁なんですが。これは、

先ほども市長も言いましたが、上対馬地区の東西を横断する大変重要な路線ですよ。ここに１本、

道ができることによって、上対馬は真ん中をぼおんと突っ切ることになるんですね。豊玉から、

例えば今、浦底から分かれるわけですね。県道３９号線上対馬豊玉線、これが上対馬まで行くん

ですけど、これが浦底から分かれています。片っぽは、左に行くと、国道をずっと３８２号線が
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行くわけですが、県道３９号線を上がっていくと横断する道というのは、曽から豊玉に抜ける、

それから吉田に抜ける道、それから佐賀から大久保に抜ける道です。それから、こう上がってい

きますと、あとはないんですよ。そうしますと、舟志から佐須奈に抜ける道はありますが、ここ

の間が全くないから、抜けろうにも抜けられるところがないんです。だから、ここは大変重要な

路線だと私は思います。確かに、ここはトンネル掘らないかんから金がかかると思いますが、し

かし、こういう金がかかるところは早くから計画を立てて、ずっと組み入れとかんとなかなか順

番が来ませんので、そこら辺はしっかり組み立てて、早くその申請ができるようなことを準備し

ていっとかんと、これは、いつになるかわかりませんよ。お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  確かに、議員さんおっしゃられるように、この上県小鹿港線につきまし

ては、東沿岸と西沿岸に通ずる、重要な路線であると認識しております。 

 そういうことで整備計画等はいろいろありますけども、また県に強く要望を重ねていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  市議会の中にも国県道特別委員会ちゅうのありますよね。やっぱ

りそういうところにも理事者のほうから提起をしたり、また、その特別委員会の委員さんたちに、

そこら辺、現地を１回見てもらって、そこを一緒にした中で、県とか国とかに一緒に陳情に行く

んですよ。そういうことは、ぜひ動かんとだめ。じっとしとっても、物は先に移りませんよ。行

動力が伴わんと物事は先に行きませんのでね、そこら辺も含めてお願いしておきますが、よろし

いですか。どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員さん、おっしゃられるように、今後におきましても、国県道の進捗

状況等と合わせながら、また要望活動を強めていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  この路線だけは、市長、しっかりやってくださいよ。これは本当

重要な路線ですよ。上の人たちは本当大変なんですから、回らないかんわけやから。一本、ぽん

と切ることによって変わってきますよ。 

 先ほどの市長答弁の中でも、誰かの答弁で言われてましたが、交通アクセスをしっかりせんと

島の活性化はないんですよ。それをやるには真ん中を横断させることが一番早いことなの。ぜひ、

これは真剣に取り組んでくださいよ。よろしくお願いしておきます。 

 次は、箕形加志間、吹崎工区ですね。先ほど、市長の説明を聞きました。大分先に進んでおる

なという気配はしますが、ここも本当に、尾崎地区あたりはマグロの養殖をやっており、また餌
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も、あそこは運ばないかん、大変苦労しよるとこなんです。ですから、一刻も早くこれが着工で

きるように最大限の努力をしてくださいよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  この主要地方道につきましても、議員さんおっしゃられるように、マグ

ロの一大生産地でもありますし、特に保冷車等も多く通行いたしますので、重要な路線だという

ふうに認識しております。今後とも一生懸命、早く完成となるよう、国や県に陳情等努めてまい

る所存でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  議会と行政とが一体となって、前回の市長のときにはそういうこ

とはありませんでしたけども、今回は、やはり議員も理事者側と一緒になって陳情活動をやって、

少しでも物事が先に行くような努力をしてもらわないかんと思いますよ。よろしくお願いしてお

きます。 

 次に、椎根上槻間の殿浜線なんですが、これはきのうの同僚議員の質問で、その答弁は聞きま

した。現在までに１３億はかかっていると、全体的には７０億かかると。そうでしょう。しかし、

１３億は、もうかけてるんですよね。かけてるんです。ここも重要な路線で、例えば今、厳原か

ら佐須坂トンネルは、おかげで開通しました。小茂田に抜けます。これを西沿岸を豆酘まで行こ

うとすると、あそこが一番ネックになってくるんですよ、ネックに。だから、そういう意味で殿

浜線ちゅうのは工事着工したはずなんです。それを今、費用対効果の問題で交通量がないからだ

めですよと、ただ一概にそれだけで言われて、わかりましたというわけにいきませんよ。１３億

かけてそこまでやってきてるんですからですね。それであれば、やはり地元の人たちとかに期成

会でもつくっていただいて、地元も一生懸命にならないかんと思うんですよ。行政にだけ頼む頼

むではできんと思います。地元も期成会をつくって、そして真剣に取り組んで、何とか再開でき

るようにということは、やはり議員も使っていただいて、そして国会の先生たちにもお願いをし

て、そこら辺が再開できる努力はあなたたちはできると思うんですよ。ぜひ、これも再開に向け

てちょっと頑張ってください。よろしいですか、ちょっと。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  答弁の中でも申し上げましたとおり、今の段階では費用対効果が

０.２２だという話はしました。ただし、この費用対効果を無視しては、なかなか今の要望の中

で通らないということでもございますので、私自身といたしましては、もちろん粘り強く、この

路線の存続等はやっていきたいと思いますけども、統合等を考慮いたしますと、今の市道の改良

のほうも必要ではなかろうかなというようなことで、県のほうとも現道の改良も協議をさせてい

ただきたいというようなことで答弁をさせていただいたところでございます。 
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 ただし、今までの、この殿浜線につきましては、これをやめるんではなくて、今後も継続して

要望はしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  この殿浜線、今、費用対効果のこと言われましたけど、厳原の臨

港線をつくるとき、ここも陳情に四、五回行きましたが、やはり費用対効果やられましたよ、費

用対効果で。景観が悪くなるからだめというようなことでいろいろありましたが、結局はできま

したよね。できました。できないのをできるようにしていくのが政治家ですよ。市長、しっかり

腹に力入れてやってみてください。やれんことはないと思いますよ。お願いしときます。 

 それから、重要港湾厳原港の整備についてでありますが、これは今、岸壁の工事をされている

んですが、ここをやっていきながら、この国内ターミナル、国際ターミナル、こちらも建築して

いくと思うんですけど、これが完了時期がいつになるのか、予定は。 

 それと、今現在、シーフラワーていいますか、韓国の船が入っていますが、ここに韓国の観光

客がおりてくるんですけど、バスが二、三十台とまっておるんですよ。バスのとめるところ、な

いんです。そうすると、あそこに空き地がありますけども、そこにはロープが張ってある。そう

すると、そこにはそこの港湾工事をするもんですから、資材置き場として確保しておるもんです

から、そこにバスは入ったらだめですよとなってきますと、バスはとめるところないんです。だ

から、工事が着工するまでの間でも、そこの縄を解いて、そしてバスをそこで待機させるいうぐ

らいの配慮は必要じゃないかなと思う。意味がわかりますかね。だから、そこら辺も含めてちょ

っと考えてみてください。今言ったので、ぴんとくるかこんかわかりませんが、韓国から大亜高

速が入ってきます。そしたら、入管済ませます。その間にバスは待っときます。待つ場所がない

からそこで待機して待ってるんです。前第４港湾があった事務所の前のとこ、そこでずっと待つ

んですが、待つにもそこにアナゴを販売しちょる業者もおる、保冷車がおるんで、そこが通行が

できんような状況にもなる。そういうことでは、バスも待つところがないじゃないかと。観光客

が来てください、来てください言うても、船が入ってでもバスの置き場所もありませんよではど

うにもならんと思う。せめて、その１０月の工事が着工するまでの間でも、バスを一時的にロー

プを外して、そこにバスがとめられるようなそういう配慮はぜひ必要だろうと思いますので、そ

れも検討してみてください。 

 それから、厳原港のカッタレの件なんですが、これは港湾整備計画の中に早く入れて、そして

審議会にかけんといかんわけですから。この重要港湾というのは、海上輸送網の拠点となる港湾

その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めてあるわけですね。ところが、地

方港湾とは、おおむね地方の利害にかかわる港であると、こういうことなんです。こんだけ違い

はあるんですが、やはり重要港湾ですから、いろんな貿易もせないかんですよ。 
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 先ほど言われたように、その大型客船が来るところに着けないかんでしょうし、そういうこと

を踏まえると、今から先の対馬を考えたときに、重要港でその厳原港に大きな停泊所をつくるこ

とによって、それも必要ですし、それから冷凍倉庫とか、そういうものをやっぱり保冷する、そ

して、そこから中継基地として、また中国、韓国に出すというようなことも必要でしょうし。去

年の、後で豆酘のことは言いますが、豆酘が去年はミカンが豊作だったんです。そうすると、ミ

カン箱にして１万ケースですよ。あれ１０キロ入りですよ、１万ケース。ところが、はけんわけ

ですよ。農協に出しても農協もはき切らん。何でかというと、都会のほうでミカンつくるところ、

たくさんあるわけですから、対馬からわざわざ運賃かけて送ってても、割に合わんというのがあ

りますよ。だから、そういうものをやはり地元産の品物を保冷をして、冷凍ミカンにして韓国に

輸出するという方法もあるでしょうし、いろんな考え方があると思うんです、利活用は。そうい

うことも含めた中で、全体的に考えた中で港湾整備計画というのはやっていかないかんと思いま

す。お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  私自身もこのカッタレの岸壁、そしてまた用地につきましては、以前か

ら必要であるという認識をしておりますので、議員さんおっしゃられるように、一生懸命努力し

てまいりたいというふうに考えております。 

 そしてまた、先ほどおっしゃられた例の防疫事務所の前の用地ですかね、あそこのほうは、こ

の前、うちの職員のほうが振興局のほうに出向いて協議をさせていただいたところ、どうも時間

制みたいな形で一時開放していただけるというような話を聞いております。ちょっと詳しい時間

までは承知しておりません。申しわけございません。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  市長、そういうところに一つ一つ配慮してやって、観光客、例え

ば韓国から入ってくる人たちが遠くまで歩いてバスの乗り場に行かんでいいような、そういうお

もてなしというのは、心というのは要りますよ。それをするのは行政なんです、民間じゃできま

せんから。そこら辺もひとつ配慮してやって、気持ちよく対馬に入ってもろうて、気持ちよく観

光してもろうて、気持ちよくお金も使っていただいて、そして帰っていただくと、それが対馬の

活性化につながりますから、よろしくお願いしておきます。それは、市長のほうとも話をしてい

けるということですね。はい、ありがとうございます。 

 残り８分になりましたんで、今度は南部地域に行きます。 

 ここは先ほど言いましたように、今、市長が２回やったやつをずっと説明されてこられました

けども、本当は南部地域の核になるところを１つ、つくらないかんと思うんですよ。今、支所跡

がありますよね。ここを、離合場所をちょこっと何カ所かつくってやろうという、そういう細々
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したことをやったらだめですよ。あそこを乱川をばあっと伏せてしもうて、そして大型バスがあ

そこからずっと回るように、東のほうに浅藻、久和、内院、あちらへ抜けていけるような、通り

抜けができるようなことを考えんと、そこでちょっとかわしたからというたって、あそこで回ら

んわけですから。だから、そういう細々したことじゃなしに、そこをばあっと通して、道の駅的

なものをその支所跡につくってやって、さあ、地元の人たちに、ここであなたたちがつくった産

品をどうぞ売ってくださいと、それはあなたたちが考えてくださいと、そこまでしっかり行政も

考えましょう、いうように、けつから行政がぱっと押してやることによって、地域ちゅうのは浮

かび上がってくる可能性もありますのでね。それは地元の人たちのやる気も必要でしょう。しか

し、それを仕向けていくのも行政でしょう。いろいろありますが、基本計画をつくって、地元の

社長の意見を集約して、それからやりましょうと言うとったんでは、ここは今、高齢者率が

４３％ぐらいになってますよ。３,０００人ぐらいおったところが、今はもう８００人ですよ。

だんだん冷え込んで来よるんですよ。 

 だから、上のほうは上のほうでやります。いいでしょう、上対馬には比田勝港があって、そこ

には韓国からも入ります。厳原は厳原で韓国の船が入ってきます。国道３８２号線でつながって

おります。ところが、これから南部のほうはどうなんですかというと、南部は開発がない、置き

去りにされますよ。だから、そういうことも含めた中で、厳原をぐるっとこうして、佐須から豆

酘を回ってくるということになってくると、あそこが首根っこになるんですよ、豆酘が。そこの

道路改良をやって、豆酘の支所跡を道の駅的なものをつくって、韓国客がそこに入ってきて、あ

そこにはたくさん史跡、文化財ありますから、観光するところはたくさんあるんですよ、あそこ

で。だから、そこにバスをとめて、ずっと回ってもらえばいいわけでしょう。やり方はあると思

いますよ。そうこうことも含めて、ちょっと御答弁を願います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  乱川の件だと思いますけども、先ほども答弁いたしましたように、まず、

今の川が市の河川、そして護岸のほうが県の道路兼用護岸になっているというようなことで、今、

県のほうとも既に協議はさせていただいているところなんですけども、まず、先ほど申しました

ように、張り出せるところから張り出していこうと。ただ、それを全体、議員さんおっしゃられ

るように、広げることができるかどうかは、ちょっと今の時点では言えませんけども、何せ張り

出せるところから張り出していこうというようなことで計画を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  時間がだんだんなくなってきましたけれども、市長、私とこうや

ってやってたほうが、まだあと１時間ぐらいはやってもいいと思うんですけどね、時間がありま
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せん、あと４分しかありませんが。 

 とにかく、やっぱりちまちましたことを考えて小手先でやっていっても、後からどっちゃせい、

やりかえないかんというような状況に入りますんでね、計画をしっかり立てていただいて、それ

でそこをバスがバーバー通ると、もう下はぐるっと回られるぞというぐらいのことをせないかん。

先ほど言うた殿浜線にしても小茂田から回ります。そうすると、久根田舎には安徳天皇の御陵墓

があります。行こうと思えば、ずっとあるんですよ。久根浜のお寺がありますね、ここには仏像

がありますよ。そういうのを一つ一つ行けばルートはでき上がるんですよ。しかし、それにはや

はり市長が言われる交通アクセス、それをしっかりせんと回れません。それをひとつ、しっかり

計画を立てて早期に実現できるように頑張ってみてください。その決意をちょっとお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  決意ということでございますけども、私自身できる限りのことは一生懸

命頑張ってまいる所存でございます。議会、そしてまた市民の皆様のお力をお借りしながら、と

もにやっていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  余り心強い返事じゃなかったんですが、やはり対馬の首長として、

３万２,０００人の島民の代表ですから、私に任せなさいということで、あなた、選挙に通って、

そこに座っとるわけですから、よし、任しとけと、やるぞという気合いは見せていただきたいと

思います。そういうことを市民の皆さんは期待しとると思いますので、しっかりと腰を据えて、

ちまちましたことをやるんじゃなしに大きく視野を捉えてやってみてください。よろしくお願い

しておきます。 

 終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、船越洋一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は２時５分からとします。 

午後１時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  皆様、大変お疲れさまです。会派つしまの波田政和でございま

す。まず、質問に入る前に、先般行われました市長選挙におかれまして、島内有権者の過半数の

支持を受け、対馬市政のリーダーとして抜てきされました比田勝市長の御誕生をお喜びするとと
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もに、今後においてますます御活躍されますことを一人の市民として期待するものです。力強く

前へ突き進んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 また、桐谷副市長を初めとする布陣を見ましても、即戦力を持ち、スピーディーな判断と結果

の出せる人材の起用に、比田勝市長の「守破離」の精神で豊かな島づくりへと前進していくとの

公約どおり、結果を期待し信ずるものです。 

 また、執行部の皆様におかれましては、連日の同僚議員からの質問や御答弁で、対馬市が抱え

る課題の多さを改めて実感され、お疲れもあるとは思いますが、最後までお付き合いをよろしく

お願いいたします。 

 さて、今回、私が通告しておりますとおり、新教育長へ、教育行政に対する基本的な考え方に

ついてお伺いしたいと思いますが、その前に、改めまして、永留教育長、教育長御就任、まこと

におめでとうございます。梅野前教育長の後を引き継ぎ、２カ月足らずでありますが、永留教育

長が所管する部署の中から、長年、学校教育に携わってこられた立場を尊重し、本日は、特に学

校教育に関することについてお伺いしたいと思います。教育委員長と教育長を一本化した新教育

長の創設で、永留教育長の権限は極めて重要なものであり、その権限は法的にも保障されており

ます。このようなお立場を考えましても、新教育長に対する教育のあり方の考え方を問うのは大

変重要なことであると、私なりに理解し考えておりますので、教育長、よろしくお願いします。 

 本題の一般質問に戻りますけども、私は今回、次の２点について御答弁を求めるものでありま

す。 

 １点目でありますが、各学校の統合に関する基本的な考え方や、廃校となった学校区の児童や

生徒たちの心のケア、問題点に対する対策など。 

 ２点目は、今問題となっております学力の問題に対することであります。基本的な取り組み方

や「島づくりは人材づくり」の観点から見た、幼少期から行うべく教育への取り組みの必要性に

ついてであります。 

 教育長自身の教育に対する思いなど、任期３年間のお覚悟をお伺いしたいと思います。答弁次

第で、再質問がある場合、１項目ずつ取り上げたいと思います。また、質疑最後にでも、比田勝

市長へコメントを求める場合があるとするなら、御配慮をよろしくお願いしときます。では、教

育長、よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  波田議員の質問にお答えします。 

 学校の統合に関する基本的な考え方でございますが、国は、集団の中で多様な対人関係を築き、

確かな学力とたくましい心を持ち、時代の変化に柔軟に対応できる人間を育てる望ましい学校規

模を示しています。現在の対馬市の学校規模を国の基準に当てはめますと、小中とも２校ほどし
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か基準を満たしておりません。 

 一方、対馬では、地域における学校の存在は大きく、地域文化の核として、また、地域のコミ

ュニティーの中心となってきた歴史がございます。対馬市の各地域が過疎化していくときだから

こそ、地域活性化のためには、地域に学校を残したいという思いを持っております。しかしなが

ら、余りにも少人数になると集団の成立が難しく、集団の中で多様な対人関係を築くことが危ぶ

まれます。子供たちに多くの体験をさせ、社会性を育成する上で、統合もやむなしと考える次第

であります。 

 したがいまして、現在は、平成２３年に対馬市立学校適正規模・適正配置等検討委員会から出

されました答申に基づき、見直しを加えながら統廃合を進めているところでございます。統合に

当たりましては、通学を行う子供たちに過度な負担が生じないよう、道路事情等を考慮しながら、

保護者の皆様、地域の皆様に御相談を申し上げ、進めておるところでございます。 

 次に、廃校となりました学校区の児童生徒たちへの心のケアや問題点に対する対策でございま

すが、学校の閉校に伴い発生する児童生徒の心の問題として考えられますことは、統合先の学校

での友達関係や教師とのかかわりなど、人間関係に起因する不安、さらには学習環境の変化に起

因する不安が予想されます。 

 そこで、教育委員会といたしましては、統合先の児童生徒との友達関係や学習環境の変化に伴

う不安を少しでも和らげるため、統合先の児童生徒との合同授業を行ったり、行事等を合同で開

催したり、部活動を一緒に行ったりなど、統合前に交流学習ができるように努めております。 

 また、人事異動に際し、閉校する側の教職員を統合先の学校へ異動させるよう、人的配置をい

たしております。これにより、児童生徒が悩みを相談したり、教師が児童生徒の変化に早く気づ

くことができるようにし、心理的な不安の解消に努めているところでございます。 

 さらに、閉校する学校の児童生徒の大切にしていたなじみのある物は、統合先の学校での安ら

ぎにつながると考え、優先的に物的配慮についても行っております。こうした取り組みによりま

して、統合先の学校におきましては新しい友達を得たり、これまでになかった部活動に参加でき

たり、理解してもらえる上級生や教職員が増えたことで生き生きと活動できているケースが多い

と、各校長から報告を受けております。 

 このように学習環境への配慮や人的配慮などを通しまして、閉校した学校の児童生徒が元気に

生活できるよう、今後も努力してまいりたいと考えているところでございます。 

 ２点目ですが、学力問題に対する基本的な取り組みについてでございます。全国学力調査や県

学力調査などの結果から見た対馬市の児童生徒の学力の問題点は、平均値で比較すれば、やや県

平均に届いていない状況が続いているということでございます。 

 学力問題に対する対応でございますが、対馬市教育委員会としましては、対馬市の学力の状況
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について各校のデータの分析をいたしまして、校長会や諸研修会、学校経営研究訪問において、

その改善点を指導しております。また、研究指定校を中心に学力向上対策研究を進めており、そ

の成果の発表を通して、授業の改善方法などについて市内各学校との共通理解を図っているとこ

ろでございます。 

 学校における対応でございますが、各学校は調査対象の児童生徒一人一人の調査結果を丁寧に

精査し、学力向上対策プランをそれぞれ作成いたしまして、その後の改善と定着に向けた対策を

行っております。授業全体の改善を行う場合もありますし、個々の実態に応じて、家庭と協力し

ながら、家庭学習や放課後の個別指導などを行う場合もございます。いずれにいたしましても、

対馬市の学力を県平均までは高めたいなという望みを持っております。 

 次に、幼少期から行う教育への取り組みの必要性についてでございますが、激しく変化する社

会を生き抜くための基盤となる確かな学力や豊かな心、健康な体を身につけるべく、幼稚園から

中学校まで、発達段階に応じ、計画的、系統的に取り組みを進め、公教育の推進を図っていると

ころでございます。そんな中、特に、支援、援助を必要とする近年の動向について、３点述べて

みたいと思います。 

 まず１点目は、教育上、特別な配慮を要する子供たちが増えてきたということでございます。

教育支援委員会において特別な支援が必要であると認められた場合、特別支援学級を設置してお

ります。今年度は、対馬市では小学校で１９学級３９人の在籍、中学校では１２学級１６人の在

籍でございます。 

 また、幼稚園も含め、普通学級に在籍しているが、特別な配慮を要する子供たちも増えてきて

おります。昨年度のデータではございますが、教員が把握している数は、小学校で１７８名、全

体の１０.７％、中学校で１１４名、全体の１２.８％でございます。この対応として介助員を配

置しておりますが、幼稚園では３園で１０名、小学校では１６校３４名、中学校で９校１２名の

介助員を配置しております。特別支援学級や介助員等の配置により、子供たちの教育的ニーズに

応じた適切な指導、支援に努めているところでございます。 

 ２点目は、悩みやストレスを抱えている子供や保護者が増えてきたということでございます。

いじめや不登校、友人関係の悩み、家庭環境の問題など、子供たちを取り巻く問題が多様化、複

雑化している状況にあります。その対応として、教員の子供理解や教育相談の推進を図ったり、

教育相談員やスクールカウンセラーを配置するなど、悩みやストレスの解消に向け取り組んでい

るところでございます。 

 さらに、学校だけでは解決が困難で、他の機関とのつなぎが必要な事案に対応するため、ス

クールソーシャルワーカーを配置しております。本年度から、県下で２例目となりますが、市単

独でスクールソーシャルワーカーを１名追加配置し、２名体制をとることができました。昨年度
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以上に手厚い支援体制ができるのではないかと期待をしております。 

 ３点目は、経済的理由で十分な学習環境を享受できない子供たちが増えてきたということでご

ざいます。経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、給食

費、修学旅行費、医療費などの就学援助を行っております。また、共働き世帯や核家族化の増加

などの社会状況や家庭の変化を受けて、認定こども園の設置や放課後子ども教室の設置を行って

いるところでございます。 

 いずれにいたしましても、未来を生きる子供たち、将来、対馬を背負って立つ子供たちの教育

環境を保障すべく、必要な支援、援助を充実させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ありがとうございました。 

 ただいま、教育長の話を聞きながら、私も学校統合については、諸般の事情により、やむなし

かなというところもありますけども、教育長の考えは残したいのが基本であるという話を聞いて

安心しました。 

 それで、私は、統合はやむなしとしますけども、今、教育長の答弁の中にもあったように、統

合は仕方ない、しかしながら、統合だけが先行して、跡地問題など放置状態なんですよね。現況

を考えてみてください。私は、なぜこの話をするかといいますと、もし人災、天災など事故があ

った場合、誰が責任とるかということなんですよ。このことを一つ考えても、合併だけを先行し

て、地域のことを本当に考えてあるのかなというのが今回のお話ししたかったとこなんですよ。

先ほども同僚議員が話してましたけども、たくさん学校は余ってます。その中でも避難する場所

とか、いろんなことも考えれば、利用価値があるんじゃないかなというところもたくさんありま

す。 

 そういう中で、この問題に関して、教育長ばかりではなくて、しっかりした政治判断が必要じ

ゃないかなと私なりに思っております。早急な政治判断をしていただきながら取り組んでもらい

たいと。地域に学校がなくなれば、皆さんも既にわかるように、その地域が寂れるばかりでなく、

先ほどから話が出ますように、合併すれば遠距離通学の子供たちが出てきます。そこにおいてリ

スクが増えてくるのは現実だと私は思っております。そういった意味から、先ほども話があって

ましたけども、実際、合併、統合がなされた児童生徒が、この人たちに対して、以前の話じゃな

くて、現時点で、どのような対策をなされてあるのか、再度お聞きしたいと思うんですけど、よ

ろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  跡地問題に関しまして、地域のことを考えているのかということがご
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ざいましたけれども、私たちが一番大事にするのは、先ほど言いましたように地域に学校を残し

たいということもありますけれども、子供たちにとってどうなることが一番いいのかということ

を最優先させていただいております。地域に、そういういろんな跡の問題等が起こってくること

も考えられますけれども、それよりも何よりも、私たち教育委員会におる者としては、子供のた

めにということを基本に置いて進めているところであります。 

 遠距離通学等のリスクが子供たちにあることも、もちろん統合に関しては起こってまいります

けれども、それも乗り越えていただかなければ、統合というのは成り立たないなということでご

ざいますし、そのリスクを小さくするために通学バスを設けるであるとか、または通学バスの時

間帯を、できるだけ子供たちに合うような形でお願いをしたりして進めているところです。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  先ほどから話をしてるんですが、統合するまでは、人的支援と

か、いろんなものを過去にやってきて統合してるんだという話は理解しております。 

 そういう中で、今回この問題を取り上げた最大の要因は、通勤、通学により、さっきから言う

バスとか、そういったものを利用する方々のリスクに対して、何か手当てはしてないのかと。大

人の社会でいいますと、家を出るときから帰るまで社業であるという考え方からいきますと、子

供たちも同じと思うんですよ。そういうことになってきますと、やっぱり３０分前後の移動距離

の中で、遠くから来る人たちのケアといいますか、その辺が何かなされてないのかなと思って。

先ほどの話じゃ、バスとかを出しながら通ってきてもらってますという返事じゃないですか。生

まれ育ったとこを朝早く出てきて、都合によっては夕方帰るという形が通勤、通学と思うんです。

そういったことで、学校に来て楽しいとか、その移動距離の中で何かないのかなと思うとこが疑

問に思うとこなんですよ。何かありましたら、お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  遠いところから来る子供たちのリスクに対して、何か手当てはしてな

いのかということでございますが、申しわけありません、考えておりません。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。 

 前回、この手の話を梅野教育長に尋ねたとき、自分も何回も乗って、一緒に同じ思いをしてる

みたいな答弁がなされておりました。教育長もまた、そういったことをお願いもしたいし、実態

もしっかり見ていただきたい。 

 そういう中でちょっとした提案なんですけども、その通園バスの中にＤＶＤとか、そういった

ものを設置して、対馬の文化とか歴史か放映を行いながら、移動教室ではありませんけども、そ
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ういうことをやるのも一つの考えじゃないかなと、退屈させないためにですよ。そういった工夫

もちょっと提案しときたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  今の提案は受けさせていただきまして、そういうバスで通学している

学校の実態をもう少し把握をしながら、子供たちのバスの中での過ごし方等も実態を把握しなが

ら対応策を考えていきたいとも思います。子供たちの中には、バスの中で勉強している子供もい

るということも聞いておりますので、どうしたほうが一番子供たちにとっていいのかということ

で、また対応を検討してみたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  前向きな御答弁、ありがとうございます。状況に合わせて、い

ろんな角度で手当てしてもらえれば、また違う形で出るのかなと。私の聞き及んどるとこでは、

田舎から来るお子さんたちはなかなか学校に行きたがらんとか、不登校気があるみたいな、そう

いう話も聞いておりますので、楽しく行けるような対策をとっていただけたらありがたいなと、

かように思う次第であります。 

 それでは、そのまま続けさせて、２点目に入らせてもらいます。先ほどから、学力について、

県並みにそろえたいんだという話をなされてありますけども、実際、学力が高いから低いからと

いうのは、何といいますかね、人それぞれだと思うんですよ。ただ、平均値まで教育委員会とし

ては持っていきたいという話でよかったんですかね。もう一度お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  学力は確かに個人差がありますし、学力が全てではありませんけれど

も、子供たちにつけさせたい力の一つだろうというふうに考えております。で、義務教育を卒業

してからは、いろんなところに出ていって、いろんな人と出会っていくわけですから、その中で

頑張らせるためにも、やはり学力の向上というのは果たしたいと思いますし、一つの目標として、

県平均まで持っていけたらいいなというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。 

 この平成２８年度における対馬市の教育大綱を拝見しますと、「ふるさと対馬を愛し、学び続

ける人が育つまち」「自立と循環の島つしま」と基本理念が掲げられてありますよね。先ほどか

ら言いますように、確かな学力、それと自己実現ができる子供たちを育てることを目標に取り組

んでいくと明記なされてありました。そしたら、どのような形で自己実現ができるような対策が

とられてあるのか。これは大綱を拝読して、そう思うたんですね。ここはちょっとどういった形
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で方向づけてあるのかを再度お聞きしたいと思うんですが、よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  教育大綱の中に上げております対馬市の教育努力目標の一つに、「郷

土を知り、愛し、未来につなぐ学びの充実」というものがありますけれども、一つは、ふるさと

学習の充実を図っていくということでございます。このふるさと学習を進めていくための一つの

教材として、昨年度できました「つしまっ子郷土読本」、これを小学校５年生以上、配っており

ますので、その活用を通して、ふるさと学習を進める計画を立てさせて実践に移したいなという

のが一つあります。 

 それから、昨年度から取り組んでいることで、立教大学のほうと提携を結んでおりますＥＳＤ

教育、これによって子供たちの資質であるとか、能力を高めていきたいというふうに計画をして

おるところです。 

 それから、未来につながる学びの充実ということですので、学校だけではなくて、ＰＴＡであ

るとか、学校支援会議であるとか、そういう関係機関との協働による、やはり地域が一体となっ

た学校づくり、これを推進していきたいというふうに考えております。 

 あと、「確かな学力や豊かな心を育てる学校教育の推進」というのも掲げておりますけれども、

やはり、学力をつけさせる基本は、教員の力をいかに高めるか、教員の指導力をいかに高めるか、

授業する力をいかに高めるかということが中心だと思いますので、教員の指導力向上に向けたい

ろんな研修会であるとか、指定研究であるとか、そういうものを進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。 

 私は、この大綱の中も読ませていただきましたけども、島をつくっていくのは人材じゃなかろ

うかということを私はモットーに思っております。だから、幼少期からという話をさせていただ

いたんですが、これ、学力に比例すると思うんですよね。だから、私が先ほどから話します島づ

くりが人材づくりだという理念を持っていることから、子供たちに早期に、自己実現へ向けた将

来あるべき姿を早く見せるべきじゃないかなと思ってます。それは、例えば職場体験とかを数多

く取り入れてやって、幅広く自分なりに見聞録をさせるという、こういった方法も必然的に学力

が上がってくるんじゃないかなと、自分の将来の目標が。対馬はたくさんの出先機関があります

よね。そういうところに数多く足を運ばせることをつくってやったとするならば、将来の目標と

か、そういったものが早期に、自分なりに決めていけるチャンスがあるんじゃないかなと私なり

に思うわけであります。そういったことが、もし機会あって取り入れられるとするなら、ここは

ちょっと要望しておきたいんですが、教育長、どうでしょうか。 
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○議長（堀江 政武君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  将来に対する夢であるとか目標を持たせるということは非常に大事な

ことでありまして、その目標があれば、また勉強にも頑張ってくれるということだと思います。 

 今、御指摘を受けました職場体験ですけれども、今、対馬市の中学校では、ほとんどの学校と

いっていいか、全ての学校だと思うんですけれども、３日間程度の職場体験学習を行っておりま

すし、また学校によっては、修学旅行先で対馬では体験できないような職場を見学したり、体験

に参加させていただいたりする学校もございます。今、御指摘のとおり、いろんな仕事に対する

知識であるとか体験をするということは、子供たちの将来のために非常に大事なことだというふ

うに私自身も考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。 

 先ほどの、学校で職場体験はもう既にやっておるというお話を聞きましたけども、学力向上へ

向けて、やっぱり２回が３回、３回が４回に、あっちこっちあると思うんですよ。そういったこ

とも数多く取り上げていただきながら、必然的に目標を早期に、子供が自分のものになるように

お願いしたいなとそのように思います。 

 教育長との話は大体わかりました。そういった意味から、教育長が対馬の子供たちの思いも純

粋に捉えながら、まず県レベルに持っていくということを力強く話してありますので、現場の先

生たちも大変かもしれませんけども、しっかり御指導よろしくお願いしまして、教育長へ対して

は、これで終わりたいと思います。 

 それで、市長、先ほど少しお話ししておりましたが、時間が少しあるので、私と教育長のやり

とりの中から、若干、政治判断も必要な場所もあるかと思います。今までと違って、教育長の権

限もかなりのものがあります。そういった意味から、教育行政に、市長のトップとしての思いを

お話ししていただければありがたいんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  教育行政に、市長としての思いということでいいんでしょうかね。私自

身、はっきり言いまして、この行政経験、約３８年間のうちに、教育委員会関係には行ったこと

がございません。そういう中で、正直言いまして、はっきりとした教育行政マンとしての経験は

ございませんけども、私自身も少年剣道の指導を通して、子供たちの育成には一緒に取り組んで

きたつもりであります。そういう中で、教育行政に対して、私、いろいろと口を余り出すことは

ないかとは思いますけども、ただ、総合教育会議の中でも、教育長、また他の教育委員の皆様と

ともに協議をしながら、あくまで子供たちのために、そして豊かなつしまっ子を育てるために、
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献身に臨んでまいりたいというふうに思っております。私としての意見としては、あくまで、こ

の対馬の子供たちが本当に健康で優秀な子供があれば、行政のトップとしては、予算はなるべく

惜しまないようにしたいというふうな考えを持っております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  市長、さすがですね。私が聞きたいことをずばり言っていただ

きました。予算にぐずぐず言わないと。教育長、ああいう答弁でございますんで。よく癩癩こう

いうことはないと思いますけど癩癩教育予算を削るとか、残すとか、そういった、今後指導はな

されんと思いますけども、念押して、ここを市長に確認をしたまででございます。そういうこと

で、ありがとうございました。 

 先ほど、市長もお話の中でありましたが、総合教育会議を最大限に活用なされて、「自立と循

環の島つしま」を構築されることを願いまして、私は癩癩少し早いですけども、満足しましたの

で癩癩これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、波田政和君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は３時からとします。 

午後２時44分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  報告します。大部議員より早退の届け出があっております。 

 再開します。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  こんにちは。会派協働の脇本啓喜です。 

 比田勝市長、御当選おめでとうございます。 

 さて、市長は、公開討論会やリーフレットで、比田勝港の開港を目指す、準市民制度の構築・

活用を公約に掲げられていました。 

 ４月に小職が新聞折り込みで配布した、この脇本啓喜議員活動報告書ＮＯ．３でも記したよう

に、この２点については、私が提案してきたことでもあり、特に協力を惜しみませんので、一緒

に頑張っていきたいと存じます。 

 市長は、市民、議会とスクラムを組んでやっていくと事あるごとに発言されています。 

 その言葉を信じておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今回の質問の第１は、釜山から比田勝さらに博多にわたる国際線国内線混乗航路について、第

２は、いわゆる有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関す
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る特別措置法いわゆる国境離島新法を真に生かすための具体例を挙げながら提案しますので、市

長の所見を求めます。 

 まず、初めの質問は、釜山と博多を結ぶビートル号に比田勝港へ寄港してもらい、北部島民が

博多まで往復可能とする国際線国内線混乗航路についてです。 

 このことは、７年前、私が、市議選初出馬の折、市民にお示ししたこの「対馬近未来予想図」

で、真っ先に取り上げたものです。 

 初当選直後、単身上京し、国交省海事局次長に直接御面会いただき、お願いしたことが思い出

されます。その後も自費で毎年上京し、谷川代議士や黒田議員の紹介などもあり、公明党の国会

議員にも繰り返しお願いしてきました。 

 御案内のとおり、本年３月の参議院予算委員会での公明党秋野議員の質問に対する石井国交大

臣の前向き答弁を引き出していただきました。地元で期成会を結成していただいた方々、坂本県

議、前述の国会議員の先生方の御努力が実るまで、あと一歩のところまで来たと認識しておりま

す。 

 関係各位や太田前国交大臣や公明党国会議員、県議が来島するたびに比田勝港まで御同行いた

だいた同僚の黒田市議の御尽力にも感謝申し上げたいと存じます。 

 ①の法的条件クリアに向けた進捗状況については、先日の新政会の代表質問に対する答弁であ

る程度理解できましたので、長い答弁は不要です。次の提案に対する答弁のみを求めます。 

 先日の答弁では、財務省、つまり税関に関する問題については東京の本庁で取り扱うことが決

まったとのことでした。そうであれば、ソーラス条約等に関する国交省や入国管理すなわち法務

省についても、人の検疫、厚労省、植物防疫並びに動物検疫の農水省についても本庁での取り扱

いになると思われます。 

 そうなると、東京に常駐する専門の担当者が必要だと思います。例えば、長崎県東京事務所等

に市の専門職員を派遣することは考えていないか答弁を求めます。 

 また、国と折衝を行うには、それなりのポストの担当者が必要です。副市長を二人制とするお

つもりなら、次の質問とも関連しますが、比田勝港を開港させるための人材としてもこれらの問

題に明るい副市長を国から派遣いただくよう要請すべきだと思います。 

 石破地方創生大臣も地方に国の役人を積極的に派遣すると公言されています。この分野に明る

い方を国から副市長等に招聘する考えがないか答弁を求めます。 

 次に、②の株式会社ＪＲ九州高速船の意向についてただします。 

 この件についての新政会代表質問に対して、同社が対馬を経由する航路についての商品も検討

する旨の話があったとの答弁がありました。これは、３月２６日付長崎新聞に掲載された同社川

口社長のコメント、「船内の改修や入国管理などの課題が解決されることを前提に前向きに考え
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たい」との姿勢から、また一歩進んだように思えます。 

 しかし、本当に手放しで喜んでいいのかと私は心配しているところがあります。心配要因の一

つは、同社の釜山博多航路が不振に陥っていることです。 

 また、ビートルは、遅くとも１０年以内で廃船になるだろうと言われるほど老朽化しています。

そのような船の状況で多大な費用のかかる改修に同意してくださるでしょうか。そのことも踏ま

えて市長の見通しもお聞かせください。 

 混乗の最後、③の行政（県・市）の取り組み状況及び今後の具体的支援の方法についてただし

ます。 

 法的条件をクリアするためには、船内に壁等の仕切りを設置する費用、仕切り設置に伴う座席

減少による補塡費用負担が課題となると思われます。 

 これは、前項の川口社長の意向ともリンクすると思われますが、行政からの準備費用支援ある

いは逸失利益の補償等は考えられないか、市長の答弁を求めます。 

 また、それ以外にも混乗航路実現のため、行政として支援を考えていることがあれば、市長の

答弁を求めます。 

 次に、国境離島新法に盛り込む内容についてただします。 

 比田勝港のＣＩＱ職員の増員、常駐について、比田勝港と厳原港を合わせた年間出入国者数は、

博多港における定期航路のそれを既に上回り、国際港としては日本一となりました。比田勝港単

独でも博多港に次ぐ第２位の港となりました。 

 それにもかかわらず、比田勝港には、ＣＩＱは常駐していません。多い日には、１日で

２,０００人を超える出入国者数もめずらしくなくなりました。比田勝港におけるＣＩＱ職員

１人当たりの出入国審査人数は、全国一です。 

 また、早朝から厳原を車で運転、あるいは所有している船で比田勝まで長距離移動してお越し

になり、大変な御負担をおかけしています。今後、６００人乗り、あるいは４００人乗りの新た

な船も近々入港するやもしれないという話も聞きます。 

 また、常駐となれば、現在より、最低前後１時間半、出入港が可能となり、さらなる来島者が

見込めます。 

 上対馬に来年７月と再来年にホテルがオープンすれば、合わせて１日４００名とも５００名と

も言われる宿泊増が可能となるでしょう。 

 先日の清風会代表質問の折、市長は、５年後の外国人観光客来島目標を３０万人と答弁してい

ましたが、その消極的な発言は残念です。今年度は無理でも来年度には軽くクリアするのではな

いかという数値だと私は思っています。 

 三、四年前、松尾対馬振興局長時代、県は、１００万人を目指そうと言ってくださっていまし
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たが、あながち将来は無理な数値ではないと思います。地元自治体の目標数値の方が少ないとは

おかしなことです。 

 まずは、厳原に常駐する税関、入管職員の増員、検疫職員の常駐、増員を要望し、早期に比田

勝港にＣＩＱを常駐、拡充するためにも、市長が高い目標を掲げるべきです。 

 ６町合併時に、国内交流の中心は厳原、国際交流の中心は比田勝という取り決めがなされてい

たはずです。比田勝港へＣＩＱ職員の増員、常駐に向けてどのように取り組もうとしているのか

答弁を求めます。 

 平成２１年１２月議会の一般質問で、私はビートル号が釜山、比田勝間の恒常的運航をすれば

一社独占が崩れ、運賃の大幅低廉化が図られ、来島客が大幅に増加するはずだとし、株式会社Ｊ

Ｒ九州高速船に依頼するよう提案しましたが、聞き入れられませんでした。 

 しかし、御案内のとおり、平成２３年３月１１日の大震災以降に３社体制となり、私の提案が

現実となりました。 

 その一般質問の際には、比田勝港に出入りの多くを集約することで、島内の東西海岸線を巡る

８の字回遊構想を提案しました。これが普及すれば島の各地で観光業のチャンスが生まれるわけ

です。 

 それもこれも、ＣＩＱの拡充と比田勝港への常駐がかなわなければ土台から崩れてしまいます。 

 今日の釜山航路の繁栄があるのは、ふるさと創生資金を活用して、あをしお号を購入し、不定

期航路を開始した当時の上対馬町の先人のすばらしい先見性があったからだと私は思います。 

 市長、一緒になってこのＣＩＱの常駐、拡充に取り組んでいきましょう。よろしくお願いいた

します。 

 比田勝港の開港については、市長の公約でありますから、それに向けた具体的取り組みについ

て答弁を求めます。 

 木材輸出は舟志港や佐賀の峰港を想定されているようですが、両港は、木材輸出には喫水等が

不十分であるとお聞きしています。現在の多くは対馬から直接ではなく伊万里等に一旦出した後、

輸出する方法へシフトしているようです。今後、木材輸出、直接輸出しやすい環境整備はどのよ

うに考えているか答弁を求めます。 

 次に、限りある予算を有効活用するためには、選択と集中が肝要です。 

 １つの島に２つの開港を求めるのが困難であると考えられます。厳原港を不開港としてでも比

田勝港をかわりに開港としてもらう選択もあり得ると私は思います。市長は、どう思いますか。 

 厳原港は、保税蔵置場を持っているわけではありません。海上輸送費用、運送時間、就航率ど

れをとっても、比田勝港の方が厳原港より開港として優位であります。これは、誰も否定するこ

とはできないと思います。 
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 また、網代側の空き地には、保税蔵置場、さらには保税工場の設置、誘致も可能となります。 

 対馬市全体にとって何がメリットになるのか、俯瞰して市長の英断を強く望みます。市長の所

見を求めます。 

 不開港となったとしても、比田勝港に入った後、厳原港に入ることは、他所蔵置として可能で

す。逆に、今、厳原港だけが開港だとしたら比田勝港までは逆戻りすることになりますよ、市長。

時間的に大きなロスです。経済的にもすごく不経済です。 

 比田勝港が開港となれば、そこに荷物をおろすことになれば、そこから島内に陸上輸送になり

ます。そうすると、島内の運送業者は、今以上に潤いますよね。 

 何がメリットになるのか、常識にとらわれず、今までにとらわれず、何がメリットになるかよ

くお考えになって検討だけでもお願いいたします。 

 次に、比田勝港における国際郵便小包の取り扱い等について、比田勝港をいきなり開港させる

ことは困難としてもＣＩＱ常駐、拡充がかなえば、唐突ですが、貿易の前準備として国際郵便の

取り扱い港指定を国境離島新法に盛り込んでもらうようお願いする価値は十分あると思います。 

 日本郵政が関連子会社が東証に上場しましたが、日本郵便のみが未上場です。これは、日本全

国津々浦々一律料金を堅持するいわゆるユニバーサルサービスを提供するための株主対策の一環

だと考えられます。 

 ただし、民間との競争や外圧にさらされ、未来永劫にわたってはユニバーサルサービスが堅持

できないことは明らかです。そうなれば、輸送コストや量で劣る離島は、真っ先に切り捨てられ

ます。 

 そうなる前に、今から備えておく必要があると思います。その一つの手段として、この国際郵

便小包を直接比田勝港で取り扱うことを特認してもらうことは大いに意義があると思います。 

 現在、漁師さんが、東京や大阪など大都市の料亭や居酒屋に直接配送していらっしゃることは

珍しくなくなりました。 

 それと同様に、ソウルや釜山に直送できれば、近距離輸送で鮮度も保持され、しかも日本本土

より高値で取引可能となると思われます。 

 タイなどは、本土の数倍で取引できるとも言われています。釜山の繁華街を歩けば、「まぐ

ろ」などと書かれた大きな看板を掲げた日本料理店を数多く目にします。 

 これで対馬の魚介類の評判が上がれば、対馬に国際魚市場が開かれるようになるかもしれませ

ん。国際郵便小包を対馬、比田勝で取り扱うことについて、市長の所見を求めます。 

 最後に、比田勝港新国際ターミナルビルの増築または移転新築の必要性についてただします。 

 前々回の市長選の際、前市長は、旧比田勝港ターミナルビルの大改修を公約に掲げていました

が、私は、それでは不十分だとして、新築を強く主張しました。結果として、新築となりました
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が、オープン初日から既に狭隘であることが露呈する残念な状況です。 

 そもそも、私は、比田勝港湾整備促進協議会や議会でも、何度も対岸の網代側へ国際線を移転

新築することを提案していました。今からでも、網代側へ国際線を移転させるべきだと私は思っ

ています。 

 出国と入国を２階、１階に分けるなどの工夫を提案しましたが、それもかないませんでした。 

 新築に方向転換した後の会合でも、補助金に頼るだけでなく、ＰＦＩ方式の検討や特別会計を

設け、起債し、自由度のある建設を求めたのですが、結局、大方補助金となり、今回のような使

い勝手の悪い、収容不足の建物となってしまいました。 

 この今、収容不足についてどういうふうに対応していこうとなさっているのか、大浦議員の質

問にも答えてありましたが、旧町時代に建設した施設を待合室として利用するということでした

が、これでは、やはり今までどおり行き当たりばったりの対処療法に過ぎないと思います。 

 待合室、出国ブースだけでなく、観光バススペース、駐車スペース等は今の比田勝側では広げ

ようがありません。再度網代側への移転と抜本的な対策を要望しますが、市長の所見をお伺いし

ます。あとは、答弁によっては、一問一答で再質問をしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  脇本議員の質問にお答えいたします。 

 まず、ＪＲ九州高速船ビートルの法的条件関係につきましては、先ほども議員御指摘のとおり、

新政会の代表質問でもお答えいたしましたので、ここは割愛させていただきます。 

 次に、まず、法的条件のところの１点目の東京の長崎県東京事務所に専門の担当職員を派遣し

たらどうかというような質問でございますけれども、この件につきましては、長崎県との協議が

必要になってくるものと思われますけれども、混乗に関する協議につきましては、財務省の本省

で行うことを約束していただいておりますので、今は対馬市の推進体制の整備を行い、長崎県の

御協力と議員皆様のお力添えをいただき、国に要望してまいりたいというふうに考えております。 

 また、混乗問題につきましては、ＪＲ九州や九州郵船及び国内外の関係機関と協議を進めてい

かなければならないと思っております。 

 次に、国からの混乗問題や開港に明るい方を副市長に招聘することにつきましてでございます

けれども、このことにつきましては、議員提案の一つの提案として今回お聞きしておきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、ＪＲ九州高速船の意向についてということでございますけれども、株式会社ＪＲ九州高

速船につきましても市長就任後、４月８日川口社長を訪問しまして意見交換をしました。混乗実

現について協力もお願いをしております。 

 ＪＲ九州高速船側としましても、対馬は海の交通のハブになり得ると前向きなお考えをお持ち
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になっており、韓国からの観光客だけでなく、日本からの観光客をもっと呼び込むべきとのお話

もいただいております。 

 今回の補正予算に計上しております混乗実現に関する講演会、パネルディスカッションにつき

ましても株式会社九州高速船の御協力を得て、組み立てを行っております。 

 また、九州郵船につきましては、４月１９日に訪問をしております。その中で先ほどの質問の

中でビートルの構造上の問題を指摘されましたけれども、お聞きした中ではビートルの構造上、

壁などを設置することは困難だといったことをお聞きはしております。そういうことで、今現在、

ほかの方法で検討されているものというふうに考えております。 

 次に、行政の取り組みでございますけれども、現段階では国際航路と国内航路の乗客を仕切る

ためにまた接触を防ぐため、間仕切りの方法やカメラ等による監視体制などを検討しているとこ

ろでありまして、船体の改装や費用負担に関する話は先ほどの話のとおりからいただいておりま

せん。 

 今後、ＣＩＱとの協議が進み、そのような事態になれば関係者と協議の上、検討する必要はあ

るものと考えております。 

 今後も北部住民の交通手段の確保だけでなく、交流人口の拡大の観点からも混乗の実現に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。 

 次に、有人国境離島地域の保全関係の分で、比田勝港のＣＩＱ職員の増員、常駐についてでご

ざいます。 

 比田勝港のＣＩＱ職員の増員、常駐の問題につきましては、これまでも国の関係省庁への要望

活動を行ってきたところでございます。 

 議員御説明のとおり、本市の比田勝港と厳原港を合算した年間出入国数は国際港では日本一で

あり、本市における外国人観光客数も平成２６年で約１９万６,０００人、平成２７年では

２１万５,０００人と急激な増加傾向にあり、第二次対馬市総合計画における５年後の平成

３２年度で３０万人、平成３７年度で４０万人を目標に掲げておりますことから、ＣＩＱの体制

整備は喫緊の課題と考えております。 

 現在、県に提出しております国境離島新法に係る提案施策５１項目の中においても、厳原港の

ＣＩＱの増員、その上で比田勝港の常駐化を強く訴えているところでございます。今後、国の具

体的な基本方針が示されるものと思われますので、市議会とスクラムを組んで取り組みを推進し

てまいりたいと考えております。 

 次に、比田勝港の開港の関係で、木材輸出の今後の方向性についてでございますけれども、対

馬市でも平成２４年度から地域循環システム国際ビジネス部会におきまして木材輸出を検討して

きており、民間企業を含めた対馬産木材輸出推進協議会の設立、韓国でのモデル住宅展示などに
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より、木材輸出に向けた仕組みづくりや韓国でのＰＲ活動を行い、平成２６年度までは順調に輸

出を伸ばしてまいりましたが、平成２７年度におきまして、木材の取引における価格の開きや韓

国での木材供給の過多などから思うような輸出ができない状況となっております。 

 韓国への木材輸出は、私の公約に掲げております豊かな島づくり５つの拡大戦略の中の一施策

であり、対馬市での供給体制や韓国でのＰＲ、木材製品として輸出などを市場経済の動向を注視

しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、厳原港を不開港にしてでも比田勝港に開港する気はあるかという質問でございますけれ

ども、このことにつきましては、比田勝港の開港問題と厳原港の不開港の問題はまったく別物で

あり、引き合いに出すものではないと考えております。あくまで、比田勝港の開港と厳原港の不

開港は切り離して進めていくことと判断すべきものと考えております。御理解くださるようお願

いいたします。 

 次に、比田勝港における国際郵便取り扱い開始のメリットについてでございます。 

 議員御提案の国際郵便小包を比田勝港で取り扱うことができることとなれば、対馬、韓国間の

郵便物については、新福岡郵便局を経由せず、福岡まで輸送日数の削減等を勘案しますと対馬へ

のメリットが生まれてくるものと考えております。 

 しかし、対馬、韓国間の荷物の取り扱い量、国際郵便を取り扱うための職員の配置等事業採算

性を考えますと、相当量の荷物の取り扱いが必要になるものと考えられ、現実的には、前段の開

港、ＣＩＱの増員、常駐化と同等かそれ以上のかなり高いハードルがあるものと考えております。 

 今後、議員御説明のソウル、釜山への鮮度維持による近距離輸送実現と実現による市の活性化

につきまして、ＣＩＱの増員、比田勝港への常駐化、比田勝港の開港とあわせて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、比田勝港新国際ターミナルビルの増設または移転新築の必要性についてでございます。 

 議員も御存じのとおり、比田勝港ターミナルの建築につきましては、比田勝港湾整備計画促進

協議会において御議論いただき、地元の意見として現在の場所を切望された経緯がございます。 

 当初は、旧国内ターミナルを改修し、旧国際ターミナルも活用する計画でしたが、平成２３年

のＪＲ九州ビートル参入に伴い、利用者増が予想されたために現在の計画となりました。その設

計時において、補助事業採択等の状況から現況の利用状況を基準とした計画に至ることとなり、

御指摘のような状況となっております。 

 しかしながら、このまま放置し、観光客に不便を強いることは観光地としての評価を下げるこ

とになります。ターミナルは完成したばかりであり、議員が提案されています網代への移転はか

なり厳しいと思ってはおりますが、港湾を管理しております県とも協議しながら最善策を探って

まいりたいと考えております。以上でございます。 
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○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  はい。まずは、混乗についてなのですが、１番目の東京に職員を

派遣することについては、今のところまだ考えていないということでしたが、それでは消極的過

ぎると思います。 

 やはり、最初の会派代表質問の際に問題点を洗い出してこれから取りかかるという答弁だった

のですが、もう問題点は既に洗い出してあるはずなのですよ。私が当選して１年目に質問したと

き内閣府に出しているじゃないですか。そのときに回答が来てそれから長く取り組んでいるはず

なのです。 

 もう問題点は、はっきりしているはずなのですよ。もう実行に移すときです。であれば、東京

に常駐する、これは当然のことだと思いますよ。よく検討するように強く要望しておきます。 

 よい返答をもらったところについては、もう飛ばします。 

 それから、先ほど話をしました混乗にする際、仕切りを入れるのは、ビートルの構造上難しい

ということでしたが、これは実際ＣＩＱのほうから要望が来ているわけです。としたら何とかク

リアしていかなければいけない。とすれば、今のビートルの中に仕切りを入れるということは、

その設置費用が出てくる。 

 それから、その仕切りを設けることによって座席数が減るわけですよね。その補痾を求めてく

るというのは当然のことだと思います。 

 じゃあそれをどうやって解決していったらいいのかということなのですが、なかなか難しいこ

とだと思うのですが、ビートルの改修がなかなか難しいということであれば、先般、国会で金子

参議院議員が、現在新造がストップしているジェットフォイルの新造再開を政府に訴えてくださ

っていました。 

 新造船として、仕切りのあるジェットフォイルを建造いただき、リプレイス事業の割引率を抑

えるとか、割引額の一部を離島活性化交付金等で補痾するなどスキームを国や県に提案してみる

価値はあるかと思います。市長の所見を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員おっしゃるように現在のジェットフォイルはかなり老朽化が進んで

いるということからもあわせましても、議員の提案のようにいろいろと各方面と相談をしていき

たいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  なかなか国内線として新造するだけでも難しい中、こういった特

殊なことにお願いするというのはますますハードルが高いと思いますが、あきらめず頑張ってい

ただきたいと思います。 
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 先ほど仕切りを設けることで削減される席数の分の逸失利益の補痾をしなければいけないとい

うことを言ったのですが、違った見方も考えられると思うのですね。混乗便の釜山、比田勝、こ

の往復便癩癩②のところですよね癩癩は、今までの国際線寄港便と同様に癩癩この②と③ですね、

癩癩の②の部分と同じように国際線の旅客が乗れると思うのです。 

 比田勝港で全て下船するわけですから、国際線と。その分とそれから比田勝、博多間の混乗間

には日本人だけではなくて、年間２０万人も来島している韓国人旅行客の相当数の乗船も福岡へ

旅行に行かれる外国人を見込めると思うのです。 

 現在、ＬＣＣの台頭によって、同社を初めとする博多、釜山航路の高い空席率を考えてみれば、

不利益を被るどころか混乗によって二毛作のように利益が生ずるかもしれません。このことも十

分、交渉材料としてこの逸失利益の補痾を求められた際には話法として取り上げていただけたら

どうかなというふうに思います。 

 それから、先ほどちょっと出てきた九郵という言葉が出てきたようですが、ちょっと違う、あ

れは九郵ではなくて、九郵のことではないですよね。４月１９日九郵に行ったと言われたのです

かね。 

 現在、壱岐対馬旅客定期航路は株式会社九州郵船が行っていることからビートルでの混乗航路

を実現するためには、九郵との共同運航の課題解決も必要になると思われますね。そのことで行

かれたのですよね。 

 はい。これもなかなかハードルが高いというか、うまみを、うまみという言葉はあまりちょっ

とよくないですけれど、利益分の幾らか九郵と折半するなり、いろいろな分け方があると思うの

ですが、そのあたりの折衝も重要かと思います。 

 行政としてかかわるのもなかなか難しいかと思いますが、相中に立ちながら混乗に向けて取り

組んでいただきたいと思います。 

 それから次に、国際郵便についてなのですけれど、私も十分ハードルが高いということは承知

しています。ただ、国境離島新法の正式名からも、この国境離島新法というのはその地域の特性

を生かしたことを盛り込む、そのことで魂が入ると思うのです。 

 それが、日本全国どの離島を探してもはっきりした国境線が引かれているところは、ここしか

ないのです。沖縄のほうで台湾、ここは国境はないのです。国境とはいえないのです。北方領土

も国境はないのです。正式に貿易ができるところ、この対馬だけです。国境に面している島は。 

 その目と鼻の先のところにわざわざ３倍もバックして、４倍走って、荷物を運ぶなんて人間の

取り決めたことですから、これを人間が変えていくことは可能です。 

 簡素な税関告知書という形で２０万円以下のものは、小包で出すことができるのです。２０万

円を超えたら告知にすればいいじゃないですか。漁師さんたちの実入りが少しでも増えるように、
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ハードルは高いと思いますが、このハードルが高いことを可能にすることで対馬の魅力というの

はアップすると思います。 

 国内外を問わず、我々が旅行をした際、たくさんお土産を買ったら宅配便か郵便で送りますよ

ね。それが対馬に来られた観光客が直接比田勝からお土産を送られる、そのことを想像してみて

ください。どれほどの経済効果が対馬に落ちるか、困難な事業だと承知していますが、検討方よ

ろしくお願いします。答弁があればどうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  議員御指摘の国際郵便小包につきましては、私もまだなかなか勉強がい

ってないところが正直言ってあります。ただし、おっしゃられるようにすぐ目の前での距離であ

るがゆえにわざわざ福岡を回って行くよりも、この対馬から直接送れればこの鮮魚あたりにつき

ましても、まだまだその販路は広がると思いますので、もう少し私たちも、行政といたしまして

も、勉強もさせていただきたいというふうに思いますので、御理解願います。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  はい。それでは時間が少なくなってきましたが……。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  あ、すみません。時間が少なくなってきましたが、まず、国際

ターミナルの増築または新築についてなんですが、確かにもう、つくってしまったものはしょう

がありません。 

 で、今、市長がこの前答弁されたように、旧町時代に使った施設を有効活用していくと。それ

はもう、本当、対処療法だと思うんですね。今のうちから、それじゃもう対処できなくなるのは、

もう目に見えてるわけですから、その後どうするのか、十分考えていただきたいと思います。 

 で、その際には、起債してでも補助金に頼らないで、幾らかもらってもいいですよ、補助金だ

けでつくっちゃうとこういうことになるじゃないですか。今の現状から考えたものしか、つくら

してくれないわけですよね。将来展望をして、これだけ頑張るからこれだけのをつくっても大丈

夫だよと言っても、つくらしてもらえないわけですよね。 

 そのお金の持っていき方なんですが、ＰＦＩといってもなかなか対馬にはそういう企業はあり

ません。ただ、唯一あるのは、現在就航している３社。この３社は、博多航路は今、大幅赤字な

んですよね。対馬航路の充実がないと、生き残っていけないはずなんです、ここは。とすると、

この３社に負担していただいて、もっともっと対馬に来てもらうように、民間と協力してやって

いくという方法、これはありだと思うんですよね。投資したものは、民間会社は回収しようとし

ますよ。すると、今以上に頑張って、対馬に連れてきますよ。相乗効果が生まれると思います。 

 このように、今言った、公費を可能な限り削減して自由度のある整備を進めるために、今、就

航している３社に話してみる気があるかどうか、お聞かせください。その際にですね、応分負担
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してもらえば、それなりの優遇、メリットはあげなきゃいけないと思うんですよね。それは、応

分した３社以外のところが来たときに、そのターミナルを使う。であれば、そのターミナル使用

料を倍ぐらい取ってもいいじゃないですか。その競争に有利な形にしてあげてもいいじゃないで

すか。いろいろ考えて、今のこの入ってきている３社から、協力を引き出せる方法を考えていた

だきたいと思います。 

 もう一つ、もう時間がなくなりましたから、最後。 

 清風会の質問の中で、これも重要なことですので、韓国語対応可能な国際交流担当職員の採用、

育成についての質問がありました。対高から釜慶大学等に留学している学生の市職員採用につい

て、募集日程を変更するなどの改善をしたとの答弁がありました。このことについて、私は以前

から指摘していましたが、本当によい取り組みをしていただいたと思います。 

 ところで、昨年度から市職員を釜慶大学に語学留学させる事業が予算化されていました。しか

し、今年度は廃止されています。市職員を１年間派遣して勉強させるより、海上保安庁や警察職

員等から、韓国語が堪能な方をアウトソーシングで、即戦力を採用すべきだと、私はその予算化

のときに提案していました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○韓国語が堪能な職員充実に向けた今後

の取り組みについて、市長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  まず、国際ターミナルに関して、ＰＦＩのこの、プライベートファイナ

ンス、これは下の何かは忘れてましたけど、（「イニシアチブね」と呼ぶ者あり）イニシアチブ

やったですかね、これを利用するかということでございますけども、確かにこれが、私もいい制

度だということは認識いたしておりますけども、現在のですね、国際ターミナルが当時の人数か

らして、オーシャンフラワーの４４５人の利用で設計をされているということで、当時、ビート

ルも入ったわけですけど、それが毎日じゃなかったということで、４４５人になったというよう

な経過を聞いております。 

 それで、当時、それを起債でつくることになれば、議員おっしゃられたように、もう少し、

ビートルの分も加算された分で、あと２００人分ぐらいのスペースが確保されたかと思うんです

けど、ちょっとそこができなかったというふうに聞いております。そういうことで、今の状況で

は、まずもう足らないことは、もう大体明白になってきておりますけども、これ以上また増えた

ときには、議員おっしゃられるように、網代のほうも含めていろんな対策を考えていかなくちゃ

ならないというふうに考えてはおります。その中で、今おっしゃられたように、ＰＦＩの件につ

きましても、そういった企画にもしかして乗っていただけんかというお話はするべきだというふ
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うに考えております。 

 そして２点目の、ハングル関係の職員の件でございますけども、職員として釜慶大学校等にこ

ちらから派遣するよりも、アウトソーシング等で職員を雇ったほうがいいんじゃないかというよ

うな意見でございますけども、あの、この件につきましてはですね、確かに今後は、そういうふ

うにアウトソーシングが重要な件になってはまいります。ただし、この件についてはもう少し、

市のほうといたしましても、内部で検討をさせていただきたいというふうに思います。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  時間来ましたから結構です。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。はい。終わったら、もう帰って。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  もう時間来ましたので、超過しましたので、結構です。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、脇本啓喜君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、予定の市政一般質問は全て終わりました。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時53分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    日程第１ 議案第46号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号） 

    日程第２ 議案第52号 対馬市部設置条例の一部を改正する条例 

    日程第３ 議案第62号 対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例 

    日程第４ 陳情第５号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める要請書 

    日程第５ 発議第４号 国境離島活性化推進特別委員会の設置に関する決議 

    日程第６ 議員派遣について 

    日程第７ 委員会の閉会中の継続審査について 

    追加日程第１ 発委第２号 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

    追加日程第２ 発議第５号 末来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負

担制度の堅持を求める意見書 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第46号 平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号） 

    日程第２ 議案第52号 対馬市部設置条例の一部を改正する条例 

    日程第３ 議案第62号 対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例 

    日程第４ 陳情第５号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める要請書 

    日程第５ 発議第４号 国境離島活性化推進特別委員会の設置に関する決議 

    日程第６ 議員派遣について 

    日程第７ 委員会の閉会中の継続審査について 

    追加日程第１ 発委第２号 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

    追加日程第２ 発議第５号 末来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負

担制度の堅持を求める意見書 
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18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     糸瀬 美也君 

課長補佐    梅野 浩二君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 
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総務部長  豊田  充君 
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福祉部長  仁位 孝良君 
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農林水産部長  西村 圭司君 

建設部長  佐伯 廣教君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  須川 善美君 

中対馬振興部長  平山 祝詞君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  多田 幸喜君 

消防長  永留 弘和君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  松尾 龍典君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 ただいまから議事日程第５号により、本日の会議を開きます。 

 日程に入ります前に、脇本啓喜君から、先日２１日の市政一般質問における発言について発言

の許可を求められておりますので、これを許します。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ただいま議長のほうから言われましたように、先日の小職、一般

質問中、不適切な発言がございました。陳謝申し上げますとともに、議長職権にて適切な処置を

講じていただきますようお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。 

○議長（堀江 政武君）  ただいまの脇本啓喜君の申し出により、議長において不適切と認められ

る部分については、これを取り消し、会議録から削除しますことを御了承願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第４６号 

日程第２．議案第５２号 

日程第３．議案第６２号 

日程第４．陳情第５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第

２号）から、日程第４、陳情第５号、未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める要請書までの４件を一括議題とします。 
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 議案第４６号は各常任委員会に分割付託、議案第５２号及び陳情第５号は総務文教常任委員会

に、議案第６２号は産業建設常任委員会に付託しておりましたので、各常任委員長の審査報告を

求めます。総務文教常任委員長、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  おはようございます。 

 ただいまより、総務文教常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 平成２８年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました、議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）、歳入は所管委

員会に係る歳入、歳出は１款議会費、２款総務費、９款消防費、１０款教育費、議案第５２号、

対馬市部設置条例の一部を改正する条例について、その審査の経過と結果を同規則第１１０条の

規定により報告いたします。 

 当委員会は６月１５日、豊玉庁舎３階第１会議室において、全委員出席のもと、担当部長及び

担当課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）のうち、本委員会に係る歳入

は、１０款地方交付税で普通交付税の追加、１４款国庫支出金で離島活性化交付金の追加、地方

創生推進交付金の増、１５款県支出金で２１世紀まちづくり推進総合支援事業補助金の増、

１６款財産収入で土地建物売り払い収入の増、１７款寄附金で指定寄附金の追加、これは元美津

島町教育長、故川本初実様の御遺族様より、図書購入費用として１００万円の寄附をいただいた

もの、２０款諸収入でスポーツ振興くじ助成金の増、２１款市債で陸上競技場改修事業債の増が

主な補正であります。 

 歳出は、２款総務費で熊本地震被災地支援、ふるさと納税返礼システム構築事業、木質バイオ

マスボイラー整備事業、縁結びプロジェクト事業、対馬市景観計画（仮称）策定事業、９款消防

費で消防団広報車購入事業、消防団拠点施設建設事業、１０款教育費でＩＣＴ教育推進事業、峰

総合運動公園陸上競技場改修事業が主な補正で、全てが新規事業であります。 

 議案第５２号、対馬市部設置条例の一部を改正する条例については、自立と循環の宝の島「対

馬」を目指すべく、目前の課題である、交流人口の拡大に向けての取り組み、ふるさと納税制度

の有効活用、国境離島新法制定による提案かつ予算獲得活動、地域包括ケアシステムの早期構築

等の重要政策を加速させるとともに、職員間のさらなる連携協力を図るために、現行の１本部

１０部体制を１１部の体制に組織を改正しようとするものであります。 

 当委員会において特に意見が出された点について報告いたしますので、今後の市政に反映され

ますよう希望いたします。 

 小さな拠点づくり事業（コミュニティ交通の導入）について、予約制の乗り合いタクシーとい

う現行制度がありますが、本事業は、地域が運営主体となってコミュニティバスを導入する実証
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実験であります。旧伊奈小学校校区内の住民の移動手段の充実を図るとともに、空き時間を利用

して、買い物支援や配食サービス、高齢者見守り事業等の実施も視野に入れるものであり、それ

には住民の意見集約、個人や団体等の利害調整等、合意形成を図ることに大変な胆力を要するも

のと思われます。担当職員も一緒に取り組むとのことですが、地域の実情に応じた、きめ細かな

運行計画により実施されますよう期待します。 

 次に、対馬市景観計画（仮称）策定事業について。南警察署の石垣問題に端を発して、景観を

保全しなければならないとして、対馬市伝統的町並み保存条例の制定に向け、現在、産業建設常

任委員会で継続審査中であります。本事業のスケジュールは、今年度、審議会等を開いて、次年

度に景観計画並びに条例の制定等という流れであります。先般、新たな問題も発生しましたので、

他の委員会の付託案件ではありますが、本事業策定までの時限措置として、対馬市伝統的町並み

保存事業の早期制定を望むものであります。 

 最後に、峰総合運動公園陸上競技場改修事業については、全天候型ウレタントラックへの改修、

競技場敷地内の芝生化等を行う改修工事で、工法や材質等の選定について詳細に説明を受けまし

た。特に、ウレタンと芝は多額の維持管理費を伴うものでありますが、日常の管理によって改修

の周期を長くし、維持管理費を抑えることができるということであります。陸協や中体連及び関

係機関等と十分協議を重ねて、管理・運営体制を万全に整えられるよう望みます。 

 以上、本委員会に付託されました議案第号４６号及び議案第号５２号の２議案につきましては、

採決の結果、いずれも賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、陳情第５号、未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持

を求める要請書について、その審査の経過と結果を、同規則１１０条の規定により報告いたしま

す。 

 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と義務教育費無償の原則として、全国のどこで学

んでも子供たちが等しく教育を受けることができるよう制定されたものであります。 

 本陳情は、財政力が豊かな自治体とそうでない自治体との間で、教育水準に格差を生じさせな

いようにするために、義務教育費国庫負担制度の堅持と、負担率が３分の１に引き下げられたも

のを２分の１に復元するよう求めるもので、陳情の趣旨は十分理解できるものであります。 

 審査の結果、陳情第５号は賛成多数により、採択すべきものと決定しました。 

 以上、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  次に、厚生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  皆さん、おはようございます。ただいま議題となりました厚生常

任委員会の審査の経過を御報告申し上げます。 

 平成２８年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付
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託されました案件は、議案第４６号の１議案であります。その審査の経過と結果を、同規則第

１１０条の規定により、次のとおり報告をいたします。 

 議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）の本委員会に係る歳入は、

１５款県支出金において、平成２８年１２月に改選となる民生委員・児童委員の推薦会運営費補

助金や新規事業である３世代同居・近居促進事業補助金などが主な補正であります。 

 歳出については、３款民生費でマイナンバー制度への対応に伴う児童福祉、障害福祉システム

の整備委託料や法改正に伴う児童扶養手当システムの改修委託料の計上、システム改修に伴う国

民健康保険特別会計及び介護保険特別会計繰出金の追加、各老人福祉施設の緊急対応分の修繕料

の追加。 

 また、市民が安心して子供を産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するた

め、新たに３世代同居または近居するための改修工事等を行う戸建て住宅の所有者等に対して支

援するための、３世代同居・近居促進事業補助金などが主な補正であります。 

 ４款衛生費では、保健衛生費で旧いづはら病院敷地内の消防職員等市職員の宿舎として活用さ

れている野良宿舎の修繕料や診療所特別会計繰出金の追加。 

 清掃費では、海岸漂着物等地域対策推進事業において、長崎県、対馬市、壱岐市、五島市、新

上五島町の主催により、長崎県海ごみ交流事業を、今年度、対馬市で開催するための負担金等が

計上されております。それに伴う予算組み替えによる海岸漂着物回収・運搬・処分委託料の減額。 

 また、し尿処理施設「厳美清華苑」の浄化槽汚泥処理量を適正値に近づけるため、中部クリー

ンセンター及び北部衛生センターに浄化槽汚泥を移送するための浄化槽汚泥移送業務委託料と汚

泥衛生車借上料の計上が主なものであります。 

 なお、各し尿処理施設の現在の稼働率については、厳美清華苑、中部クリーンセンター、北部

衛生センターの順に、１２１.０％、８５.６％、９６.８％でありますが、中部クリーンセン

ターへ１日１回、北部衛生センターへ週１回の移送後は、厳美清華苑で１１０.７％、中部ク

リーンセンターには１０７.８％、北部衛生センターには１００.６％になる見込みであるとのこ

とであります。 

 委員から、厳美清華苑の処理負担を減らすことは理解できるが、一旦厳美清華苑に搬入し、そ

れから移送するのでは二度手間となるため、直接、中部クリーンセンターへ移送するような体制

がとれないかとの指摘があり、現在は万関以北の汚泥は中部クリーンセンターへ移送する形をと

っていますが、今後見直しを含め検討していきたいとの回答がありました。 

 以上、本委員会に付託されました議案第４６号につきましては、慎重に審査し、採決をした結

果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告といたします。 
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○議長（堀江 政武君）  産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  それでは、産業建設常任委員会の審査の経過を御報告いたします。 

 平成２８年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました案件は、議案第４６号、議案第６２号の２議案であります。その審査の経過と結果

を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告をいたします。 

 当委員会は６月１５日、豊玉庁舎３階第２会議室において、担当部長及び担当課長等の出席を

求め、慎重に審査をいたしました。 

 まず、議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）の本委員会に係る歳入

では、１４款国庫支出金において、水産業費補助金では、漁港整備事業補助金４,５８０万円の

減、土木費国庫補助金の７００万円の追加は道路橋梁費補助金で社会資本整備総合交付金事業の

道路改良工事に伴うものであります。 

 １５款県支出金において、林業費補助金３,７４８万８,０００円の増は、林業専用道路事業に

係る補助金の追加、そして農業費補助金のながさき米・麦・大豆強化推進事業補助金は、事業名

変更に伴う組み替え、学校給食等県産物供給事業補助金は、給食３品目完全地産地消推進事業に

伴う県補助金であります。 

 次に、２１款市債については、道路橋梁債に、市道３路線に係る道路改良事業債、林業債では、

林道専用道路開設事業に係る林業整備事業債の追加であります。農業債の対馬猪鹿活用促進事業

債５９０万円は、対馬猪鹿活用促進事業費の増額に伴い、過疎債のソフト事業分を充当するもの

であります。 

 続いて、歳出につきましては、６款農林水産業費では、農業振興費の委託料に給食３品目完全

地産地消推進事業を計上いたしております。林業振興費のながさき森林環境税活用事業補助金は、

チップ材等の林地残材物の島内輸送を補助するものであります。また、委託料の主なものは、林

業専用道開設事業２路線の測量設計費用で、工事請負費４,３１９万９,０００円の増は、林業専

用道２路線の開設工事と林道維持工事の追加によるものであります。 

 ７款商工費では、対馬の歴史ＰＲ事業委託料等が主な補正であります。 

 ８款土木費、道路新設改良費４,２６４万８,０００円の主なものは、新病院の開設に伴う樽ケ

浜地区への通行車両の増加により、通学路にもなっている市道盒知樽ケ浜線の交差点部分の拡幅

工事を計画したもので、これに伴う測量及び調査費が９００万円、また、市道志越中ノ浜線災害

防除の測量設計委託及び市道西津屋線道路改良事業の工事請負費からの組み替えであります。 

 次に、議案第６２号、対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定

める条例の制定については、農業委員会等に関する法律が一部改正をされ、農業委員会の委員の

選任方法が公職選挙制から市長の任命制に変更されたこと、また、推進委員が新設されたことに
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より、農業委員の定数を１４人、推進委員の定数を１４人に定めるものと説明を受け、委員から

は、農業委員と推進委員との役割を明確にして、委員の選定をするようにとの意見が出されまし

た。 

 以上、本委員会に付託されました議案第４６号、議案第６２号の２議案につきましては、慎重

に審査をし、採決の結果、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定をいた

しました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから各委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。１６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  総務文教常任委員長に１点だけお尋ねをしておきたいと思いま

すが、委員長報告のほうの４ページになるかと思いますが、峰の総合運動公園陸上競技場の改修

工事についての報告の中で、今後の維持管理費に伴う報告の中で、「特に、ウレタンと芝は多額

の維持管理費を伴うものでありますが」という報告がなされましたけど、もし、その委員会の審

査の中で、今後どのくらいの維持管理費が発生するのか、もし審査をしてあれば、お知らせを願

いたいと思います。 

 それからもう１点、この事業につきまして、３億５,９００万の予算ですが、この中には、特

にその、工事費が主だと思いますが、この改修に伴いまして、備品関係もやりかえが必要な部分

が発生してくるのではないかと思慮されます。 

 特にスターティングブロック等もおのずとかえなきゃいけないと私は思うんですが、そのあた

りの部分が、この３億５,９００万の中に含まれているのか。これは、後でまた補正なりで組ま

れようとしてるのか、もし審査がしてあれば、お答えを願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  総務文教常任委員長、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  小川議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、「特に、ウレタン、芝は多額の維持管理費を伴う」という、その報告についてでありま

すけども、ちょっと長くなりますけど、御容赦いただきたいと思います。 

 まず、ウレタン等につきましては、今回ウレタン等のゴムチップ自体が、２回まで塗り直しが

きくという素材に選定をいたしております。その１回目につきましては、１５年ぐらいもつので

はということで算定をしておりまして、次にもう１回竕ぎ取って塗り直すと。合わせて３０年ぐ

らいもつのではないかと試算をしておりますが、肝心の維持管理費につきましては、その塗り直

すという、１０年ごとにという、その部分でありますけども、基本的に傷んだところを部分的に

塗り直すという考えでございます。 
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 その後に、「陸協・中体連・関連機関とも十分協議を重ねて、管理、運営体制を万全に」とい

う、そういう文言がありますけれども、選ばれた管理人の手腕が問われるわけですけども、基本

的に、常識的に１レーン、２レーンというのが非常に傷むであろうということは考えられるわけ

でありますけども、練習のときとか、そういうときには、その１、２レーンを使わないとか、

１００メートルのスタートのところを使わないとか、いろいろなことで、均等に、１、２レーン

が極端に傷むことがないようにということで注意をしていけば、その１５年ごとに、特に傷むこ

ともなかろうということで考えております。 

 ちなみに、塗り直すという作業をするわけですけども、オーバーレイという言葉でございます

が、平米単価が９,０００円ということでございます。これは直工単価でございますので、それ

に対する工賃とか諸経費はかかってきますけども、その平米単価によって、９,０００円ですけ

れども、改修回数がどれぐらいかかるかというのは審査はしておりません。 

 その１回、２回目ですね、２回目まではできますけど、３回目については、そのウレタン部分

というのは青い塗装の色になるんですけれども、それを全て竕ぎ取ってまた塗り直すという作業

になるんですが、それを全面、トラック一面にいたしますと、５,０００万円程度かかると考え

られております。 

 以上、ウレタンですけども、芝につきましては、天然芝を採用をする予定でございまして、素

人がするパターンと専門業者がするパターン、２パターンがございます。ちなみに専門業者がす

るパターンでございますと、明らかに年間２００万円程度は必要になるかと考えております。素

人っていいますか、委託する職員ということで想定をいたしますと、トラクターの購入が必要に

なろうかと考えております。年間、７０万円ほどの人件費、また燃料費、そしてトラクターの耐

用年数等から減価償却費を考えまして、年間でおよそ１５０万円程度、経費が必要になってくる

ものと考えております。 

 次に、備品でございますけども、先ほど小川議員のほうからスターティングブロックはかえな

ければいけないだろうというお話ですが、それは、そのとおりでございまして、それから、レー

ンが公認選定というか指定でございまして、レーンの幅が１メーター２５センチから１メーター

２２センチに狭くなるという設計がされておりまして、これによって、ハードルが全面改修とい

うか、買いかえになります。ほかにいろいろあるんでしょうけども、まだ精査していないという

ことでございますので、この工事が始まりまして、しっかり時間をかけて備品を精査をしてまい

りたいと。 

 今回は、工事費用に特化をされておりまして、備品費は予算の中に入っておりませんので、今

度の９月議会か、そこらあたりで補正で上げさせていただこうということでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  いいですか。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  はい。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まず、厚生常任委員長にお尋ねいたします。 

 この浄化槽の件についてなんですが、中部クリーンセンターへ１日１回、北部衛生センターへ

週１回移送するということで、移送後の稼働率等も出ておりますが、これは、今現在のし尿の量、

その浄化槽を使っているところの量に換算したものだと思うんですね、それ以外に換算しようが

ないと思いますので。 

 今後、厳原、それから比田勝地区に大型のホテルが建設されますが、その収容人数を考えて、

今後ますます、また稼動率が上がってくると思うんですが、現在、そういうホテル建設後も対応

は可能なのか、その後何らかの措置を講じていかなければ、オーバーフローになってくるのか、

そのあたりのことについては、審査を行われたのかどうかお聞きいたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  脇本議員の質問にお答えをしたいと思いますが、今現在、先ほど

御報告しましたように、厳美清華苑、それから中部クリーンセンター、北部衛生センターでは、

中部クリーンセンターで８５.６％、それから北部衛生センターでは９６.８％なんですが、厳原

の厳美清華苑が、現在のところ１２１.０％ですから、物すごくオーバーしてるんです。ですか

ら、これを何とか、今回の増については浄化槽の汚泥についての処理方法ですから、そこら辺で、

中部、それから北部に持っていくということです。 

 今、何といいますか、参考資料にも上がってますけども、この汚泥移送の業務については、

４２６万９,０００円上がっております。それから汚泥移送車、これの借上料が３４０万

５,０００円上がっておりますが、これは、汚泥処理車はリースで借りる予定をしているわけで

すが、委員会の中で出ましたのは、要は厳美清華苑に一回持っていって、それから、それを大型

車で移送するということになると、二度手間になるんじゃないかと、すると、それは無駄なこと

やないかと。 

 ですから、それであれば、そのまま、４トン車で回収をしてくるんであれば、それをそのまま

中部、北部に持っていくようなことにすれば、経費もかからんのじゃないかと、そういう方法を

考えていただきたいという要望はいたしました。 

 今回の分については、今からそのホテルができてくるわけですが、この分がどれぐらいの量に

なってくるかというのは、まだ不透明なところがありますので、厳原については大体３００リッ

ターですか、約３,０００キロぐらいですかね、これがふえてくるだろうという見込みの中で、

汚泥を処理するという方向は決まっているそうでございます。北部については、まだ、そこら辺



- 205 - 

までは調査をいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  わかりました。 

 今現在、観光客をふやそうということで、対馬市も一生懸命になっているところであります。

看板の設置とか、そういうことで観光客誘致の環境を整えるということもありますが、やはり、

この汚泥処理等も一つの環境を整える、おもてなしのうちの一つです。これが処理できないから、

ふやせないという状況にならないように、将来を見据えて準備のほうをよろしくお願いしたいと

思います。 

 現在、比田勝の国際ターミナル等もかなり想定よりもふえて、早急に対応しなければならない

と思います。ぜひ、よろしくお願いします。 

 もう１点なんですが、産業建設委員長にお尋ねします。 

 参考資料の中であった対馬の歴史ＰＲ事業についてなんですが、このことについて、ミュージ

カル、対馬市民劇団の東京公演に対する予算がついております。これは、対馬の歴史をＰＲする、

対馬をＰＲするためには、よい予算だと思っています。 

 ただ、今まで釜山公演、東京公演、公費がかなりつぎ込まれております。対馬市民劇団自体で

収入が得られる方法等を考えていく必要もあるんではないかと思ってるんですが、そのあたりに

ついて、ずっとこの公費負担を全額続けていくという方法にするのか、そのあたりの審査はなさ

れたかどうか、お聞きいたします。 

○議長（堀江 政武君）  産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  脇本議員の御質問に答えます。 

 今の商工費の対馬の歴史ＰＲ事業委託料ということで、その中身の精査で、委員からは何か意

見は出ましたかということですが、やはり継続でされている事業、あるいは、また新しい事業を

組み立てる中で、委託料は主なものなんですが、やはり続けていく必要があるんじゃないかとい

う意見も出され、また、いろいろな方向性を出したほうがいいんじゃないかという意見も出され

たところでございます。 

 以上で答えとします。 

○議長（堀江 政武君）  脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  わかりました。 

 例えば、今観光事業についてなんですが、どうしても対馬の場合は、雨降りのときに楽しんで

もらうことを提供するのが難しいというのが、今の観光客が来たときの対応で難しい点だと思っ

ています。 
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 この対馬市民劇団の公演につきましては、ケーブルテレビでノーカットで放送等をしたことも

あると思います。その録画も残っているはずですし、釜山公演に行ったときに字幕もつくってい

るはずです。ですから、そういう形で、ノーカット版に字幕テロップを入れる形、映画のように

入れるような形のＤＶＤとかを作成するとか、そういうものを販売、あとは上映するところは旧

６町の大きな公民館等ありますので、雨の日に楽しんでもらうためにということも、それから、

この市民劇団の自主財源確保ということ等も絡めて、何か講じていかないと、対馬市が公費だけ

で支えていくというのは難しい時期が来るかもしれませんので、そのあたりも、審査等でいろい

ろと提案なり、理事者側との話い合いももたれたらいかがかと思って、提案をして、終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  黒田総務委員長にお尋ねをしたいと思います。補正予算関係で、

ＩＣＴの教育推進事業が上がっているんですが、このことについては、質疑あるいは協議等がな

かったのかどうか、それをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  総務文教常任委員長、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  小島議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ＩＣＴの教育推進事業ということについて、小島議員のほうも議案の上程時に御質問なさった

と思うんですが、委員のほうから、小島議員の思いと同じような、モデル校を指定する形ではな

くて、全島の小中学校に全て対象とする、もう実証実験はやめてはどうかという、すぐ実行に移

せないかという質問に対しまして、情報推進計画をつくっておるということで、これ、本会議の

ときも部長のほうからお答えがあったと思うんですが、小学校では平成３１年度から、中学校で

平成３２年度から、この計画にのっとって、もう進んでいますよと。 

 黒板のこともあるんでしょうけど、全ての学校に１,４００台ほどの、パソコン自体が更新時

期になっておるということで、新年度、要望で上げていきたいという考えを持っていると。 

 国が示している、現在の無線ＬＡＮの補助事業がありますけども、それとあわせながら、この

設置事業を進めていきたいという考えを持っておりますけども、現在のところはこの本事業につ

いては、複式を持っている小学校に指定する方針を決定をしております。しかしながら、まだ学

校の選定はしておりません。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、委員長からの説明を聞いて、委員会でのやりとりがわかった

わけですけれども、できれば今のことを、当初から報告の中で、何らかの形で上げていただいて

おったら、私、議案説明のときにお尋ねしたこととか、あるいは、市民の方、特に教育関係者の

方、このことについては期待をしているわけですから、市民にも周知できたんじゃないかなと思



- 207 - 

っております。 

 それで、今のことに関連しまして、推進計画というのができているということを一応お聞きし

ましたけども、その推進計画についても、やはり、こうして議案に上がるならば、教育委員会の

ほうから、議員あるいは関係の機関、学校等にも説明するために、やはり提示していただきたい

なということを要望をしておきます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから、各案ごとに討論、採決を行います。 

 議案第４６号、平成２８年度対馬市一般会計補正予算（第２号）について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する各委員長の審査報告は、い

ずれも可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。 

 本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号、対馬市部設置条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。 

 本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号、対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定

める条例の制定について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、陳情第５号、未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求め
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る要請書について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は、採択

であります。本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり採択することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．発議第４号 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、発議第４号、国境離島活性化推進特別委員会の設置に関する

決議を議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  ただいま議題となりました、発議第４号、国境離島活性化推進特

別委員会の設置に関する決議について、提案理由を御説明申し上げます。 

 発議第４号、平成２８年６月２２日、対馬市議会議長堀江政武様、提出者、対馬市議会議員長

信義、賛成者、同、山本輝昭、同、船越洋一。 

 国境離島活性化推進特別委員会の設置に関する決議について、別紙のとおり会議規則第１４条

第１項の規定により提出します。 

 提案理由を朗読して、説明にかえさせていただきます。 

 提案理由。 

 国境離島の活性化に係る特別委員会は、平成１９年６月から３次にわたり設置され活動されて

きました。その成果として、国境離島新法が、本年４月２０日に可決成立し、平成２９年４月

１日から施行されることとなり、第３次の特別委員会は、その目的を達成し、本日終結いたしま

した。 

 しかし、今後においては、国境離島新法による提案施策を実現するためには、市長部局ととも

に、国・県に対し、施策の推進や財源確保の要望活動を積極的に進める必要があります。 

 このような状況の中で、去る６月２１日に開催されました議員全員協議会において、国境離島

新法による提案施策実現のための予算獲得活動を行うことを目的とした、新たな特別委員会を設

置すべきとの申し合わせがなされたところであります。 

 よって、本定例会に議員発議として、国境離島活性化推進特別委員会の設置を提案するもので

あります。 

 国境離島活性化推進特別委員会の設置に関する決議。 
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 次のとおり、国境離島活性化推進特別委員会を設置するものとする。 

 記。１、名称、国境離島活性化推進特別委員会、２、設置の根拠、地方自治法第１０９条第

１項及び対馬市議会委員会条例第６条、３、目的、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離

島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（国境離島新法）に係る施策の推進及び予算の

獲得活動、４、委員の定数、８人以内、５、期限、委員会の目的が達成されるまで、ただし、閉

会中も活動を行うことができる。 

 以上のとおりであります。御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、討論、採決を行います。 

 発議第４号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。委員名簿を配付しますので、そのままお待ちくださ

い。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時52分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ただいま設置されました国境離島活性化推進特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、配付しております名簿のとおり指名します。 

 これより、正副委員長互選のため、国境離島活性化推進特別委員会を招集します。 

 暫時休憩します。 
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午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時08分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 国境離島活性化推進特別委員会の委員長に長信義君、副委員長に作元義文君が決定しましたの

で報告します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議員派遣について 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、議員派遣についてを議題とします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配付しておりますとおり長崎県市議会議長会主催の市議会

議員研修会出席のための議員派遣であります。 

 お諮りします。議員派遣につきましては、会議規則第１６７条の規定により、配付のとおり派

遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、配付しておりますとおり派遣するこ

とに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 平成２７年発委第４号対馬市伝統的町並み保存条例については、産業建設常任委員長から、閉

会中の継続審査の申出書が提出されております。 

 お諮りします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継

続審査とすることに決定しました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。議案の配付をしますのでしばらくお待ちください。 

午前11時09分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時11分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ただいま配付のとおり、議会運営委員長から、発委第２号対馬市議会委員会条例の一部を改正

する条例について、また、黒田昭雄君外から発議第５号未来を担う子どもたちの教育を守る義務
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教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書が提出されております。 

 お諮りします。２件を日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２として直ちに議題にした

いと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。発委第２号及び発議第５号を日程に追加し、追加

日程第１及び追加日程第２として直ちに議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．発委第２号 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第１、発委第２号、対馬市議会委員会条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本件は、議会運営委員会からの提出議案でありますので、委員長の趣旨説明を求めます。委員

長、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  ただいま議題となりました、発委第２号、対馬市議会委員会条

例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。 

 今回の一部改正は、対馬市部設置条例が改正され、部の名称及び事務分掌が変更になったこと

により、各常任委員会が所管する事項に変更が生じたため、本年７月１日に施行される対馬市部

設置条例の各部の事務分掌に合わせて、各常任委員会の所管を変更するため、所要の改正を行う

ものであります。 

 それでは発委案を読み上げます。発委第２号、平成２８年６月２４日、対馬市議会議長堀江政

武様、議会運営委員会委員長上野洋次郎。対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例について、

別紙のとおり、地方自治法第１０９条第６項及び会議規則第１４条第２項の規定により提出しま

す。 

 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例、対馬市議会委員会条例（平成１６年対馬市条例

第２３７号）の一部を次のように改正する。 

 改正部分につきましては、配付の新旧対照表を御参照ください。 

 なお、この条例の施行日は、対馬市部設置条例の一部改正条例の施行日に合わせる必要がある

ことから、平成２８年７月１日としております。 

 以上、提案理由の説明を申し上げました。御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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 本件は委員会への付託を省略し、これから、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．発議第５号 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第２、発議第５号、未来を担う子どもたちの教育を守る義務教

育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  発議第５号、平成２８年６月２４日、対馬市議会議長堀江政武様。 

 提出者、対馬市議会議員、黒田昭雄、賛同者、同、船越洋一、賛同者、同、春田新一。 

 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

 意見書案を読み上げ提案理由とさせていただきます。 

 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書（案）。 

 義務教育は、憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に基づいて、子どもたち一

人一人に国民として必要な基礎的資質を培い、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使

命を負っています。豊かな教育の保障は、国の社会基盤形成の根幹であり、義務教育の全国水準

の維持向上や機会均等の確保は、国の責務でもあります。 

 義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づき、全国どこで学んでも子供たちが等しく教育

を受けることができるようにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないよ

うにするため制定されたものです。 

 義務教育費国庫負担法の一部改正により、平成１８（２００６）年度から国庫負担率が３分の

１に引き下げられました。国庫負担制度の根幹は堅持されたものの、負担率の引き下げは、地方

財政を一層圧迫しています。離島や小規模校が多く、財政状況の厳しい本県にとって、国の施策

として財源保障がされることは非常に重要です。 

 こうした観点から平成２９（２０１７）年度政府予算編成において下記事項が実現されますよ

う要望します。 

 記。１、義務教育費国庫負担制度について、国の負担を２分の１に復元することを含め、制度
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を堅持すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２８年６月２４日、長崎県対馬市議会。 

 提出先、内閣総理大臣様、総務大臣様、財務大臣様、文部科学大臣様。 

 以上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、討論、採決を行います。 

 発議第５号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。発議第５号は原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において整理を要する

ものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって、議長に委任願います。御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長より挨拶の申し出があっておりますので、これを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

 本定例会は、６月１４日から６月２４日までの１１日間にわたりまして慎重に御審議頂き、御

礼申し上げます。 



- 214 - 

 議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努め、速やかに対処してまいりま

す。 

 今回、対馬市議会として初めての会派代表質問や一般質問において議論を交わす中、本市の重

要施策推進のためには議会と市民とのスクラムの必要性を改めて認識したところでございます。 

 国境離島新法制定を受け、対馬創生への未来予想図の設計、国内外の観光客の増加に伴う受け

入れ態勢の充実、新たな観光ルートの構築、そして地域産業振興による雇用拡大に向けた対馬版

ふるさと納税制度の早期構築など、早急に取り組む重要施策が山積していることも、議員皆様と

も共有できました。 

 加えまして、選挙公約など重要施策に果敢に取り組んでいく庁内体制づくりのため提案させて

いただきました部設置条例の一部改正につきまして御決定をいただきましたので、今まで以上に

職員間の連携を図りながら、施策の実現に努めてまいる所存でございます。 

 今後とも議員皆様の御指導、御協力よろしくお願い申し上げます。 

 次に、御報告とお願いを申し上げます。 

 イリオモテヤマネコの生息地で知られております沖縄県竹富町との間で友好都市協定を締結す

ることが決定いたしました。締結式は来る７月７日、環境省本庁において行われる予定であり、

対馬市のツシマヤマネコ、竹富町のイリオモテヤマネコと人々が共生できる環境づくりを推進す

ることを目的とし、今後、教育、文化、産業などさまざまな分野における連携と交流について恒

久的な友好親善に取り組んでまいります。 

 次に、ことし２０回目の節目を迎えます国境マラソンＩＮ対馬が、７月３日に開催されます。 

 近年のマラソンブームから年々参加者も増加し、今回はお隣の韓国から２９５名、島外からの

参加者５２１名を含む過去最高の１,４１６名のエントリーを受けております。 

 また、記念大会に当たり、航空自衛隊西部航空音楽隊による前夜祭も企画しておりますので、

国境の島のイベントを盛り上げるためにも、議員各位、市民の皆様も足をお運びいただき、熱い

声援をお願いいたします。 

 最後になりますが、皆様の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げまして閉会の挨拶とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 平成２８年の第２回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議いただきまして、ここに滞りな

く閉会の運びとなりました。議員各位はもとより、市長以下市幹部の方々の御協力に対し、心か

らお礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項につきましては、今後の行政運営に生かされ

ることを期待いたします。 
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 最後になりましたが、皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。平成２８年第２回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午前11時27分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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